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環境白書の刊行にあたって

　富山県は、標高３，０００ｍ級の立山連峰から、水深１，０００ｍ超の富山

湾に至るまで、高低差４，０００ｍの雄大な自然景観を有しています。ま

た、本州一の植生自然度を誇る豊かな森林が広がっており、全国名

水百選に全国最多の４か所が選定されるなど清らかな水にも恵まれ

ています。私たちは、これらの素晴らしい環境を守り、県民の大切

な財産として、将来の世代に引き継いでいかなければなりません。

　今、私たちが直面する環境問題は、都市・生活型公害や廃棄物による環境負荷の増大か

ら、二酸化炭素等の増加による地球温暖化といった地球規模の問題まで広範囲に及んでお

り、その原因は複雑・多様化しています。

　このような問題を解決し、ゆとりある環境と持続可能な社会を築いていくためには、自

然や生活環境の保全を図るとともに、大量生産・大量消費・大量廃棄といった社会経済の

しくみや私たち一人ひとりの暮らしのあり方を見直していくことが必要です。

　このため、県では、「安心とやま」を重点政策の柱の一つに掲げ、循環型・脱温暖化社会

の構築や生活環境の保全、自然環境の保全に取り組んでいるところです。今年度は新たに

「エコライフスタイル推進事業」や「とやまエコライフ・アクト１０宣言」を実施するなど、

ライフスタイルの転換に向けた取組みを進めるとともに、「富山県森づくり条例」に基づき、

県民全体で支える森づくりを推進しているところです。

　この環境白書は、平成１７年度における本県の環境の状況を紹介するとともに、環境の保

全及び創造に関する取組みについて取りまとめたものです。本書を通じて、多くの皆様が

環境への理解と関心を深められ、「清らかな水と豊かな緑に恵まれた快適な環境」の保全と

創造に向け、積極的なご協力をいただきますようお願い申しあげます。

　　　平成１８年１０月

富山県知事　　石　井　�　一　　　　
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　本県は、早くから工業県として発展して

きた結果、昭和３０年代後半からの高度経済

成長の過程で、生活水準は著しく向上した

ものの、大気汚染や水質汚濁などの産業公

害により生活環境が悪化するとともに各種

開発による自然環境の改変が進みました。

　昭和４０年代には環境保全のための各種法

体系の整備が進められ、本県においても公

害防止条例の制定をはじめ、独自の大気環

境計画の策定等の公害防止対策を講じると

ともに、県立自然公園条例や自然環境保全

条例の制定などの自然保護施策を展開しま

した。その結果、環境は全般的に改善され、

清らかな水、さわやかな空気、変化に富ん

だ美しく豊かな自然などすぐれた環境の保

全に大きな成果をあげてきました。

　しかしながら、都市化の進展やライフス

タイルの変化などを背景に、自動車による

大気汚染や騒音、身近な自然の減少など、

都市・生活型の環境問題が課題となってい

ます。

　さらに、廃棄物の発生抑制や循環的利用、

適正処理が確保される循環型社会の構築や、

地球温暖化をはじめとする地球的規模の環

境問題は、緊急の課題となっており、ダイ

オキシン類などの有害な化学物質に対する

対策も必要となっています。

　こうした課題の多くは、日常的な生活や

通常の事業活動に起因することから、従来

の規制的あるいは個別的な手法だけでは十

分には対応できない状況にあります。

　一方で、生態系の価値や多様な自然環境

の重要性に対する認識が高まるとともに、

うるおいのある水辺や豊かな緑、美しい景

観など、より質の高い環境の形成に対する

ニーズが高まってきています。

　このような状況に対処するため、平成７

年１２月に、「環境の恵沢の享受と継承」、「持

続的発展が可能な社会の構築及び環境保全

上の支障の未然防止」並びに「地球環境保

全の推進」を基本理念とする環境基本条例

を制定しました。また、この条例に基づき、

快適で恵み豊かな環境の保全と創造に関す

る施策の基本的な考え方、長期的な目標、

必要な推進事項を盛り込んだ環境基本計画

を策定し、次の区分に従い、環境の保全及び

創造に向けて各種の施策を実施しています。

・安全で健康な生活環境の確保

・環境への負荷が少ない循環型社会の

構築

・自然と共生したうるおいのある環境

の実現

・快適な環境づくり

・地球環境の保全への行動と積極的貢

献

・環境の保全及び創造に向けたみんな

の行動

・総合的視点で取り組む環境の保全と

創造

　１７年度において、環境の保全及び創造に

関して講じた主な施策は以下のとおりです。

　「基本的施策の推進」については、環境

基本条例の目的を達成するため、環境を取

り巻く状況の変化を反映して１６年３月に改
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定した環境基本計画の推進に努めました。

　「安全で健康な生活環境の確保」につい

ては、大気環境の保全のため、化学物質排

出量の削減指導やエコドライブの普及啓発

等により、大気環境計画（ブルースカイ計

画）を推進しました。また、アスベスト対

策として、全国に先駆けて小規模解体等作

業を届出対象とする要綱を制定し、監視・

指導や環境調査を実施しました。

　水環境の保全について、１３年度に改定し

た水質環境計画（クリーンウオーター計画）

を推進したほか、富山湾の水質改善を図る

ため、海上保安庁と連携して、水質等の共

同調査を実施し、水質予測モデルについて

検討しました。

　土壌環境の保全について、土壌汚染対策

法に基づき、市街地等の土壌汚染に対して

適切に対応するとともに、「土壌汚染リスク

情報管理システム」により、土壌汚染に関

する情報の管理・活用を図りました。

　地下水の保全について、地下水の現況や

県民のニーズを踏まえ、冬期間の地下水位

低下対策や地下水の涵養施策の拡充を図る

ため、平成１８年３月に地下水指針を改定し

たほか、冬期間の地下水位を常時把握する

ためのテレメータシステムの導入や全国で

初めて環境省・魚津市と連携して地下水涵

養実証調査を実施しました。

　騒音、振動のないやすらかな環境の実現

について、北陸新幹線鉄道の朝日町から富

山市までの沿線地域に環境基準の地域類型

の当てはめを行いました。

　化学物質による環境汚染の防止について、

ダイオキシン類に係る大気、水質等の環境

調査や主な発生源の監視・指導を実施しま

した。また、「特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律（化学物質排出把握管理促進法）」に基

づき、事業者の化学物質の排出量等につい

て集計、公表を行うとともに、化学物質の

管理状況やリスクコミュニケーションの現

状等について意識調査を実施しました。

　「環境への負荷が少ない循環型社会の構

築」については、廃棄物の発生抑制や循環

的利用、適正処理を総合的かつ計画的に推

進し、循環型社会を構築するため、１５年３

月に策定した廃棄物処理計画（とやま廃棄

物プラン）に基づき、県民、事業者及び市

町村の取組みを支援するとともに、「ごみゼ

ロ推進県民会議」を中心とした、県民総ぐ

るみの「ごみゼロ推進大運動」を推進しま

した。また、不法投棄等の防止対策として

パトロールを実施したほか、長期間にわた

り保管されているPCB廃棄物を処理する

こと等を定めたPCB廃棄物処理計画を１８

年３月に策定しました。

　「自然と共生したうるおいのある環境の

実現」については、県内４地区５か所の自

然公園等にナチュラリストを配置し自然解

説活動を実施したほか、山岳自然環境の保

全と適正な利用を図るため、有識者からな

る「立山懇談会」において、本県の山岳に

関する問題について検討しました。また、

薬師峠野営場で自然環境に配慮した公衆ト

イレを整備したほか、本県独自の県定公園

制度について保全のあり方の規定を追加し

た新制度により新たに５か所を指定しまし

た。さらに、有害鳥獣として、人とのあつ

れきが深刻化しているニホンザルについて、

ニホンザル保護管理計画に基づき、総合的

な対策を推進しました。なお、１６年秋に異
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常出没したツキノワグマについては、安全

対策や共生対策を図るために、県内外の有

識者からなる「ツキノワグマ等保護管理検

討委員会」において、保護管理暫定指針を

策定するとともに、ツキノワグマの行動域

調査等を引き続き実施しました。

　森づくりの推進については、里山整備な

ど森林の整備・保全を実施したほか、これ

からの森づくりを推進するための方策等を

検討しました。

　「快適な環境づくり」については、地域

住民が主体となり、継続的な清掃美化活動

を推進する「アダプト・プログラム事業」

により、地域住民と行政との協働体制づく

りを推進しました。また、地域の特性を活

かした優れた景観の保全及び創造を図るた

め、１４年９月に制定した景観条例に基づき、

うるおいのある景観づくりを総合的かつ計

画的に推進したほか、美しい散居景観を保

全するため、地域住民が主体となる活動を

関係団体・市町村と連携して行いました。

さらに、とやまの名水について、海水とし

て全国初の「富山湾の深層水」を含む１１件

を追加選定しました。

　「地球環境の保全への行動と積極的貢

献」については、地球温暖化対策を地域レ

ベルで計画的かつ体系的に推進するため、

１６年３月に策定した地球温暖化対策推進計

画（とやま温暖化ストップ計画）に基づき、

県民や事業者による温室効果ガスの削減対

策を推進したほか、「富山県地球温暖化防止

活動推進センター」である�とやま環境財

団と連携して、地球温暖化防止活動推進員

の活動支援や講演会の開催等を行いました。

また、国や関係機関と連携して酸性雨や黄

砂の実態調査を実施しました。

　環日本海地域との国際環境協力について、

�環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）

と連携して、「北東アジア地域自治体連合環

境分科委員会」を開催し、環日本海地域の

環境保全についての情報交換や自治体間で

の環境協力事業についての検討を行ったほ

か、青少年の環境意識の醸成を図るため「北

東アジア青少年環境シンポジウム２００５」を

開催しました。また、日本、中国、韓国及

びロシアの自治体やＮＧＯの参加を得て、

日本海及び黄海沿岸の海辺の漂着物調査を

実施したほか、ロシア沿海地方との渡り鳥

に関する共同調査や中国遼寧省との水質環

境に関する共同調査研究を実施しました。

　北西太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）の

推進について、ＮＯＷＰＡＰの活動の連絡

調整を担う地域調整部（ＲＣＵ）富山事務

所の活動を支援するとともに、ＮＯＷＰＡ

Ｐの特殊モニタリング・沿岸環境評価地域

活動センター（ＣＥＡＲＡＣ）に指定され

ているＮＰＥＣと連携して、赤潮を含む有

害藻類の異常繁殖に関する国際ワークショ

ップを開催するとともに、リモートセンシ

ングによる海洋環境モニタリング手法の開

発を推進するため、富山湾をモデル海域と

してモニタリング手法に関する調査研究を

行う「富山湾プロジェクト」を実施しまし

た。また、「環日本海環境ウォッチシステム」

により、衛星から受信した海洋環境データ

を解析し、国内外に発信しました。

　このほか、日本海及び環日本海地域の過

去・現在・未来にわたる人間と自然とのか

かわり、地域間の人間と人間とのかかわり

について、総合的、学際的に研究すること

を目的として、県が提唱している「日本海

学」の確立、推進を図るため、日本海学推
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進機構を中心に、普及啓発事業や調査研究

を行いました。

　「環境の保全及び創造に向けたみんなの

行動」については、環境教育に積極的に取

り組んでいくため、「富山県環境教育推進方

針」を策定したほか、�とやま環境財団と

連携し、こどもエコクラブ（ふるさと環境

学習クラブ）の登録を行い、その活動を支

援したほか、学校、地域団体の希望に応じ、

環境に関する講師を派遣する「出前講座」

を実施しました。また、交通事業者の協力

も得て、「県・市町村統一ノーマイカーデー」

を実施するなど、「ノーマイカーデー県民運

動」を推進しました。

　県自らの環境への配慮の率先実行につい

ては、地球温暖化防止のための富山県庁行

動計画（新県庁エコプラン）に基づき、温

室効果ガスの排出抑制のための取組みを推

進したほか、県庁本庁舎において認証を取

得しているＩＳＯ１４００１の環境マネジメン

トシステムについて認証を更新するととも

に、オフィス活動や各種事業における環境

への配慮に取り組みました。また、公共事

業環境配慮指針に基づき、県が実施する公

共工事による環境負荷の低減を図るととも

に、グリーン購入調達方針に基づき、環境

物品等の調達に努め、重点的に調達を推進

する品目を拡大しました。

　「総合的視点で取り組む環境の保全と創

造」については、富岩運河等のダイオキシ

ン類汚染などの課題に関係機関が連携して

総合的な視点で取り組むため、第７次富山・

高岡地域公害防止計画を推進したほか、大

規模な開発事業に伴う環境への影響を低減

するため、環境影響評価条例等に基づき、

事業者による適切な配慮を指導しました。

また各試験研究機関において、環境保全等

に関わる各種調査研究を実施しました。

　１８年度においては、「安心とやま」の実現

に向けて、環境の保全及び創造に関する各

種の施策をさらに推進することにしていま

す。

　「基本的施策の推進」については、環境

基本計画に基づき、「清らかな水と豊かな緑

に恵まれた快適な環境」の実現をめざし、

県民、事業者及び行政が連携協力して、環

境の保全と創造に関する各種施策を推進し

ます。

　「安全で健康な生活環境の確保」につい

ては、ブルースカイ計画を推進するととも

に、届出のあったアスベスト除去等作業現

場等で監視・指導及び環境調査を実施しま

す。また、クリーンウオーター計画を推進

するとともに、富山湾の水質改善のため、

「富山湾共同環境調査検討会」において、

海上保安庁との富山湾共同環境調査等で得

られた知見を総合的に解析し、効果的な水

質改善対策を検討します。

　地下水の保全については、冬期間の地下

水位低下を常時監視する体制を整備し、イ

ンターネットで情報提供するとともに、地

下水涵養を普及するためのシンポジウムを

開催します。

　騒音、振動のないやすらかな環境の実現

については、北陸新幹線鉄道の富山市から

小矢部市までの沿線地域で環境基準の地域

類型の当てはめを実施します。

　化学物質については、事業者等の取り組

みとリスクコミュニケーションを推進する
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ためのガイドラインを策定します。また、

ダイオキシン類等に関する環境調査等を実

施し、公表します。

　「環境への負荷が少ない循環型社会の構

築」については、とやま廃棄物プランに基

づき、廃棄物の発生抑制や循環的利用、適

正処理を県民総ぐるみで推進するため、「ご

みゼロ推進県民会議」を中心に、「ごみゼロ

推進大運動」を展開します。また、市町村

をはじめ地域住民やＮＰＯ、事業者の取組

みを支援するとともに、廃棄物の循環的利

用を推進するため、具体的な施策や役割分

担などを盛り込んだ指針を策定するととも

に、行政と事業者が連携協力して生ゴミの

リサイクル（肥料化）の事業化を検討しま

す。

　「自然と共生したうるおいのある環境の

実現」については、弥陀ヶ原周辺において

登山道整備と植生復元、木製土留工などの

整備をするほか、能登半島国定公園の九殿

浜園地を整備することとし、園路等の設計

を実施します。また、人と野生鳥獣との共

存を図るため、ニホンザル保護管理計画を

改定するとともに、ツキノワグマ対策につ

いては、保護管理指針を策定し、人とクマ

との共生を推進します。

　さらに、県立自然公園の新規指定に向け

た関係機関との調整を行うとともに、県民

全体で支える森づくりを推進します。

　「快適な環境づくり」については、地域

の住民等が主体となった「アダプト・プロ

グラム」の実施等により、引き続き県土美

化推進運動を推進するとともに、県民参加

による植樹運動などの緑化運動を展開しま

す。また、景観条例に基づき、大規模行為

の届出制度等の景観づくりの推進に関する

施策を実施します。「とやまの名水」につい

て、PR冊子を作成し、各種イベント等の

機会を促えて県内外に発信します。

　「地球環境の保全への行動と積極的貢

献」については、地球環境保全に関する情

報を体系的に県民に提供するとともに、１６

年３月に策定したとやま温暖化ストップ計

画に基づき、県民、事業者及び行政が一体

となった温暖化対策を推進します。また、

新たに環境家計簿や省エネルギー機器を活

用した、地域での県民参加型モデル事業と

して「とやまエコ・メイト事業」を実施す

るとともに、事業者の取組みを支援するた

め、中小企業向けの環境マネジメントシス

テムである「エコアクション２１」を推進し

ます。さらに、酸性雨・黄砂に関する実態

調査を実施します。

　環日本海地域との国際環境協力について、

関係機関と連携して、ＮＰＥＣの活動を支

援し、環日本海地域における国際環境協力

を推進します。また、ＮＰＥＣと連携して、

「北東アジア地域自治体連合環境分科委員

会」を運営し、個別プロジェクト活動が円

滑に行われるよう調査等を実施します。さ

らに、ＮＯＷＰＡＰのＣＥＡＲＡＣに指定

されたＮＰＥＣが国際的な役割を適切に果

たせるよう、赤潮を含む有害藻類の異常繁

殖に関する取組みやリモートセンシングに

よる海洋環境モニタリング手法の開発を支

援します。

　日本海学の推進について、日本海学推進

機構と連携して、普及啓発や調査研究を推

進します。
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　「環境の保全及び創造に向けたみんなの

行動」については、「ノーマイカーデー県民

運動」の推進を図るため、公共交通事業者

の協力を得て実施する「県・市町村統一ノ

ーマイカーデー」へ多くの参加を働きかけ

ます。また、環境問題に関する理解と、環

境の保全と創造に関する自主的な取組みの

促進を図るため、環境教育推進方針を推進

します。

　日常生活の中でごみや二酸化炭素等の排

出を極力抑制する取組み（エコライフスタ

イル）を促進するため、エコライフスタイ

ル推進大会や県内１０市でのエコライフスタ

イル・イベントを開催するとともに、国の

国民運動「チーム・マイナス６％」と連携

して日常生活での１０の取組みを呼びかける

「とやまエコライフ・アクト１０宣言」キャ

ンペーンを展開します。

　また、県自らの環境への配慮の率先実行

について、ＩＳＯ１４００１に基づき、引き続き

環境に配慮したオフィス活動やエコイベン

ト実施方針による取組みを推進します。新

県庁エコプランについては、出先機関等で

の取組みを強化するとともに計画を改定し

ます。また、グリーン購入調達方針に基づ

き、環境物品等の調達に努めます。

　「総合的視点で取り組む環境の保全及び

創造」については、第７次富山・高岡地域

公害防止計画に基づき、関係機関と連携し

て各種事業を実施するとともに、事業の実

施状況や効果等を把握し、適切な進行管理

を行います。また、環境影響評価条例等に

基づき、事業者による適切な環境配慮を推

進するとともに、ＮＰＯ、事業者、報道機

関、行政などが連携協力して環境保全活動

を推進するため、「環境にやさしいとやま推

進県民会議（仮称）」の設置を検討します。

　複雑で多様化する環境問題を解決し、快

適で恵み豊かな環境を保全し創造していく

ためには、今後とも、県民一人ひとりが人

間活動と環境との関係について理解を深め

るとともに、県民、事業者、行政が一体と

なって取り組んでいくことが必要です。

　このため、環境の恵沢の享受と継承、持

続的発展が可能な社会の構築及び環境保全

上の支障の未然防止、地球環境保全の推進

という環境基本条例の基本理念の実現に向

け、関係機関と連携しながら、地域に根ざ

した環境保全活動を展開するなど、環境基

本計画に基づく各種施策を積極的に推進し

ていきます。



　安定した構図のもと、高い表

現力で描いています。自然の黄

緑から緑への階調が美しく、子

どもの背がしっかり自然を守る

ことを訴えている秀作です。

砺波市立庄西中学校３年

竹　内　晴　香　さん
中学生
の　部

　黒の斜めの道路を正面の中央
部に設定した構図は、「ゴミのポ
イ捨て」を禁止する強い意思を
示しています。アイディアが斬
新であり、青緑と赤など重厚な
色調で描かれている力強い作品
です。

射水市立東明小学校６年

谷　　　奈津希　さん
小学生
の　部



富山第一高等学校３年

才　木　智　恵　さん
高校生
の　部

氷見市立比美乃江小学校６年

松　木　博　子　さん 
小学生
の　部

黒部市立桜井中学校３年

八　木　綾　香　さん
中学生
の部



生活環境の保全に向けて生活環境の保全に向けて
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　環境省、富山県及び魚津市が連携して、水田等を利用した地

下水涵養手法の検討を実施しました。
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　アスベストの除去等作業現場への立入調査を行い、飛散防止

対策の監視・指導を行っています。



自然環境の保全に向けて自然環境の保全に向けて
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　ツキノワグマ等の野生鳥獣の適正な保護管理を行うため、地域講習

会の開催、捕獲や放獣などを行っています。（右下の写真は、捕獲し

たツキノワグマを放獣する前に、個体計測しているところです。）
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　森林ボランティアや地域住民等による森づくり活動を行っています。
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第１１章

環境の状況並びに環境の保全
及び創造に関する取組み　　

　１７年度における県内の環境の状況は、こ
れまで実施してきた各種の施策により、全
般に良好な水準を維持しています。
　大気環境については、主な汚染物質であ
る二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状
物質は環境基準を達成していますが、光化
学オキシダントについては環境基準を達成
していません。また、有害大気汚染物質の
うち、環境基準が設定されているベンゼン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ
ン及びジクロロメタンは、すべて環境基準
を達成しています。さらに、悪臭について
も、生活環境への著しい支障は生じていま
せん。
　水環境については、富山湾の一部の地点
を除き環境基準を達成しています。
　土壌環境については、一部の市街地で土
壌汚染対策法に基づく指定地域があるほか、
神通川流域の農用地において、土壌汚染対
策計画に基づき復元事業が進められていま
す。
　地下水については、地下水位はおおむね
横ばいの傾向にありますが、道路などの消
雪用揚水設備の増加に伴い、冬期間には市
街地の一部で大幅な低下がみられます。
　騒音、振動については、生活環境への著
しい支障は生じておらず、道路に面する一
部の地域を除き、おおむね良好な状況とな
っています。
　ダイオキシン類については、住居地域や
工業地域等における大気、主要な河川の水
質や底質、海域の水質や底質、地下水及び
土壌のほとんどで環境基準を達成していま
すが、富岩運河で達成していない地点があ
ります。
　廃棄物については、県民総ぐるみで循環
型社会の構築に取り組む「ごみゼロ推進大
運動」の推進により、発生抑制や循環的利

用が進められるとともに、不法投棄の未然
防止をはじめとする適正処理の確保が図ら
れています。
　自然環境については、多様な自然環境の
保全が図られるとともに、近年、人畜や農
林業への被害が問題となっているツキノワ
グマやニホンザル等の野生生物の共生と生
物の多様性の確保が図られています。また、
森林の保全・整備や県民参加による森づく
りが進められています。
　このように本県の環境の状況は概ね良好
ですが、富山湾の水質汚濁や富岩運河のダ
イオキシン類汚染などの解決すべき課題も
残されており、１７年度においても、各種計
画の推進や県民総ぐるみによる活動の展開
など、環境の保全及び創造に関して各種施
策を講じたところです。
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　都市・生活型公害から地球環境問題まで
広範多岐にわたる今日の環境問題に適切に
対応するため、７年１２月に環境基本条例を
制定しました。この条例は、快適で恵み豊
かな環境を保全し、及び創造することを目
標に、「環境の恵沢の享受と継承」、「持続的

発展が可能な社会の構築及び環境保全上の
支障の未然防止」並びに「地球環境保全の
推進」の３つを基本理念として、環境の保
全と創造に向けた行政、事業者、県民の責
務を明示しています。環境基本条例の体系
図は図１‐１のとおりです。

第 １ 節 基本的施策の推進

　図１‐１　環境基本条例の体系図

　健康で文化的な生活を送るためには、快
適で恵み豊かな環境が不可欠であり、将来
にわたって、県民の貴重な財産であるすば
らしい環境を守り育てていくことが必要で
す。このため、環境基本条例の基本理念を

踏まえ、環境の保全と創造に関する各種施
策を計画的に推進し、県民総ぐるみで清ら
かな水と豊かな緑に恵まれた快適な環境づ
くりに取り組んでいます。

１　環境基本条例
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２　環境基本計画

　環境基本計画は、環境基本条例の基本理
念の実現に向けて、快適で恵み豊かな環境
の保全と創造に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るため、環境基本条例第１１
条の規定により施策の大綱や必要な推進事
項を盛り込んで１０年３月に策定したもので
あり、県における環境の保全と創造に関す
る基本となる計画です。
　今日の環境に関する課題は、県や市町村
のみならず、県民、事業者等の各主体が連
携、協力しながら、それぞれの立場で自主
的かつ積極的に取り組まなければ解決でき
ないものとなっています。環境基本計画は、

環境の保全と創造に向けて各主体に求めら
れる取組みの指針となるものです。
　なお、政策の柱である五つの立県構想の
一つとして「環境立県」を掲げた県民新世
紀計画の策定や各種法令等の整備により環
境を取り巻く状況が変化していることや、
富山湾の水質汚濁や富岩運河のダイオキシ
ン類汚染等の新たな課題への対応が求めら
れていることなどから、１６年３月に環境基
本計画を改定しました。
　本県の環境行政における環境基本計画の
位置付け及び計画に定めた施策の概要は、
図１‐２及び図１‐３のとおりです。

　図１‐２　環境基本計画の位置付け

（注）この計画の趣旨を踏まえ、１６年３月には、地域レベルで地球温暖化対策に取り組むための地球温暖化対策推
進計画を策定
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　図１‐３　環境基本計画の施策の概要

１　安全で健康な生活環境の確保

　　�　健康で快適な大気環境の確保
　　　　　・ブルースカイ計画の推進
　　　　　・かおり環境の保全
　　�　豊かで清らかな水環境の確保
　　　　　・クリーンウオーター計画の推進
　　　　　・富山湾水質汚濁対策の推進
　　�　健やかで豊かな生活を支える土壌環境と地下水の確保
　　　　　・農用地土壌汚染対策の推進
　　　　　・市街地等の土壌汚染対策の推進
　　　　　・地下水指針の推進
　　�　騒音、振動のないやすらかな環境の実現
　　　　　・適正な土地利用、総合的な自動車騒音対策等の推進
　　　　　・音風景の保全
　　�　化学物質による環境リスクの低減
　　　　　・化学物質の環境モニタリングとリスクの低減
　　　　　・化学物質管理指針の策定とリスクコミュニケーションの推進
　　　　　・富岩運河のダイオキシン類対策の推進
　　�　公害被害等の防止と解決
　　　　　・イタイイタイ病対策の推進
　　　　　・公害紛争・苦情の未然防止と解決

２　環境への負荷が少ない循環型社会の構築

　　　・とやま廃棄物プランの推進
　　　・廃棄物の発生抑制等の推進
　　　・廃棄物の循環的利用の推進
　　　・廃棄物の適正処理の確保
　　　・廃棄物処理施設の整備促進

３　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　　�　すぐれた自然環境の保全
　　　　　・自然環境指針の推進
　　　　　・自然環境の保全と適正な利用の推進
　　�　自然とのふれあいの確保
　　　　　・自然とふれあう機会の確保
　　　　　・ナチュラリスト、バードマスター等の育成
　　　　　・登山道、公衆トイレ等の整備
　　�　生物多様性の確保
　　　　　・生態系や種、遺伝子の多様性の保全
　　　　　・ふるさと生き物環境づくりマニュアルの活用

４　快適な環境づくり

　　�　心地よい水辺環境の創造
　　　　　・水辺空間の創出、名水等の保全
　　　　　・水辺等における清掃や美化活動の推進
　　�　里や街における豊かな緑の保全と創造
　　　　　・花と緑の新世紀プランの推進
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　　　　　・公園、道路等の緑化の推進
　　�　うるおいのある景観の保全と創造
　　　　　・景観条例に基づく景観づくりの推進
　　　　　・各種事業における景観への配慮の推進
　　�　歴史や文化をいかした街づくり
　　　　　・歴史的・文化的遺産の保全と景観への配慮の推進
　　　　　・歴史的・文化的背景をいかした街づくりの推進
　　�　快適なトイレの推進
　　　　　・快適トイレ推進プランの推進

５　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　　�　地球環境保全行動計画の推進
　　　　　・省資源、省エネルギーの推進
　　　　　・フロン対策等の推進
　　�　地球環境の保全のための対策の推進
　　　　　・地球温暖化対策推進計画（とやま温暖化ストップ計画）の推進
　　　　　・酸性雨、黄砂対策の推進
　　�　環日本海地域の環境保全と国際環境協力
　　　　　・環日本海環境協力センターを中核拠点とした海洋環境保全対策の推進
　　　　　・北西太平洋行動計画（NOWPAP）への支援、協力
　　　　　・日本海学の推進

６　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

　　�　環境保全活動へのみんなの参加
　　　　　・とやま環境財団を中核拠点とした県民の環境保全活動への参加の促進
　　　　　・企業、県民、民間団体の環境保全活動の支援
　　�　環境問題の理解と対応のための教育・学習
　　　　　・環境教育基本計画の推進
　　　　　・とやま環境財団を中核拠点とした環境教育・学習の推進
　　　　　・こどもエコクラブの活動の支援
　　�　事業者としての県の環境保全率先行動
　　　　　・新県庁エコプランの推進
　　　　　・ISO１４００１による環境への配慮
　　　　　・グリーン購入の推進

７　総合的視点で取り組む環境の保全と創造

　　�　環境問題の解決に向けた公害防止計画
　　　　　・公害防止計画に基づく施策の推進
　　�　事業実施に当たっての環境への影響評価の推進
　　　　　・環境影響評価条例に基づく環境影響評価の推進
　　　　　・公害防止条例や土地対策要綱による事前審査
　　�　環境の保全及び創造を支える調査研究等の推進
　　　　　・調査研究の推進
　　　　　・県内外の研究機関との共同研究の推進
　　�　環境コミュニケーションの推進
　　　　　・環境情報の充実、情報公開の推進
　　�　県民参加による新たな環境保全の仕組みづくり
　　　　　・県民参加による仕組みづくりの検討
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第 ２ 節 安全で健康な生活環境の確保

１　健康で快適な大気環境の確保

　健康や生活環境に対して被害が生じない
よう、大気、水、土壌その他の環境の自然
的構成要素が良好な状態に保持されること
は、健やかに暮らしていくために最も基本
的なことです。環境基準＊１の達成状況等か
らみると県内の環境はおおむね良好な状況

ですが、海域の水質汚濁や道路周辺の騒音
など良好な状況とはいえない項目がありま
す。また、富岩運河のダイオキシン類汚染
など有害化学物質による環境汚染に対して
も適切に対応していく必要があります。

�　大気環境の状況
　　大気環境の指標として、二酸化硫黄＊２

や二酸化窒素＊３等について環境基準が定
められています。
　　１７年度における一般大気環境中の二酸
化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
＊４については、県内２５の一般環境観測局
すべてで環境基準を達成しています。
　　光化学オキシダント＊５については、高
温無風の晴天時に環境基準値を超過する
ことが多く、観測時間に対する環境基準
を超過した時間の割合は、４．１～１１．４％で
した。
　　また、大気汚染防止法で定められてい
る緊急時の措置については、１６年６月及
び７月に富山、高岡・射水及び新川地域

の３地域に光化学オキシダントの注意報
を過去最多の２回発令しましたが、１７年
度においては注意報等の発令はありませ
んでした。

　　主な大気汚染物質の環境基準達成率の
推移は、表１‐１のとおりです。また、そ
の年平均値の推移は、図１‐４のとおり、
ここ数年間は、概ね横ばいで推移してい
ます。

　　大気中の自動車排出ガスの濃度につい
ては、一酸化炭素＊６、二酸化窒素及び浮
遊粒子状物質は県内７の自動車排出ガス
観測局すべてで環境基準を達成していま
す。また、主な大気汚染物質の年平均値
の推移は図１‐５のとおり、ここ数年間は
概ね横ばいで推移しています。

＊１環境基準　…　環境基本法等に基づき政府が定める人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが
望ましい環境の質の基準です。

＊２二酸化硫黄　…　硫黄分を含む燃料等を燃焼させることにより生じ、呼吸器等に影響を及ぼす物質で、硫黄酸化物
（SOx）の一種です。

＊３二酸化窒素　…　燃焼に伴い空気中の窒素が酸化されることにより生じ、呼吸器等に影響を及ぼすほか、光化学オ
キシダントの原因ともなる物質で、窒素酸化物（NOx）の一種です。

＊４浮遊粒子状物質　…　大気中に浮遊する微細な粒子で、ぜん息等の原因物質です。工場・事業場のばい煙や自動車
の排ガス等に含まれます。

＊５光化学オキシダント　…　窒素酸化物や炭化水素類が太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことにより生成
する酸化性の強い物質の総称で、高濃度では人の粘膜や呼吸器に影響を及ぼすほか、植物等への影響も報告され
ています。

＊６一酸化炭素　…　燃料の不完全燃焼等によって生じる有毒物質です。
＊７長期的評価　…　大気汚染物質に係る環境基準達成状況の評価方法で、測定精度や測定時の特殊事情に配慮した上
で、年間を通じた大気汚染の状況を的確に把握するため採用されています。

＊８黄砂　…　中国大陸の黄土地帯の砂が強風で吹き上げられ、偏西風にのって細かい砂が飛来する現象です。

　表１‐１　主な大気汚染物質の環境基準達成率の推移（長期的評価＊７）

注　環境基準達成率（％）＝〔環境基準達成観測局数／全観測局数〕×１００
　　＊　黄砂＊８の影響が大きかった３日間を除いて評価した値
　　＊＊黄砂の影響が大きかった３日間を含めて評価した値

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度４８年度物 質 名

１００１００１００１００１００５０二 酸 化 硫 黄

１００１００１００１００１００１００二 酸 化 窒 素

１００１００１００１００＊（０＊＊）９６４５浮遊粒子状物質
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　図１‐４　主な大気汚染物質の年平均値の推移（一般環境観測局）

　図１‐５　主な大気汚染物質の年平均値の推移（自動車排出ガス観測局）
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注１　発令基準欄中の時間は、当該濃度が継続した時間を表します。
　２　発令は対象地域ごとに１局以上の常時観測局において、対象物質の濃度が発令基準のいずれかに該

当し、かつ、気象条件からみて汚染の状況が継続すると認められる場合に行います。

　表１‐２　大気汚染緊急時対策要綱の概要

�　大気環境の保全対策
　ア　法令等に基づく規制の概要
　　�ア 　大気汚染防止法等による規制
　　　　大気汚染防止法は、工場・事業場

における事業活動並びに建築物の解
体等に伴うばい煙及び粉じんの排出
等を規制するとともに、有害大気汚
染物質対策の推進や自動車排出ガス
に係る許容限度の設定等により、大
気汚染の防止を図っています。

　　　　１７年度末のばい煙発生施設の届出
状況は、総施設数が３，０６２施設（１，２６４
工場・事業場）であり、種類別では、ボ
イラーが２，０１５施設（構成比６６％）で
最も多く、次いでディーゼル機関２６５
施設（構成比９％）、金属加熱炉１６６
施設（構成比５％）となっています。

　　　　また、一般粉じん発生施設の届出
状況は、総施設数が１，０８８施設（２５０
工場・事業場）であり、種類別では、ベ
ルトコンベアが３７４施設（構成比
３４％）で最も多く、次いで堆積場３５０
施設（構成比３２％）、破砕機・摩砕機

２９８施設（構成比２７％）となっていま
す。

　　　　さらに、公害防止条例では、法の
規制対象外の施設を対象として、大
気汚染に係る施設の届出を義務付け
るとともに、ばい煙、粉じん及び有
害ガスの排出を規制しています。

　　�イ 　大気汚染緊急時対策要綱による措
置

　　　　大気の汚染が著しくなり、人の健
康又は生活環境に被害が生ずるおそ
れのある場合は、大気汚染防止法及
び大気汚染緊急時対策要綱に基づき、
協力工場へのばい煙排出量削減の要
請等や学校、一般住民などへの周知
を行っています。

　　　　また、近年、沿岸部や山間部でも
光化学オキシダントが高くなる傾向
にあることから、１５年度に要綱を改
正し、緊急時の措置の適用地域を県
内全域に拡大しました。

　　　　大気汚染緊急時対策要綱の概要は、
表１‐２のとおりです。

県内全域適 用 地 域

硫黄酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、二酸化窒素対 象 物 質

情報、注意報、警報、重大警報区　 　 分

重 大 警 報警　 報注 意 報情　 報発 令 基 準

０．５ppm　３時間

０．７ppm　２時間

０．５ppm　２時間

０．２ppm　３時間
０．２ppm　２時間

０．３ppm

硫 黄 酸 化 物

０．３ppm　２時間

０．５ppm

４８時間平均値が
０．１５ppm

０．４ppm０．２４ppm０．１２ppm０．１ppm光化学オキシダント

３．０mg�m３ ３時間－２．０mg�m３ ２時間２．０mg�m３ 浮遊粒子状物質

１．０ppm－０．５ppm０．４ppm二 酸 化 窒 素
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　　�ウ 　悪臭防止法等による規制
　　　　悪臭防止法は、規制地域において、

工場・事業場の敷地境界での悪臭物
質の濃度や気体排出口及び排水口に
おける悪臭物質の排出等を規制する
ことにより、悪臭の防止を図ってい
ます。

　　　　規制地域は、富山市、高岡市、魚
津市、氷見市、滑川市、黒部市（旧
宇奈月町の区域を除く。）、砺波市、
小矢部市、南砺市、射水市（旧下村
の区域を除く。）、上市町、立山町、
入善町、朝日町の１０市４町のうち、
都市計画法に基づく用途地域の定め
られている地域であり、アンモニア、
メチルメルカプタン等２２物質につい
て、工業専用地域とその他の用途地
域に区分し、事業場の敷地境界、気
体排出口及び排水口における規制基
準が設定されています。

　　　　また、公害防止条例では、悪臭に
係る特定施設の届出を義務付けてい
ます。

　イ　大気環境計画の推進
　　　大気環境計画（４８年２月策定。以下
「ブルースカイ計画」という。）は、環
境基本条例に定める大気汚染の防止に
関する個別計画であり、大気環境を保
全するための基本となる方向を示すも

のです。
　　　県では、１７年３月に改定したブルー
スカイ計画に基づき、安全で健康な大
気環境を確保するため、本県において
発生量が多い化学物質について工場・
事業所に対して削減指導を行いました。

　　　一方、県民の関心の高い自動車排ガ
ス対策として、アイドリングストップ
等の環境にやさしいエコドライブを国
土交通省など関係機関と連携して普
及・啓発しました。また、県民の自主
的取組みを推進するため、「エコドライ
ブ宣言者」の募集を行っており、１７年
度末では、県民５６３名、事業所４７社が登
録されています。

　　　さらに、ＮＰＯと連携した「とやま
エコドライブ推進調査」を行い、エコ
ドライブについての効果を検証すると
ともに、環境にやさしい運転を広く啓
発しました。

　　　また、計画に掲げた各種施策を着実
に実施するため、県民、関係団体及び
行政で構成する大気環境計画推進協議
会において、各種施策の調整や進行状
況等について協議し、計画の推進を図
りました。

　　　ブルースカイ計画の概要は、表１‐３
のとおりです。

「安全で健康な大気環境の確保」及び「快適な大気環境の創造」
（※具体的な目標は表１‐４のとおり）計 画 目 標

１７～２１年度までの５か年間計 画 期 間

富山県全域対 象 地 域
１　安全で健康な大気環境の確保
　○化学物質対策
　　・ＶＯＣ（揮発性有機化合物）排出規制に伴う排出実態調査
　　・「化学物質管理指針（仮称）」の策定　など
　○光化学オキシダント対策
　　・光化学オキシダント等緊急時対策の推進
　　・事業者による自主的なＶＯＣ排出削減の推進　など
　○自動車排出ガス対策
　　・エコドライブの推進
　　・低公害車の普及啓発　など
２　快適な大気環境の創造
　○快適なかおり環境の創造
　　・工場・事業場に対する規制基準の遵守及び悪臭防止技術の指導
　　・かおり環境の保全と創造

主 要 課 題 と
推 進 施 策

　県民、ＮＰＯ、事業者、行政の役割分担を明確にし、一体となって計画
目標の実現を図ります。
　また、県民、関係団体及び行政からなる大気環境計画推進協議会におい
て、計画を効果的に推進します。

計画の推進体制

　表１‐３　ブルースカイ計画の概要
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　　ウ　監視測定体制の整備
　　　�ア 　大気汚染常時観測局等の整備状

況
　　　　ａ　大気汚染常時観測局の概要
　　　　　・一般環境観測局
　　　　　　　一般環境の大気汚染を常時

測定するため、県や市により
一般環境観測局２５局が設置さ
れています。

　　　　　・自動車排出ガス観測局
　　　　　　　自動車排出ガスを常時測定

するため、県と富山市により
主要幹線道路近傍に自動車排
出ガス観測局７局が設置され
ています。

　　　　ｂ　大気汚染監視テレメータシス
テムの整備状況

　　　　　　大気汚染の状況を的確に把握
し、光化学オキシダント等の大
気汚染緊急時に迅速に対応する
ため、図１‐６のとおり、インタ
ーネットを利用し、一般環境観

　表１‐４　具体的な目標
※新たな追加物質

環　境　上　の　条　件物　　　　　質

環　
　
　

境　
　
　

基　
　
　

準

１時間値の１日平均値が０．０４ppm以下であり、かつ、１時間値が
０．１ppm以下であること

二酸化硫黄

１時間値の１日平均値が１０ppm以下であり、かつ、１時間値の８時
間平均値が２０ppm以下であること

一酸化炭素

１時間値の１日平均値が０．１０㎎/�以下であり、かつ、１時間値が
０．２０㎎/ ıª以下であること

浮遊粒子状物質

１時間値が０．０６ppm以下であること光化学オキシダント

１時間値の１日平均値が０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾーン内
又はそれ以下であること

二酸化窒素

１年平均値が０．６pg＊２-TEQ ＊３/�以下であることダイオキシン類＊１

１年平均値が０．００３㎎/�以下であることベンゼン

１年平均値が０．２㎎/�以下であることトリクロロエチレン

１年平均値が０．２㎎/�以下であることテトラクロロエチレン

１年平均値が０．１５㎎/�以下であること※ジクロロメタン

指
針
値

１年平均値が２�＊４/�以下であること※アクリロニトリル

１年平均値が１０� /�以下であること※塩化ビニルモノマー

１年平均値が０．０４� Hg/�以下であること※水銀及びその化合物

１年平均値が０．０２５� Ni/�以下であること※ニッケル化合物

「安全で健康な大気環境の確保」具体的な目標値

「快適な大気環境の創造」具体的な目標

悪臭のない快適な環境の実現全 県 域

心地よいかおりを感じることができる快適な環境の創造かおり風景１００選選定地域

＊１ダイオキシン類　…　ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーＰＣＢの総称
です。ダイオキシン類のなかで最も毒性が強い２，３，７，８‐四塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシンについては、人に
対する発がん性が確認されています。

＊２ pg　…　ピコグラムと読みます。ピコは単位の一つで１兆分の１（１０－１２）を示します。
＊３TEQ　…　Toxicity Equivalency Quantity（又は Toxic Equivalent）の略称で、毒性等量の意味です。ダイオ
キシン類には組成や構造が異なる多くの種類があり、それぞれ毒性の強さが異なるため、最も毒性の強い
２，３，７，８‐四塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシンに換算して全体的な毒性の強さを表しています。

＊４μg　…　マイクログラムと読みます。マイクロは単位の一つで百万分の１（１０－６）を示します。
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　図１‐６　大気汚染監視テレメータシステムの状況

測局２５局、自動車排出ガス観測
局７局及び緊急時一斉指令シス
テム等からなる大気汚染監視テ
レメータシステムを整備してい
ます。

　　　　　　なお、このシステムは、老朽
化したこれまでのシステムを１５
～１７年度の３か年かけて更新し
たものです。

　　　　　　また、県内の大気汚染状況を
県民に広く知ってもらうため、
県のホームページや携帯電話で
大気汚染の状況を見ることがで
きるシステムを整備しています。

　　�イ 　大気汚染常時観測局の適正配置
　　　　県では、１４年度に策定した大気汚

染常時観測局適正配置計画に基づき、
観測局の効率的、計画的な配置を行

っています。大気汚染常時観測局適
正配置計画の概要は、表１‐５のとお
りです。

　　�ウ 　環境放射能測定機器の整備状況
　　　　県内における環境放射能＊の実態

を把握するため、文部科学省のモニ
タリング調査の一環として、環境科
学センターにサーベイメータ、モニ
タリングポスト、ＧＭ式ベータ線測
定装置、ゲルマニウム半導体核種分
析装置を整備し、一般環境中の放射
能の測定を行っています。

　　�エ 　花粉常時観測体制の整備
　　　　国と連携して富山市と立山町に整

備した花粉観測システム（愛称：は
なこさん）により、花粉飛散時期に
飛散情報の提供を行っています。

＊環境放射能　…　環境中に存在する放射能で、宇宙からのエネルギーにより大気中で生成する物質や地殻中に存在す
る物質による自然的なものと、原子力の利用等に由来する人工的なものがあります。
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　エ　監視指導
　　�ア 　大気汚染防止法等に基づく監視指

導
　　　　大気汚染防止法及び公害防止条例

に基づく対象工場・事業場（中核市
である富山市（旧富山市の区域）を
除く。）延べ９７工場・事業場を対象に
立入検査を実施し、排出基準等の適
合状況及び対象施設の維持・管理状
況や届出状況について確認するとと
もに、ブルースカイ計画に基づく対
象工場・事業場については、燃料中
の硫黄分や窒素酸化物の排出状況を
調査しました。その結果、２１工場・
事業場に対し、排出基準を遵守する
よう改善を指導しました。

　　�イ 　悪臭防止法等に基づく監視指導
　　　　悪臭の実態を把握するため、食料

品製造業・廃棄物処理業・畜産業
（養鶏業）の３工場・事業場で、敷
地境界とその周辺環境の調査を実施
しました。

　　　　その結果、規制対象となる工場・
事業場においては規制基準と比較し
て低い値でした。

　オ　アスベスト対策の推進
　　　迅速かつ実効性のある環境保全対策

を図るため、大気汚染防止法の規制対
象外となっている小規模解体等作業を
届出対象とした「富山県建築物又は工
作物の解体等に伴う石綿粉じんの排出
等防止措置要綱」を全国に先駆けて平
成１７年９月に制定するとともに、法及
び要綱で届出のあったアスベスト除去
等作業現場１１４件について立入調査を
実施し、アスベストの飛散防止対策の
徹底について指導・助言を行い、この
うち、３件に対して密閉化の徹底等の
改善を指導しました。

　　　また、県内の一般大気環境中におけ
るアスベスト濃度の実態を把握するた
め、住宅地域や工業地域など１３地点で
環境調査を実施し、その結果は、０．１７
～１．０本／�で特に問題はなく、環境省
が実施した全国の一般環境調査結果と
同程度でした。

　カ　環境放射能調査
　　　環境放射能の実態を把握するため、
文部科学省の委託を受けて、日常生活
に関係のある大気や水道水など各種環
境試料中の放射能を調査しました。調
査項目等は、表１‐６のとおりです。そ
の結果、県内における環境放射能の実
態は、全国と同程度でした。

１４～２４年度まで計画期間

�　一般環境観測局
　・浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントは２５局を存続
　・二酸化硫黄は２５局を１６局に集約
　・二酸化窒素は２５局を１７局に集約
�　自動車排出ガス観測局
　・自動車交通量の増大から観測局を１局増設するとともに、既存の観測局をより

交通量の多い沿線に移設

概 要

年次計画

　表１‐５　大気汚染常時観測局適正配置計画の概要

備　考
年　　　　　　　　　　　　度

測定項目区　分
２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４

２５局→１６局△１△１△１△１△１△１△３二 酸 化 硫 黄

一般環境
観 測 局

２５局→１７局△１△２△３△２二 酸 化 窒 素

２５局→２５局浮遊粒子状物質

２５局→２５局オキシダント

６局→７局
増設１
移設１

自動車排出ガス
観　　測　　局

注　△は廃止局数
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測　定　方　法
調査回数
（回 /年）

調査地点試　　料　　名調査項目

サーベイメータ１２射水市空 気空 間 放 射
線 量 率 モニタリングポスト連　続〃〃

ＧＭ式ベータ線
測定装置

降雨毎〃降 水全ベータ線

ゲルマニウム半導体
核種分析装置

４〃大 気 浮 遊 じ ん

核種
ガンマー線

１２〃降 下 物

１〃水 道 水

１〃米

１富山市野菜（ほうれんそう）

１射水市 〃 （大　　　　根）

１砺波市牛 乳

２富山市等日 常 食

１射水市土　壌（上層、下層）

　表１‐６　環境放射能調査の概要

　キ　畜産環境保全対策
　　　畜産農家の実態調査、巡回指導、ふ
ん尿の適正処理技術研修会を開催する
とともに、畜産環境保全に係る施設導
入に対し、補助や融資を行いました。

　　�ア 　調査及び巡回指導
　　　　県、市町村及び農業団体の連携に

よる総合的な指導体制のもとに、畜
産農家の実態調査、巡回指導、水質
検査、悪臭調査等を実施しました。
このうち、実態調査については、毎
年７月に実施しており、１８０戸の畜産
農家を調査しました。その結果、ふ
ん尿処理施設の設置及び利用状況は、
各畜種とも発酵処理施設による利用
が最も多い状況でした。また、畜産
農家付近住民から寄せられる苦情を
未然に防ぐため、３７０戸に対して巡回
指導を行うとともに、水質検査を１２
戸、悪臭調査を４戸で実施しました。

　　�イ 　健全な畜産経営の育成
　　　　家畜の飼養に伴って生ずる衛生環

境阻害要因の除去、施設の改善及び
畜舎周辺の美化運動等を推進すると
ともに、地域社会と調和した清潔で
快適な畜産環境の維持を推進しまし

た。また、家畜ふん尿を適正に処理
した堆肥づくり、堆肥利用の組織づ
くり及び各種補助制度を活用した処
理施設の設置等について、積極的に
指導しました。各種補助制度の実績
は、補助事業については２件（２０，２０１
千円）、補助付きリース事業について
は３件（２７，９１９千円）となっていま
す。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、健康で快適な大気
環境の確保について、「健康で快適な生活
ができるきれいな空」及び「悪臭のない
さわやかな環境」を実現することを目標
としています。

　　具体的には、大気汚染物質濃度につい
ては、環境基準及びブルースカイ計画の
目標を達成維持することとしており、悪
臭については、日常生活において不快さ
を感じないレベルを達成維持することと
しています。

　　環境基本計画に掲げる健康で快適な大
気環境の確保に係る指標の達成状況は、
表１‐７のとおりです。



２０

　表１‐７　健康で快適な大気環境の確保に係る指標の達成状況

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

１００２２１００１７％
年間評価
達成局数／測定局数
（長期的評価）

浮遊粒子状物質大気
環境基準の達成率

１００２２１００１７％
年間評価
達成局数／測定局数
（長期的評価）

二酸化窒素大気環境
基準の達成率

１００２２１００１７％
年間評価
達成地点数／測定地点数

ベンゼン大気環境基
準の達成率
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２　豊かで清らかな水環境の確保

�　水環境の状況
　　水質環境の指標として、カドミウムや
水銀などの人の健康に関連して定められ
た項目（健康項目）や生物化学的酸素要
求量（ＢＯＤ）＊１などの生活環境の保全に
関連して水域の利用目的に応じて定めら
れた項目（生活環境項目）等について環
境基準が定められています。
　　河川、湖沼及び海域の公共用水域につ
いては、図１‐７の２７河川（５１水域）９０地
点、３湖沼（３水域）６地点、２海域
（７水域）２８地点の合計１２４地点のすべ
てで、健康項目に係る環境基準を達成し
ています。また、生活環境項目に係る環
境基準の達成状況は、表１‐８のとおり、
１７年度は河川及び湖沼では１００％の達成
率でしたが、海域では７６％で、全体では
９３％となっています。
　　生活環境項目に係る水質の推移をみる
と、図１‐８のとおり、過去に著しい汚濁
がみられた小矢部川や神通川などは、大
幅に改善され、近年は清浄になってきて
います。また、庄川や常願寺川、黒部川

などは現在もその清流を保っています。
さらに、中小の河川のうち、生活排水の
影響がみられた都市河川は、徐々に改善
されています。それぞれの河川の水質の
状況は、図１‐９のとおり、ほとんど環境
基準のＡＡ～Ａ類型＊２に相当する清浄な
水質を維持しています。

　　湖沼は、清浄な水質を維持しており、
すべての湖沼で継続して環境基準を達成
しています。

　　また、海域は、９～１３年度にかけて環
境基準達成率が３２～６０％と低くなりまし
たが、１４～１６年度は８０％以上を維持し、
１７年度は７６％にやや低下したものの、以
前に比べ改善しています。

　　地下水については、平野部の７６地点で
測定した結果、全ての調査地点で環境基
準を達成していました。

　　さらに、過去に汚染が判明した地域に
おいても４２地点で地下水の測定を行った
結果、汚染範囲の拡大はみられていませ
ん。

＊１生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）　…　水中の汚濁物質が微生物によって分解されるときに必要な酸素の量で、河
川の汚濁を示す代表的な指標です。

＊２（水質環境基準の）類型　…　水域の利用目的に応じて定められている環境基準の区分で、河川の場合はＡＡ～Ｅ
類型の６つに、湖沼の場合は、ＡＡ～Ｃ類型の４つに、海域の場合はＡ～Ｃ類型の３つに分けられています。河
川や湖沼のＡＡ類型、海域のＡ類型は最も清浄な水質を目標とする水域です。

＊３化学的酸素要求量（ＣＯＤ）　…　水中の汚濁物質を化学的に分解するときに必要な酸素の量で、湖沼や海域の汚
濁を示す代表的な指標です。

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度５１年度区　　分

１００１００１００１００１００８１河 川

１００１００１００１００１００―湖 沼

７６９２８８８４４４８５海 域

９３９８９６９５８３８３全 体

注１　有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD（河川）、COD＊３（湖沼及び海域）によります。
　２　環境基準達成率は、環境基準点数に対する環境基準達成地点数の割合です。

　表１‐８　河川、湖沼、海域における環境基準達成率の推移 （単位：％）
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　図１‐７　水質の監視測定地点
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　図１‐８　河川、湖沼及び富山湾の水質の推移
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　図１‐９　河川の水質状況（１７年度）
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り　　　　　ん窒　　　　　素水　　域　　名

０．０１６mg��以下０．１７mg��以下小矢部川河口海域（乙）

０．０１７mg��以下０．２３mg��以下神通川河口海域（乙）

０．０１０mg��以下０．１４mg��以下その他の富山湾海域

　表１‐９　富山湾海域における窒素・りんの水質環境目標

�　水環境の保全対策
　ア　法令等に基づく規制の概要
　　　水質汚濁防止法では、公共用水域の
水質汚濁の防止を図るため、工場・事
業場から排出される水に全国一律の排
水基準を設定し、規制しています。

　　　また、この一律基準では水質汚濁の
防止が不十分と認められる水域につい
ては、条例でより厳しい排水基準（上
乗せ排水基準）を設定できることにな
っており、本県では、主要な公共用水
域について上乗せ排水基準を設定して
います。

　　　規制の対象は、特定施設を設置して
いる工場・事業場であり、現在、政令
で１０１業種等の施設が指定されていま
す。１７年度末における特定施設の届出
状況は、３，４１２工場・事業場であり、地
域別では、富山市が２７％、高岡市が１２％
を占めています。また、業種別では、
旅館業が１９％、食料品製造業が１６％と
なっています。

　　　また、本県では、公害防止条例によ
り、法の規制対象外の施設を対象とし
て、特定施設を追加指定するとともに、
排水基準を設定し、水質汚濁の未然防
止を図っています。

　　　さらに、地下水汚染を防止するため、
水質汚濁防止法及び公害防止条例によ
り、有害物質を含む水の地下浸透を禁
止しています。

　イ　水質環境計画の推進
　　　水質環境計画（６２年２月策定、１４年
３月改定。以下「クリーンウオーター
計画」という。）は、環境基本条例に定
める水質汚濁の防止に関する個別計画
であり、河川、湖沼、海域及び地下水
の水質環境を保全するための基本とな
る方向を示すとともに、県及び市町村
の事業、事業者の活動など水環境を利
用する際の指針となるものです。

　　　県では、この計画に基づき、公共下
水道、農村下水道の整備や合併処理浄
化槽の設置などの事業を積極的に行う
とともに、有害化学物質等汚染防止対
策、国際協力の推進などの施策を推進
しています。

　　　また、富山湾の水質汚濁については、
１０～１３年度にかけて学識者で構成する
「富山湾水質保全研究会」で汚濁機構
の解明と必要な対策について検討した
結果、原因は窒素、りんに起因する植
物プランクトンの増殖（内部生産）で
あるとされたため、クリーンウオータ
ー計画の改定において、表１‐９のとお
り富山湾海域における窒素、りんの水
質環境目標を設定しています。

　　　この計画を総合的かつ計画的に推進
するため、県、市町村、関係団体等か
らなる「水質環境計画推進協議会」に
おいて、施策の実施状況や推進方策等
について具体的な検討を行っています。

　　　クリーンウオーター計画の概要は、
表１‐１０のとおりです。
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　表１‐１０　クリーンウオーター計画の概要

　表１‐１１　具体的な目標

環境基準有害物質

公共用水域
き れ い な 水

環境基準のＢ類型相当以上※河川の水質

環境基準のＡ類型相当以上湖沼の水質

環境基準のＢ類型相当以上※海域の水質

環境基準有害物質地 下 水 域

周辺の景観と調和が図られ、水や緑、魚などの自然と触れ
あうことができ、散策など憩いの場が確保されていること

水 辺 空 間うるおいのある水辺

注　環境基準がＡＡ類型やＡ類型に指定されている水域については、その環境基準の達成維持を目標と
します。

「きれいな水」と「うるおいのある水辺」の確保
（※具体的な目標は表１‐１１のとおり）

計 画 目 標

特に期間は定めていませんが、おおむね５年を目途に施策等の見直しを図るも
のとしています。

計 画 期 間

県下全域の公共用水域及び地下水域対 象 水 域

・水質調査
・排水対策
・水域の保全
・環境保全活動等

計画の推進施策

　行政、事業者、県民の役割分担を明確にし、一体となって計画目標の実現
を図ります。
　また、国、県、市町村、関係団体からなる水質環境計画推進協議会におい
て、計画を効果的に推進します。

計画の推進体制

　ウ　監視測定体制の整備
　　　水質汚濁防止法に基づき、公共用水
域及び地下水の水質測定計画を作成し、
公共用水域では２７河川、３湖沼、２海
域の１２４地点、地下水では定期モニタリ
ングの１１８地点で水質を監視していま
す。

　　　また、国と連携して、小矢部川、庄
川、神通川、常願寺川及び黒部川の５
河川６監視所において、自動測定機に
よる水質の常時監視を行っています。

　エ　監視指導
　　　水質汚濁防止法及び公害防止条例に
基づく規制工場・事業場等（中核市で
ある富山市を除く。）延べ３１４工場・事
業場を対象に、排水基準の適合状況及
び汚水処理施設の管理状況等について、
立入検査を実施し、１１工場・事業場に

対して、汚水処理等の改善を指導しま
した。

　　　なお、魚津市の電子部品・デバイス
製造工場において、１７年１２月に工場内
の井戸から化学物質が検出されたとの
報告があったことから、県として周辺
地域の地下水汚染状況を調査するとと
もに、魚津市と連携して事業者に対し、
汚染土壌の除去、汚染の拡散防止対策
や再発防止対策等について指導を行い
ました。その結果、工場敷地外におい
て地下水の汚染は検出されておらず、
また、工場敷地内の地下水についても、
１８年６月までに全て汚染は検出されな
くなりました。

　オ　富山湾水質改善対策
　　　富山湾の水質改善を図るため、工場・
事業場対策として、１０工場・事業場に
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おいて排水中の窒素、りんの濃度を調
査し、窒素、りん削減の技術指導を行
いました。

　　　また、排出量が５０ｍ３/ 日以上の工場・
事業場を対象にアンケート形式により
窒素、りんの排出量実態調査を実施し
たところ、１７年度における窒素、りん
の年間排出量は、クリーンウオーター
計画の基準年度である１１年度と比較す
ると窒素で３１％、りんで１９％減少して
いました。

　　　さらに、事業者、行政等から構成す
る「富山湾水質改善対策推進協議会」
において、窒素、りんの削減に関する
効率的かつ効果的な技術等の情報交換、
事例紹介等を行い、工場・事業場に対
する意識啓発を行いました。

　　　一方、１６年度から引き続き富山湾沿
岸部の流入河川水の拡散状況、栄養塩
類の挙動を把握するため、海上保安庁
（第九管区海上保安本部）と連携して、
神通川・小矢部川河口海域及び富山湾
全域で共同調査を実施するとともに、
水質予測モデルに使用する基礎的なデ
ータの整備を行いました。これらの調
査結果は、１７年度から学識者で構成す
る検討会において総合的に解析してき
ており、１８年度中にとりまとめること
にしています。

　カ　水質環境の各種調査
　　�ア 　窒素・りん環境調査
　　　　河川や海域における全窒素及び全

りんの実態を把握するため、河川６１
地点、海域２８地点で調査を実施しま
した。

　　　　その結果、河川の全窒素及び全り
んの濃度は一般的に人為的汚濁源の
多い河川で高く、有機汚濁の状況と
ほぼ類似した傾向を示しました。

　　　　また、富山湾の全窒素は、環境基
準のⅠ類型（０．２㎎/�以下）～Ⅱ類
型（０．３㎎/�以下）、全りんは環境
基準のⅠ類型（０．０２㎎/�以下）～Ⅱ
類型（０．０３㎎/�以下）に相当する
水質であり、クリーンウオーター計
画で設定した水質環境目標の適合率
は、全窒素で２９％、全りんは４２％で
した。

　　�イ 　要監視項目環境調査
　　　　公共用水域における要監視項目＊

の実態を把握するため、河川５２地点
で１５項目について調査を実施しまし
た。

　　　　その結果、一部の地点でニッケル、
モリブデン及び全マンガンが検出さ
れましたが、環境省が定める指針値
を超えたものはありませんでした。

　　�ウ 　湖沼水質調査
　　　　主要な湖沼の水質の現況を把握し、

水質汚濁の未然防止に資するため、
布施川ダム貯水池、白岩川ダム貯水
池、利賀川ダム貯水池の３湖沼で水
質調査を実施しました。

　　　　その結果、有機汚濁の指標である
ＣＯＤについては、３湖沼とも環境
基準のＡ類型（３㎎/�以下）に相
当する水質でした。

　　�エ 　海水浴場水質調査
　　　　海水浴場の水質実態を把握するた

め、主要８海水浴場について調査を
実施しました。

　　　　結果は、すべて水浴場として適当
な水質でした。

　　�オ 　神通川第一発電所ダム水質調査
　　　　神岡鉱業㈱との「環境保全等に関

する基本協定」に基づき、カドミウ
ムについて神通川第一発電所ダムで
毎月、１日５回の調査を実施しまし
た。

＊要監視項目　…　人の健康の保護や水生生物の生息に関連する物質のうち、公共用水域等における検出状況等からみ
て、現時点では直ちに環境基準を設定せず、引き続き知見の集積に努めることとされているものです。現在、人の
健康の保護に係るものとしてはニッケルやモリブデン等２７物質が、水生生物の生息に係るものとしてはクロロホル
ム等の３物質が位置付けられています。
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　　　　その結果、不検出（０．０００１㎎/�
未満）～０．０００１㎎/�であり、環境
基準値（０．０１㎎/�）に比べて極め
て低い値でした。

　　�カ 　底質調査
　　　　公共用水域における底質の重金属

の状況を把握し、水質汚濁の未然防
止を図るため、河川１４地点で調査を
実施したところ、総水銀については
暫定除去基準の２５ppmを超える地
点はみられませんでした。

　　�キ 　立山環境調査
　　　　立山地区の水質環境の保全を図る

ため、常願寺川上流部の河川等の環
境１３地点及び発生源１０事業場の水質
調査を実施しました。

　　　　その結果、環境においてはＢＯＤ
（又はＣＯＤ）についていずれも環
境基準Ａ類型に相当する良好な水質
であり、発生源についてもいずれの
事業場も排水水質に問題はありませ
んでした。

　　�ク 　水生生物調査
　　　　広く水質保全意識の普及啓発を図

るため、中学校や高等学校の科学部
等の各種団体の協力を得て、河川の
水生生物調査を実施しており、１７年
度は、１１団体２１５名の参加により、１２
河川の１８地点で調査を実施しました。

　キ　各種の水環境保全対策
　　�ア 　下水道の整備
　　　　１２年度に策定した全県域下水道化

新世紀構想に基づき、流域下水道、
公共下水道、特定環境保全公共下水
道の整備を計画的に進めています。
１７年度までに県内１５市町村すべてに
おいて整備が進められ、供用を開始
しています。

　　　　流域下水道のうち、高岡市等５市
を対象とした小矢部川流域下水道事
業は、６２年度から供用を開始し、順
次区域を拡大しており、射水市等３
市を対象とした神通川左岸流域下水
道事業は９年度から供用を開始し、

順次区域を拡大しています。
　　　　また、公共下水道については、富

山市等１０市４町１村で、特定環境保
全公共下水道については、富山市等
１０市４町で事業を実施しています。

　　　　なお、１７年度末の下水道処理人口
普及率は７２％（全国第１１位、全国平
均普及率６９％）となっています。

　　�イ 　農村下水道の整備
　　　　農村下水道の整備は、農業集落排

水事業や農村総合整備モデル事業等
により実施しています。

　　　　１７年度末現在では、全体で１３市町
村１７６地区において事業を実施して
おり、計画処理人口１２６，１００人のうち
９５，６１２人について整備を終了してい
ます。

　　�ウ 　コミュニティ・プラントの整備
　　　　コミュニティ・プラント（地域し

尿処理施設）は、郊外型ミニ下水道
ともいうべき生活雑排水とし尿を合
わせて処理する施設で、廃棄物処理
施設整備事業により普及促進が図ら
れています。１７年度末現在で、４市
町村、７施設（計画処理人口８，１３７人）
が供用されています。

　　�エ 　合併処理浄化槽の整備
　　　　し尿と生活雑排水を合わせて処理

する合併処理浄化槽の設置について
は、６２年度から国が市町村に対して
補助を行っています。

　　　　県も、６３年度から市町村への補助
を行っています。

　　　　１７年度は、１３市町において本事業
が進められた結果、４１２基の合併処理
浄化槽が設置され、１７年度末現在で
の設置数は、１４市町において、７，２８５
基となっています。

　　　　なお、１３年４月以降の浄化槽の新
設は、原則として、合併処理浄化槽
とすることが義務付けられています。

　　�オ 　漁場環境保全対策
　　　　漁場環境の保全を図るため、漁場

環境の監視を行うとともに漁業公害
に関する情報の収集、定置網漁場の



２９

第
２
節

第
２
節

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

水質調査等を実施しています。朝日
町宮崎から氷見市地先に至る定置網
漁場を中心とする３６地点において、
各調査地点ごとに３～１１回、水温、
pH、塩分、濁度、ＣＯＤを測定する
とともに、海況及び漁獲量も併せて
調査し、その結果をとりまとめ関係
者に報告しました。主な調査結果を
年間の最小値・最大値でみると、pH
については、７．２～９．０、ＣＯＤは０．１
～１２．４㎎/�となっています。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、豊かで清らかな水
環境の確保について、「魚がすみ、水遊び
が楽しめる川、湖、海及び清らかな地下
水」を実現することを目標としています。

　　具体的には、水質汚濁物質濃度につい
ては、環境基準及びクリーンウオーター
計画の目標を達成維持することとしてい
ます。

　　環境基本計画に掲げる豊かで清らかな
水環境の確保に係る指標の達成状況は、
表１‐１２のとおりです。

　表１‐１２　豊かで清らかな水環境の確保に係る指標の達成状況

目　　標中間目標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度値年度

１００２２１００１７１００１７％
年間評価
達成地点数／測定地点数

河川ＢＯＤ水質環境
基準の達成率

１００２２７０１７７６１７％
年間評価
達成地点数／測定地点数

海域ＣＯＤ水質環境
基準の達成率

　９４２２８６１７％
総人口に占める汚水処理
施設の普及人口の割合

汚水処理施設の人口
普及率
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３　健やかで豊かな生活を支える土壌環境と地下水の確保

�　土壌環境と地下水の状況
　ア　農用地の土壌環境の状況
　　　土壌は、一旦汚染されるとその影響
が長期にわたり持続するという特徴が
あり、土壌の機能を保全する観点から、
重金属や有機塩素化合物等について環
境基準が定められています。また、農
用地については、「農用地の土壌の汚染
防止等に関する法律」に基づき、カド
ミウム、銅及び 砒 素が特定有害物質と

ひ

して定められています。
　　　県内には、カドミウムによって汚染
された農用地として、表１‐１３、図１‐
１０に 示 す よ う に 神 通 川 流 域 で
１，５００．６ha、黒部地域で１２９．５haを農
用地土壌汚染対策地域に指定し、表１

‐１４の農用地土壌汚染対策計画に基づ
き、汚染を除去するための工事（土壌
復元工事）を実施してきたところであ
り、土壌復元事業が完了した地域につ
いては指定を解除した結果、１７年度末
の時点での指定面積は、神通川流域で
３９２．４ha、黒部地域で６８．５haとなって
います。

　イ　市街地等の土壌環境の状況
　　　近年、有害物質による土壌汚染の判
明件数が全国的に著しく増加してきて
おり、土壌汚染による人の健康影響の
懸念や対策の確立への社会的要請が強
まったことから、１４年５月に「土壌汚
染対策法」が公布され、１５年２月から

注　面積は台帳面積です。

指定及び解除の年月日
汚　染
物　質

残る指
定面積
①－②

指　定　解　除　し　た　面　積対策地域
の指定面
積　　①

地　　　域　　　名
計　②第６回第５回第４回第３回第２回第１回

指定
４９年８月２７日
５０年１０月１７日

区域変更
５２年１月２８日
５２年１１月３０日

指定解除
第１回６２年６月９日
第２回３年６月１８日
第３回６年４月２５日
第４回９年８月１１日
第５回１２年８月１１日
第６回１５年７月３０日

カドミウム

２１．１― ― ― ― ― ― ― ２１．１富 山 市

左岸
地域

神通川
流 域

２２５．８６８６．２１８４．４１９２．２１２３．８１３０．９４２．４１２．５９１２．０婦 中 町

０．４８４．９― ― ― ８０．７４．２― ８５．３八 尾 町

２４７．３７７１．１１８４．４１９２．２１２３．８２１１．６４６．６１２．５１，０１８．４小 計

１４４．１２９３．５７３．５１２．０２３．６１．０１２９．２５４．２４３７．６富 山 市
右岸
地域

１．０４３．６０．１―　０．４０．５１４．１２８．５４４．６大沢野町

１４５．１３３７．１７３．６１２．０２４．０１．５１４３．３８２．７４８２．２小 計

３９２．４１，１０８．２２５８．０２０４．２１４７．８２１３．１１８９．９９５．２１，５００．６計

指定　　４８年８月９日
区域変更４９年１１月２８日
指定解除
第１回１２年８月１１日

カドミウム６８．５６１．０― ― ― ― ― ６１．０１２９．５黒 部 市
黒 部
地 域

（単位：ha）　表１‐１３　農用地土壌汚染対策地域の指定及び解除の状況

黒部地域
神　　　　通　　　　川　　　　流　　　　域地区

計画の内容 計第３次地区第２次地区第１次地区

３年１１月１９日
８年９月３０日変更

―――
４年２月３日

１５年６月２６日変更
５９年１月２０日　
３年９月４日変更

５５年２月６日告 示 年 月 日

１２９．５（１３２．１）１５００．６（１６４４．４）９５３．７（１，０５５．３）４５０．５（４８１．１）９６．４（１０８．０）計画面積（ha）

注　実数は台帳面積、（　）内は実測面積です。

　表１‐１４　神通川流域及び黒部地域における農用地土壌汚染対策計画策定状況
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　図１‐１０　農用地土壌汚染対策地域
　　　�　神通川流域 　　　�　黒 部 地 域

施行されています。
　　　土壌汚染対策法では、有害物質使用
特定施設の廃止時等に、土地所有者等
による土壌汚染状況調査の実施を義務
づけており、その結果、指定基準に適
合しない汚染が判明した場合は、指定
地域として指定することとされており、
本県では１６年７月に高岡市内の１か所
が指定地域に指定されています。

　　　なお、周辺の地下水汚染は確認され
ませんでした。

　ウ　地下水の状況
　　　県内における地下水位は、近年、全
体的に見て大幅な変動はなく、おおむ
ね横ばいで推移しています。しかしな
がら、昨年度は平成１８年豪雪の影響に
より市街地等の一部地域では、道路や
建築物の消雪設備の一斉稼働により冬
期間に地下水位の大幅な低下がみられ

ました。
　　　地下水の塩水化は、主として富山新
港を中心とした海岸部と小矢部川の河
口付近にみられ、近年、その範囲に大
きな変化はみられません。

　　　地下水位の観測地点は図１‐１１、地下
水位の推移は図１‐１２のとおりです。

　　　一方、地盤沈下については、１６年度
に富山地域及び高岡・射水地域の海岸
平野部において、水準測量調査＊を実施
したところ、富山地域の一部に比較的
沈下量の多い地点がみられたものの、
平均年間変動量はすべて５mm以下
であり、著しい地盤沈下は認められま
せんでした。

�　土壌環境と地下水の保全対策
　ア　農用地の土壌環境保全対策
　　�ア 　神通川流域
　　　　神通川流域では、４６年に「農用地

＊水準測量調査　…　地盤の変動状況を把握するため、土地の高さの変化を精密に測量する調査です。
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　図１‐１１　地下水位の観測地点

の土壌の汚染防止等に関する法律」
が施行されたことに伴い、同年農用
地におけるカドミウム汚染調査を開
始しました。

　　　　４６～５１年度の６年間にわたって、
両岸の農用地約３，１３０haを対象に、
玄米２，５７０点、土壌１，６６７点について
調査した結果、表１‐１５のとおり、カ
ドミウムによる玄米及び土壌の汚染
が確認されました。

　　　　このうち、玄米中のカドミウム濃
度が１．０ppm以上の汚染米が検出さ

れた地点は２３０地点で、汚染米発生地
域の面積は約５００haであり、これら
の地域では水稲の作付が停止されて
います。

　　　　また、この調査結果に基づき、汚
染米発生地域とその近傍地域のうち
汚染米が発生するおそれがある地域
を合わせた１，５００．６haを農用地土
壌汚染対策地域（以下「対策地域」
という。）として指定しました。対策
地域内の汚染状況は、表１‐１６のとお
りでした。

　表１‐１５　玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミウ
ム濃度（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミウ
ム濃度（ppm）

１１１８５０．５０未満６２１，５８９０．４０未満

４４７２５０．５０～０．９９２９７５１０．４０～０．９９

３０５００１．００～１．９９８１９８１．００～１．９９

１５２５７２．００以上１３２２．００以上

１００１，６６７計１００２，５７０計

（４６～５１年度調査）

　表１‐１６　対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

土　　　壌　　　中（ppm）
玄　米　中（ppm）

区　　分
次　　層　　土作　　　　　土

平　　均点　　数平　　均点　　数平　　均点　　数

０．７０３０４１．１２５４４０．９９５４４
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　図１‐１２　地下水位の推移
　　　�　高岡・砺波地域

　　　�　富　山　地　域
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　　　　神通川流域の対策地域面積は
１，５００．６haと広大な地域に及ぶこ
とから、対策計画を上流部から順次
分割して策定し、「農用地の土壌の汚
染防止等に関する法律」に基づき、
第１次地区の９６．４haについては５５
年２月、第２次地区の４５０．５haにつ
いては５９年１月（３年９月に変更）、
残る第３次地区の９５３．７haについ
ては４年２月（１５年６月に変更）に、
それぞれ対策計画を策定しました。
対策計画に係る事業費は、第１次地
区が１，７８３，０００千円、第２次地区が
１０，９４０，０００千円（３年９月の変更後
は９，０５４，８６５千 円）、３ 次 地 区 が
１９，２９１，９００千円（１５年６月の変更後
は２４，２３２，０００千円）であり、第１～３
次地区に係る公害防止事業費事業者
負担法に基づく費用負担計画により
負担がなされています。対策計画が
策定されると、土地改良法等に基づ
き公害防除特別土地改良事業（以下
「公特事業」という。）が実施される
ことになり、第１次地区については、
５５年１０月に公特事業として事業計画
が確定し、５８年度に面工事が完成、
第２次地区については、５９年６月に
事業計画が確定し、４年度に面工事
が完成、第３次地区については、４
年９月に事業計画が確定し、１０月か
ら工事に着手しています。

　　　　また、土壌復元工事が実施された

結果、第１次地区及び第２次地区で
は、全面積において作付が可能とな
り、第３次地区についても、１８年度
に作付可能な客土水田面積は３４６ha
となっています。

　　　　なお、１５～１７年度に作付した第３
次地区の客土水田（４８．９ha）におい
てカドミウム濃度調査を実施したと
ころ、玄米中カドミウム濃度は０．００
～０．０５ppm、土壌中カドミウム濃度
は０．０３～０．１０ppmでした。

　　�イ 　黒部地域
　　　　黒部地域では、４５年に黒部市の旧

日本鉱業㈱三日市製錬所周辺地域の
農用地が、カドミウム環境汚染要観
察地域に指定されました。このため、
４６～４８年度の３年間にわたって同工
場周辺の農用地約２５０haを対象に、
玄米３１６点、土壌（作土）２２５点につ
いてカドミウム濃度を調査した結果、
表１‐１７のとおり、カドミウムによる
玄米及び土壌の汚染が確認されまし
た。

　　　　玄米中カドミウム濃度が１．０ppm
以上の汚染米が検出された地点は７
地点で、汚染米発生地域の面積は約
８ haとなっています。

　　　　この調査結果に基づき汚染米発生
地域と近傍地域をあわせた１２９．５ha
を対策地域として指定しました。対
策地域内の玄米及び土壌の汚染状況
は、表１‐１８のとおりでした。

　表１‐１７　玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミウ
ム濃度（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミウ
ム濃度（ppm）

１３２９２．００未満２６８００．４０未満

５８１３０２．００～５．９９７２２２９０．４０～０．９９

２０４５６．００～９．９９２７１．００～１．９９

９２１１０．００以上００２．００以上

１００２２５計１００３１６計

（４６～４８年度調査）
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　　　　黒部地域の対策地域面積は
１２９．５haで、当該地域については、
「農用地の土壌の汚染防止等に関す
る法律」に基づき、３年１１月（８年
９月に変更）に対策計画を策定しま
した。対策計画に係る事業費は、
２，９３６，０００千円（変更後は４，００５，７００
千円）であり、対策地域に係る公害
防止事業費事業者負担法に基づく費
用負担計画によって費用負担がなさ
れています。

　　　　また、公特事業については、４年
１月に県営公特事業として事業計画
が確定したため、２月から工事に着
手し、９年度には全面積において作
付が可能となっています。

　　�ウ 　産米流通対策地域
　　　　農用地土壌汚染対策地域周辺に位

置する地域で、玄米中カドミウム濃
度が０．４ppm以上１．０ppm未満の米
を産出する地域を産米流通対策地域
とし、神通川流域では９年２月に、
黒部地域では９年１１月に対策計画を
策定し、復元事業に着手しています。

　イ　市街地等の土壌環境保全対策
　　　県では、土壌汚染対策法の確実な運
用を図るため、事業者等に対する文書
通知や説明会の開催等により、制度の
周知を図ってきたほか、土壌汚染の可
能性の高い土地を把握するための情報
や汚染原因の特定のための情報等の土
壌汚染に関する情報を管理・活用する
ための土壌汚染リスク情報管理システ
ムにより、法の円滑な運用を図ってい
ます。

　ウ　射撃場における鉛汚染対策
　　　１３年度に福光射撃場内の土壌から環
境基準を超える鉛が検出されたため、
射撃場を一時閉鎖し、１４年度に汚染状
況の調査を実施した結果、射撃場内の
鉛散弾分布面積は約７７，０００ｍ２、汚染土
量は約６，９００ｍ３と推定され、汚染土壌
が直接地下水と接しているところはあ
りませんでした。

　　　これらの結果を踏まえ、１４～１６年度
にライフル射撃場及びクレー射撃場の
汚染土壌を除去しました。学識経験者
や関係者で構成するプロジェクトチー
ムにおいて、引き続き環境保全対策を
検討しています。

　　　なお、現在、環境省では本県も参画
して射撃場の環境保全についてのガイ
ドラインの策定を検討しています。

　エ　地下水の保全対策
　　�ア 　地下水条例による規制
　　　　地下水については、地下水の採取

に関する条例（５１年制定。以下「地
下水条例」という。）に基づき、地盤
沈下や塩水化等の地下水障害を防止
するため、地域を指定して地下水の
採取を規制しています。

　　　　地下水条例の概要は、以下のとお
りです。

　　　ａ　指定地域
　　　　　地下水採取に伴う障害が生じ、

又は生ずるおそれのある地域を規
制地域に、また水理地質上、規制
地域と関連する周辺の地域を観察
地域として表１‐１９及び図１‐１３の
とおり指定しています。

　　　ｂ　規制対象揚水設備
　　　　　動力を用いて地下水を採取する

土　　　壌　　　中（ppm）
玄　米　中（ppm）

区　　分
次　　層　　土作　　　　　土

平　　均点　　数平　　均点　　数平　　均点　　数

０．８５１９７．５７４４０．７９４４

　表１‐１８　対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）
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ための設備で、揚水機の吐出口の
断面積が２１cm２を超えるもの（た
だし、温泉や可燃性ガスの採掘に
伴う揚水設備及び河川区域内の揚
水設備は除く。）を規制対象として
います。

　　　ｃ　取水基準
　　　　　規制地域内の工業用や建築物用

の対象揚水設備についての取水基
準は、５２年３月１日から表１‐２０の
とおり適用されています。

　表１‐１９　地下水条例指定地域

高　岡　地　域富　山　地　域区　　　分

高岡市及び射水市の一部富山市の一部規 制 地 域

高岡市、砺波市、射水市の一部
富山市、上市町及び立山町の一
部、舟橋村の全部

観 察 地 域

　図１‐１３　条例に基づく取水基準適用区域

採取する地下水
の量（�／日）

揚水機の吐出口
の断面積（�）

項　　　　目
区　　　　分

１，０００　以　下２００　以　下５２年３月１日までに設置された揚水設備既
設

　８００　以　下１５０　以　下５２年３月２日以降に設置された揚水設備新
設

　表１‐２０　取水基準
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　　　ｄ　揚水設備の届出状況
　　　　　条例に基づく届出状況は、事業

場数が２，９４３、揚水設備数が３，７５２
となっています。

　　　　　用途別では、道路等消雪用が最
も多く１，２２１事業場１，４１２設備であ
り、次いで建築物用が１，１５７事業場
１，３６６設備、工業用が４４８事業場８１６
設備となっており、近年、道路等
消雪用の設備が増加しています。
地下水条例指定地域の揚水設備の
推移は、図１‐１４のとおりです。

　　　ｅ　地下水採取状況
　　　　　条例に基づき報告された１７年度

の年間地下水採取量は、１４４．１百万
ｍ３/ 年となっています。用途別で
は、図１‐１５のとおり、工業用が
７２．６百万ｍ３/ 年と最も多く、全体
の約５割を占めており、次いで道
路等消雪用の２７．５百万ｍ３/ 年と
なっています。道路等消雪用につ
いては、平成１８年豪雪の影響によ
り過去最大の揚水量となっていま
す。

　図１‐１４　地下水条例指定地域の揚水設備の推移

　図１‐１５　地下水条例指定地域の採取量（１７年度）
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　　�イ 　地下水指針の改定
　　　　県民共有の財産である地下水を保

全し、適正に利用していくために、
地下水指針（４年５月策定、１１年３
月改定）を策定し、県民、事業者の
協力のもと、各種の地下水保全・適
正利用施策を推進しています。

　　　　本指針については、都市化の進展
や水田の減少に伴う地下水涵養量の
減少、良質な地下水を求めた新たな
産業立地や消雪設備の一斉稼働によ
る冬期間の地下水位低下など、地下
水を取り巻く状況の変化に的確に対
応するため、１８年３月に地下水指針
を改定しました。

　　　　改定した地下水指針の概要は、表
１‐２１のとおりです。

　　�ウ 　観測体制の整備
　　　　地下水の状況を把握するため、地

下水位及び塩水化の監視測定を実施
するとともに適正揚水量等の調査を
実施しています。本県における地下
水位の観測体制は、３４年度に高岡市
二塚及び富山市山室に観測井を設置
して以来、逐次増設され、現在、氷
見地域２井、高岡・砺波地域１１井、
富山地域７井、魚津・滑川地域４井、
黒部地域９井の合計３３観測井となっ
ています。

　　�エ 　監視指導
　　　　地下水条例の対象となる２３工場・

事業場を立入検査し、取水基準の遵
守状況及び揚水記録等設備の維持管
理状況を調査するとともに、技術指
導を行いました。

「豊かで清らかな地下水の確保」を目指し、「地下水の採取に伴う地下水障害
障害を防ぐ（地下水の保全）」とともに、「地下水涵養により健全な水環境を
確保する（地下水の創水）」

目　 　 標

①県下平野部の１７地下水区毎に設定した適正揚水量を、実際の地下水揚水量
が上回らないこと。（適正揚水量は図１‐１６）

②基幹観測井において、一時的にも、地下水位が安全水位を下回らないこと。
（安全水位は表１‐２２）

③地下水の創水という新たな目標に対して、指標の設定を検討します。

指 標

特に期間は定めていませんが、おおむね５年を目途に、地下水を取り巻く状
況の変化や県民の意識を踏まえ、見直しを検討することとします。

期　 　 間

地下水の賦存する平野部の地域（ただし、地下水涵養に関する取組みは県下
全域）

対 象 地 域

　①地下水条例による規制
　②開発事業における配慮
　③地下水の節水・利用の合理化
　④冬期間の地下水位低下対策
　⑤地下水障害等の監視体制の整備
�新 ⑥水循環系の健全性の確保
　⑦地下水の涵養
　⑧調査・研究の推進
　⑨事業者における自主的対策の推進
　⑩地下水の保全と創水にかかる意識の高揚

地下水の保全と
創水に向けた
取 組 み

関係団体及び行政からなる「地下水保全・適正利用推進会議」を設置し、指
針を効果的に推進します。

推 進 体 制

　表１‐２１　地下水指針の概要

注　�新 は新たに位置付けした取組みを示します。
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　図１‐１６　地下水区における適正揚水量

安　全　水　位観　測　井　名地　域　名

地表面下　　　９．９８ｍ奥田北観測井（富山市）
富 山 地 域

地表面下　　１２．１５ｍ蓮町観測井（富山市）

地表面下　　　８．８６ｍ作道観測井（射水市）
高岡・射水地域

地表面下　　１０．８２ｍ能町観測井（高岡市）

　表１‐２２　基幹観測井と安全水位

注　安全水位とは、冬期間の地下水位低下時においても地盤沈下や地下水の塩水化による
地下水障害が生じないことが確認された地下水位です。
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　　�オ 　地下水揚水量実態調査の実施
　　　　地下水の保全と適正利用の推進に

資するため、県下平野部全域における
地下水揚水量実態調査を行いました。

　　　　その調査結果は、表１‐２３のとおり、
１５年度における揚水量の合計は
２４８．９百万ｍ３/ 年と平野部全域の適
正揚水量の合計５０２．６百万ｍ３/ 年を
下回っていました。また、地下水区

別でも、１７の地下水区すべてにおい
て適正揚水量を下回っていました。

　　　　１０年度に実施した実態調査の結果
と比較すると、黒部地域の扇頂部・
扇央部、市街地部、小川右岸部及び
富山地域の扇頂部・扇央部の４地下
水区で揚水量が増加しており、残り
の１３地下水区で揚水量が減少してい
ました。

　表１‐２３　地下水区別揚水量［（　）内は１０年度の揚水量］

合　 計小川右岸部海 岸 部市街地部扇 端 部扇頂部・扇央部地 下 水 区

４３．１　
（　４４．６）

　５．１　
（　１．４）

１９．０　
（　２４．７）

３．８　
（　　３．４）

１１．９　
（　１２．４）

３．２　
（　　２．８）

１５年度揚水量

１４６．７　１０．２　５８．５　　１７．７　４３．６　１６．７　適正揚水量

　ａ　黒部地域 （単位：百万ｍ３／年）

合　 計滑川地区魚津地区地 下 水 区

３６．４　
（　４３．０）

１１．５　
（　１３．５）

２５．０　
（　２９．５）

１５年度揚水量

　５８．０　２４．０３４．０適正揚水量

　ｂ　魚津・滑川地域 （単位：百万ｍ３／年）

合　 計海 岸 部市街地部扇 端 部扇頂部・扇央部地 下 水 区

　９９．２　
（１１４．３）

　１６．７　
（　１８．８）

　２３．９　
（　３６．６）

　１１．５　
（　１２．９）

　４７．１　
（　４６．１）

１５年度揚水量

１６１．０　１９．８　５６．１　３０．９　５４．２適正揚水量

　ｃ　富山地域 （単位：百万ｍ３／年）

合　 計海 岸 部市街地部扇 端 部扇 央 部扇 頂 部地 下 水 区

６８．４　
（　８４．２）

　７．１　
（　８．０）

　７．６　
（　１１．９）

１２．５　
（　１９．９）

３８．５　
（　４１．７）

２．６　
（　２．７）

１５年度揚水量

１３１．１　１２．４　３０．４　２８．４　５５．７４．２適正揚水量

　ｄ　高岡・砺波地域 （単位：百万ｍ３／年）

氷見地区地 下 水 区

１．８　
（　　２．６）

１５年度揚水量

　５．８適正揚水量

　ｅ　氷見地域 （単位：百万ｍ３／年）

２４８．９　
（２８８．７）

１５年度揚水量

５０２．６適正揚水量

　ｆ　５地域合計 （単位：百万ｍ３／年）
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　　�カ 　冬期間における地下水位低下対策
　　　ａ　基幹観測井のテレメータ化等
　　　　　冬期間の地下水位低下を常時監

視し、その情報を県民、事業者や
関係機関等に提供するため、基幹
観測井２井へ電話回線等を利用し
たテレメータシステムの導入を図
りました。また、地盤沈下計を設
置している観測井１か所について、
総合的なメンテナンスを行いまし
た。

　　　ｂ　冬期間の地下水位低下対策の普
及啓発

　　　　　消雪設備の設置者に対し、１３年
１２月に作成した「消雪設備維持管
理マニュアル」に基づき、交互散
水方式等の節水型消雪方式の採用
や降雪感知器の適正な維持管理等
について指導するとともに、節水
意識の啓発に努めました。 

　　�キ 　休耕田等を利用した地下水涵養手
法の検討

　　　　近年、都市化や水田面積の減少に
伴い、地下水涵養量が減少し、さら
に、冬期間の消雪設備の稼働により、
市街地では大幅な地下水位の低下が
見られることから、全国で初めて、
環境省、県、魚津市の３者が連携し
て、魚津市の休耕田を利用して、図
１‐１７のとおり、地下水涵養実証調査
（涵養効果、水質浄化の確認等）を
実施しました。この調査結果の概要
は表１‐２４のとおりです。

　　　　また、地下水涵養を普及・啓発す
るため、実証調査等で得られた技術
的な知見やノウハウを盛り込んだ
「地下水涵養マニュアル」を作成し
ました。

　図１‐１７　休耕田等を利用した地下水涵養実証調査位置図
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　表１‐２４　地下水涵養実証調査結果概要

・休耕田３筆２４㌃　　（休耕期間約２０年）
　　田Ａ：　７３２㎡　　（湛水　上流側）
　　田Ｂ：　６３９㎡　　（湛水　下流側）
　　田Ｃ：１，０２９㎡　　（下流側　観測用）
・非潅漑期（１０～１２月末）に実施
　　草刈り→　湛水①　→　耕起　→　湛水②
　　　　　　　１か月　　　　　　１か月

休耕田の湛水

　涵養池に相当する涵養量があり、十分な効果があった。耕起により２０～３０％
涵養量が減少するが、漏水防止等のため耕起後に湛水したほうが良い。
　なお、涵養水源及び地下水とも水質は清浄であった。

調 査 結 果

１０㌃当たり涵養量涵養量　田Ａ＋田Ｂ（１４㌃）

７１８�／１０㌃・日９８４�／日耕起前

５１５�／１０㌃・日７０６�／日耕起後

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、健やかで豊かな生
活を支える土壌環境と地下水の確保につ
いて、「安全な生活を支える土壌と優良な
農地、豊かで清らかな地下水」を実現す
ることを目標としています。
　　具体的には、土壌汚染物質濃度につい
ては、環境基準を達成維持することとし
ています。またカドミウムによる農地用
土壌汚染対策地域の復元を進めるととも
に、地下水の採取に伴う地下水障害地域
の拡大を防ぐこととしています。
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４　騒音、振動のないやすらかな環境の実現

�　騒音、振動の状況
　　騒音による生活環境への影響の指標と
して、環境基準が定められ、県及び市町
により、環境の監視が行われています。
　騒音に係る環境基準の達成状況は、道路
に面する地域以外の地域（一般地域）の
環境騒音については８３％でしたが、道路
に面する地域における自動車交通騒音に
ついては７９％となっており、騒音規制法
に基づく公安委員会への要請限度＊を超
過している地域もみられました。また、
航空機騒音については、環境基準を達成
しています。
　　振動については、道路に面する地域に
おいて測定が行われており、公安委員会
への要請限度と比較して極めて低い値と
なっています。

�　騒音、振動の防止
　ア　騒音の防止対策
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　騒音規制法は、規制地域において、

敷地境界での工場騒音、特定建設作
業騒音及び自動車交通騒音を規制す
ることにより、騒音の防止を図って
います。

　　　　規制地域は、富山市、高岡市、魚
津市、氷見市、滑川市、黒部市（旧
宇奈月町の区域を除く。）、砺波市、
小矢部市、南砺市、射水市（旧下村
の区域を除く。）、上市町、立山町、
入善町、朝日町の１０市４町のうち、
都市計画法に基づく用途地域の定め
られている地域であり、工場騒音は、
金属加工機械、織機等３１種類の施設、
特定建設作業騒音は、くい打機を使

用する作業等８種類の作業について、
区域及び時間帯ごとに規制基準が定
められています。

　　　　１７年度末の特定施設の届出状況は、
１，５７７工場・事業場、１７，１２８施設とな
っています。

　　　　また、自動車交通騒音は、定常走
行時及び加速走行時について許容限
度を定め規制されているほか、公安
委員会への要請限度等が定められて
います。

　　　　さらに、公害防止条例では、法の
指定地域以外の地域及び規制対象外
の施設を対象として、県下全域にわ
たって規制を行っています。規制基
準は、法に準じて、区域及び時間帯
ごとに定められています。

　　�イ 　監視指導
　　　　騒音による生活環境への影響を防

止するため、各市町では、工場・事
業場等の監視を実施するとともに、
必要に応じて施設の改善や維持管理
の徹底等について指導を行っていま
す。

　　　　騒音規制法及び公害防止条例の対
象工場・事業場等について、２市が
２７工場・事業場の立入検査を実施し、
規制基準の適合状況及び対象施設の
維持管理状況を調査するとともに技
術指導を行いました。

　　�ウ 　騒音の各種調査
　　　　一般地域の環境騒音については、

道路に面する地域以外の地域におい
て８市町が実態を調査しました。こ
のうち、昼間及び夜間とも測定が実
施された６４地点における環境基準の

＊要請限度　…　騒音規制法又は振動規制法に基づき、自動車騒音又は道路交通振動により道路周辺の生活環境が著し
く損なわれるとして、市町村長が公安委員会に対し、道路交通法の規定による自動車の通行禁止、最高速度の制限
等の交通規制等の措置を要請する基準です。
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達成状況は、表１‐２５のとおり、昼間
及び夜間とも達成している地点は５３
地点（８３％）であり、昼間、夜間の
いずれかにおいて達成している地点
は、５地点（８％）でした。

　　　　また、自動車交通騒音については、
道路に面する地域において県及び７
市町が１１２地点で実態を調査しまし
た。このうち、環境基準を超過する
住居等の戸数及び超過する割合につ
いて評価（面的評価）を行っている
地点の環境基準の達成状況は、表１
‐２６のとおり、達成戸数は１，２５２戸数
中９８８戸数（７９％）でした。

　　　　また、県では、航空機騒音に係る
環境基準の達成状況を把握するため、
四季ごとに１回（７日間）４地点で
調査を実施しました。その結果、す

べての地点において環境基準を達成
していました。航空機騒音の年度別
推移は表１‐２７のとおりです

　　�エ 　北陸新幹線鉄道騒音に係る環境基
　　準の類型当てはめ

　　　　北陸新幹線鉄道の朝日町から富山
市までの沿線地域について、環境基
準の地域類型の当てはめを行いまし
た。また、富山市から小矢部市まで
の沿線地域についても当てはめを行
うため、土地利用状況調査や騒音・
振動現況調査（秋季）を実施しました。

　　�オ 　その他の対策
　　　　高度道路交通システムの整備や道

路構造の改善等により、交通流の円
滑化、交通渋滞の解消等を促進し、自
動車交通騒音の防止を図っています。

一部達成（％）全部達成（％）測定地点数区　　　　　　　　分

５（８）５３（８３）６４道路に面する地域以外の地域

　表１‐２５　一般地域の環境騒音の環境基準達成率（１７年度）

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度調査地点名

７１７１７２７１６９富 山 市 萩 原

７１７０７０７０６８富 山 市 塚 原

６６６６６７６７６２富 山 市 新 保

７１７０７０７３７１富山市婦中町萩島

７５以下（類型Ⅱ）環 境 基 準

　表１‐２７　航空機騒音の年度別推移 （単位：WECPNL）

　表１‐２６　自動車交通騒音の環境基準達成状況（１７年度）

環境基準達成率（％）達成戸数達成区間数
評価対象
戸　　数

評　価
区間数

区　　　分

７９９８８９１，２５２１６
道路に面する
地　　　　域

７７８８４４１，１４８１１国 道内
訳 １００　１０４５１０４５県 道

注　環境基準達成率は、当該地域内の全ての住居等のうち環境基準に適合している戸数の
割合を把握して面的評価したものです。
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　イ　振動の防止対策
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　振動規制法では、規制地域におい

て、敷地境界での工場振動、特定建
設作業振動及び道路交通振動を規制
することにより、振動の防止を図っ
ています。

　　　　規制地域は、富山市、高岡市、魚
津市、氷見市、滑川市、黒部市（旧
宇奈月町の区域を除く。）、砺波市、
小矢部市、南砺市、射水市（旧下村
の区域を除く。）、上市町、立山町、
入善町、朝日町の１０市４町のうち、
都市計画法に基づく用途地域の定め
られている地域であり、工場振動は、
金属加工機械、織機等２０種類の施設、
特定建設作業振動は、くい打機を使
用する作業等６種類の作業について、
区域及び時間帯ごとに規制基準が定
められています。

　　　　１７年度末の特定施設の届出状況は、
８４９工場・事業場、９，１４２施設となっ
ています。

　　　　また、道路交通振動については、
公安委員会への要請限度等が定めら
れています。

　　�イ 　監視指導
　　　　振動による生活環境への影響を防

止するため、各市町では、工場・事業
場等の監視を実施するとともに、必
要に応じて施設の改善や維持管理の
徹底等について指導を行っています。

　　　　振動規制法の対象工場・事業場等
については、６市町が３１工場・事業

場の立入検査を実施し、規制基準の
適合状況及び対象施設の維持管理状
況を調査するとともに技術指導を行
いました。

　　　　また、道路交通振動については、
７市町が６０地点において調査を実施
したところ、いずれの地域において
も、道路交通振動に係る公安委員会
への要請限度と比較して極めて低い
値でした。

　　�ウ 　その他の対策
　　　　騒音の防止対策と同様、高度道路

交通システムの整備や道路構造の改
善等により、交通流の円滑化、交通
渋滞の解消等を促進し、道路交通振
動の防止を図っています。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、騒音、振動のない
やすらかな環境の実現について、「騒音、
振動のない静かな環境」を実現すること
を目標としています。

　　具体的には、騒音レベルについては、
公安委員会への要請限度以下になるよう
にするとともに、環境基準を達成維持し
ます。また、振動レベルについては、公
安委員会への要請限度を十分下回るよう
にするとともに、日常生活において感知
しないレベルを達成維持することとして
います。

　　環境基本計画に掲げる騒音、振動のな
いやすらかな環境の実現に係る指標の達
成状況は、表１‐２８のとおりです。

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

１００２２８３１７％達成地点数／測定地点数
一般環境騒音環境基
準の達成率

１００２２７９１７％
面的評価
達成地点数／測定地点数

自動車騒音環境基準
の達成率

　表１‐２８　騒音、振動のないやすらかな環境の実現に係る指標の達成状況
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５　化学物質による環境リスクの低減

�　化学物質による環境リスクの状況
　　有害性が指摘されている化学物質につ
いては、近年、法令による規制が進み、
環境リスク（環境の保全上の支障を生じ
させる可能性）の低減が図られています
が、使用や排出の実態、環境濃度等の知
見が不足しており、今後、実態の把握に
努めることが必要となっています。この
ため、国では、１１年７月に、多数の化学
物質に係る環境リスクを適切に管理する
ことを目的として「特定化学物質の環境
への排出量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律」（以下「化学物質排出把
握管理促進法」という。）を制定し、１３年
４月からＰＲＴＲ制度＊が運用されてい
ます。
　　化学物質による環境汚染については、
大気汚染防止法やダイオキシン類対策特
別措置法などに基づき対策を推進してお
り、特に環境基準が設定されたベンゼン
やダイオキシン類などについては、環境
濃度や排出状況等の把握に努めています。
　　また、工場・事業場における化学物質
の適正管理の徹底を指導するとともに、
地下水や土壌の汚染がみられる場合には、
地下水の浄化や汚染土壌の除去等の措置
を講ずるなど、汚染の拡大や健康被害の
防止を図っています。
　　さらに、人や野生生物の内分泌作用を
かく乱し、生殖機能障害等を引き起こす
可能性が指摘されている内分泌かく乱化
学物質については、主要河川で調査を行
い、実態の把握に努めています。
　　一方、ゴルフ場における農薬の管理に
ついては、２年４月に定めた「ゴルフ場
農薬安全使用指導要項」に基づき、県内
のすべてのゴルフ場で魚類を用いた水質
の常時監視が行われており、排水の自主

測定の結果も環境省の暫定指導指針値及
び要綱の指導値を満たしています。

　　また、農業分野においては、環境にや
さしい農業の推進のため「環境にやさし
いとやま農業元気指標」を設け、化学肥
料や化学農薬の削減、有機物資源の有効
活用等、環境への負荷の少ない農業の重
要性を啓発する運動を展開しています。

　　さらに、「持続性の高い農業生産方式の
導入の促進に関する法律」に基づき、た
い肥等を活用した土づくりと化学肥料・
農薬の使用の低減を一体的に行う持続性
の高い農業生産方式を周知徹底するとと
もに、これを実践する生産者（エコファ
ーマー）を育成するため、積極的な啓発
活動を展開しています。

�　化学物質による環境リスク防止対策
　ア　ＰＲＴＲ制度の運用
　　�ア 　ＰＲＴＲデータの集計公表
　　　　化学物質排出把握管理促進法に基

づくＰＲＴＲデータの第４回集計結
果が、国から１８年２月２４日に公表さ
れ、県も併せて公表を行いました。

　　　　本県の届出数は６７３件で、その内訳
は表１‐２９のとおり、電子媒体での届
出が４０．０％を占めており、全国平均
の３３．０％を上回っていました。また、
図１‐１８のとおり、電子媒体での届出
が増加しています。

　　　　１６年度に届出のあった本県の化学
物質の排出・移動量の合計は７，０４９ｔ
であり、全国順位は２３位でした。そ
の内訳は、表１‐３０のとおり、大気、
水域への排出量が２，９４７ｔ（４１．８％）、
廃 棄 物 へ の 移 動 量 は４，１０１ｔ
（５８．２％）であり、全国と比較する
と、大気、水域への排出量の割合が

＊ＰＲＴＲ制度 … ＰＲＴＲとはPollutant Release and Transfer Register の略称で、環境汚染物質排出・移動
登録という意味です。有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出され
たか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運びだされたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みで
す。
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少なく、県内の事業所において対象
物質の環境への排出抑制が進んでい
る状況でした。また、図１‐１９のとお
り、排出・移動量は減少傾向にあり
ます。

　　　　届出排出量の内訳を物質別にみる

と、表１‐３１のとおり、全国と同様に
合成原料や溶剤として幅広く使用さ
れているトルエン（１，２４７ｔ）、キシ
レン（４６３ｔ）、金属洗浄などに使用
されるジクロロメタン（塩化メチレ
ン）（４２３ｔ）が大きな割合を占めて

注１　（　）内は届出排出・移動量の中で占める割合（％）です。
　２　四捨五入の関係により、個別値の合計が合計値と一致しない場合があります。

排　出　・　移　動　量（ｔ）
区　　　　分

全　　　国富　山　県

２３３，３８７（４６．７）２，７５９（３９．１）大 気
排　

出　

量

　１１，３０６（　２．３）　１８９（　２．７）水 域

　　２５６（　０．０）　　０（　０．０）土 壌

　２４，６０９（　４．９）―　（　―　）　 　埋 立

２６９，５５８（５４．０）２，９４７（４１．８）小 計

２２６，９１３（４５．４）４，１００（５８．２）廃 棄 物
移
動
量

　３，０３３（　０．６）　　１（　０．０）下 水 道

２２９，９４６（４６．０）４，１０１（５８．２）小 計

４９９，５０４（　１００）７，０４９（　１００）合　　計（ｔ）

　表１‐３０　排出・移動量集計結果（１６年度）

全　　　　　国富　　山　　県届　　出　　媒　　体

２７，１３７（６７．３）４０４（６０．０）紙　　　　面

　１，５５６（　３．８）　２２（　３．３）磁 気 デ ィ ス ク
電 子 媒 体

１１，６４８（２８．９）２４７（３６．７）電子情報処理組織

４０，３４１（　１００）６７３（　１００）計

注　（　）内は届出排出量の中で占める割合（％）です。

　表１‐２９　届出状況（１６年度）

　図１‐１８　届出数の経年変化
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排 出 量
合 計

届　　出　　外　　排　　出　　量（ｔ／年）届 出
排 出 量
（ｔ／年） 合 計家 庭移 動 体

非 対 象
業 種

対象業種

６，３０９　
（１．０）

３，３６１　
（０．９４）

４８８　
（０．８１）

１，３０８　
（１．０）

８５９　
（０．８０）

７０６　
（１．１）

２，９４７　
（１．１）

富 山 県

６２６，８８９　３５７，３３０　５９，９３０　１２８，２０８　１０７，４２９　６１，７６４　２６９，５５８　全 国

注１　（　）内は全国での富山県の占める割合（％）です。
　２　四捨五入により、合計が一致しない場合があります。
　３　届出外排出量は、現在、手法が改善されているところであり、手法が安定するまでは単純に推計

値を比較することはできません。

　表１‐３２　届出排出量及び届出外排出量

いました。
　　　　なお、届出排出量と届出外排出量

（小規模事業所、田、家庭、自動車
等からの排出量を国が推計）を合計
した総排出量は、表１‐３２のとおり、
６，３０９ｔと全国の１．０％を占めており、

全国順位は３６位でした。
　　�イ 　化学物質管理に関する基礎調査の

実施
　　　　化学物質の適正管理、活発なリス

クコミュニケーション＊を推進して
いくうえでの基礎資料とするため、

　図１‐１９　排出・移動量の経年変化

＊リスクコミュニケーション … リスクに関する正確な情報を市民、産業、行政等のすべてのものが共有しつつ、相
互に意思疎通を図ることです。

排　　　出　　　量（ｔ／年）
物　　　　　　　質

全　　　国富　山　県

１０９，７１９（　４０．７）１，２４７（　４２．３）ト　ル　エ　ン

４６，６６４（　１７．３）４６３（　１５．７）キ　シ　レ　ン

２２，０５７（　８．２）４２３（　１４．４）ジクロロメタン（塩化メチレン）

９１，１１８（　３３．８）８１４（　２７．６）そ　　の　　他

２６９，５５８（１００　）２，９４７（１００　）合　　　　　　計

注　（　）内は届出排出量の中で占める割合（％）です。

　表１‐３１　物質別届出排出量
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県政モニター約２００人、県内６００事業
所を対象に意識調査を実施しました。

　　　　その結果、県民の化学物質に対す
る関心の高さとともに、事業者によ
る化学物質管理計画の策定状況、リ
スクコミュニケーションに対する県
民、事業者間の考え方の相違など、
様々な課題が明らかになりました。

　イ　ダイオキシン類への対応
　　�ア 　ダイオキシン類対策特別措置法に

基づく規制の概要
　　　　ダイオキシン類対策特別措置法で

は、ダイオキシン類による環境の汚
染の防止及びその除去等を図るため、
工場・事業場から排出される排出ガ
スや排出水について、排出基準を設
定し、規制を行っています。また、
規制の対象となる特定施設を設置す
る工場・事業場に対しては、毎年１
回以上のダイオキシン類の測定及び
その結果の知事（富山市の工場・事
業場にあっては、市長）への報告を
義務付けています。

　　　　現在、政令で廃棄物焼却炉等２４種
類の施設が特定施設に指定されてお

り、１７年度末の特定施設の届出状況
は、総施設数が２５７施設（１４２工場・
事業場）となっています。種類別に
みると、大気基準適用施設（１８８施設）
では、廃棄物焼却炉が１３８施設（７３％）
と最も多く、次いでアルミニウム合
金製造用溶解炉が４８施設（２６％）と
なっており、水質基準対象施設（６９
施設）では、廃棄物焼却炉に係る廃
ガス洗浄施設等が４３施設（６２％）、ア
ルミニウム及びその合金製造の用に
供する廃ガス洗浄施設が１２施設
（１７％）となっています。

　　�イ 　ダイオキシン類環境調査
　　　　県では、ダイオキシン類対策特別

措置法に基づき、国、市町村と連携
して、ダイオキシン類の汚染の状況
を調査しており、１７年度は、大気、
河川水質、河川底質、海域水質、海
域底質、地下水質及び土壌について、
合計１３４地点で調査を実施しました。

　　　　調査結果は、表１‐３３のとおり、河
川水質については、富山市の富岩運
河１地点で環境基準を超えていまし
たが、その他の地点では環境基準を
達成していました。

注１　大気（各地点年４回測定）及び河川水質（各地点年１～４回測定）の調査結果については、年平均
値です。

　２　河川水質の（　）は、富岩運河を除いた値です。

　表１‐３３　ダイオキシン類の調査結果（１７年度）

環境基準
超過地点数

環境基準調　査　結　果
調査地
点　数

区　　　　　分

０

０．６pg-TEQ/m３
　０．０２２　～０．０５８pg-TEQ/m３１０住居地域

大　

気
０　０．０４１　～０．０７０pg-TEQ/m３３工業地域

０　０．０５０　～０．０６４pg-TEQ/m３３廃棄物焼却施設周辺

１
（０）

　１pg-TEQ/ �
　０．０１７　～１．４　pg-TEQ/ �
（０．０１７　～０．４９）

４０河川水質

０１５０pg-TEQ/ ｇ　０．０４７～３９pg-TEQ/ ｇ１８河川底質

０　　１pg-TEQ/ �　０．０２２　～０．０９６pg-TEQ/ �６海域水質

０１５０pg-TEQ/ ｇ　０．５６　～６．３　pg-TEQ/ ｇ５海域底質

０　　１pg-TEQ/ �　０．０１７　～０．０６７pg-TEQ/ �２５地下水質

０
１，０００pg-TEQ/ ｇ

　０．０００２３～０．５９pg-TEQ/ ｇ１６一般環境土
壌 ０　０．４８　～２０　　pg-TEQ/ ｇ８発生源周辺

―――１３４合　　　計
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注　（　）は工場・事業場数です。

事業者の測定結果報告事業場数
報 告 対 象
事 業 場 数

区　　分

０．０００２３～１．３pg-TEQ/ �１４１６排　出　水

事業者の測定結果報告施設数
報 告 対 象
施 設 数

区　　分

０～１６ng-TEQ/m３N１１４（７８）１５４（１０８）排 出 ガ ス

０～１４０ng-TEQ/ ｇ 　７１（５９）１０７（８９）ばいじん等

　　�ウ 　ダイオキシン類発生源監視指導
　　　ａ　県の立入検査・測定
　　　　　１７年度は、大気基準適用施設を

有する２２工場・事業場について、
立入検査を実施するとともに、排
出ガス（１５工場・事業場）のダイ
オキシン類濃度を測定しました。

　　　　　その結果は０．０００１７～３０ng＊-
TEQ/m３であり、１工場・事業場
で排出基準を超過していましたが、
速やかに指導を行ったところ、施
設は廃止されました。

　　　ｂ　特定施設の設置者による測定結
果に対する指導

　　　　　ダイオキシン類対策特別措置法
に基づく特定施設の設置者による
測定結果の概要は、表１‐３４のとお
りであり、測定結果が未報告の設
置者に対しては、文書や立入検査
による指導を行いました。

　　　　　なお、廃棄物焼却炉からの排出
ガスに係る排出基準を超過した施
設が１施設がありましたが、すで
に廃止されています。また、廃棄
物焼却炉からのばいじん等に係る
処理基準（３ ng-TEQ/g）を超過
した施設が３施設あり、セメント
固化により適切に処理するよう指
導しました。

　　�エ 　富岩運河等のダイオキシン類対策
　　　の推進

　　　　水質や底質のダイオキシン類汚染
が明らかになっている富岩運河等の
対策について、学識経験者等からな
る「富岩運河等ダイオキシン類対策
検討委員会」を設置し、調査や対策
の検討を進めてきたところです。

　　　　一方、国土交通省では、１５年３月
に「港湾における底質ダイオキシン
類対策技術指針」を取りまとめ、１７
年３月には富岩運河の底質を材料と
して行った実験結果を「港湾におけ
る底質ダイオキシン類分解無害化処
理技術データーブック」として取り
まとめて公表するなど、ダイオキシ
ン類汚染底質の無害化処理技術の開
発に取り組んでいますが、さらなる
安全で低コストな無害化処理技術の
確立を国に要望しているところです。
また、環境省では、ダイオキシン類
に汚染された底質の処理・処分に関
して、富岩運河も対象に、対策工事
中の環境監視手法などについて検討
しているところです。

　　　　県では、これらを踏まえ、引き続
き、対策の検討を進めることにして
います。

　　　　富岩運河のしゅんせつ土砂を搬出
した富山新港東埋立地については、
１５年５月に汚染土を遮水シートと土
砂で覆う対策を完了していますが、
引き続き周辺環境の監視を行ってい

　表１‐３４　特定施設の設置者によるダイオキシン類測定結果の概要（１７年度）
　�　大気基準適用施設

　�　水質基準適用事業場

＊ng … ナノグラムと読みます。ナノは単位の一つで１０億分の１（１０－９）を示します。
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　表１‐３５　環境基準設定物質の測定結果及び環境基準の達成状況（１７年度）

調査
機関

環境基準の適（○）、否（×）
 年平均値（� /�）項　目

環境基準

物　質

区　分　　　　　調査地点

１５０� /�以下
であること。

２００� /�以下
であること。

２００� /�以下
であること。

３� /�以下
であること。

ジクロロ
メ タ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン
ジクロロ
メ タ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン

市○○○○１．７＜０．１　０．１９０．８５　富 山 芝 園

一 般 環 境

県

○○○○　０．８２＜０．１　０．１４１．０　魚 津

○○○○　０．８１＜０．１　０．１６０．９３　小杉太閤山

○○○○　１．２　　０．１２０．６１０．９４　高 岡 伏 木固定発生源周辺

―――○―――１．０　小 杉 鷲 塚幹線道路沿道

　表１‐３６　その他優先取組物質の測定結果（１７年度） （単位：�／�）

１６年度全国調査結果（環境省）
指針値地点別平均値項　　　　　目

平　均最　大最　小

０．１１　１．３０．０００７５２＜０．１アクリロニトリル

０．０８３　３．３０．００３１１０＜０．１　　　～０．５４塩化ビニルモノマー

０．２６　１．８０．０６３－＜０．１　　　～０．８４クロロホルム

０．１５　２．７０．００４５－＜０．１　　　～０．５６１，２－ジクロロエタン

０．２６　１．５０．００６０－＜０．１　　　～０．１４１，３－ブタジエン

０．００２３　０．００４６０．０００９４０．０４０　０．００１７　～０．００２８水銀及びその化合物

０．００５９　０．０３８０．０００６９０．０２５＜０．００４　　～０．００９３ニッケル化合物

０．００１８　０．０１５０．０００２２－　０．００１４　～０．００１６ヒ素及びその化合物

０．００００５０　０．００２３０．００００００９８－＜０．０００４ベリリウム及びその化合物

０．０３４　０．２１０．００４４－＜０．０１　　～０．２４マンガン及びその化合物

０．００７８　０．０９４０．０００２１－＜０．００５　　～０．０３２クロム及びその化合物

３．２　１１０．２８－＜０．５　　　～２．６ホルムアルデヒド

２．９　９．３０．１４－＜０．５　　　～３．１アセトアルデヒド

０．１０　０．９９０．０１２－＜０．０５　　～０．１２酸化エチレン

０．０００３４　０．００２５０．００００３０－　０．００００８５～０．０００２５ベンゾ（a）ピレン

ます。

　ウ　有害大気汚染物質への対応
　　　住居地域や工業地域等において、大
気中のベンゼンやトリクロロエチレン
などの有害大気汚染物質の環境調査を
実施しました。

　　　環境基準が設定されているベンゼン
等の調査結果は、表１‐３５のとおり、ベ
ンゼンは０．８５～１．０μg/m３（地点別年
平均値、以下同じ。）、トリクロロエチ

レンは０．１４～０．６１μg/m３、テトラク
ロ ロ エ チ レ ン は０．１未 満 ～０．１２μ
g/m３、ジクロロメタンは０．８１～１．７μ
g/m３で、４物質ともすべての地点で環
境基準を達成していました。

　　　また、その他の優先取組物質である
アクリロニトリル等の調査結果は、表
１‐３６のとおりでした。指針値が設定さ
れているアクリロニトリル、塩化ビニ
ルモノマー、水銀及びニッケル化合物
については、すべての地点で指針値を
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　表１‐３７　県内における内分泌かく乱化学物質実態調査結果（水質）

注１　NDとは、検出下限値未満です。
　２　全国（環境省）の欄は、環境省の１０～１６年度の調査全体での最小値～最大値を示します。
　３　全国（国土交通省）の欄は、国土交通省の１０～１６年度の調査全体での最小値～最大値を示します。

１７β―エスト
ラジオール

ベンゾフェ
ノン

アジピン酸
ジ－２－エチ
ルヘキシル

２，４－ジクロ
ロフェノール

ベンゾ（a）
ピレン

ビスフェノ
ールA

フタル酸エ
ステル類
（８項目）

アルキルフ
ェノール類
（８項目）

項　目

河川名等

 NDNDNDNDNDNDNDND早 月 川

０．０００１NDNDNDND NDND０．０１鴨 川

 NDNDNDNDND NDND ND高 橋 川

０．０００１NDNDNDND０．０１ ND ND吉 田 川

NDNDNDNDND NDND ND入 川

NDNDNDNDNDNDND ND小 川

０．０００１０．０１０．０１０．０２０．０１０．０１０．１～０．３０．０１～０．１（検出下限値）

 ND～０．２８ ND～０．１８ ND～　１．８ ND～０．８８ ND～０．０７ ND～１９ ND～１６ND～２１全国（環境省）

ND～０．０２７ND～０．８４ ND～０．１６ND～０．０７ND ND～２．１ ND～９．４ ND～３．３全国（国土交通省）

（単位：�／�）

下回っていましたが、大規模な工場・
事業場の周辺では、塩化ビニルモノマ
ー、クロロホルム等が１６年度の全国平
均値を上回っていました。

　エ　内分泌かく乱化学物質への対応
　　　内分泌かく乱化学物質の実態を把握
するため、県内の６河川において調査
を行いました。

　　　調査結果は、表１‐３７のとおり、アル
キルフェノール類が１河川、ビスフェ
ノールＡが１河川、１７β－エストラジ
オールが２河川で検出されましたが、
全国調査結果と比較して低い濃度でし
た。

　オ　農薬等への対応
　　　ゴルフ場農薬については、「ゴルフ場
農薬安全使用指導要綱」に基づき、１６
か所のゴルフ場において調整池に魚類
を飼育することによる水質の常時監視
が行われていたほか、排水の自主測定
も年２回以上実施されるなど、適正な
管理が図られていました。

　　　排水の自主測定の結果は、いずれも
環境省の暫定指導指針値及び県の要綱
で定める指導値以下でした。一方、県
が行ったゴルフ場排水の水質調査結果

も、すべて環境省の暫定指針値及び要
綱で定める県の指導値以下でした。

　　　農業分野においては、農薬の適用農
作物・適用病害虫等の対象、使用目的
や効果、使用上の注意点に対する十分
な理解の徹底を図り、適正な使用につ
いて指導しました。その結果、１７年度
における化学農薬の使用量は５，４４３ｔ
と、７年度の使用量９，２０９ｔに比べ４１％
減少しています。

　　　また、化学肥料についても、適正な
施肥の推進等により、１６年度における
使用量は４３，３６８ｔと、７年度の使用量
５８，３３７ｔに比べ２６％減少しています。

　カ　食品等の汚染対策
　　　水銀、ＰＣＢ等の有害物質による汚
染状況を把握するため、魚介類中の水
銀及び食品中のＰＣＢ調査を実施しま
した。その結果、魚介類中の水銀につ
いては、いずれも暫定規制値（総水銀
０．４ppm、メチル水銀０．３ppm）以下で
した。また、食品中のＰＣＢについて
は、暫定規制値（０．１～３ ppm）以下
でした。

　キ　毒物劇物の監視指導
　　　毒物及び劇物取締法に基づく届出対
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　表１‐３８　要届出毒物劇物業務上取扱者監視状況

注１　（　）内は指導件数です。
　２　［　］内は、県警察本部の依頼により実施した路上取締り件数です。

合　　　計運送業金属熱処理業電気めっき業

５５２３１３１工場・事業場

５０（１）
［６］

１３（０）
［６］

２（０）３５（１）立 入 件 数

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

１００２２
１００
　９８
　９８
１００

１７％
年間評価
達成地点数／測定地点数

ダイオキシン類環境
基準達成率
　大気
　水質
　底質
　土壌

　表１‐３９　化学物質による環境リスクの低減に係る指標の達成状況

※　底質及び土壌については、計画的に調査を行っており、これまで調査したすべての
地点の結果で評価しています。

象である毒物劇物業務上取扱者延べ５０
工場・事業場を対象に、飛散、流出等
の防止措置及び保管管理の状況等につ
いて立入検査を実施し、表１‐３８のとお
り、延べ１工場・事業場について法に
基づく表示や保管管理の徹底を指導し
ました。また、講習会を開催し、適正
な毒物劇物の保管管理について指導し
ました。

　　�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、化学物質による環
境リスクについて、「化学物質による環

境リスクの低減」を実現することを目
標としています。

　　　具体的には、大気、水質、土壌等の
化学物質の濃度については、環境基準
や指針等に定める基準を達成維持する
こととしています。また、化学肥料や
農薬の使用量を削減するとともに、ダ
イオキシン類の環境基準を達成維持す
ることとしています。

　　　環境基本計画に掲げる化学物質によ
る環境リスクの低減に係る指標の達成
状況は、表１‐３９のとおりです。
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�　公害被害等の状況
　　公害健康被害については、１７年度末現
在、カドミウム汚染に起因する公害病で
あるイタイイタイ病に認定された患者は
１８８名、要観察者は３３４名となっています。
　　公害紛争処理法に基づき本県の公害審
査会に係属した公害紛争処理事件は、１６
年度までで５件となっています。
　　また、県又は市町村が受理した大気の
汚染や水質の汚濁など典型７公害＊につ
いての苦情件数は、図１‐２０のとおり、４７
年度の５４５件をピ－クに減少し、その後、
ここ数年増加傾向にありましたが、１７年
度は前年度より減少して、２５７件となって
います。その内訳は、水質汚濁に関する
ものが多く、発生源別では、図１‐２１のと
おり、生産工場、建築・土木工事、家庭
生活の順となっています。
　　なお、人口１００万人当たりの苦情件数は、
図１‐２２のとおり、本県は全国に比べて苦
情の少ない県となっています。

�　公害被害等の防止対策
　ア　公害健康被害対策
　　　公害健康被害者に対しては、「公害健
康被害の補償等に関する法律」に基づ
き、原因者負担により、公害によって
生じた健康被害の損失に対する補償が
行われており、医療費、療養手当等の
給付がなされています。本県では、４４
年１２月に神通川下流区域のイタイイタ
イ病が指定を受けています。

　　　県では、患者等の救済を図るため、
４２年にイタイイタイ病患者及び疑似患
者等に関する特別措置要綱を策定し、
４３年１月から公費による医療救済を実
施しています。また、４４年１２月に公布
された「公害に係る健康被害の救済に
関する特別措置法」の施行以降、県で
は、法定受託事務として、平成１３年５
月の環境省環境保健部長通知などの国

の示す基準に従い、県公害健康被害認
定審査会に諮ったうえで、イタイイタ
イ病患者等の認定を行っています。

　　　一方、黒部市の旧日本鉱業㈱三日市
製錬所周辺地域は、４５年５月に国がカ
ドミウム環境汚染要観察地域として指
定した地域であり、県では、４５年から
毎年住民の健康調査を実施しています。

　　�ア 　イタイイタイ病対策
　　　　患者及び要観察者の治療の促進と

発病の予防を図るため、保健師等に
よる家庭訪問指導を実施したほか、
要観察者に対して管理検診を実施し、
健康管理に努めています。また、神
通川流域で患者の発生のおそれのあ
る地域の住民に対し、検診を実施し
ています。

　　�イ 　カドミウム環境汚染要観察地域対
策

　　　　黒部市の旧日本鉱業㈱三日市精錬
所周辺地域で住民の健康調査を実施
し、住民の健康管理に努めています。

　イ　公害紛争等の処理対策
　　�ア 　公害紛争処理対策
　　　　公害紛争処理制度は、公害に関す

る紛争の迅速かつ適正な解決を図る
ため設けられたものであり、県では
公害審査会や公害苦情相談員を設け
て、迅速かつ適切な解決に努めてい
ます。

　　　　４５年１１月の公害紛争処理制度の施
行から１７年度末までに、国の公害等
調整委員会及び都道府県の公害審査
会等に係属した事件数は１，８７４件で、
うち１，８１５件が終結しています。

　　　　本県の公害審査会への係属事件は
５件で、いずれも終結しています。
最近では、１３年６月１１日に黒部川の
ダム排砂に伴う水質汚濁と漁業被害
に関する調停が申請され、１０回にわ

＊典型７公害　…　大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。

６　公害被害等の防止と解決
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たり関係者の意見聴取や調整等が行
われましたが、合意に達せず、１４年
１１月６日に調停は打ち切られました。

　　�イ 　苦情対策
　　　　県では、工場・事業場の監視など

により施設の適正な維持管理を指導
するとともに、市町村と連携して、
県民や事業者に苦情の原因となる行
為の自粛を呼びかけるなど、苦情の
未然防止に努めています。

　　　　また、苦情が発生した場合は、市

町村等と連携して、速やかな現地調
査を実施し、苦情の原因について改
善等を指導するとともに、関係者の
調整を図るなど、円滑な解決に努め
ています。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、公害被害等の防止
と解決について、「公害のない住みよい地
域社会の構築」を実現することを目標と
しています。

　図１‐２０　苦情件数の推移（典型７公害）
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　図１‐２１　苦情の発生源別の推移（典型７公害）

　図１‐２２　人口１００万人当たりの苦情件数の推移（典型７公害）
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　環境にやさしい循環型社会の構築に向け、
環境を良好な状態に保持しながら、廃棄物
の発生抑制を図るとともに、廃棄物を含め
た資源やエネルギー等の循環的利用により
環境への負荷の低減を図ることが必要です。
　国においては、１２年６月に「循環型社会
形成推進基本法」を制定し、建設リサイク
ル法や自動車リサイクル法等各種リサイク
ル法を整備して、廃棄物のリサイクル対策
を推進し、「ごみゼロ型社会」の実現を目指
しています。

　県においても、１５年３月に策定した廃棄
物処理計画（以下「とやま廃棄物プラン」
という。）に基づき、廃棄物の発生抑制、循
環的利用及び適正処理を総合的かつ計画的
に推進しています。また、「ごみゼロ推進県
民会議」を中心として県民総ぐるみの「ご
みゼロ推進大運動」を展開するとともに、
「ごみゼロ推進県民大会」を開催するなど、
循環型社会の構築に向けた施策を重点的に
推進しています。

第 ３ 節 環境への負荷が少ない循環型社会の構築

１　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推進

�　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の状
況
　　生産や消費の拡大、生活様式の多様化
等により、廃棄物の排出量が増大し、質
的にも多様化している一方で、廃棄物の
最終処分場のひっ迫や資源の枯渇が懸念
されています。
　　このため、廃棄物の発生抑制、再使用
及び再生利用を進め、最後に適正に処理
することにより、資源の消費を抑制し、
環境への負荷をできる限り低減する循環
型社会を構築することが必要です。

　ア　一般廃棄物
　　　日常生活や事務所等から排出される
ごみやし尿は一般廃棄物であり、市町
村が処理計画を策定し、収集、処理し
ています。

　　　近年、市町村によるごみの処理量は
増加傾向にあり、１６年度における県民
一人一日当たりの排出量は９８７g/人日
（全国平均は１，０８６ｇ /人日）となって
います。

　　　また、市町村の分別収集、中間処理
により有効利用されたごみの量は４８千
トンであり、このほか集団回収により
３４千トンのごみが資源化されています。
県全体の総排出量に対するリサイクル
率は、１６年度では１８．９％であり、その
推移は表１‐４０のとおりです。

　　　特に、再使用や再生利用が可能と考
えられる缶、びん、ペットボトル、牛
乳パック等の容器包装廃棄物について
は、県内全市町村で「容器包装に係る
分別収集及び再商品化の促進等に関す
る法律」（以下「容器包装リサイクル法」
という。）に基づき、分別収集が行われ
ており、１６年度では２５千トンが収集さ
れています。

　　　エアコンやテレビなどの廃家電品に
ついては、「特定家庭用機器再商品化
法」（以下「家電リサイクル法」という。）
に基づき、小売業者等を通じて製造業
者等が引き取り再商品化を行っており、
１７年度における県内４か所の指定引取
場所での回収量は、１１５千台となってい

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度区　　　　分

１８．９１８．６１８．０１７．６１６．４富 山 県

１７．６１６．８１５．９１５．０１４．３全 国

（単位：％）　表１‐４０　リサイクル率
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ます。
　　　家庭から排出される使用済みパソコ
ンについては、「資源の有効な利用の促
進に関する法律」に基づいて１５年１０月
から製造事業者等による回収・再資源
化が開始されています。

　　　使用済み自動車については、「使用済
自動車の再資源化等に関する法律」（以
下「自動車リサイクル法」という。）に
基づき、１７年１月から登録・許可業者
及び自動車メーカー等による引取り・
再資源化が開始されています。

　　　なお、ごみの有料化などの経済的手
法が９市町村（１７年度末現在）で導入
されているほか、多くの市町村では、

集団回収を奨励するための報奨金制度
の導入や家庭用の生ごみコンポスト化
容器などに対する助成が行われていま
す。

　　　ごみ処理状況の推移及びごみ計画処
理量と一人当たりのごみ排出量の推移
は、図１‐２３及び図１‐２４のとおりです。

　　　このほか、原材料等に利用（マテリ
アルリサイクル）できない廃棄物につ
いては、エネルギーとしての利用（サ
ーマルリサイクル）が図られており、
本県では、１０年３月に策定した「ごみ
処理広域化計画」に基づき、ごみの焼却
余熱を利用した発電（富山地区広域圏
事務組合クリーンセンター２０，０００kW、

　図１‐２３　ごみ処理状況の推移

　図１‐２４　ごみ計画処理量と一人当たりのごみ排出量の推移
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射水市クリーンピア射水１，４７０kW）や
福祉施設への温水の供給等が行われて
います。

　イ　産業廃棄物
　　　事業活動に伴って生じる廃棄物のう
ち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃ア
ルカリ、廃プラスチック類等法令で定
められたものは産業廃棄物であり、排
出事業者処理責任が義務付けられてい
ます。県では、とやま廃棄物プランに
基づき、発生抑制、減量化、循環的利
用の促進や適正処理の推進を図るとと
もに、産業廃棄物処理施設の計画的な
整備を指導しています。

　　　産業廃棄物の発生量（推計）は、図
１‐２５のとおり、１６年度では４７８万１千
トンであり、１５年度に比べ１１万４千ト
ン増加しています。種類別では、紙・
パルプ工場、浄水場などから発生する
汚泥が全体の６０．７％と最も多く、次に

がれき類の１８．７％となっています。
　　　また、産業廃棄物の処理状況は、図
１‐２６のとおり、全体の５８．１％が脱水や
焼却などの中間処理によって減量化さ
れ、最終的には、３５．７％がセメント原
料や路盤材などに利用され、残りの
６．２％が最終処分（埋立）されています。
減量化・循環利用率＊は、９３．８％となっ
ています。

　　　産業廃棄物発生量等の推移は、図１
‐２７のとおりです。

　　　公共工事に伴う建設系廃棄物につい
ては、北陸地方建設副産物対策連絡協
議会において「北陸地方建設リサイク
ル推進計画２００２」が策定され、その発
生抑制、再利用の促進等が図られてお
り、１６年度の再資源化率は、アスファ
ルト塊、コンクリート塊、建設汚泥は
１００％、建設混合廃棄物は３６％となって
います。

＊減量化・循環利用率　…　産業廃棄物の発生量に対する、減量及び再使用・再生利用量の合計の割合です。

　図１‐２５　産業廃棄物の発生状況（１６年度）

種　類　別 業　種　別
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　図１‐２６　産業廃棄物の処理状況（１６年度）

　図１‐２７　産業廃棄物発生量等の推移
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排出抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処理　を基本原則として、県民、事業者、

行政それぞれの役割のもと循環型社会の形成に向けた施策を推進します。
趣　　旨

１５～２２年度まで計画期間

減量化・
リサイク
ルの目標

計画の推
進施策

県民、事
業者、行
政の役割
分担

計画の推
進

その他必要な事項産業廃棄物一般廃棄物
・不適正処理の防止
・関係行政機関との連携
・経済的手法の検討等

・発生抑制の推進
・減量化及び循環的利用の推進
・適正処理の推進
・有害物質対策の推進
・県外産業廃棄物の適正処理
・処理施設の確保
・処理施設整備のための配慮
・公共関与のあり方の検討

・排出抑制の推進
・減量化及び循環的
利用の推進

・適正処理の推進
・処理施設の確保
・市町村間の調整
・市町村への支援

○調査研究の推進
情報収集、研究機関との連携

○推進体制の整備
推進協議会の設置、NPO等の側面的支援

○計画の進行管理
定期的な調査、進捗状況の点検

○計画の普及啓発
取組み推進のためのガイドライン作成

①発生量の増加を１１％に抑制
②再生利用量を３１％から３３％に増加
③最終処分量を５２％削減

産業廃棄物（２２年度）

①排出量を７％削減
②再生利用量を１６％から２７％に増加
③最終処分量を３９％削減

一般廃棄物（２２年度）

�

排出事業者：排出抑制等の推進等
生産事業者：製品製造時の配慮等
流通販売事業者：流通、販売時の配慮等
処理業者：適正処理の推進等

事業者�

排出抑制等の推進、施策への協力等

県　民

�

県：普及啓発の推進、市町村間の取
組み調整等
市町村：一般廃棄物の循環的利用、
適正処理等

行　政

　表１‐４１　とやま廃棄物プランの概要

�　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推
進
　ア　とやま廃棄物プランの推進
　　　廃棄物の発生抑制及び循環的利用を
総合的かつ計画的に推進し、循環型社
会を構築するため、１５年３月にとやま
廃棄物プランを策定しました。この計
画は、廃棄物処理法に基づき国の基本
方針を踏まえ策定したものであり、一
般廃棄物と産業廃棄物を対象として廃
棄物の発生抑制及び循環的利用に関す

る具体的な数値目標を掲げるとともに、
目標達成に向けた施策や県民、事業者、
行政の役割分担を明らかにしています。
この計画に基づき、県民総ぐるみの「ご
みゼロ推進大運動」を展開し、廃棄物
の発生抑制及び循環的利用を一層推進
し、環境にやさしい循環型社会の構築
を図っています。

　　　とやま廃棄物プランの概要は表１‐
４１のとおりです。
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　イ　一般廃棄物
　　�ア 　とやま廃棄物プランの推進
　　　　とやま廃棄物プランに基づき、県

民、事業者、行政の適切な役割分担
のもと、連携してごみの発生抑制及
び循環的利用の取組みを展開しまし
た。また、施策の一層の推進を図る
ため、新聞等を活用したキャンペー
ンによる普及啓発に努めるとともに、
ごみの減量化等の実践活動に対する
補助制度など、ＮＰＯ等へ活動の支
援策の充実を図っています。

　　�イ 　ごみゼロ推進大運動の展開
　　　　ごみゼロ型社会の構築を推進する

ため、１５年１０月に、県民、事業者、
行政機関など１１９団体が参加して「ご
みゼロ推進県民会議」が設立されま
した。

　　　　この県民会議を中心として、県民
総ぐるみで廃棄物の発生抑制、循環
的利用及び適正処理に取り組む「ご
みゼロ推進大運動」を積極的に展開
するため、ごみゼロ推進週間（５月
３０日～６月５日）における普及啓発
や、メールマガジンの配信による情
報提供、県民自らがごみを減らす取
組みを宣言し、実践する「みんなで
チャレンジ　ごみゼロ宣言！」の実
施及び講習会の開催等により、県民
がごみの発生抑制及び循環的利用に
ついて考え、実践する機会の提供に
努めました。

　　�ウ 　ごみゼロ推進県民大会の開催
　　　　県民、事業者、行政が一堂に会し、

ごみゼロ型社会の実現や循環型社会
の構築に向けた取組みを推進するこ
とを目的として、１７年１０月に富山市
において、「ごみゼロ推進県民大会」
を開催しました。また、従来から実
施している環境フェアを併せて開催

し、小学生による活動事例発表、環
境にやさしい製品の展示等を行いま
した。

　　�エ 　分別収集促進計画の推進
　　　　容器包装リサイクル法により、１２

年４月から全ての容器包装廃棄物が
分別収集・再商品化の対象となった
ことなどを踏まえ、１４年７月に策定
した第３期分別収集促進計画に基づ
き、容器包装廃棄物の分別収集を促
進するとともに、１７年７月に第４期
分別収集促進計画を策定しました。
その概要は、表１‐４２のとおりです。

　　　　県では、市町村等が実施する資源
ごみステーションや回収容器の整備
事業に対して助成したほか、消費者
（県民）、市町村、事業者がそれぞれ
の役割を分担し、資源の有効利用を
進めるよう分別排出についての普及
啓発に努めました。

　ウ　産業廃棄物
　　�ア 　とやま廃棄物プランの推進
　　　　事業者による産業廃棄物の計画的

な発生抑制及び循環的利用の取組み
や適正処理を進めるため、とやま廃
棄物プランに基づき各種施策を推進
するとともに、発生量の抑制等の目
標の達成に向けて、関係者への周知
徹底、普及・啓発を行ったほか、中
間処理施設の計画的な整備を指導し
ました。

　　�イ 　多量排出事業者の指導等
　　　　産業廃棄物の年間発生量が１，０００

トン以上（特別管理産業廃棄物＊ の
場合は５０トン以上）の多量排出事業
者に対して、産業廃棄物（特別管理
産業廃棄物）処理計画書の作成や実
施状況報告書の提出を指導しました。

　　　　なお、計画書は、廃棄物処理法に

＊特別管理産業廃棄物　…　産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生じ
るおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものです。
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　表１‐４２　第４期分別収集促進計画の概要

　容器包装リサイクル法第９条の規定により、本県における市町村別
の容器包装廃棄物の排出見込量等を示すとともに、県が行う分別収集
の意義に関する知識の普及等分別収集の促進に関する事項を明らかに
します。

計画策定の趣旨

１８～２２年度までの５年間計画期間

容器包装廃棄物の排出
見込量

容器包装廃棄物の分別
収集見込量

①分別収集の促進の意義に関する知識の普及、環境教育の推進
②市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進
③その他の分別収集の促進に関する事項
　・廃棄物処理施設の整備に対する指導及び支援
　・効果的な分別区分及び効率的な収集方法の指導
　・拠点回収及び集団回収の推進
　・容器包装廃棄物の排出抑制及び再商品化等への促進のための方策
　・行政の事業者、消費者としての環境保全に向けた取組みの率先実行
　・調査研究等の推進

分別収集促進のための
施策

２２年度２１年度２０年度１９年度１８年度区　　　分

８１，６３２８１，６１６８１，６９９８１，７７５８１，７４３容器包装廃棄物

２２年度２１年度２０年度１９年度１８年度区　　　分

２，８７９２，８４３２，７９７２，７６１２，７２４無色ガラスびん

３，２０８３，１７８３，１３８３，１１０３，０８５茶色ガラスびん

９１０９０１８９２８８３８７６その他ガラスびん

３，５０７３，４１３３，２８２３，００２２，９１０紙 製 容 器 包 装

２，１１３２，０５９２，００１１，９４８１，８９６ペ ッ ト ボ ト ル

７，１６６７，０４１６，８１３６，５５１６，３９３プラスチック製容器包装

６５６４６３６２６１（うち白色トレイ）

１，７２２１，７０８１，６８４１，６７２１，６５２ス チ ー ル 缶

１，６４７１，６１９１，５８５１，５５９１，５３４ア ル ミ 缶

２３０２２０２０４１９５１８７紙 パ ッ ク

７，２６０７，１６４７，０５７６，９６３６，８７１段 ボ ー ル

〔単位：ｔ〕

基づき、縦覧公開し、事業者の自主
的な取組みの推進を図りました。

　　�ウ 　建設系廃棄物対策の推進
　　　　「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律」（以下「建設リサイ
クル法」という。）を推進するため、
関係者に対して、届出等の審査やパ
トロール等を通じて、適正な分別解
体、再資源化の実施に関する指導や
助言を行いました。

　　　　また、公共工事に伴う建設系廃棄
物については、循環的な利用の促進
に努め、その進捗状況を把握するた
め建設副産物実態調査を行いました。

　エ　リサイクルの推進
　　�ア 　リサイクル認定制度の推進
　　　　リサイクル製品や廃棄物の減量

化・リサイクル等に積極的に取り組
む店舗・事業所を認定し、その取組
みの拡大を推進するため、１４年度に
創設したリサイクル認定制度により、
「リサイクル製品」、「エコショップ」、
「エコ事業所」の３つの区分につい
て、認定を行っています。

　　　　１７年度は２回公募を行い、認定審
査会における書類審査や現地調査等
を踏まえ認定を行うとともに、リサ
イクル製品の安全性を確保するため、
認定基準の見直しを行いました。１７
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　表１‐４３　リサイクル認定制度に基づく認定状況

エ コ 事 業 所エコショップリサイクル製品区　　分

　８１３３０１５　年　度

　３　４１９１６　年　度

　６１１３４１７　年　度

１７２８８３合　　計

年度末における認定状況は、表１‐４３
のとおり、リサイクル製品が８３製品、
エコショップが２８店舗、エコ事業所
が１７事業所となっています。また、
この制度や製品などを紹介するため、
パンフレットやホームページ等によ
り普及を図るとともに、環境フェア
において認定リサイクル製品の展示
を行いました。

　　　　さらに、エコショップの普及拡大
を図るため、エコショップ、消費者、
行政が意見交換するエコショップ交
流会を開催したほか、認定リサイク
ル製品の公共事業での利用促進を図
るため、「公共工事におけるリサイク
ル製品利用推進部会」において、製
品の優先的な利用を図りました。

　　�イ 　産業廃棄物の発生抑制、リサイク
ル等に関する支援

　　　　中小企業者等が行う産業廃棄物の
発生抑制、リサイクルに関する研究
開発等の取組みを支援するため、１６
年度に「循環資源活用推進事業費補
助金」制度を創設し、１７年度は廃プ
ラスチックの再商品化に関する研究
に助成を行いました。

　　　　また、環境関連のＮＰＯ法人「エ
コテクノロジー研究会」と連携し、
産業廃棄物の発生抑制やリサイクル
技術に関する技術相談に応じるとと
もに、講習会を通じて発生抑制等の
先進的な取組みの普及を図りました。

　　　　さらに、産業廃棄物を広域的に相
互利用するため、�産業廃棄物処理
事業振興財団がインターネットを利
用して運営するリサイクルネットシ
ステム（廃棄物交換制度）に加入し、

県内の関係事業者に廃棄物の排出・
受入の情報提供を行いました。

　　�ウ 　富山市エコタウン事業の推進
　　　　１４年５月に計画が承認された富山

市エコタウン事業については、国等
からの技術的、財政的支援を受けて
施設の整備が進められ、１５年に稼働
した第１期の４施設のほか、第２期
の廃合成ゴムリサイクル施設、難処
理繊維及び混合廃プラスチックリサ
イクル施設が稼働しています。

　　　　県では、国に対してさらに技術的、
財政的支援を要望するなど、富山市
と連携してエコタウン事業の推進を
図っています。

　　�エ 　生ごみリサイクルの推進
　　　　一般廃棄物の発生量のうち約３割

（含水比）を占める生ごみは、ほと
んどが焼却処理されています。これ
を肥料化するなど有効利用すること
は、循環型社会の形成において非常
に重要であり、有効利用システムづ
くりを検討していく必要があります。

　　　　県では市町村がモデル地区を設定
して住民の協力を得ながら生ごみを
堆肥化する事業に対して補助を行っ
ていきました。１７年度は立山町と小
杉町に補助を行い、生ごみのリサイ
クル推進を図りました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境への負荷が少
ない循環型社会の構築について、「県民総
ぐるみのごみゼロ推進大運動の展開によ
る循環型社会の形成」を実現することを
目標としています。

　　具体的には、廃棄物の発生抑制及び循
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環的利用の推進については、とやま廃棄
物プランの目標を達成することとしてい
ます。また、廃棄物の処理体制を将来に
わたり安定して確保することとしていま

す。
　　環境基本計画に掲げる廃棄物の発生抑
制及び循環的利用の推進に係る指標の達
成状況は、表１‐４４のとおりです。

　表１‐４４　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推進に係る指標の達成状況

目　　標中間目標現　　状
単位指 標 の 説 明指標の名称

値年度値年度値年度

　３９９２２　４２１１７　４３８１６千ｔ
市町村により処理された
一般廃棄物の量と集団回
収量の計

一般廃棄物の
排出量

　１０６
　（２７）

２２
　１００
　（２４）

１７
　　８３
　（１９）

１６
千ｔ
（％）

市町村により再生利用さ
れた一般廃棄物の量と集
団回収量の計
（リサイクル率）

一般廃棄物の
再生利用量

５，２３９２２５，０３５１７４，７８１１６千ｔ
事業所において発生した
産業廃棄物の量

産業廃棄物の
発生量

１，７３１
　（３３）

２２
１，５７２
　（３１）

１７
１，７０８
　（３６）

１６
千ｔ
（％）

再生利用された産業廃棄
物の量
（リサイクル率）

産業廃棄物の
再生利用量

�　廃棄物の適正処理の状況
　　再使用や再生利用ができない廃棄物は、
性状に応じた適正な中間処理（焼却、脱
水等）等を経て、最終処分（埋立）を行
うこととなっています。
　ア　一般廃棄物
　　　一般廃棄物については、市町村が定
める一般廃棄物処理計画に基づき処理
されており、県では、適正処理を確保
するため、処理施設の計画的な整備等
について技術的な助言を行っています。

　　　また、ダイオキシン類の主な発生源
がごみ焼却施設であることから、ごみ
処理広域化計画に基づき、ごみ処理の
広域化や全連続式のごみ焼却施設の整
備を推進しています。

　　　さらに、最終処分場や焼却灰の一時
保管場所を有する焼却施設のうち、遮
水工や浸出液処理設備が設けられてい
ないものについては、周辺環境の汚染
を防止するため、地下水調査等の実施

２　廃棄物の適正処理の推進

や新たな最終処分場の確保など必要な
措置を指導しています。

　　　このほか、１３年４月からは、廃棄物
処理法の基準に従って焼却する場合等
を除き、何人も廃棄物を焼却してはな
らないこととされたことから、県では
市町村等と連携して県民等に対する普
及啓発を行うとともに、不適正処理の
未然防止を図るため、定期的な監視活
動を行っています。

　　　し尿については、水洗化人口が増加
しており、１６年１０月１日現在では、公
共下水道人口は５８．２％、浄化槽等人口
は３２．０％で、これに計画収集人口を加
えた衛生処理人口は総人口の９９．９％と
なっています。また、浄化槽について
は、浄化槽法により設置者による水質
検査等が義務付けられていますが、特
に定期検査の受検率が低いことから、
関係機関と連携して、適正な維持管理
を確保するための普及啓発を行ってい
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ます。
　　　し尿の処理人口とし尿の処理状況の
推移は、図１‐２８及び図１‐２９のとおり
です。

　図１‐２８　し尿の処理人口（１６年度）

　図１‐２９　し尿処理状況の推移
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＊１遮断型最終処分場　…　有害物質を含む産業廃棄物を対象とする埋立処分場で、底と側面をコンクリート等で固め、
雨水等が入り込まないよう屋根を設けるなど、有害物質の外部への浸出を遮断した構造を有しています。

＊２管理型最終処分場　…　汚泥、鉱さい等の汚水を生ずるおそれのある産業廃棄物のうち有害物質を含まないものを
対象とする埋立処分場で、地下水等の汚染を防止するため、二重シート等の遮水工により浸出水を集め、排水基
準に適合するよう処理して放流する構造を有しています。

＊３安定型最終処分場　…　金属くずやゴムくず等の生活環境に支障を及ぼすおそれが少ない産業廃棄物のみを対象と
する埋立処分場で、産業廃棄物の飛散及び流出を防止する構造を有しています。

　イ　産業廃棄物
　　　産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、
感染性等を有するものがあるため、そ
の処理にあたっては適正な管理が必要
です。県では、保管、収集・運搬、中
間処理及び最終処分までの各段階にお
いて産業廃棄物の適正な管理が行われ
るよう、排出事業者や処理業者に対す
る監視、指導を行っています。

　　　再使用や再生利用ができない産業廃
棄物は、一般的には脱水、焼却、破砕
などの中間処理を経て、最終処分（埋
立）されています。最終処分場は、埋
め立てる産業廃棄物の種類に応じて、
遮断型最終処分場＊１、管理型最終処分
場＊２及び安定型最終処分場＊３の３つに
分類されており、本県では、管理型又
は安定型最終処分場で埋立が行われて
います。

　　　また、県外から産業廃棄物を搬入し、
県内で処理する場合には、産業廃棄物
適正処理指導要綱に基づき、事前協議
を行うよう事業者を指導しています。

　　　一方、不法投棄防止対策の一環とし
て、関係機関と連携し、産業廃棄物不
法投棄の監視パトロールを実施してい
ます。

　　　さらに、排出事業所や処理業者に対
する監視、指導を行っており、特に廃
棄物処理法の改正について、関係事業
者を対象に講習会等を開催しています。

　　　特別管理産業廃棄物である廃ＰＣＢ
等（ＰＣＢを含む高圧コンデンサ、ト
ランス等）については、１３年７月に施
行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置
法」（以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）
により、保管又は使用中の事業所に届

出が義務付けられており、処分される
までの間、適正に保管するよう指導し
ています。ＰＣＢ特別措置法に基づく
県内の届出事業所数は１，０７２事業所で、
保管中の廃ＰＣＢ等は１０７，７４１台、使用
中のＰＣＢ使用製品は２９，５５７台となっ
ています。

　　　国の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基本計画」を受けて１８年３月に「富
山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計
画」を策定し、廃ＰＣＢ等を北海道室
蘭市の日本環境安全事業㈱北海道事業
所で２７年３月までに処理すること等を
定めました。また計画に沿った処理を
行うために、北海道など関係道県で構
成される広域協議会に参加し、調整を
図っています。

　　　なお、中小企業等が負担するＰＣＢ
廃棄物の処理費用の軽減を図るため、
県では、独立行政法人環境再生保全機
構に設けられたＰＣＢ廃棄物処理基金
に出えんしています。

�　廃棄物の適正処理の確保
　ア　一般廃棄物
　　�ア 　適正処理対策
　　　　一般廃棄物の適正な処理を確保す

るため、一般廃棄物処理計画の策定
や処理による生活環境への影響の防
止等について、市町村に対する技術
的な助言を行いました。

　　�イ 　ダイオキシン類対策
　　　　ごみ焼却施設から排出されるダイ

オキシン類を削減するため、ごみ処
理広域化計画を推進し、全連続式の
ごみ焼却施設の整備促進を図るとと
もに、県民の協力のもとに、ごみの
分別収集の推進を図りました。ごみ
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　国の「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に
基づき、「広域ブロックの設定」、「各ブロックの全連続炉等の施設整備
計画」、「ダイオキシン類の現状排出量・将来排出量の推計」等の基本
的な考え方を示します。

計画策定の趣旨

１０～１９年度までの１０年間計画期間

　市町村意向調査の結果を踏まえ、焼却能力が１００ｔ／日以上の全連続
炉が導入できるよう、次の５つの広域ブロックを設定
　①新川ブロック（２市３町）、②富山ブロック（２市６町３村）、③
射水ブロック（１市３町１村）、④高岡ブロック（３市１町）、⑤砺
波ブロック（１市５町４村）

広域ブロック割り

各広域ブロックの施設
整備計画

（�－TEQ/ 年）ダイオキシン類の現状
排出量・将来排出量の
推計

①県の施策
　・市町村等に対する技術的及び財政的支援（広域化促進支援補助）
　・ごみ処理広域化計画の進行管理
　・ごみ減量化等の県民・事業者に対する環境教育・普及啓発の実施
②市町村の施策
　・既存施設の恒久対策及び新施設の早期整備の実施
　・広域ブロック構成市町村間の役割分担等の協議・調整
　・一般廃棄物処理計画の改定
　・ごみ減量化等の県民・事業者に対する環境教育・普及啓発の実施
　・積極的な情報公開の実施

広域化のフォローアッ
プの方法

今後整備が予定される主な施設ブロック名

ごみ焼却施設（１７４ｔ /日）、最終処分場（１６５千�）新川ブロック

ごみ焼却施設（８１０ｔ /日）、灰溶融固化施設（１４０ｔ /日）、発
電施設（２０，０００k W）

富山ブロック

ごみ焼却施設（１３８ｔ /日）、灰溶融固化施設（１２ｔ /日）、発電
施設（１，４７０k W）

射水ブロック

ごみ焼却施設（３５０ｔ /日、処理方法未定）、灰溶融固化施設（能
力未定）、発電施設（能力未定）

高岡ブロック

灰溶融固化施設（２．７２ｔ /日）、最終処分場（５７千�）砺波ブロック

２９年度１９年度１４年度８年度区　　　分

０．２００．２５２．０４１８．３９富山県合計

１．１ １．４ １１．１ １００．０ 割　合（％）

　表１‐４５　ごみ処理広域化計画の概要

処理広域化計画の概要は表１‐４５の
とおりで、これまでにこの計画に基
づき、表１‐４６のとおり、ごみ焼却施
設が整備されています。なお、県で
は、１０年度からごみ処理広域化等促
進支援事業として表１‐４７の事業に
対して補助を行っています。

　　　　その結果、１７年度における県内の
ごみ焼却施設（市町村設置の６施設）

から排出されたダイオキシン類の年
間排出総量は、０．２４g‐TEQとなり、
広域化計画の排出量推計値２．０４g‐
TEQを大きく下回っていました。

　　　　また、県内６施設のごみ焼却施設
のダイオキシン類排出濃度を調査し
たところ、表１‐４８のとおり、０
～１．３ng‐TEQ/m３Nであり、すべて
の施設で基準値を下回っていました。
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　表１‐４７　ごみ処理広域化等促進支援事業の概要

限　　度　　額　※補　助　率対　　　　象事　業　名

ごみ焼却施設；１億円
その他施設；５千万円

一般財源負担分
の１／４

一部事務組合が実施す
る広域的なごみ処理施
設の整備事業

広域ごみ処理
施設整備事業
費補助

注　限度額は１事業当たりで、ごみ焼却施設が１億円、その他施設が５千万円です。

基準値（ng-TEQ／m３N）排出濃度（ng-TEQ ／ m３N）施　　　設　　　名　　　称

５０．０６６～０．１０高岡市環境クリーン工場

５０．０００５０氷見市西部清掃センター

５０．０３２～０．０６９射水市クリーンピア射水

０．１０～０．００２１
富山地区広域圏事務組合

クリーンセンター

５０．０１６～０．５３新川広域圏事務組合エコぽ～と

５０．１７～１．３
砺波広域圏事務組合

クリ－ンセンターとなみ

発電能力処理能力焼却方式施　　　設　　　名　　　称

―２７０ｔ�２４時間全連続高岡市環境クリーン工場

―　５０ｔ�８時間バッチ氷見市西部清掃センター

　１，４７０kW１３８ｔ�２４時間全連続射水市クリーンピア射水

２０，０００kW８１０ｔ�２４時間全連続
富山地区広域圏事務組合

クリーンセンター

―１７４ｔ�１６時間准連続新川広域圏事務組合エコぽ～と

―　７０ｔ�１６時間准連続
砺波広域圏事務組合

クリーンセンターとなみ

　表１‐４６　ごみ焼却施設の整備状況

　表１‐４８　ごみ焼却施設のダイオキシン類排出濃度調査結果（１７年度）

　　�ウ 　ごみ処理施設等の整備
　　　　１７年度末におけるごみ処理施設の

整備状況及びごみ最終処分場の整備
状況は、図１‐３０及び図１‐３１のとお
りです。また、県内１０施設の最終処
分場の埋立残余容量は７４２千ｍ３であ
り、１７年度の埋立量５７千ｍ３から推定
すると残余期間は約１３．１年間と、全
国の１３．２年間（１６年度）と同程度と
なっています。

　　　　県では、ごみ処理施設の計画的な
整備や適切な維持管理等について、

市町村等に助言しています。
　　�エ 　し尿処理施設の整備
　　　　１６年度末におけるし尿処理施設の

整備状況は、図１‐３２のとおりであり、
県内全体における１日当たりのし尿
の平均収集量６３５k�に対して、処理
能力は９０６k�となっています。

　　　　県では、市町村や関係機関と連携
して、合理的なし尿処理体制の確立
を図っています。

　　�オ 　浄化槽の適正な維持管理
　　　　浄化槽については、保守点検と定
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　図１‐３０　ごみ処理施設の整備状況

　図１‐３２　し尿処理施設の整備状況

　図１‐３１　ごみ最終処分場の整備状況
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計最　終　処　分中　間　処　理収 集 及 び 運 搬許 可 区 分

１，４００１０１３２１，２５８
産 業 廃 棄 物

８７９５７８７９６

１４００６１３４
特別管理産業廃棄物

１２７０３１２４

　注　上段は富山県の許可件数、下段は富山市の許可件数

　表１‐４９　産業廃棄物処理業の許可状況 （１８年３月３１日現在）

期検査の一括契約の導入等により、
法定検査受検率の向上を図り、適正
な維持管理を推進するとともに、合
併処理浄化槽の一層の普及に努めて
います。

　イ　産業廃棄物
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　廃棄物処理法は、廃棄物の適正な

処理等について必要な事項を定める
ことにより、生活環境の保全などを
図ることを目的としています。近年
の廃棄物の発生量の増加や最終処分
場のひっ迫、不法投棄問題などに適
切に対応するため、数次の改正が行
われ、不法投棄の未然防止、リサイ
クルの促進等の措置の強化が行われ
ています。

　　　　１７年度末における産業廃棄物処理
業の許可状況は、表１‐４９のとおりで
す。また、産業廃棄物処理施設の許
可は、木くずやがれき類の破砕施設
が２４０施設、汚泥の脱水施設が１０６施
設、安定型最終処分場が１７施設、管
理型最終処分場が１６施設などとなっ
ています。

　　�イ 　産業廃棄物適正処理指導要綱の運
用

　　　　産業廃棄物の焼却施設及び最終処
分場を設置する際の手続きや県外か
ら産業廃棄物を搬入する際の事前協
議などを定めた産業廃棄物適正処理
指導要綱により、県内の産業廃棄物
の適正な処理の確保を図っています。

　　　　この要綱に基づき、産業廃棄物の

焼却施設及び最終処分場の設置にあ
たっては、住民等の理解と協力を得
て事業を円滑に進める観点から、生
活環境影響調査内容の事前協議、住
民説明会の開催、生活環境の保全に
関する協定の締結等を指導するとと
もに、学識経験者からなる産業廃棄
物処理施設審査会の意見を踏まえ、
生活環境の保全を図るため必要な措
置を講ずるよう指導しています。

　　　　また、県外からの産業廃棄物の搬
入にあたっては、事前に協議するこ
とにより、県内の処理体制に影響を
与えないよう事業者を指導しており、
１７年度は３７１件の事前協議を行いま
した。特に、搬入量の多い事業者
（年間１００トン以上）や埋立処分のた
めに搬入する事業者を重点的に指導
するため、要綱の改正を行いました。

　　�ウ 　適正処理の啓発
　　　　廃棄物処理法により、産業廃棄物

の処理を委託する際には、マニフェ
スト＊を使用することが義務付けら
れていることから、�富山県産業廃
棄物協会と連携し、各種講習会など
を通じて普及啓発に努めています。

　　　　また、県、警察本部、海上保安部
等関係機関からなる不法処理防止連
絡協議会を開催し、情報交換を行う
とともに、指導、各種講習会の開催、
ポスター、パンフレットの作成配布
により適正処理の啓発を図っていま
す。 

＊マニフェスト　…　産業廃棄物管理票のことで、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に発行する伝票です。収集
運搬から処分までの各工程ごとに、産業廃棄物の処理状況を確認し、記録・保管するために用います。
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合 計
排 出
事業所

産業廃棄物処理業者
区　　分

最終処分中間処理収集及び運搬

２２０２４２０７１１０５１９６立入調査数

２４８２７７１６指 導 件 数

　表１‐５０　産業廃棄物の監視・指導状況

（単位：pg-TEQ��）

放　　　流　　　水区　　　　　　　分

４施設：０．０００２２～０．０１７
１施設：１１　　　　　　

測 定 結 果

１０基 準

注　測定結果は、５施設の結果です。

　　�エ 　公共関与による処理施設の整備
　　　　公共関与による産業廃棄物処理施

設の整備については、①本県の最終
処分場の残余年数が当面十分な処理
能力を有していると考えられること、
②廃棄物の減量・リサイクルの一層
の進展が見込まれることなどから、
現時点では必要性は低い状況ですが、
廃棄物の発生・処理の動向、最終処
分場の残余年数などを考慮しながら、
引き続き検討を進めていくこととし
ています。

　　�オ 　監視指導
　　　　産業廃棄物の処理業者及び排出事

業所に対して、必要に応じて市町村
とも連携して延べ２２０事業所に対し
て監視を行い、そのうち、２４事業所
に対して改善を指導しました。監視
指導状況は表１‐５０のとおりです。

　　　　１７年度は、特に解体工事などで発
生するアスベスト廃棄物の適正処理
の監視指導を重点的に行いました。

　　　　また、不適正な処分を行った業者
に対して、許可の取消し（２件）や
事業停止（１件）の行政処分を行い
ました。

　　�カ 　不法投棄等の防止対策の推進
　　　　常勤の産業廃棄物監視指導員２名

による広域的なパトロール（延べ１１３
回）を実施し、一般廃棄物も含め２９

件の不法投棄等の事案を発見しまし
た。

　　　　また、１０月の「不法投棄防止月間」
に関係機関と連携した一斉パトロー
ルや産業廃棄物運搬車両を対象とし
た路上検問を実施したほか、県猟友
会員約８００名によるパトロール活動
を実施しました。

　　　　さらに、市町村による不法投棄廃
棄物の撤去を支援しました。

　　�キ 　大規模災害時における災害廃棄物
の処理等に関する協定の締結

　　　　地震等の大規模な災害の発生時に
おいて、災害廃棄物の処理等を適正
かつ円滑に推進するため、�富山県
産業廃棄物協会、�富山県構造物解
体協会及び富山県環境保全協同組合
の３団体と協定を締結し、必要な協
力体制を構築しました。

　　�ク 　産業廃棄物最終処分場のダイオキ
シン類に関する調査

　　　　産業廃棄物の最終処分場の放流水
について、ダイオキシン類の規制基
準への適合状況等を確認するための
調査を実施した結果、表１‐５１のとお
り、１施設で基準値を超過していま
した。

　　　　ただし、基準超過の原因は、最終
処分場の排水といっしょに排出され
る焼却施設からの排水であると考え

　表１‐５１　最終処分場のダイオキシン類測定結果
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　表１‐５２　廃棄物の適正処理の推進に係る指標の達成状況

目　　標中間目標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度値年度

　３８２２　４９１７　５６１６千ｔ
埋立処分された一般廃棄
物の量

一般廃棄物の最終処
分量

１８２２２２９１１７２９７１６千ｔ
埋立処分された産業廃棄
物の量

産業廃棄物の最終処
分量

られ、当該焼却施設については既に
改善が実施され、基準値を下回って
いることが確認されています。

　　�ケ 　農業系廃棄物対策の推進
　　　　農業用廃プラスチックや廃農薬な

どの農業生産資材廃棄物については、
処理実態調査を実施するとともに、
啓発活動や農業協同組合を窓口とし
た地域回収による適正処理を推進し
ました。また、リサイクルや生分解
性資材の利用等による排出抑制策に
ついて検討しました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境への負荷が少
ない循環型社会を構築するため、廃棄物
の適正処理の推進については、とやま廃
棄物プランの目標を達成することとして
います。また、廃棄物の適正な処理を確
保し、環境への負荷を抑制するとともに、
廃棄物の処理体制を将来にわたり安定し
て確保することとしています。

　　環境基本計画に掲げる廃棄物の適正処
理の推進に係る指標の達成状況は、表１
‐５２のとおりです。
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第 ４ 節 自然と共生したうるおいのある環境の実現
　立山連峰や富山湾に代表される豊かな自
然環境は県民の誇りであり、将来の世代に
継承することが必要です。しかしながら、
自然の持つ復元力を超える開発等により、
いったん損なわれた自然環境は、回復が非
常に困難です。

　このため、多様な自然環境の体系的な保
全や生物の多様性の確保を図るとともに、
様々な自然とのふれあいの場や機会の確保、
豊かで美しい森づくりの推進など、自然と
の共生を推進しています。

１　すぐれた自然環境の保全

�　自然環境の状況
　　本県は、東に日本を代表する立山連峰、
南に飛騨山地に続く山々、中央から西に
かけては丘陵地があり、北は富山湾に面
しています。また、これらの山々を源と
して流れ出す河川によりつくり出された
扇状地によって富山平野が形づくられて

います。
　　地形のけわしさの目安となる起伏量＊

は、図１‐３３のとおり大きく、本県特有の
けわしさが見られます。特に県東部では、
高い山岳が多いことから、起伏量が大き
くなっています。

　　また、この地域では、これまでに人為

　図１‐３３　起伏量図

＊起伏量 … 定面積内の最高地点と最低地点の標高差のことで、起伏量が大きいほど平均傾斜が大きくなります。
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の加わっていない原生的な植生があり、
優れた自然が多く残っています。
　　環境省が６～１０年度に行った「緑の国
勢調査（第５回自然環境保全基礎調査）」
によると、植生自然度１０又は９（自然度
の高い天然林及び自然草原）の地域が県
土に占める割合は３０％で、全国平均１９％
を大きく上回っています。都道府県別で
は、北海道、沖縄に次いで全国第３位、
本州では第１位にランクされており、貴
重な自然がよく保存されています。
　　特に県東部の山岳地帯では、図１‐３４の
とおり、植生自然度１０又は９のすぐれた
自然が損なわれることなく現在まで引き
継がれています。
　　これらのすぐれた自然の風景地を保護
するとともに、その利用の増進を図るた
め、国においては、自然公園法に基づき、
中部山岳国立公園、白山国立公園及び能
登半島国定公園の３地域を指定していま
す。また、県においては、県立自然公園
条例に基づき、朝日、有峰、五箇山、 白 

しら

 木  水  無 及び医王山の５地域を県立自然公
き みず なし

園に指定しています。これら自然公園の
概要は表１‐５３のとおりであり、その面積
は県土の２８．２％を占めています。
　　さらに、県では、自然環境保全条例に
基づき、すぐれた天然林や貴重な野生生
物の保護を目的とした自然環境保全地域
１１地域を指定しており、その概要は表１‐
５４のとおりです。
　　県では、恵まれた自然環境を将来の世
代に引き継いでいくため、地形・地質、
植物、動物及び景観の保全のためのガイ
ドラインである自然環境指針（５年９月
策定、１４年度及び１５年度一部データ見直
し）に基づき、各種開発事業に際して、
自然環境保全上の指導、助言を行ってい
ます。この指針では、県土を約１ km四
方のメッシュに区切って、地形・地質、
植物、動物及び景観の４つの項目につい
て、学術性や自然性に基づく評価を行っ
ており、その評価に応じた保全目標を明
らかにしています。いずれかの項目で最
も評価が高いⅤとされた地域は、県東部

の山岳地帯を中心に広く分布しています。
自然環境指針の概要は、表１‐５５のとおり
です。

　　また、すぐれた自然環境の保全を図る
ためには、その現況を把握することが重
要であることから、各種調査を実施して
います。
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　図１‐３４　富山県の植生自然度図と都道府県別の植生自然比率図
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　表１‐５３　自然公園の概要

指定年月日（昭和）うち特別地域＊面積［ha］名　称区　　分

９年１２月４日７３，８３７＊７６，４３１中 部 山 岳

国立公園 ３７年１１月１２日２，７４２＊２，７４２白 山

７６，５７９＊７９，１７３小 計

４３年５月１日９６４＊１，００５能 登 半 島国定公園

４８年３月１３日９，３５５９，６２３朝 日

県立自然公園

〃１１，６００１１，６００有 峰

〃３，２７５３，８５６五 箇 山

４９年３月３０日６，４７３１１，５５４白 木 水 無

５０年２月２２日１，５４８２，９４３医 王 山

３２，２５１３９，５７６小 計

１０９，７９４＊１１９，７５４合　　計

主な保全対象指定年月日（昭和）面積［ha］名称（所在地）

黒部川末端扇状地の伏流水とサワス
ギ等の植生

４８年１０月２０日２．７ 
（２．７＊）

沢杉（入善町）

山地帯における池沼湿原のミズバシ
ョウ及びブナ、ミズナラの天然林

〃
３１５．７

縄ヶ池・若杉
（南砺市）

黒部川扇頂部の地形とウラジロガシ
林

５１年６月１日１１．８ 
（ １．９＊）

愛本
（黒部市（旧宇奈月町）)

河岸段丘等の地形と安山岩で形成さ
れた節理の露頭

〃
７１．５ 

東福寺（滑川市）

神通川のＶ字峡谷とウラジロガシ、
アカシデ林

〃１５２．７ 
（４５．０＊）

神通峡（富山市）

オオミズゴケ、モウセンゴケ等の湿
性植物の群生地とハッチョウトンボ
の生息地

５３年７月１１日８．５
（１．８＊�＊２）

深谷（富山市）

ブナ、ミズナラの天然林５４年８月７日１２．５ 
（１２．５＊）

山の神（南砺市）

県内最大のミズバショウの純群落と、
モリアオガエル、クロサンショウウ
オの繁殖地

５６年１月１７日１．４ 
（１．４＊）

池の尻（魚津市）

安山岩質凝灰岩の特異な地形とすぐ
れた天然林

５６年１１月２６日３４．９ 
（３４．９＊）

日尾御前（富山市）

低山丘陵地帯にあるウラジロガシの
天然林

６１年７月９日１１．０ 
（０．７＊）

常楽寺（富山市）

低山地帯におけるオオミズゴケを中
心とする湿性植物の群生地

〃１．１ 
（０．２＊�＊２）

谷内谷（南砺市）

６２３．８ 
（１０１．１＊）
 （　２．０＊２）

計

注　（　）内の　＊付きの数値は特別地区、＊２付きの数値は野生動植物保護地区の面積（内数）です。

注　＊は特別保護地区を含みます。

　表１‐５４　自然環境保全地域の概要
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　表１‐５５　自然環境指針の概要

県内の自然環境の主要な構成要素について、県民、事業者、行政がそ
れぞれの立場において、適正に保全していくためのガイドラインを示
すものです。

指針の役割

自然環境の主要な構成要素（地形・地質、植物、動物、景観）を対象
とし、県下全域を約１㎞メッシュで評価したものです。

対象範囲等

自然環境の主要な構成要素（地形・地質、植物、動物、景観）ごとに、
自然環境の評価を５段階で行い、それぞれの評価段階に応じた適正な
保全を目指すものです。

保全目標

＜地形・地質＞
・貴重な地形・地質等は、その形態を失わないよう保全します。
・典型的な地形要素は、県土の骨格をこわさず、その典型性を保持で
きるよう保全します。

＜植物＞
・貴重な植物群落の分布地や特に自然性の高い植生域は、厳正に保全
します。

・地域において相対的に自然性の高い植生域はその価値を保全します。
・広域にわたって自然性の低い植生が分布する地域にあってはグリー
ンプラン等の緑化計画に基づき、積極的に地域の特性に応じた植生
の復元、育成に努めます。

＜動物＞
・貴重な動物の分布地では、その生息環境を総体として保全します。
・多様な動物が生息すると推定される地域は、一定の広がりをもった
生息域を分断することなく保全するとともに、生態的なバランスを
くずさない範囲で自然とのふれあいの場としての利用に努めます。

・動物の生息環境として悪化がみられる地域では、現況以上の悪化を
防ぎ、積極的に環境特性に応じた動物生息環境の創造、復元に努め
ます。

＜景観＞
・自然景観資源として評価の高いものは、周辺と一体として、また環
境の総体として保全します。

・眺望の対象として重要な景観資源は、眺望の特性を踏まえてそれを
阻害しないよう資源そのもの及び周辺環境を適正に保全します。

・比較的ありふれた景観資源であっても、地域の景観の構成上の役割
をふまえて適正に保全します。

・自然景観として混乱のみられる地域については、改善に努めます。

項目別保全目標

�　自然環境の保全対策
　ア　法令等による規制
　　　国立公園、国定公園又は県立自然公
園については、自然公園法又は県立自
然公園条例に基づき、公園の風致を維
持するための特別地域を指定し、その
地域内における工作物の新築等を制限
しています。

　　　また、自然環境保全地域については、
自然環境保全条例に基づき、特別地区
９地区を指定し、その地区内における
工作物の新築等を制限しています。さ
らに、特別地区内のうち、野生動植物
保護地区に指定された地区内において
は、動植物種又は卵の捕獲又は採取が

禁止されています。

　イ　自然環境指針に基づく指導・助言
　　　自然環境指針に示す地域ごとの地
形・地質、動植物等に関する評価を踏
まえ、各種開発事業に際して必要な指
導、助言を行いました。

　ウ　立山道路のマイカー規制等
　　　立山一帯の貴重な自然環境の保護を
目的として、環境省の方針に基づき、
県道富山立山公園線（桂台～室堂）へ
のマイカー乗り入れ禁止を継続しまし
た。
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　エ　自然環境の各種調査の実施
　　�ア 　自然環境保全基礎調査
　　　　自然環境保全基礎調査（緑の国勢

調査）は、環境省が主体となって、
全国の植生や動植物の分布、海岸や
河川、湖沼の改変状況などを対象に
実施しています。

　　　　１６年度は、種の多様性調査として、
立山地区の生態系を象徴するライチ
ョウについて、植生との関係を解明
し保全対策の基礎資料とするため総
合的な調査を実施しました。

　　�イ 　立山植生モニタリング調査
　　　　地球温暖化などの環境変化が植生

にどのような影響を与えているかを
把握するため、立山地区において科
学的な植生モニタリング調査を実施
しています。

　　　　１７年度は、第Ⅱ期計画の４年目と
して、美女平～浄土山・有峰におい
て第Ⅰ期計画（１０～１３年度）で設定
した調査区に対して、どのような変
化が生じているのか具体的に把握す
るため、植生や土壌等についてモニ
タリング調査を行いました。

　オ　土地の公有化
　　　自然環境の保全を積極的に推進する

ため、４７年度に自然環境保全基金制度
を設置し、自然環境保全地域、自然公
園の集団施設地区等について、市町村
と共同で土地の公有化を進めてきまし
た。

　　　１７年度末における公有化した土地の
面積は、約１４２haとなっています。

　カ　立山懇談会の開催
　　　立山を代表する本県の山岳に関する
諸問題について幅広く議論し、山岳自
然環境の保全と適正な利用を図るため、
立山懇談会を開催し、外来植物の除去
及び外国人観光客の増加への対応につ
いて検討しました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、すぐれた自然環境
の保全について、「貴重ですぐれた自然の
保全と将来への継承」を実現することを
目標としています。

　　具体的には、自然公園及び自然環境保
全地域の特別地域等並びに鳥獣保護区の
特別保護地区を厳正に保全するとともに、
植生自然度が１０又は９の地域や自然環境
指針に示す評価Ⅴの地域を厳正に保全す
ることとしています。

�　自然とのふれあいの状況
　　地域の特性に応じた自然を保全しなが
ら、多様な自然とのふれあいの場を確保
していくためには、自然保護に関する施
策を積極的に展開する必要があります。
　　このため、４９年度に全国に先駆けて発
足させたナチュラリスト＊１（１７年度末現
在で６０７人）による自然解説のほか、自然
公園指導員、自然保護指導員、鳥獣保護
員、バードマスター＊２（１７年度末現在で

２　自然とのふれあいの確保

１０８人）の活動により、自然保護思想の普
及・啓発を積極的に図っています。

　　また、自然への理解を深め、自然保護
思想の普及啓発を図るため、愛鳥週間等
において、広く県民が参加できる自然観
察会や探鳥会を毎年開催しています。

　　さらに、青少年期から自然保護に関す
る意識の向上を図るとともに、将来のす
ぐれたナチュラリスト育成を目指して、
１２年度からジュニアナチュラリストの養

＊１ナチュラリスト　…　自然公園等を訪れる利用者への解説活動を通じて、自然への理解を深め、自然保護の重要性
を普及啓発するため、県が設けている自然解説員です。

＊２バードマスター　…　野鳥観察の方法を指導するため、県が設けている野鳥観察指導員です。
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成を進めており、ナチュラリストとあわ
せた計画的な養成に努めています。
　　一方、国立公園、国定公園などの自然
公園においては、すぐれた自然の風景地
を保護しながら、その地区の特性や利用
状況に応じ、歩道や公衆トイレ等の整備
を進めるとともに、適切な維持管理を行
っています。
　　県では、本県のすぐれた自然の風景地
を県立自然公園として５か所を指定する
とともに良好な自然環境を適正に保全す
るため、１１地域の自然環境保全地域を指
定しており、これらの地域をできるだけ
自然のままの姿で保護し、後世に伝えて
いくよう努めているほか、里地里山等中
間域のすぐれた風景地等１７か所を県定公
園に指定し、関係市町村が歩道や広場等
の整備を進め、管理しています。

　　県内の自然公園等の現況は図１‐３５、県
定公園の概要は表１‐５６のとおりです。

　　また、自然博物園や野鳥の園などの県
民公園でも、自然とふれあうための施設
整備が進められています。

　　県民公園は、置県百年を記念して、県
民の誰もが利用できる総合レクリエーシ
ョンの場として整備されたもので、表１
‐５７のとおり、都市公園である新港の森、
太閤山ランド及び自然風致公園である頼
成の森、自然博物園「ねいの里」、野鳥の
園があります。また、県民公園と有機的
かつ一体的に機能する施設として、中央
サイクリングロードやいこいの村があり
ます。

　　このほか、太閤山ランドから野鳥の園、
自然博物園を経て、頼成の森に至る延長
１９kmの公園街道が整備されています。

　図１‐３５　自然公園等の現況
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　表１‐５６　県定公園の概要

備　　　考指定年月日面積［ha］名　　称（所在地）

昭和４２年１０月７日１，１６０神 通 峡（富山市）

一部都市公園と重複〃４８７呉羽丘陵（富山市）

都市公園と重複〃２２高岡古城（高岡市）

〃７５８倶利伽羅（小矢部市）

一部都市公園と重複　　４３年４月１６日８３５庄 川 峡（砺波市）

　　４４年１０月２５日２，８８０大岩眼目（上市町）

平成４年３月２６日１，０８３松倉城跡（魚津市）

一部都市公園と重複〃３４５増山城跡（砺波市）

〃２２１夢 の 平（　〃　）

〃７５７稲葉山宮島峡（小矢部市）

一部都市公園と重複〃４８５桜 ヶ 池（南砺市）

一部都市公園と重複〃６３３八乙女山・閑乗寺（南砺市）

平成１７年８月１７日２，２９０片　　貝（魚津市）

〃９８０立山山麓（富山市）

〃２，４３１牛　　岳（富山市・砺波市・南砺市）

〃７４０ふくおか西山森林（高岡市）

〃７２２臼が峰（氷見市）

１６，８２９計

開設年月
（昭和）

設置の目的規　　　模名　　　　称種　　別

５７年１０月

①公害の防止のための緩衝緑地の
確保

②県民に休息、散歩、遊戯、運動
等総合的なレクリエーションの
場の提供

２３ha県 民公園新港の森
都
市
公
園

５８年７月
　県民に休息、観賞、散歩、遊戯、運
動等総合的なレクリエーションの
場の提供

１１８ha県民公園太閤山ランド

５０年４月
　県民に森林を生かした休養の場
の提供

１１０ha県 民公園頼成の森
自
然
風
致
公
園

５６年６月
　県民に自然に関する学習の場の
提供

１３ha
県民公園自然博物園

（ねいの里）

６０年１０月
①野鳥の保護
②県民に自然の探勝の場の提供

７３ha県 民公園野鳥の園

５２年４月　県民公園と有機的かつ一体的に
機能する公園その他のレクリエー
ション施設

延長　１９㎞中央サイクリングロード指
定
公
園 ５４年５月１７haい こ い の 村

５８年４月県民公園を結ぶ自然歩道延長　１９㎞公 園 街 道（遊歩道）

注　中央サイクリングロードには、富山市花ノ木から射水市黒河までの間、遊歩道が併設されています。

　表１‐５７　県民公園の概要
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　　また、家族連れや若者たちが、恵まれ
た自然の中で健全なレクリエーション活
動を楽しむ場として、立山山麓の富山市
あわすの平に「立山山麓家族旅行村」が、
高岡市五位地区に「とやま・ふくおか家族
旅行村」が設置されています。

�　自然とのふれあいの確保
　ア　自然保護思想の普及啓発
　　�ア 　ナチュラリスト等による普及啓発
　　　　自然公園を訪れた人々に、より一

層自然への理解を深めてもらうとと
もに、訪れる利用者によって、すぐ
れた自然環境が損なわれないよう、
ナチュラリスト、バードマスター、
自然公園指導員等の活動を通じて自
然環境保全のための知識とモラルや
マナーについて普及啓発を行いまし
た。

　　　　また、�とやま環境財団内に設置
したナチュラリストバンクでは、個
別団体の要請に対し、ナチュラリス
トを派遣しています。

　　�イ 　鳥獣保護員等の配置
　　　　鳥獣保護員を県内に４９名配置し、

鳥獣保護の実施と啓発を図りました。
　　�ウ 　愛鳥思想の普及啓発
　　　　５月１０日からの愛鳥週間に開催さ

れる各種行事により、愛鳥思想の普
及啓発を図るとともに、鳥獣保護員
やバードマスター制度の活用により、
野生動物の保護と保護思想の啓発を
図りました。

　　�エ 　ナチュラリストの養成
　　　　自然環境の保全に関する知識とモ

ラルについて普及啓発を図ることを
目的に、満２０歳から６５歳未満の者を
対象とした自然保護講座（ナチュラ
リスト養成コース）を開催し、６７名
を認定しました。

　　�オ 　ジュニアナチュラリストの活動支
援

　　　　ジュニアナチュラリストが関心を
持って活動を続けられるよう、自然
観察会への参加やナチュラリストに

よる自然解説活動の体験の機会を提
供しました。

　イ　自然公園等の管理
　　�ア 　現地管理
　　　　中部山岳国立公園一帯においては、

春から秋にかけて利用者が集中する
室堂及び剱沢地区に管理職員が常駐
（室堂地区４～１１月、剱沢地区７
～９月）し、自然保護パトロール、
施設の維持管理、登山者、キャンパ
ー等の利用者への指導を行いました。

　　　　自然環境保全地域においては、５
～１１月までの間、各地域に巡視員を
配置し、巡回を行ったほか、深谷自
然環境保全地域において巡視歩道の
整備を行いました。

　　　　なお、能登半島国定公園や県立自
然公園では、県から市町村に管理委
託するとともに、県定公園の管理は、
県定公園規則の趣旨を踏まえ、関係
市町村が行っています。

　　�イ 　Ｎ．Ｐ．Ｃ．（ナショナルパーククリ
ーン）作戦

　　　　国立公園利用者及び事業者の美化
意識の向上を図り、ごみ持ち帰り運
動を一層推進するキャンペーンとし
て、Ｎ．Ｐ．Ｃ．作戦により、ごみ袋、
ポスター等を配布しました。また、
立山黒部環境保全協会が実施するご
み持ち帰り運動に助成するとともに、
各施設のごみを国立公園区域外へ搬
出し、自然環境の保全に努めました。

　　�ウ 　美化清掃、施設維持管理等
　　　　全国統一の自然公園クリーンデー

に合わせて、ごみの持ち帰り運動な
ど、美化清掃活動を行いました。ま
た、一ノ越、剱沢等５か所の山岳公
衆トイレでは利用者に対する普及啓
発とトイレの管理に役立てるため、
チップ制システムを導入し、維持管
理の充実を図りました。

　　�エ 　山岳遭難防止等
　　　　毎年、１２月１日から翌年５月１５日

までの登山届出条例適用期間に、剱



８３

第
４
節

第
４
節

自
然
と
共
生
し
た
う
る
お
い
の
あ
る
環
境
の
実
現

岳一帯での遭難事故を防止するため、
馬場島をはじめ各主要地点に登山指
導員を配置し、登山届出内容のチェ
ック、装備、行程等の指導、現場の
登山者との緊急連絡にあたっていま
す。また、春山スキー（４～５月）
シーズンには、室堂を中心に指導員
を配置し、スキーヤーの遭難事故防
止や環境保全に努めています。

　　　　さらに、利用最盛期には、室堂
（５月１日～５月６日と７月１８日
～８月１７日）に立山診療所、剱沢
（７月２３日～８月２０日）と雷鳥沢（７
月２３日～８月２５日）に山岳診療所を
開設して、負傷者や急患の診療を行
っています。このほか、県山岳遭難
対策協議会が実施している登山者へ
の登山指導等の事業に対し、県費助
成を行いました。

　ウ　自然公園等の施設整備
　　�ア 　登山道の整備
　　　　すぐれた自然の風景地を保護しな

がら、その地区の特性や利用状況に
応じ、県民が自然にふれ、親しみ、
自然への関心を高めることができる
よう、中部山岳国立公園において特
に利用が集中している剱岳、薬師岳、
奥黒部地域等において、日本百名山
と称される山々に至る登山道等の整
備を行いました。

　　�イ 　山岳公衆トイレの整備
　　　　奥黒部地域にある薬師峠野営場に

おいて、自然エネルギーの利用や処
理水を浄化循環し再利用するなど自
然環境に配慮した、外部に排水しな
い自己処理型の山岳公衆トイレを改
良しました。

　　　　また、生態系への影響が懸念され
るし尿や雑排水の処理に対応した施
設の新設等を行う山小屋にその経費
の一部を補助しました。

　エ　有峰森林文化村の展開
　　・１４年度に開村した有峰森林文化村に

おいて、有峰の自然、歴史等をテー
マに、広く県民等を対象とした「有
峰語り部講」の開催等の有峰森林文
化活動を実施しました。

　　・１８名のボランティアにより構成され
る有峰森林レンジャーにより休日の
巡回指導を行い、来訪者に対する自
然解説等を行いました。

　　・有峰森林文化村のホームページであ
る「ありみネット」により、各種情
報の提供を行うとともに、有峰村民
に対しメールマガジン「有峰文化村
新聞」を発行しました。

　　・有峰森林文化村の宿泊活動拠点施設
となる新しい有峰ハウスを１６年１０月
に竣工しました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、自然とのふれあい
の確保について、「自然と親しみ、自然と
ふれあう場を確保し、自然を大切にする
心をはぐくむ」ことを目標としています。

　　具体的には、自然とふれあう場を確保
するとともに、自然を大切にする心を醸
成することとしています。

　　環境基本計画に掲げる自然とのふれあ
いの確保に係る指標の達成状況は、表１
‐５８のとおりです。
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�　生物多様性の状況
　　本県は、３，０００ｍ級の山岳地帯から海岸
まで変化に富む地形を有し、高山植生か
ら海浜植生までの多様な植生、ライチョ
ウやカモシカといった動物、大小の河川
や各所に見られる湧水、清水等の多様な
自然環境に恵まれています。
　ア　植生
　　　本県は、地形・地質が多岐にわたり、
かつ、標高差が大きいことから、植物
の分布状況は、図１‐３６のとおり、複雑
になっています。また、標高別の植物の
分布状況は、図１‐３７のとおり、標高に
応じて多様な種類の植物が見られます。

　　�ア 　平野・海岸地帯
　　　　平野部は、主に農耕地や住宅地、

工場用地などに利用されていますが、
一部の扇状地の末端部には、ハンノ
キ群落やスギ植林地が見られます。

　　　　クロマツに代表される海岸林は、
おおむね保安林として管理されてお
り、入善町の園家山には砂丘植生が
残されています。

　　　　また、氷見海岸や宮崎海岸の一部
には、スダシイやタブノキなど暖帯
性の樹林が見られます。

３　生物多様性の確保

　　�イ 　低山帯（標高約３００ｍ以下）
　　　　射水丘陵をはじめとして、県内に

広く分布する低山帯は、古くから人
間が生活の場として利用してきた地
域で、大部分がコナラ、アカマツな
どの二次林＊やスギの植林地となり、
また、近年、公園やゴルフ場などの
レクリエーション施設用地として利
用されてきています。

　　�ウ 　山地帯（標高約３００～１，６００ｍ）
　　　　山地帯は、主な河川の上・中流域

にあって、そのほとんどが保安林な
どになっており、県土を保全するう
えで重要な地域となっています。植
生はブナを主体とする天然林が中心
で、標高の高い地域にはクロベ、コ
メツガなどの常緑針葉樹林が局地的
に群生しています。また、標高が低
い地域は、かつては薪炭林として利
用されていましたが、現在はミズナ
ラの二次林やスギの植林地などにな
っています。

　　�エ 　高山帯、亜高山帯（標高約１，６００ｍ
以上）

　　　　高山帯は、植物にとって厳しい生
育条件であるため、わずかにハイマ

　表１‐５８　自然とのふれあいの確保に係る指標の達成状況

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

６６０２２６０７１７人

自然保護講座（ナチュラ
リスト養成コース）を修
了し、ボランティア自然
解説活動を行う者の数

ナチュラリストの認定者数

２９０２２１１３１７人

小学４年生以上２０歳未満
で自然保護講座（ジュニ
アナチュラリスト養成コ
ース）を修了し、ジュニ
アナチュラリストに認定
された者の数

ジュニアナチュラリストの
認定者数

＊二次林　…　本来あった森林が台風や火災等の自然災害又は伐採等によって破壊された跡地に自然に生じた、ミズナ
ラ林やコナラ林等の森林です。
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　図１‐３６　現存植生図

　図１‐３７　植物の垂直分布
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ツ群落と高山草原が見られる程度で
す。なお、後立山一帯の白馬連山高
山植物帯は、国の特別天然記念物に
指定されています。亜高山帯になる
とオオシラビソ、ダケカンバなどの
植生となっています。

　イ　野生動物
　　　本県は、海岸地帯から標高３，０００ｍの
北アルプスまで、日本有数の大きな標
高差を有しており、この垂直な広がり
の中に海岸、河川、湖沼、農耕地、原
野、丘陵、森林、高山などの多様な自
然環境が含まれています。このため、
図１‐３８のとおり、多種の野生動物が生
息しています。

　　�ア 　哺乳類
　　　　平野部ではイタチやハタネズミの

ほかには特徴のある種類は見られま
せんが、丘陵や山地の森林域では、
ニホンザル、ノウサギ、タヌキ、カ
モシカ、ツキノワグマ等の中・大型

哺乳類が多く生息しており、帰化動
物のハクビシンの生息地も広がって
きています。

　　　　また、亜高山帯から高山帯では厳
しい気象条件のため、生息種はトガ
リネズミ類やオコジョ等に限られて
います。

　　�イ 　鳥類
　　　　海辺や河川にはカモ類、シギ・チ

ドリ類、カモメ類などが生息するほ
か、湖沼や水田などの水辺にはセキ
レイ類、サギ類、カモ類、クイナ類な
どのほかカワセミやオオハクチョウ
なども見られ、これらの生息域は都
市や農村に近いため、自然とのふれ
あいの感じられる場となっています。

　　　　丘陵から山地帯の森林、特に原生
林には、シジュウカラ類、キツツキ
類、ウグイス類、ホオジロ類、フク
ロウ類、ワシタカ類といった多様な
鳥類が生息し、繁殖の場となってい
ます。

　図１‐３８　富山県にみられる動物の生態的地位（食物及び天敵関係）
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　　　　亜高山、高山帯では、カヤクグリ、
イワヒバリ、ホシガラス等のほか、
貴重なライチョウが生息しています
が、標高の低い森林域に比較すると
種類は少なくなっています。

　　　　また、本県はツグミやキビタキな
ど渡り鳥の主要な飛行ルートや越冬
地・繁殖地となっており、これらの
渡り鳥を研究するため富山市婦中町
高塚に国設１級婦中鳥類観測ステー
ションが設置されています。

　　　　このステーションで１２年１０月に足
環を付け放鳥したカシラダカが、１３
年１０月に本県の支援で設置している
ロシアのナホトカステーションで再
捕獲されており、両ステーションで
捕獲が確認されたことは、渡り鳥が
日本海を一気に渡る幻のルート解明
に結びつく画期的な手がかりとなり
ました。

　　�ウ 　両生・は虫類
　　　　両生類は、幼生期を水中で生活す

る動物で、ホクリクサンショウウオ、
カジカガエル、ナガレタゴガエル、
モリアオガエルなど特徴のある種が
生息しています。

　　　　は虫類では、帰化動物のミシシッ
ピーアカミミガメが増え、逆にイシ
ガメが減少しています。毒蛇である
マムシは県内に広く分布しています。

　　�エ 　淡水魚類
　　　　扇状地の扇端部などの湧水地帯に

はトミヨやイトヨ、氷見市の万尾川
を中心とする沖積平野には、イタセ
ンパラをはじめとしたタナゴ類やハ
ゼ類といった多様な魚類が生息して
います。

　　�オ 　昆虫類
　　　　平野部、海岸部は、植生が単純で

あり、生息環境も限定されるため、
昆虫相も限られますが、低山地帯は、
ギフチョウやオオムラサキなど貴重

なチョウの重要な生息地となってい
ます。

　　　　山地帯は、ミズナラ、ブナを幼虫
の食餌植物とするミドリシジミ類が
多く見られ、高山帯は、タカネヒカゲ
やクモマベニヒカゲに代表されるよ
うに、高山蝶の宝庫になっています。

　ウ　希少野生動植物
　　　「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律」により国内希
少野生動植物種として、動物５４種、植
物１９種の合計７３種（１７年度末現在）が
指定され、捕獲や譲渡が禁止されてい
ます。県内では、このうち、ライチョ
ウ、イヌワシ、オジロワシ、オオワシ、オ
オタカ、クマタカ、ハヤブサ、カラフ
トアオアシシギ及びウミガラスの鳥類
９種と淡水魚のイタセンパラが確認さ
れています。そのほか、レッドリスト＊

に掲載選定されている動植物も県内で
多く見られます。

　　　県では、適切な鳥獣保護行政を推進
するため、５年ごとに事業計画を策定
し、野生鳥獣の保護繁殖を図るための
鳥獣保護区（１７年度末現在４０か所合計
１０７，４１３ha）の指定や、ツバメの生息
調査等の各種施策を行っています。

　　　特に、絶滅が危惧されるイヌワシに
ついては、９年度に全国で初めてイヌ
ワシの保護を目的とした特別保護指定
区域の指定を含む鳥獣保護区を設定し
たほか、１２年３月には、人とイヌワシ
の共生の観点から、イヌワシ保護の基
本方針を示すイヌワシ保護指針を策定
しています。

　　　また、鳥類、ほ乳類以外の野生生物
についても、環境の変化により生存が
危ぶまれる種は、自然環境保全条例に
基づき、その生息・生育地を自然環境
保全地域の野生動植物保護地区に指定
し、捕獲、採取等の規制を行っています。

＊レッドリスト … 絶滅のおそれのある野生動植物の種と個々の種の生息状況等の報告書です。
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含んでおり、生き物の住む環境の保全
と創造を図り、生物多様性の確保を図
ること等を目的としています。

�　生物多様性の確保
　ア　野生生物の保護
　　�ア 　法令等による規制
　　　　「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」により、
国内希少野生動植物種及び緊急指定
種の生きている個体は、捕獲、採取、
殺傷又は損傷をしてはならないこと
とされています。

　　�イ 　貴重な野生生物の保護
　　　　ライチョウ、イヌワシ、イタセン

パラ、ホクリクサンショウウオなど
貴重な野生生物については、生態調
査を行い、生態系、種及び遺伝子の
多様性の保全を図っています。

　　　　このうち、イヌワシについては、
南砺市小瀬地区の営巣地にカメラを
設置し、継続的に生態観察を行うと
ともに、映像を「ねいの里」に送り、貴
重な野生生物の保護の普及啓発を図
っています。また、イヌワシの生態
を踏まえ、公共工事等の各種開発行
為との調整を図っています。

　　�ウ 　その他の野生生物の保護
　　　　貴重種以外の野生生物についても、

鳥獣保護区の拡充やビオトープマニ
ュアルを活用した自然と共生した地
域づくりを進め、生態系の保全を図
っています。

　　　　また、生息・生育環境の悪化や消
失が見られる地域では、ビオトープ
事業の導入、外来植物除去事業やブ
ナ保全対策事業などの施策を行い、
環境の復元や創出を図っています。

　　　　このほか、１４年度からは、「ねいの
里」において、多様な動植物が生息・
生育する森と水辺のビオトープづく
りをモデル的に実施しています。 

　　　さらに、県内の絶滅のおそれのある
野生生物の種を明確にし、保全対策に
資するために、１３年度に県レベルでの
実情に即したレッドリストを選定しま
した。また、これらの貴重な動植物へ
の県民の理解を深めることを目的とし
て、対象種の特徴や分布状況、保全対
策等を取りまとめた手引書として「富
山県の絶滅のおそれのある野生生物
（レッドデータブックとやま）」を刊行
しました。

　　　このレッドデータブックとやまには、
絶滅危惧種に鳥類ではライチョウやイ
ヌワシ、昆虫ではカトリヤンマやコオ
イムシ、淡水魚ではナマズやイタセン
パラが、また植物では、富山県固有種
であるエッチュウミセバヤが選定され
ています。この他にも、オオハクチョ
ウやオミナエシなど環境省では選定さ
れていない種や、環境の指標となるク
イナやゲンジボタルなどが選定されて
います。

　エ　ビオトープ事業
　　　県では、各種開発行為を行う際の自
然環境保全及び創造に対する配慮や工
法を明らかにするため、１０年３月に、
空間別の配慮方針や取組事例、野生生
物に配慮した環境づくり造成試案など
を取りまとめたビオトープ＊マニュア
ル（ふるさと生き物環境づくり）を作
成しました。また、これまで、専門的
な立場から情報提供や指導助言を行う
ビオトープアドバイザーの設置や学校
でのビオトープづくりの参考となる
「学校ビオトープづくりモデル技術
集」を作成し、図１‐３９に示す進め方に
より、ビオトープ事業を推進しました。

　　　なお、ビオトープ事業とは、ビオト
ープの保全・復元・創造を行う事業の
ほか、ビオトープに配慮した開発事業
や、ビオトープの活用を図った事業も

＊ビオトープ … 生き物（Bio）と場所（Top）を組み合わせた合成語で、野生生物の生息・生育空間という意味で
す。
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　図１‐３９　ビオトープ事業の進め方



９０

　イ　第９次鳥獣保護事業計画に基づく事
業の実施

　　　人と野生鳥獣との共生の確保及び生
物多様性の保全を基本方針として、野
生鳥獣を適切に保護管理することによ
り、生活環境の保全及び農林水産業の
振興を図ることを目的として、「鳥獣の
保護及び狩猟の適正化に関する法律」
に基づき、第９次鳥獣保護事業計画を
策定しており、この計画に基づく事業
を実施しました。

　　�ア 　有害鳥獣捕獲対策の充実
　　　　人とのあつれきが深刻化している

ニホンザルについて、調査・研究・
検討を経てニホンザル保護管理計画
を推進しました。

　　�イ 　本県の貴重な鳥獣の保護対策の推
進

　　　　県鳥であるライチョウや絶滅のお
それのあるイヌワシの生息状況等に
ついて保護対策調査等を継続し、適
正な保護を進めました。

　　�ウ 　環日本海地域の視点を踏まえた鳥
獣保護対策の充実

　　　　生物多様性の保全に関するセミナ
ーの開催や、ロシア沿海地方との渡り
鳥に関する共同調査を実施しました。

　ウ　野生鳥獣とのあつれきの軽減
　　　野生鳥獣と人とが同じ土地に共存し
ていることから、人畜や農林業に被害
を与える鳥獣の捕獲は避けられない現
状であり、１７年度においても人畜への
危害防止と農作物の被害の軽減を図る
ため、鳥獣の捕獲を行いました。

　　　また、平成１７年度には、ツキノワグマ
により４名の人身被害が発生しました。

　　　クマによる人身被害の防止及び農林
業被害の軽減を図ることにより県民の
安全・安心な暮らしを確保するため、
被害防除対策を重点とする「富山県ツ
キノワグマ保護管理暫定指針」を策定
しました。

　　　なお、ツキノワグマについては、安
全対策を図る一方で、共生対策を進め

る必要があることから、適切な保護管
理を行うために必要な生息数調査、行動
域調査、生息環境調査を実施しました。

　　　また、野生鳥獣との共生に関する知
識と理解を深めるため、自然博物園ね
いの里に野生鳥獣共生管理員を配置し
ました。

　エ　狩猟の安全性確保
　　�ア 　法令等による規制
　　　　「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律」に基づき、新たに狩猟
免許を取得しようとする者に試験を
実施し、１７年度には４１名が合格しま
した。また、免許更新をしようとす
る者を対象に講習会を開き、１７年度
には５３名が受講しました。

　　�イ 　狩猟事故、狩猟違反の防止
　　　　休猟区解除地等１８か所を「安全狩

猟重点パトロール地域」として指定
し、重点パトロールを実施しました。
また、鳥獣保護区位置図等に学校区
域等を図示し、その周辺での安全狩
猟を徹底させるとともに、安全狩猟
推進のパンフレットを狩猟登録者全
員に配布しました。

　オ　内水面における在来種の保護
　　　内水面における在来種を保護し、持
続的な利用を図るため、外来魚（ブラ
ックバス、ブルーギル等）とカワウの
駆除を行いました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、生物多様性の確保
について、「生物多様性の保全及び野生生
物と人との共生」を実現することを目標
としています。

　　具体的には、現在の生息生物種を維持
するとともに、希少野生動植物種及び絶
滅危惧種の個体数の維持を図ることとし
ています。また、鳥獣保護区の特別保護
地区を厳正に保全するとともに、自然環
境保全地域の野生動植物保護地区を厳正
に保全することとしています。
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�　森づくりの状況
　　県土の３分の２（２８４千 ha）を占める
森林は、多種多様な動植物の生息・生育
環境として優れているばかりでなく、洪
水や山崩れ、なだれなどの災害から県民
の生命や財産を守り、また、そこから流
れ出す豊かで清らかな水は、飲料水や農
業・工業用水として利用されるとともに、
豊かな水資源を育んでいます。一方では、
森林浴やレクリエーションの場になるな
ど、私たちの心身や生活を豊かにしてく
れるという一面も持っています。このよ
うに、とやまの森はこれら様々な公益的
機能を発揮し、県民の生活と本県の産業

４　豊かで美しい森づくり

を支えてきました。
　　これらの価値を実感することは難しい
ものですが、森林の公益的機能を評価す
る一例として、平成１３年に日本学術会議
が公表した全国森林の公益的機能評価試
算があり、これに基づく方法で本県の森
林を評価すると、図１‐４０のとおり、年間
約１兆１千億円（県民一人あたり約１００万
円）になると試算されています。

　　また、図１‐４１及び図１‐４２のとおり、本
県の森林の６９％（１９６千 ha）が土砂流出
防止や水源かん養のための保安林＊ に指
定されており、保安林率は全国第一位と
なっています。

＊保安林　…　水源のかん養など特定の公共目的を達成するために、森林法に基づき一定の制限が課せられている森林
のことで、その指定目的により１７種がある。

　図１‐４０　富山県の森林の公益的機能評価額

　図１‐４１　保安林の割合 　図１‐４２　保安林の種類別面積
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　　なお、県内の森林の６０％は、自然豊か
な天然林となっていますが、かつて山村
住民の生活とのかかわりの中で維持・管
理されてきたいわゆる「里山」は、昭和
３０年代以降の生活様式の変化等により、
人手が入らなくなったことで、かつての
若く明るい林から徐々にその姿を変えつ
つあり、また、一部では放置された竹林
の拡大も見られます。このことは、景観
の悪化だけでなく、これまで生息・生育
していた明るい林に依存する動植物への
影響も懸念され、一方ではツキノワグマ
などの大型動物が人里近くまで生息範囲
を広げる一因になっているとも言われて
います。
　　さらに、森林の１９％にあたる５３千 ha
のスギを中心とした人工林では、その多
くは、間伐等の手入れが必要な林齢から
利用可能な林齢となっていますが、木材
価格の低迷による林業採算性の悪化や不
在森林所有者の増加等により、手入れが
行き届かない森林が発生しています。こ
のため、水土保全機能、温室効果ガス
（二酸化炭素）吸収源としての働き、生
物多様性の保全など森林の持つ公益的機
能の低下や、雪害など気象害の発生が懸
念されています。

�　豊かで美しい森づくりの推進
　　県では、「富山県森林・林業新世紀ビジ
ョン」に基づき、①健全で機能の高い森
林づくり、②持続可能な森林経営の展開、
③循環型社会に貢献する木材産業の振興、
④技術開発と普及体制の強化、⑤魅力あ
る山村づくりを基本方向として、各種施
策を展開してきましたが、近年の状況下
にあっては、森林所有者の経済活動や一
部ボランティアだけによる取り組みでは
限界があることから、森林の保全・整備
の進め方についての新たな仕組みが必要
となっています。

　ア　森林の保全・整備の推進
　　　「富山県森林・林業新世紀ビジョン」
等に基づき、人工林での間伐の推進や

ツキノワグマとの棲み分けのための里
山整備などを実施しました。

　イ　県民参加による森づくりの推進
　　　県では、幅広い県民参加を支援する
ために「とやまの森づくりサポートセ
ンター」を設置するとともに、森林ボ
ランティア活動や森林環境教育活動な
どの体験活動や森づくりシンポジウム
等を通じて、県民参加による森づくり
を推進しました。

　ウ　森づくりの推進方策等の検討
　　　豊かなとやまの森を次代に引き継ぐ
ために「とやま水と緑の森づくり検討
委員会」で、これからの森林の保全・
整備のあり方を検討しました。

　　　また、その検討結果に基づき、「とや
まの森づくり推進方策・財源検討委員
会」で、具体的な推進方策やそのため
の財源の確保方策、及び森づくりの基
本理念や県や県民などそれぞれの主体
の役割、施策の基本方針に加え、財源
の確保方策を盛り込んだ総合的な条例
を検討しました。
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第 ５ 節 快適な環境づくり
　近年、生活水準の向上や余暇の増大に伴
って、環境に対する県民のニーズも多様化
してきており、単なる公害防止や自然環境
の保全にとどまらず、清らかな水辺や豊か
な緑、美しい街並みや歴史的雰囲気に満ち
た落ち着いたたたずまいなど私たちの生活

にうるおいとやすらぎをもたらす、より質
の高い快適な環境が求められています。
　また、身近な自然の価値を高め、日常生
活、余暇活動等の様々な場の中で自然とふ
れあえる環境を形成することも求められて
います。

１　県土美化推進運動の展開

�　県土美化推進運動の状況
　　県民の美化意識やモラルの高揚に努め
るとともに、県土美化を促進し、うるお
いとやすらぎのある住みよい郷土をつく
るため、富山県県土美化推進県民会議が
中心となり、「まちやむらを美しくする運
動」、「川をきれいにする運動」、「山や海
岸をきれいにする運動」、「空カンゼロ運
動」が展開されたほか、児童・生徒等に
よる「ふるさとの大クリーン作戦」が行
われ、延べ約４０万人による清掃美化活動
が行われました。
　　なお、この他にも、各主体が積極的に
清掃美化活動を推進しており、県におい
ては、県管理道路における継続的・積極
的な美化推進を図るため、「道路愛護ボラ
ンティア＊１」活動が１２市町村５０団体の参
加により行われました。
　　また、県管理河川においては、「河川愛
護ボランティア団体＊２」が４５団体登録さ
れており、河川環境の美化保全等が行わ
れました。

�　県土美化推進運動の推進
　　県土美化推進運動については、５８年か

ら継続して実施してきた結果、一定の成
果を上げているところであり、近年は地
域の状況に応じたきめ細かな取組みが重
要になってきています。このため、地域
住民等が主体となり、継続的な清掃美化
活動が期待できるアダプト・プログラム
事業＊３を拡充し、地域住民と行政との協
働体制づくりを推進しました。

　　１７年度は８市１０６団体等が登録し、行政
の後押しを受けながら、自らの判断で地
域環境美化活動を進めました。その活動
を通して地域への愛着心や美化意識、住
民意識が高まり、さらにサインボードの
設置等により、ポイ捨ての抑止効果にも
つながっています。

　　県土美化推進運動の概要は、図１‐４３の
とおりです。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、快適な環境づくり
について、心地よい水辺環境の創造等を
実現することとしており、県土美化推進
運動の積極的な展開を図ることとしてい
ます。

＊１道路愛護ボランティア制度　…　県管理道路において、歩道・路肩・植樹桝などの清掃・草むしり・水やり等のボ
ランティア活動を継続的・積極的に行い、道路沿線の美化活動を推進する団体を、ＰＲ活動や関係機関との調整、
保険の加入などにより支援する制度です。

＊２ふるさとリーバーボランティア支援制度　…　県管理河川において、地域の住民や団体が行うさまざまな河川愛護
ボランティア活動（堤防の草刈り、空き缶拾いや清掃等の美化活動、植栽等）を支援する制度です。

＊３アダプト・プログラム事業　…　アダプトとは「養子縁組」の意味で、ボランティア市民や地元企業が「里親」と
なり、河川や海岸等の一定区間を「養子」とみなして清掃美化活動を行い、回収したごみは行政が引き取るなど、
市民と行政が二人三脚で協力しながら、継続的に活動を進めていく事業です。
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２　心地よい水辺環境の創造

�　水辺環境の状況
　　本県では、立山連峰などを源とする大
小３００余りの河川により、全国に誇る水辺
環境が形成されています。これらの水辺
環境は、豊かな情緒をはぐくむ場として、
また、スポーツや憩いの場として活用さ
れているほか、従来から漁業や観光など
多様な産業活動の場としても活用されて
います。
　　なかでも、いわゆる名水として古くか
ら引き継がれてきた湧水や河川を「とや
まの名水」として選定しており、県民の
日常生活の中で身近な場所として親しま
れています。このうち、黒部川扇状地湧
水群、 穴  の  谷 の霊水、立山玉殿の湧水及

あな ん たん

び 瓜裂清水 の４か所が、環境省の「全国
うりわりしょうず

名水百選」に選ばれており、これは全国
でも最多となっています。
　　また、歴史や文化にすぐれた水環境の
維持保全に努め、水をいかしたまちづく
りにすぐれた成果をあげている黒部市、

砺波市及び入善町が、国の「水の郷百選」
に選ばれています。

　　滝については、代表的な名瀑３７か所を
「とやまの滝」として選定しており、こ
のうち、称名滝は「全国滝百選」にも選
ばれています。

　　海岸については、松田江の長浜、雨晴
海岸（いずれも能登半島国定公園）や宮
崎・境海岸（朝日県立自然公園）が自然
公園に指定され、「日本の渚・百選」にも
選定されています。しかしながら、全般
的には、富山湾特有の海岸侵食に対処す
るため、海岸延長に占める人工海岸の比
率が高くなっています。

　　また、人々が直接触れることができる
個性ある水辺として環境省が１８年５月に
選定した「快水浴場百選」に島尾及び宮崎・
境海岸の２海水浴場が選ばれています。

　　近年、都市化の進展に伴い身近な自然
が失われつつある中で、川や海等は水と
緑の豊かな貴重な空間として、それぞれ

　図１‐４３　県土美化推進運動の概要（１７年度）

・県土美化推進運動
　「まちやむらを美しくする運動」 ４月、５月　　
　　県土美化強調週間 ４月１０日～１６日
　　ごみゼロの日 ５月３０日　　　
　「川をきれいにする運動」 ６月、９月　　
　　県土美化の日 ６月５日　　　
　「山や海岸をきれいにする運動」 ７月～８月　　
　　海岸美化の日 ７月３日　　　
　　自然公園クリーンデー ８月７日　　　
　「空カンゼロ運動」 ９月　　　　　
　　空カンゼロの日 ９月１８日　　　
　　２０００年国体開催記念美化の日 １０月９日　　　
・児童・生徒・ＰＴＡによるふるさとの
　　　　大クリーン作戦の展開 ７月～８月　　

・広報誌等による啓発
・啓発ビデオの貸出
・運転者等へのごみ持ち帰り袋の配布
・ポスターの募集、展示

広 報 啓 発 活 動

県 民 総 ぐ る み 運 動
（大クリーン作戦）

地 域 活 動 の 推 進

県民総ぐるみ体制の推進

日本一のきれい
な県土をつくる

・アダプト ･プログラム事業の実施（登録数１０６団体等）

・県土美化推進県民会議の運営等
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３　里や街における豊かな緑の保全と創造

�　里や街における緑の状況
　　緑は、水源の涵養や大気の浄化、防災
など、人や動物が共存していくうえで重
要な機能を有しています。また、人々の
心を和ませ、心身をリフレッシュさせる
働きも持っており、緑は快適な環境を創
造していくための貴重な資源となってい
ます。
　　県では、代表的な森林６０か所を「とや
ま森林浴の森」として選定しており、そ

のうち、立山の美女平と県民公園頼成の
森は「全国森林浴の森百選」にも選ばれ
ています。

　　また、都市公園は、都市と緑のオープ
ンスペースとして、人々の心にうるおい
とやすらぎを与えるとともに、スポーツ・
レクリエーションにも利用され、さらに
災害の防止や避難地ともなる施設です。

　　富山県が管理する都市公園には、置県
百年を記念して開園した太閤山ランドや

の地域にあった環境整備や活用が一層求
められており、また、水とのふれあいを
取り戻し、水への関心を高めるためにも、
県民参加による良好な水辺環境づくりの
推進に努めています。

�　心地よい水辺環境の確保
　　個々の水辺に求められる本来の機能と
の整合を図りながら、クリーンウオータ
ー計画に示す快適な環境に親しむ場とし
ての水辺空間の創出、自然性の確保を図
るため、次の施策を講じました。
　・河川については、自然石を使った護岸
や堤防の植生等の河川整備に取り組み、
河川が本来有している植物の良好な生
息・生育環境や美しい自然景観に配慮
した多自然型川づくりを推進しました。
また、親水型公園の整備を図るため、
ポートルネッサンス２１計画を推進する
とともに、富岩運河環水公園の整備を
行いました。

　・海辺については、美しい海岸を守り、
さらに快適な環境づくりに配慮して、
自然海岸に近い景観を維持、回復する
ため、構造物や工法等に工夫した海岸
整備を推進しました。

　・農業用排水路、ダム、ため池等につい
ては、保全管理又は整備と一体に、こ
れらの有する水辺空間を活用した親水
施設、景観保全施設等の整備を図るた
め、親水水路や湧水広場等を整備する
水環境整備事業を推進しました。

　　　富山の水が持つ「きれいさ」や優れ
た水環境を広く紹介することを目的に、
昭和６１年に選定した「とやまの名水」
は、選定後２０年近く経過したことから、
科学、文化等の専門家で構成する「と
やまの名水検討委員会」において追加・
見直しを検討し、海水として全国初の
「富山湾の深層水」及び市町村から推
薦のあった陸水１０件を新たに「とやま
の名水」として選定しました。

　　　「とやまの名水」の飲用に起因する
健康被害の発生を防止するため、衛生
管理マニュアルに基づき市町村が実施
する水質検査に対して助成するととも
に、「とやまの名水」の衛生管理に関す
る調査研究を行いました。また、「とや
まの名水ネットワーク協議会」を開催
し、管理者、市町村等における情報交
換や技術の向上を図るなど、「とやまの
名水」を安心して利用できるよう衛生
管理の徹底に努めました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、心地よい水辺環境
の創造について、「清く豊かな水に恵まれ
た富山」を実現することを目標としてい
ます。

　　具体的には、周辺の景観と調和が図ら
れ、水や緑、魚などの自然とふれあうこ
とができ、散策できる憩いの場を確保す
ることとしています。
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新港の森のほか、県庁前公園、総合運動
公園、五福公園、岩瀬スポーツ公園、常
願寺川公園、空港スポーツ緑地がありま
す。さらに現在、富山駅北地区において
富岩運河環水公園の整備を推進していま
す。
　　このほか、自然風致公園として頼成の
森、自然博物園「ねいの里」、野鳥の園が
あります。
　　富山県内にある都市公園の総面積は、
１７年度末で１，４９９．２haとなっており、都
市計画区域内人口１人当たりの都市公園
面積は１３．９１㎡と、全国平均の８．８９㎡（１６
年度末現在）を大きく上回っています。
　　公共施設等の緑化の現況については、
１６年度末において、県管理道路２１７．３㎞、
県立学校５７．４ha、工場緑地５３９．３haとな
っています。
　　県では、すぐれた県土を守り、自然と
の調和を図っていくため、多様な生物相
に配慮しながら良好な緑の保全と創造に
努めています。

�　里や街における豊かな緑の確保
　ア　花と緑の新世紀プラン等の推進
　　　花と緑の県づくりを推進するため、
花と緑の新世紀プラン及び全県域公園
化推進プランに基づき、次の施策を講
じました。

　　�ア 　花と緑の推進
　　　　花と緑の銀行において次の施策等

を実施しました。
　　　・家庭や地域における緑化を進める

ために、花の苗や緑化木の配布を
行うとともに、グリーンキーパー
（花と緑の指導員）を中心に取組
みを推進しました。

　　　・花と緑のあふれるまちづくりを進
めるため、「地域をはぐくむ花壇づ
くり事業」、「花づくりクオリティ
アップ推進事業」、「花だより花壇
維持管理事業」を実施しました。

　　　・花と緑に親しむ機会を創出するた
め、フラワーグリーンバスの運行
や、花と緑のフェスティバルを開

催したほか、県内の花だより情報
を提供しました。

　　　・県民が親しみやすいドングリを通
じて、自ら木の実を拾い、植え、
育てる「みんなで木を植える運動
事業」を実施し、県民参加の植樹
運動を展開しました。

　　�イ 　うるおいのある環境づくり
　　　　街路樹整備を推進したほか、河川

沿いの並木及び渓流における砂防樹
林の保全や創出、堤防の裏面やがけ
地の緑化、海岸線の砂防林、防潮・
防砂林の整備・保全を推進しました。

　　�ウ 　都市緑化
　　　　都市空間での緑の創出のため、都

市部の市町村公共施設等の緑化を推
進しました。

　イ　緩衝緑地の整備
　　　空港や工業地域から発生する騒音や
大気汚染等の影響を緩和するため、緩
衝緑地を整備しました。このうち、新
港の森については、２０００年国体を機に、
施設の改修や公衆便所の改築を行って
おり、また、空港スポーツ緑地は、常
緑広葉樹を中心とした多層構造の植栽
が施されています。

　ウ　その他の対策
　　　緑花推進県民会議や県土美化推進県
民会議の取組みにより、県民が主体と
なって花と緑の県づくりの推進に努め
ました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、里や街における豊
かな緑の保全と創造について、「豊かなみ
どりにつつまれた富山」を実現すること
を目標としています。

　　具体的には、緑の保全活動を進めると
ともに、緑豊かな県土を整備することと
しています。

　　環境基本計画に掲げる里や街における
豊かな緑の保全と創造に係る指標の達成
状況は、表１‐５９のとおりです。
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４　うるおいある景観の保全と創造

�　景観の状況
　　本県は、山、川、平野が一望できるま
とまりのある地形の中に、雄大な立山連
峰や緑豊かな砺波平野等の散居村、水に
彩られた富山湾や多くの河川・水路、歴
史や文化が息づく伝統的な町並みなど、
多様で個性豊かな景観が形成されていま
す。
　　近年、ライフスタイルの多様化などに
伴い、うるおいや安らぎを感じることが
できるゆとりある空間や調和のとれた景
観がますます重視されてきています。
　　しかしながら、農村部における沿道立
地型の大型商業施設の進出、大規模な宅
地開発の進行、都市部における建築物の
高層化や大規模化、街路の拡幅整備など
による町並みの変化、さらに、屋外広告
物の無秩序な設置や大型化など、景観を
取り巻く環境は大きく変化しています。
　　このようなことから、うるおいのある
景観づくりを総合的かつ計画的に推進す
るため、１４年９月に景観条例を制定し、
この条例に基づき、景観の保全及び創造
に関する施策を実施しています。

�　うるおいある景観の保全と創造
　ア　景観条例に基づく指導等
　　　うるおいある景観づくりを全県的に
推進するため制定した景観条例の普及
啓発を進めるとともに、この条例に基
づき、開発事業等における景観への配

慮を推進しました。

　イ　各種計画等に基づく施策
　　�ア 　地域ごとの目標に沿った景観整備
　　　　地域ごとの目標に沿った景観整備

を推進するため、ふるさと環境総合
整備ガイドライン、都市景観形成ガ
イドライン、新とやまのみちＢＩＧ
作戦、河川環境管理基本計画等に基
づき、次の施策を講じました。

　　　・景観に配慮した多自然型川づくり
をめざし、広域基幹河川改修事業
等を推進しました。

　　　・自然景観と調和した海岸を形成す
るため、雨晴海岸について、エコ・
コースト事業を実施しました。

　　　・伏木富山港海岸において、ふるさ
と海岸整備事業により、階段式護
岸と離岸堤を整備しました。

　　　・砂防事業の実施にあたっては、透
過型砂防えん堤の施工による渓流
の連続性の確保や渓流の安定化に
よるうるおいのある自然景観の創
出など水と緑豊かな渓流づくりを
推進しました。

　　　・がけ崩れ対策の実施にあたっては、
斜面が有する優れた景観や自然環
境を保全するとともに、切土斜面
においては法枠内の緑化等を行い、
緑豊かな斜面空間の創出を推進し
ました。

　表１‐５９　里や街における豊かな緑の保全と創造に係る指標の達成状況

目　　標中間目標現　　状
単位指 標 の 説 明指標の名称

値年度値年度値年度

１，３００２２１，１５０１７１，５６６１７人
花と緑の銀行により、
グリーンキーパーとし
て登録された人数

グリーンキー
パー数

　約１５２２　約１４１７１３．９１１７m２/ 人
都市計画区域内人口１
人当たりの面積

都市公園面積

　２５０２２　２２５１７２１７．３１６km
街路樹など樹木で緑化
した県管理道路の延長

道路緑化延長
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　　　・道路景観の向上、沿道景観の向上、
とやまらしいみちづくり、道路緑
化等をめざす「新とやまのみちＢ
ＩＧ作戦」を推進しました。

　　　・安全かつ円滑な道路の確保と景観
の整備等を図るため、オフイス街
や景観の優れた地域で無電柱化を
図りました。

　　�イ 　農村等における景観の保全と創造
　　　・田園空間整備実施計画（となみ野）

に基づき中核施設や地域拠点の整
備を実施しました。また、美しい
散居景観を保全するため、地域住
民が主体となる活動を関係団体・
関係市と連携して行いました。さ
らに、緑豊かな散居景観を保全・
育成するため、散居景観保全事業
により、屋敷林の維持管理など、
住民の活動を支援しました。

　　　・棚田地域を含めた農村における農
地等の有する県土の保全、水資源
の涵養、景観の保全、伝統・文化
の継承等の多面的機能の良好な発
揮と集落の活性化を図ることを目
的として、「富山県農村環境創造基
金」を造成しており、棚田保全や
集落共同活動の必要性等を啓発す
るため、棚田保全活動に対する都
市住民の参加促進や棚田オーナー
制等への活動支援、手づくり環境

整備への支援を実施しました。
　　　・農山漁村地域において、自然景観

の保全や農山漁村の持つ多面的機
能の維持向上などを推進するため、
自然文化や人々との交流を楽しむ
滞在型の余暇活動（グリーン・ツ
ーリズム）の普及啓発を図るとと
もに、市町村の取組みに対して支
援しました。

　ウ　屋外広告物の規制
　　　良好な景観の形成と風致の維持、公
衆への危害防止のため、屋外広告物規
制制度の普及啓発に努めました。

　エ　土地対策要綱等による対策
　　　土地対策要綱等に基づき、大規模な
開発行為を行おうとする事業者に、開
発行為届出書の提出を求め、周辺の景
観との調和の観点から必要な指導を行
いました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、うるおいある景観
の保全と創造について、「うるおいある景
観」を実現することを目標としています。

　　具体的には、うるおいある景観づくり
を総合的かつ計画的に推進することとし
ています。

５　歴史や文化をいかした街づくり

�　歴史や文化をいかした街づくりの状況
　　歴史や文化をいかした環境は、地域を
とりまく自然的、社会的な背景を反映し、
うるおいややすらぎ、文化のかおりとい
った精神的な恵みを与えてくれることか
ら、これを保全し創造することが求めら
れています。
　　県内には、山、川、海、そして雪には
ぐくまれた風土により、生活に根ざした
祭りや生活習慣が残されているほか、世
界遺産に登録されている五箇山の合掌造
り集落、国宝に指定されている瑞龍寺を

はじめすぐれた史跡、名勝、天然記念物
等が数多くあります。

　　環境省では、地域のシンボルとなって
いる音の聞こえる環境（音風景）を「日
本の音風景百選」として認定しており、
本県からは、富山市（旧八尾町）の「エ
ンナカの水音とおわら風の盆」、立山町の
「称名滝」、南砺市の「井波の木彫りの音」
の３か所が選ばれています。

　　また、県では、自然や伝統産業など地
域のシンボルとして親しまれ、将来残し
ていきたい音風景５０件を「とやまの音風
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景」として認定しています。
　　さらに、環境省では、地域の自然・文化・
生活に根ざした良好なかおりのある風景
１００地点を「かおり風景百選」として認定
しており、県内からは、富山市の「富山
の和漢薬のかおり」、砺波市の「砺波平野
のチューリップ」、黒部市（旧宇奈月町）の
「黒部峡谷の原生林」の３件が選定され
ています。

�　歴史や文化をいかした街づくりの推進
　ア　ふるさと環境整備事業ガイドライン
等による対策

　　・ふるさと環境整備事業ガイドライン
に基づき、県民と県、市町村が協力
して、歴史的文化的資産をいかした
街づくりを推進しました。

　　・市町村が実施するまちなみ保全環境
整備や景観整備等の優れた景観整備
事業に対して助成を行いました。

　　・市町村等が実施する史跡、名勝等の
積極的な活用を図ったいわゆる文化

財公園等に対して助成を行いました。
　イ　うるおい環境とやま賞
　　　人々が心に「ゆとり」や「うるおい」
を感じる建造物や施設等によって形成
される景観で、地域の魅力やシンボル
となっているもの、地域住民等の創意
工夫や努力によって魅力が創出されて
いるもののうち、特にすぐれたものを
「うるおい環境とやま賞」に選定して
きました。

　　　１５年度から景観条例が施行されたこ
とを受け、表彰対象を小規模な建造物
や景観づくり活動にまで拡大し、景観
づくりの取組みを幅広く表彰する賞と
して新たにスタートしました。

�　環境基本計画に掲げる目標
環境基本計画では、歴史や文化をいか

した街づくりについて、「富山らしさの感
じられる個性ある歴史的文化的環境」を
実現することを目標としています。

６　快適なトイレの推進

�　快適トイレの状況
　　生活水準の向上などに伴い、快適な生
活環境に対するニーズも多様化してきて
いるため、公共トイレ以外のトイレにつ
いても、“いつでも、どこでも、だれでも、
安心して、快適に”利用できる、安らぎ
ある「人間空間」であることが強く求め
られています。さらに、バリアフリー等
の福祉面や省資源・省エネルギー等の環
境面、その他青少年教育、防災等の面に
も配慮したトイレが必要となっています。
　　このようなことから、県では、快適ト
イレ推進プラン（１２年３月策定）におい
て、快適なトイレの推進についての基本
的な考え方を示すとともに、市町村の公
共トイレ整備事業に対する助成やグッド
トイレコンテストの実施、トイレセミナ
ーの開催、「快適な公共トイレ設計・維持
管理マニュアル」の作成等により、快適
トイレの推進に努めてきたところであり、

県内各地で快適なトイレが整備されてき
ています。

　　快適トイレ推進プランの概要は、表１
‐６０のとおりです。

�　快適トイレ推進プランの推進
　　快適トイレ推進プランに基づき、公共
トイレに限らず、学校、山岳地、事業所
等様々な場所（分野）に設置されている
トイレを快適にするための総合的な取組
みを推進しており、１７年度は次の施策を
講じました。

　・きれいで利用しやすい快適なトイレの
整備促進を図るため、民間の山小屋事
業者が設置する環境に配慮したトイレ
の整備に助成しました。

　・快適なトイレ推進セミナーを開催する
とともに国、県、市町村、事業者等が
設置するトイレを対象にグッドトイレ
及びグッドメンテナンス部門について
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“いつでも、どこでも、だれでも、安心して、快適に”利用できる、“環境に配慮し
た”トイレの推進

基本目標

公共トイレ、学校のトイレ、山岳地のトイレ、事業所のトイレ、家庭のトイレ、工
事現場などの仮設のトイレ

対象施設

・快適性の向上
・環境への配慮
・バリアフリーからユニバーサルデザインへ
　（可能な限りすべての人が便利に、快適に利用できるための配慮）
・災害時の備え
・適切な維持管理
・利用マナーの教育・啓発

配慮指針

普及啓発の推進
・研修会等の開催
・グッドトイレコンテスト等の実施
・クリーンキャンペーン等の実施
財政的な支援等
・市町村等に対する支援
・山岳地トイレに対する支援
調査研究
・「準公共トイレ」制度の創設
・チップ制又は有料制の導入

推進施策

　表１‐６０　快適トイレ推進プランの概要

コンテストを行い表１‐６１の施設を「さ
わやか賞」として表彰しました。 

　表１‐６１　グッドトイレコンテスト「さわやか賞」受賞トイレ（平成１７年度）

設置場所施　　　　　設　　　　　名部　　　　　　門

南砺市南砺市立平小学校体育館トイレ

グ ッ ド ト イ レ 部 門

射水市県民公園新港の森便所

富山市マリエとやま５Ｆトイレ

富山市立山槍ヶ岳縦走線歩道太郎兵衛平公衆トイレ

滑川市滑川市立西部小学校

南砺市福光公園公衆トイレ
グッドメンテナンス部門

富山市富山市立岩瀬小学校

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、快適なトイレの推
進について、「いつでも、どこでも、だれ
でも、安心して、快適に利用できる環境
に配慮したトイレ」を実現することを目
標としています。
　　具体的には、快適で環境に配慮したト
イレ整備を推進することとしています。
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第 ６ 節 地球環境の保全への行動と積極的貢献
　地球環境問題＊は人類共通の最重要課題
の一つとなっており、県民の日常生活や通
常の事業活動に伴う資源やエネルギーの消
費に深くかかわっていることから、県民や
事業者等による積極的な行動が求められる
とともに、地方公共団体による地域の実情
に応じた施策の展開が期待されています。
　本県は、日本のほぼ中央に位置し、古く

から環日本海諸国と交流してきた歴史があ
り、また、産業の集積や交通網の整備が進
んでおり、このような条件を活かして、環
日本海諸国との様々な交流や国際協力に取
り組んできています。今後とも、「世界に開
かれ貢献する富山」の実現を目指し、環日
本海地域の環境の保全と創造に積極的に貢
献することにしています。

１　地球環境保全行動計画の推進

�　地球環境保全行動計画の推進
　　地球環境問題は、県民の日常生活や通
常の事業活動における資源やエネルギー
の消費と密接な関係があり、「地球規模で
考え、足元から行動する」という考え方
に立って、社会を構成するあらゆる主体
が各々の役割に応じて自主的に環境保全
に資するよう行動する必要があります。
このため、１０年３月に策定した地球環境
保全行動計画（以下「地球にやさしいと
やまプラン」という。）等に基づき、環境
に配慮したライフスタイルの形成や事業
活動の展開を促す各種施策を推進してい

るほか、小学校高学年向けに地球環境問
題について自ら考え行動するための啓発
用冊子を作成し、県内の小学校６年生全
員に配布しました。

　　地球にやさしいとやまプランの概要は、
表１‐６２のとおりです。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、地球環境保全行動
計画の推進について、「地球にやさしい行
動の実践」を目標としています。

　　具体的には、地球環境保全のための行
動を推進することとしています。

県　民……環境にやさしいライフスタイルの形成
事業者……環境にやさしい事業活動の展開
行　政……環境にやさしい地域づくりの推進

県 民 、事 業 者 、
行 政 の 役 割

・省エネルギ－及びエネルギ－の有効利用
・省資源やリサイクルの推進
・環境に配慮した自動車の利用と交通対策
・フロン等の対策
・自然環境の保全と緑の創出
・身近な水環境や海洋環境の保全
・環境に配慮した企業活動
・調査研究等の推進
・国際協力の推進

具 体 的 な 行 動

・普及・啓発と地域の環境保全活動の推進
・県民や事業者の行動の支援、誘導
・行政の率先実行
・県民、事業者、県、市町村、各種団体等の協力体制の整備
・計画の点検と見直し

行動計画の推進

　表１‐６２　地球にやさしいとやまプランの概要

＊地球環境問題　…　地球全体又はその広範な範囲の環境に影響を及ぼす問題で、具体的には地球温暖化、オゾン層の
破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少、有害廃棄物の越境移動に伴う環境汚染、酸性雨、砂漠化、森林（特に熱
帯雨林）の減少等が挙げられます。
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　図１‐４４　県内における二酸化炭素の部門別排出量の推移

�　地球環境問題の状況
　　地球温暖化は、地表から放射された熱
を吸収し、再び地表に放射して温度を上
昇させる効果をもつ二酸化炭素等の温室
効果ガス＊１が、近年の人間活動の拡大に
伴って大量に排出されることにより起こ
るといわれています。地球温暖化により、
海面水位の上昇、異常気象の頻発化、健
康、生態系、食糧生産への悪影響が懸念
されています。
　　県内の温室効果ガス排出量（二酸化炭
素換算）は、２年度は１２，３０５千ｔ‐CO２/
年、１５年度は１３，１８４千ｔ‐CO２/ 年であり、
７．１％増加しています。
　　主要な温室効果ガスである二酸化炭素
の県内における排出量は、図１‐４４のとお
り、２年度は１１，６３０千ｔ‐CO２/ 年、１５年
度は１２，５７４千ｔ‐CO２/ 年であり、８．１％
増加しています。部門別の排出量では、

２　地球環境の保全のための対策の推進

民生部門での割合が高くなっています。
また、１５年度の二酸化炭素排出量は、全
国の１．０％に相当し、県民一人当たりでは
１１．３ｔ‐CO２でした。
　　一方、本県は、森林が多く緑が豊かな
ことから、植物により相当量の二酸化炭
素が吸収されていると見込まれています。

　　しかしながら、二酸化炭素は、人間活
動のあらゆる場面において排出されてお
り、その削減に当たっては、現代の大量
生産、大量消費、大量廃棄の社会経済シ
ステムの変革に向けた取組みが必要です。

　　また、その他の温室効果ガスであるメ
タン、一酸化二窒素、代替フロンについ
ても、それぞれの排出実態を踏まえた対
策が必要です。

　　オゾン層の破壊は、日常生活や事業活
動により大気中に放出されたフロン＊２に
よって引き起こされます。オゾン層は地

＊１温室効果ガス　…　太陽からの熱を地球に封じ込め、地表の温度を上昇させる働きのあるガスで、１７年２月に発効
した気候変動枠組条約京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦ
Ｃ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）及び六ふっ化硫黄の６種類を対象として定めています。このうち、地球
温暖化への直接的な寄与は、二酸化炭素が最も大きくなっています。

＊２フロン　…　塩素、ふっ素、炭素及び水素を含む化合物で、太陽からの有害な紫外線を吸収するオゾン層の破壊の
原因物質です。
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球を取り巻く成層圏に存在し、有害な紫
外線から地球上の生物を守っており、破
壊が進んだ場合、皮膚がんの増加等が懸
念されています。フロンの生産量及び輸
入量は、法令等により段階的に削減され
ていますが、冷蔵庫等に充填されている
過去に生産されたフロンの大気中への放
出を防止する必要があります。
　　酸性雨は、硫黄酸化物や窒素酸化物が
雲粒に取り込まれるため発生する酸性の
度合いが強い雨で、地域や国境を越えて
その影響が及ぶといわれています。県内
の雨水の酸性度については、６１年度以降、
pH＊の年平均は４．５～５．１の範囲で推移
しています。
　　黄砂は、我が国では主に３月から５月
にかけて西日本や日本海側で観測される
ことが多く、近年、回数が増加する傾向
にあります。黄砂は植物や交通機関等に
影響を及ぼすほか、呼吸器疾患等の健康

への影響の可能性が指摘されており、そ
の実態を解明する必要があります。

�　地球環境の保全対策
　ア　地球温暖化対策
　　�ア 　地球温暖化対策推進計画の推進
　　　　地球温暖化対策を地域レベルで計

画的かつ体系的に推進するため、１６
年３月に地球温暖化対策推進計画
（以下「とやま温暖化ストップ計画」
という。）を策定しました。この計画
では、温室効果ガス排出量の削減目
標や削減対策、県民、事業者及び行
政が取り組むべき具体的な行動指針
を明らかにしており、この計画に基
づき、県民、事業者及び行政が連携協
力して、各種対策に取り組んでいま
す。

　　　　とやま温暖化ストップ計画の概要
は、表１‐６３のとおりです。

＊pH　…　水素イオン濃度指数のことで、７は中性、これより小さいものは酸性、大きいものはアルカリ性です。な
お、雨水は大気中の二酸化炭素を吸収し、大気が酸性物質に汚染されていなくても弱い酸性を示すため、一般的に
は pH５．６以下の場合を酸性雨といいます。

２０１０年度の温室効果ガス排出量を１９９０年度の排出量から６％削減計 画 の 目 標

京都議定書で定められた以下の６物質
　①二酸化炭素（CO２） ④ハイドロフルオロカーボン（HFC）
　②メタン（CH４） ⑤パーフルオロカーボン（PFC）
　③一酸化二窒素（N２O） ⑥六ふっ化硫黄（SF６）

対 象 物 質

県内全域対 象 地 域

①排出削減対策
産業部門、民生（家庭）部門、民生（業務）部門、運輸部門、廃棄物部門
及び農業部門における対策、エネルギー対策

②吸収源対策
　森林整備、都市緑化、木材資源の利用
③普及啓発等
　普及啓発、調査研究、率先実行、国際協力

計画の推進施策

　温室効果ガスは、県民の日常生活や事業活動などのあらゆる場面において
排出されていることから、県民、事業者及び行政の行動指針を示しています。
（※具体的な行動指針については、表１‐６４のとおり）

主体別の具体的
な 行 動 指 針

　県民、事業者及び行政が連携協力しながら、それぞれの立場において対策
に取り組むこととします。　国は段階的に必要な対策を実施していくことか
ら、国の対策を十分に勘案するとともに、県内の温室効果ガス排出状況等を
評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。

計画の推進体制
及び進行管理

　表１‐６３　とやま温暖化ストップ計画の概要



１０４

　表１‐６４　主体別の具体的な行動指針

①　ライフスタイルの見直し　　　　　②　省エネルギー機器等の導入
③　住宅の省エネルギー化等の推進　　④　公共交通機関の利用
⑤　エコドライブの推進　　　　　　　⑥　低公害車の導入　等

県 民

①　省エネルギー型事業活動の推進　　②　エコドライブの推進
③　低公害車の導入　　　　　　　　　④　廃棄物の減量化・リサイクルの推進
⑤　フロン回収の推進　　　　　　　　⑥　新エネルギーの利用　等

事 業 者

①　ライフスタイルの見直し　　　　　②　住宅の省エネルギー化等の推進
③　省エネルギー型事業活動の推進　　④　公共交通機関の利用
⑤　エコドライブの推進　　　　　　　⑥　低公害車の導入　等

行　 政

　　�イ 　地球温暖化対策の推進
　　　　地球温暖化を防止するため、とや

ま温暖化ストップ計画等に基づき、
以下の対策を推進しました。

　　　・　家庭における地球温暖化対策を
推進するため、１０歳の児童が中心
となって、１０項目の地球温暖化対
策を１０週間、家族とともに取り組
む「とやま環境チャレンジ１０事業」
を全市町村の２７校で実施しました。

　　　・　家電製品のエネルギー消費効率、
販売価格及び電気代をラベルに明
示し、エネルギー消費効率に優れ
た家電製品の普及拡大を図る「と
やまCO２削減ラベルキャンペー
ン」を家電製品販売店と連携して
実施しました。

　　　・　事業者の地球温暖化に対する取
組み意欲の増進や取組みの環の拡
大を図るため、事業者の取組内容
を県に登録するとともに、ホーム
ページ等で広く県民に紹介する
「とやまストップ温暖化トライア
ル事業」を実施しました。

　　　・過度の車利用から、徒歩、自転車、
公共交通機関への利用転換を図る
ため、１６年３月に策定した地域交
通ビジョンに基づき各種施策を推
進しており、交通事業者の協力も
得て、県内では３回目となる「県・
市町村統一ノーマイカーデー」を
実施しました。

　　　　　また、富山ライトレールの開業
やバス路線の運行維持等を支援す

るなど、公共交通の維持活性化に
向けた取組みを推進しました。

　　　・　地球温暖化防止等の面で優れて
いる低公害車や太陽光発電システ
ムの普及を図るため、バス事業者
による低公害車の導入や一般住宅
における太陽光発電システムの導
入に対して助成しました。

　　　・　二酸化炭素の吸収源になる森林
の保全や緑化を推進しました。

　　　・　環境省では、地球温暖化に配慮
したライフスタイルへの転換を推
進するため、夏至の日を中心に全
国のライトアップ施設や各家庭に
対して一斉の消灯を呼びかける
CO２削減／ライトダウンキャンペ
ーン「ブラックイルミネーション
２００５」を実施し、県においても、
県民、事業者に参加を呼びかけ、
１０５のライトアップ施設で一斉の
消灯が行われました。

　　　・　地球温暖化対策に関する普及啓
発を図るため、富山県地球温暖化
防止活動推進センターと連携し、
ストップ温暖化講演会を１７年１２月
に開催しました。

　　　・　地域において地球温暖化に関し
て住民への普及啓発、調査、指導
及び助言等を行う地球温暖化防止
活動推進員の活動を支援しました。

　　　・　地域に根ざした地球温暖化対策
を推進するため、魚津市、小矢部
市及び射水市が設立した地球温暖
化対策地域協議会を支援しました。
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　　　・　とやま温暖化ストップ計画の総
合的かつ効果的な推進を図るため、
県民、事業者及び行政の代表で構
成する「富山県地球温暖化対策推
進会議」を開催し、地球温暖化対
策の取組状況等について意見交換
等を行いました。

　　�ウ 　省資源・省エネルギーの推進
　　　　温室効果ガスの部門別の排出量は

民生部門で割合が高くなっており、
これらの分野を中心に省資源・省エ
ネルギーの取組みを推進していくこ
とが必要です。

　　　　このため、県では県民生活部門を
中心に、県民に対する普及啓発活動
を行うなど省資源・省エネルギー運
動を推進しています。

　　　　また、新エネルギーについては、
導入のための指針を策定し、パンフ
レットやホームページにより普及啓
発を図るとともに、行政における率
先導入を図るため、庁内プロジェク
トチームで情報交換を行い、県有施
設への太陽光発電や風力発電の導入
可能性検討や、公有施設における導
入状況調査を行ってきました。さら

に、新エネルギーの技術開発を進め
るため、産学官連携による公募型研
究を支援しています。

　イ　オゾン層の保護対策
　　　オゾン層を保護するためには、オゾ
ン層を破壊するフロン等の使用を削減
するとともに、製品中に冷媒として使
用されているフロンについては、製品
が廃棄される際に回収するなど、大気
中への放出を抑制する必要があります。

　　　このため、「特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律」（以下「フロン回収破壊法」と
いう。）により、フロンが使用されてい
る業務用冷凍空調機器の廃棄の際に、
フロンの回収等を行う事業者の登録業
務を行うとともに、立入検査を実施し
ました。また、「フロン回収推進連絡会
議」において、フロンの回収の推進に
ついて情報交換等を行いました。

　　　１７年度末における第一種フロン類回
収業の登録者数は１７４となっています。
また、１６年度における業務用冷凍空調
機器及びカーエアコンからのフロン類
の回収状況は、表１‐６５のとおりです。 

　表１‐６５　フロン類の回収量（１６年度）　 　　　　　　　　　　　　　　　（単位：kg）

カーエアコン業務用冷凍空調機器フロン類

４，３７６　２，４８５CFC

―　９，８０４HCFC

３，９７８　　３０１HFC
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　ウ　酸性雨対策
　　　酸性雨については、引き続き雨水や
湖沼、森林のモニタリング、生成に関
する調査研究を進めました。雨水（降
雪を含む。）及び湖沼等の pH等につい
ての調査結果は、次のとおりです。

　　�ア 　雨水
　　　・pH
　　　　　１週間降雨毎（自動採取法）の

測定値は、射水市では４．０～６．０（平
均４．６）、富山市では４．２～５．７（平均
４．８）と、全国の調査結果と同程度
であり、射水市での経年変化につ
いては、例年と比べて大きな変動
はありませんでした。

　　　・イオン成分降下量
　　　　　調査結果は表１‐６６のとおりで

す。このうち主な項目について月
別の降下量の推移をみると、季節
風が吹き、大陸からの影響が強い
といわれている秋期から冬期にか
けて高い傾向がみられました。

　　　　　また、主な項目の経年変化につ

いては、例年に比べて大きな変動
はありませんでした。

　　�イ 　湖沼
　　　　縄ヶ池（南砺市）での調査結果は、

表１‐６７のとおり、pHについては、
６．５～６．９、アルカリ度については
０．３７～０．４７meq/�でした。また、
pH及びアルカリ度の経年変化につ
いては、例年と比べて大きな変動は
ありませんでした。

　　�ウ 　その他の関連調査
　　　　森林地４地点（富山市、魚津市、

南砺市、小矢部市）で、雨水の pH
を調査したところ、年平均値は４．５
～４．８の範囲であり、森林地以外の地
域とほぼ同程度でした。

　　エ　黄砂対策
　　　　黄砂の実態を解明するため、立山

町の室堂平、富山市の県営らいちょ
うバレースキー場に設置した立山黄
砂酸性雨観測局及び射水市で標高別
に黄砂成分等について調査を行いま

成　　　分　　　濃　　　度（㎎��）アルカリ度
（meq ／ �）

pH
項目

沼名 T-AlNa ＋K ＋Mg２＋Ca２＋NH４＋Cl －NO３－SO４２－

０．４９３．８０．３６１．２５．７０．２３．６１．２１．２０．４７６．９最
大

縄
ヶ
池 ０．２８３．４０．３４０．９５．２０．１３．２０．７１．１０．３７６．５最
小

　表１‐６７　湖沼調査結果（１７年度）

　表１‐６６　イオン成分降下量調査結果（１７年度）

Na ＋K ＋Mg２＋Ca２＋NH４＋H ＋Cl －NO３－nss‐SO４２－SO４２－区　分

２６３８．２６２３８５６５３２９３５５１０３１３５射水市

３３２．７９．５１２３５３７４２２９６５７０富山市

（meq���年）

注　nss‐SO４２－（nss とは nonseasalt の略）は、海洋に由来しない成分、すなわち陸上由来の硫酸イ
オン降下量を表します。
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３　環日本海地域の環境保全と国際環境協力

�　環日本海地域の環境保全と国際環境協
力の状況
　　日本海は、沿岸諸国にとって、様々な
恩恵をもたらす共有財産であり、その海
洋環境を保全するためには、沿岸の諸国、
地域が連携協力し、国際的な取組みを推
進していく必要があります。
　　また、環日本海地域では工業化の発展
や都市部への人口集中、漁業、海上交通
などの海域利用の拡大などが見込まれて
おり、閉鎖性海域である日本海の海洋環
境への深刻な影響が懸念されています。
　　このため、県では、９年４月に任意団
体として環日本海環境協力センターを設
立し、対岸地域の環境情報の収集や国際
会議の開催等の事業を実施しました。こ

れらの実績が評価され、１０年９月に政府
所管の公益法人として�環日本海環境協
力センター（ＮＰＥＣ＊）の設立が許可さ
れ、環日本海地域の環境保全に関する交
流推進事業、調査研究事業等を実施して
きています。

�　環日本海地域の環境保全と国際環境協
力の推進

　　ＮＰＥＣと連携し、次の環境保全に関
する交流推進、調査研究及び施策支援の
各事業を推進しました。

　・本県が１１年７月からコーディネート自
治体を務める「北東アジア地域自治体
連合環境分科委員会」を１７年７月に開
催し、環日本海地域の環境保全につい

した。
　　　　また、環境省が環境科学センター

に設置した黄砂観測装置（ライダー
モニタリングシステム）により地上
から上空数㎞に渡り、黄砂の鉛直分
布等をリアルタイムで観測するなど、
県内への黄砂の飛来状況の把握に努
めています。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、地球環境の保全の
ための対策の推進について、「地球環境を

保全するための富山の取組みの推進」を
目標としています。

　　具体的には、温室効果ガスの排出を削
減するとともに、二酸化炭素吸収源とし
ての森林の整備・保全と木材の循環利用
を進めることとしています。また、フロン
を回収・処理するとともに、酸性雨や黄
砂の調査研究を進めることとしています。

　　環境基本計画に掲げる地球環境保全の
ための対策の推進に係る指標の達成状況
は、表１‐６８のとおりです。

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

６％
削減

２２
７．１％
増加

１５％

京都議定書に定められた
温室効果ガス全体の富山
県全域からの排出量
（CO２換算）の対２年度
（注）削減率

温室効果ガスの排出
量の削減

　表１‐６８　地球環境の保全のための対策の推進に係る指標の達成状況

＊ＮＰＥＣ　…　�環日本海環境協力センターの英語表記Northwest Pacific Region Environmental 
Cooperation Center の略称です。

注　一部の温室効果ガスについては７年度比
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ての情報交換や自治体間での環境協力
事業についての検討を行いました。

　・青少年の環日本海地域を視野に入れた
環境意識の醸成を図るため、１７年８月
に中国遼寧省で「北東アジア青少年環
境シンポジウム２００５」を開催しました。

　・中国遼寧省及びロシア沿海地域に職員
を派遣し、環境協力事業についての協
議や環境の状況等についての情報交換
を行いました。

　・環日本海地域の環境保全の基礎資料と
するとともに、地域住民の環境保全意
識の醸成を図ることを目的に、日本、
中国、韓国及びロシアの自治体やＮＧ
Ｏの参加を得て、日本海及び黄海の海
辺の漂着物調査を引き続き実施しまし
た。

　　　また、平成１７年７月に海辺の漂着物
調査検討会を開催し、調査参加自治体
間で情報交換を行うとともに、海洋ご

み問題の啓発のためシンポジウムを開
催しました。

　・ロシア沿海地方と渡り鳥に関する共同
調査や中国遼寧省との水質環境に関す
る共同調査研究を引き続き実施しまし
た。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環日本海地域の環
境保全と国際環境協力について、「環境分
野で世界に開かれ貢献する富山」を実現
することを目標としています。

　　具体的には、環日本海地域における環
境保全と国際協力を推進するとともに、
ＮＯＷＰＡＰ＊１の推進を支援することと
しています。

　　環境基本計画に掲げる環日本海地域の
環境保全と国際環境協力に係る指標の達
成状況は、表１‐６９のとおりです。

４　北西太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）の推進

�　ＮＯＷＰＡＰの実施状況
　　国連環境計画（ＵＮＥＰ＊２）は、閉鎖
性海域の環境保全がきわめて重要である
ことから、閉鎖性海域の沿岸国が海洋環
境の保全、海洋汚染緊急時への対応など
について「地域海行動計画」を策定する
ことを提唱しています。
　　ＮＯＷＰＡＰは、日本海及び黄海を対
象とした地域海行動計画であり、日本、
中国、韓国及びロシアの４か国により６

年に採択されました。
　　ＮＯＷＰＡＰの活動方針は、年１回参
加国の代表者が出席して開催される政府
間会合において決定されており、１１年４
月、北京で開催された第４回政府間会合
においては、ＮＰＥＣがＮＯＷＰＡＰの
特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活
動センター（ＣＥＡＲＡＣ＊３）に指定さ
れ、国際的な役割を担っていくことにな
りました。１７年９月及び１８年３月には、

目　　標中間目標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度値年度

４０２２３０１７７１１７人
環日本海地域との環境技
術研修を目的とした交流
人数

環境協力業務に携わ
る技術員の研修交流
人数

　表１‐６９　環日本海地域の環境保全と国際環境協力に係る指標の達成状況

＊１ＮＯＷＰＡＰ　…　北西太平洋行動計画の英語表記Northwest Pacific Action Plan の略称です。
＊２ＵＮＥＰ　…　国連環境計画の英語表記United Nations Environment Programmeの略称です。
＊３ＣＥＡＲＡＣ　…　特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センターの英語表記Special Monitoring and 
Coastal Environmental Assessment Regional Activity Centre の略称です。
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各国の政府代表者、専門家等が出席して
ＣＥＡＲＡＣフォーカルポイント会議
（調整・助言会議）が富山市で開催され、
２００６～２００７年の活動計画等について議論
されました。
　　一方、ＮＯＷＰＡＰの活動の連絡調整
等を担う地域調整部（ＲＣＵ＊１）につい
ては、１２年１２月に東京で開催された第６
回政府間会合において、富山市と韓国の
釜山市に共同設置することが合意され、
１６年１１月１日にＲＣＵ富山事務所が開所
しました。
　　また、１７年１１月には、富山市において
第１０回政府間会合が開催され、海洋ごみ
問題にＮＯＷＰＡＰが一致して取り組む
ことなどが合意されました。

�　ＮＯＷＰＡＰの推進
　　ＮＯＷＰＡＰのＣＥＡＲＡＣとして指
定されたＮＰＥＣと連携し、環境省の支
援のもとに、次のＮＯＷＰＡＰ推進事業
を実施しました。
　・赤潮を含む有害藻類の異常繁殖に関す
る取組み等を推進するため、ＮＯＷＰ
ＡＰ関係国の専門家の参加のもとに、
第１回北西太平洋地域における赤潮／
ＨＡＢ＊２に関する国際ワークショップ
を１７年６月に富山市において開催し、
赤潮／ＨＡＢの現状やモニタリング、

評価手法について情報交換を行いまし
た。また、国内の専門家で構成する調
査検討委員会を引き続き開催し、赤潮
／ＨＡＢに関する今後の活動方針等に
ついて検討しました。

　・リモートセンシング＊３による海洋環境
モニタリング手法の開発を推進するた
め、富山湾をモデル海域としてモニタ
リング手法に関する調査研究を行う
「富山湾プロジェクト」を実施しました。

　・リモートセンシングによる海洋環境モ
ニタリングに関する取組み等を推進す
るため、国内の専門家で構成する検討
委員会を引き続き開催し、リモートセ
ンシングに関する今後の活動方針等に
ついて検討しました。

　・環境科学センターに設置された「環日
本海環境ウォッチシステム」により、
衛星から受信した海洋環境データを解
析し、ＮＯＷＰＡＰ関係国を含む国内
外に発信しました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環日本海地域の環
境保全と国際環境協力について、「環境分
野で世界に開かれ貢献する富山」を実現
するため、ＮＯＷＰＡＰの推進を支援す
ることとしています。

＊１ＲＣＵ　…　地域調整部の英語表記Regional Coordinating Unit の略称です。
＊２ＨＡＢ　…　有害藻類の異常繁殖（Harmful Algal Blooms）の略。
＊３リモートセンシング　…　人工衛星や航空機等に搭載されたセンサーによって、電波や光等の電磁波の状況を測定
し、地表や海面等の状態を広範囲にわたって直接触れることなく調査する方法です。

５　日本海学の推進

�　日本海学の概要
　　環日本海地域は、２１世紀に大きく発展
する可能性を有している一方で、急激な
近代化・工業化や人口の集中により、国
境を越えた環境破壊、生態系の崩壊が懸
念されています。
　　こうしたなか、県では、環日本海地域の
２１世紀における持続的発展を可能とする

ためには、環日本海地域が抱える問題を
トータルに据え直し、今後のあり方を探
っていくことが重要であるとの認識のも
と、「日本海学」の確立を提唱しています。
　　日本海学は、日本海及び環日本海地域
の過去・現在・未来にわたる人間と自然
のかかわり、地域間の人間と人間のかか
わりについて、総合学として学際的に調
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査研究するものです。①環日本海自然環
境、②環日本海交流、③環日本海文化、
④環日本海の危機と共生、という４つの
研究対象分野で構成されており、「循環」、
「共生」、「海」の３つの視点より調査研
究が進められています。
　　日本海学の取組みは、環日本海地域の
様々な危機を回避し、持続的な発展に向
けた環境との共生をめざすものであり、
県では、２１世紀の諸問題への提言を環日
本海地域から世界に発信することをめざ
し、日本海学を推進していくことにして
います。

�　日本海学の推進
　　１７年度は、交流の海をテーマとして、
交流を支える日本海の環境や漂着物に関
する論考等を収録した日本海学の普及書
「日本海学の新世紀・第６集－海の力－」
を発刊しました。
　　また、日本海学推進機構との共催で、
環日本海地域の持続可能性を展望した日
本海学シンポジウムを開催するとともに、
総合地球環境学研究所との共催で日本海
と雪に関するセミナーを開催しました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環日本海地域の環
境保全と国際環境協力について、「環境分
野で世界に開かれ貢献する富山」を実現
するため、日本海学の推進等を通じて、
環日本海地域における環境保全と国際協
力を推進することとしています。
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第 ７ 節 環境の保全及び創造に向けたみんなの行動
　健やかに暮らせる良好な環境、環境にや
さしい循環型社会、そして自然と共生した
うるおいのある環境などを実現するために
は、行政のみならず、県民、事業者が適切
な役割分担のもと、自主的かつ積極的に環
境にやさしい行動に取り組むことが必要で
す。そのためには、環境への理解を深め、
環境を保全する意識の高揚を図るとともに、
県民や事業者の活動を支援する仕組みを構

築することが重要です。
　県では、環境の保全及び創造に向け、み
んなが環境にやさしい行動をする社会の実
現をめざして取り組んでいます。
　また、県は、事業者や消費者としての側
面を持っており、県民、事業者、市町村の
自主的な行動を促すためのモデルとなるよ
う、環境に配慮した事業活動の率先実行に
努めています。

１　環境保全活動へのみんなの参加

�　環境保全活動の状況
　　県民、事業者、行政が一体となって、
地域に根ざした環境保全活動を推進する
ための拠点として設立された「財団法人
とやま環境財団」では、環境意識の高揚
や環境保全に関する知識の普及、環境保
全活動の支援等を目的として、表１‐７０の
とおり、各種事業を行っています。
　　一方、事業者においては、経営管理の
一環として、ＩＳＯ１４００１やエコアクショ

ン２１等の環境マネジメントシステムを導
入する等環境保全への自主的取組みが進
みつつあります。

　　このほか、特定工場においては、公害
防止組織の整備に関する法律に基づき、
公害防止統括者、公害防止主任管理者、
公害防止管理者を選任し、公害防止体制
の整備を図ることになっており、１７年度
末現在で公害防止統括者２２３人、公害防止
主任管理者１９人、公害防止管理者４００人が

・県民・企業との環境ネットワークの推進
・機関紙・ホームページ・メールマガジンによる地域の活動情報
の発信

・県民会議の運営による県民運動の促進
・ごみゼロ県民大会の開催　など

協働推進事業

・地域リーダー、環境ＮＰＯ向け研修会の開催
・リサイクル認定事業の実施
・「環境法規の手引き」の発行
・環境保全推進団体の活動費助成　など

環境保全活動支援事業

・ふるさと環境学習クラブ（こどもエコクラブ）の育成
・とやま環境チャレンジ１０の実施
・「環境に関する出前講座」の実施
・ナチュラリストによる自然解説等の実施　など

環境教育推進事業

・環境保全相談員による相談　など相談・調査事業

・空き缶ゼロ運動ポスター等の募集、展示、作成
・環境月間講演会の開催
・とやま環境フェア２００５の開催

普及・啓発事業

・地球温暖化防止活動推進員の活動支援、研修会の開催
・エコライフ講座の開催
・地球温暖化アドバイザーの設置
・ストップ温暖化講演会の開催　など

地球温暖化防止活動推進セ
ンター事業

・エコアクション２１の認証・登録
・エコアクション２１制度の普及啓発など

エコアクション２１地域事務
局事業

　表１‐７０　�とやま環境財団の主要事業の概要（１７年度）
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選任されています。
　　また、環境保全活動に関心のある県民
が情報を交換し、活動の推進やレベルの
向上を図るため、環境保全活動を各地域
で普及し推進する環境保全活動推進員を
中心として「環境ネットワークとやま」
が設立され、交流が図られています。
　　さらに、県公共交通利用促進協議会が、
県民にマイカー自粛を呼びかける「ノー
マイカーデー県民運動」では、交通事業
者の協力も得て、県内で３回目となる
「県・市町村統一ノーマイカーデー」が
実施されました。
　　このほかにも、県内には、環境保全活
動に取り組む個人、団体（ＮＰＯ）が多
くあり、環境の美化・整備、環境の調査、動
植物の愛護・保全、県民への普及啓発な
ど、多様な取組みが行われています。

�　環境保全活動の推進
　ア　�とやま環境財団への支援等
　　　環境保全活動への参加を一層推進す
るため、�とやま環境財団を中心に県
民等の活動の支援やネットワークづく
りが進められており、県でも同財団の
活動の充実に向けて支援に努めている
ところです。

　　　６月の環境月間には、６月５日の「環
境の日」を中心に、�とやま環境財団
と協力してポスターの募集や展示、講
演会や環境を考えるバス教室の開催、
企業に対する環境行事の実施の呼びか
け等を行ったほか、地域に根ざした環
境保全活動に県民、事業者、行政が一
体となって取り組むため、�とやま環
境財団が実施する環境情報の収集や提
供、環境教育資料等の作成、新聞やラ
ジオ等による普及啓発の各種事業に対
して支援を行いました。

　　　また、県民、事業者等に対して環境
保全活動の普及を図るため、�とやま
環境財団内に設置した環境保全相談室
において、ボランティア団体等の活動
支援及び環境保全に関する情報提供や
相談業務を実施しました。

　　　このほか、�とやま環境財団では環
境保全活動推進団体等の活動や普及啓
発事業に対し助成するとともにナチュ
ラリストを派遣するナチュラリストバ
ンク事業を実施しました。

　イ　事業者への支援等
　　　事業者においても、環境の保全と創
造に向けた自主的な取組みが実施され
ており、県では、中小企業が整備する
公害防止施設、廃棄物の資源化・再生
利用施設、低公害車の購入など様々な
取組みに対し低利融資を実施するなど、
こうした取組みの支援に努めています。

　　�ア 　事業活動に伴う環境への負荷の低
減を促進するため、環境に配慮した
企業行動のマニュアル等を利用し、
環境マネジメントシステムの普及に
努めました。

　　�イ 　幅広い事業者の環境保全の取組み
を促進するため、�とやま環境財団
とともに、環境マネジメントシステ
ム（エコアクション２１）の認証・登
録制度の普及に努めました。

　　�ウ 　中小企業者の環境問題への適切な
対応を図るため、�富山県新世紀産
業機構において、専門家による相談
指導や情報提供を行いました。

　　�エ 　中小企業者における環境の保全及
び創造に資する施設の整備を促進す
るため、長期で低利な中小企業環境
施設整備資金を融資しました。この
制度は、中小企業者が設置する公害
防止施設、廃棄物の資源化・再生利
用施設、地下水の保全施設、山岳地
トイレの整備、低公害車の購入等に
融資するものであり、１７年度の融資
状況は、表１‐７１のとおりです。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境保全活動への
みんなの参加について、「環境の保全と創
造に向けたみんなの自主的かつ積極的な
行動」を目標としています。

　　具体的には、県民や事業者と協働して
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　表１‐７１　公害防止施設等に対する融資制度の実績（１７年度）

金　額（千円）件　数種　　　　　　　類

　４６，０００　３中小企業環境施設整備資金融資

　１５，０００　１農業近代化資金

　６１，０００　４計

環境の保全と創造を推進することとして
います。

２　環境問題の理解と対応のための教育・学習

�　環境教育・学習の状況
　　環境問題についての認識を深め、環境
保全活動を実践するために重要な役割を
担う環境教育について、「環境教育推進方
針」が策定されたところであり、この指
針に基づいて各種の取組みを推進してい
く必要があります。
　　子どもたちの自主的な環境学習を推進
するため、７年６月から環境省の呼びか
けで「こどもエコクラブ」事業が各地で
進められています。県内では１７年度末で、
６５クラブ、２，０８９名の会員が登録されてお
り（全国では約４，０１４クラブ、１１０，２３６名）、
その活動の普及、支援を行っています。
　　また、小学生とその親を対象にした「水
ふれあいバス教室」を開催し、川の水生
生物の観察、とやまの名水の見学など体
験学習を通じて、水環境の保全や水の大
切さについて啓発しています。このほか、
環境科学センターにおいて「夏休み子供
環境科学研究室」を開催するとともに、
学校教員や地域の環境保全活動に取り組
む人を対象に環境教育リーダー研修を開
催するなど環境教育の充実に努めていま
す。
　　さらに、小中学校における環境教育を
支援するため、地球環境保全に関するパ
ンフレットを作成、配布しているほか、
愛鳥週間にあわせ、野鳥を中心とした自
然教室やバードウォッチングを開催して
います。

�　環境教育・学習の推進
　ア　環境教育推進方針の策定
　　　「環境保全のための意欲の増進及び
環境教育の推進に関する法律」及び国
の基本方針（１６年４月策定）を受け県
内の環境教育・学習の状況等を勘案し
て「環境教育推進方針」を１８年３月に
策定しました。

　イ　バス教室等による教育・学習
　　　水生生物の観察等を組み入れた「水
ふれあいバス教室」を実施し、水環境
の保全や水の大切さについて啓発しま
した。また、森林に対する関心を高め
るため、森林浴等を組み入れた「森林
浴バス教室」、循環型社会の構築につい
て理解と関心を深めるため、廃棄物処
理施設等を巡る「エコライフバス教室」
を実施しました。

　ウ　学校等における教育・学習
　　・子どもたちによる自主的な取組みを

推進するため、こどもエコクラブの
登録を行うとともに、その活動を支
援しました。

　　・県民の環境意識の高揚や環境保全に
関する知識の普及を図るため、�と
やま環境財団と連携して、希望する
学校、地域団体、企業などに講師を
派遣する「出前講座」を実施しまし
た。また、環境に関する話題につい
て、住民等と意見交換を行う「出前
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県庁（しごと談義）」を実施しました。
　　・環境教育の一環として、小学生向け

副読本「地球環境保全啓発パンフレ
ット（地球環境問題を考えよう）」を
作成、配布しました。

　　・小学校、中学校、高等学校、特殊教
育諸学校の教諭を対象に、環境教育
研修講座を開催し、環境教育に関す
る講演や実習、学校における環境教
育の計画や実践の在り方について研
修を行いました。

　　・希望する小学校の教員を対象として、
環境保全に積極的に取り組む児童を
育てるため、「水質検査の方法」や
「水生昆虫の調べ方」など、総合的
な学習の時間での活動と関連する実
験・観察巡回研修を実施しました。

　　・小学生を対象にした「夏休み子供環
境科学研究室」を開催し、県内の酸
性雨の状況やいろいろな水の pHの
測定、家庭からの排水の汚れや簡単

な測定方法等について実習を行った
ほか、ビデオ、リーフレット等の各
種啓発用教材の整備を図りました。

　　・愛鳥思想の普及啓発のため、バード
ウォッチングの開催や、野鳥を中心
とした自然教室を開催しました。

　　・ジュニアナチュラリストが、関心を
持って活動を続けられるよう、自然
観察会への参加やナチュラリストに
よる自然解説活動の体験の機会を提
供し、活動を支援しました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境問題の理解と
対応のための教育・学習について、「環境
の保全と創造に向けた行動の定着」を目
標としています。

　　具体的には、県民の自主的な環境教育
を促進するとともに、多様な環境教育・
学習を推進することとしています。

３　事業者としての県の環境保全率先行動

�　県の環境保全率先行動の状況
　ア　本庁舎におけるＩＳＯ１４００１の取組
み

　　　持続可能な社会を実現するためには、
あらゆる事業者が環境への負荷の低減
を図る必要があることから、そのため
の手段としてＩＳＯ１４００１＊の認証を取
得する事業者が増えています。１７年度
末における県内のＩＳＯ１４００１の認証
取得件数は、２３０件（全国では２０，３７７件）
となっています。

　　　県では、１２年１２月に環境科学センタ
ーと工業技術センター生活工学研究所
において認証を取得した後、県庁本庁
舎においても、１４年１月に環境マネジ

メントシステム構築の取組みを開始し、
１４年９月に認証を取得しました。

　　　県庁本庁舎に関する環境方針は、表
１‐７２のとおりです。

　イ　地球温暖化防止のための富山県庁行
動計画の推進

　　　県では自らの事業活動に伴い排出さ
れる温室効果ガスの削減に取り組むた
め、１４年３月に「地球温暖化防止のた
めの富山県庁行動計画」（以下「新県庁
エコプラン」という。）を策定しました。

　　　新県庁エコプランの概要は、表１‐７３
のとおりであり、１７年度における取組
みの実施状況は表１‐７４のとおりです。

＊ＩＳＯ１４００１　…　ＩＳＯとは、工業製品等に関する国際規格を定める国際標準化機構の英語表記 International 
Organization for Standardization の略称です。ＩＳＯ１４００１は、環境マネジメントに関する国際規格で、企業活
動、製品及びサービスの環境負荷の低減等について継続的な改善を図る仕組みを構築するための要求事項を規定し
ています。
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　表１‐７２　環境方針

環　　境　　方　　針
１　基本理念
　富山県は、立山連峰などの世界的な山岳景観や蜃気楼がみられる不思議の海富山湾など、豊かな
水と緑に恵まれています。この素晴らしい本県の環境は、先人の知恵と努力により守り育てられて
きたものであり、次の世代に引き継いでいくことは、現代に生きる私たちの責務です。
　しかしながら、私たちの今日の豊かな生活は、都市・生活型公害や廃棄物問題に加え、温室効果
ガスによる地球温暖化、酸性雨による森林や湖沼の被害、さらにはフロン等の排出によるオゾン層
の破壊など、地域や国境を越えた地球規模での環境に深刻な影響を与えています。
　これらの環境問題は、私たちの日常の生活や事業活動と密接に関わっていることから、大量生産、
大量消費、大量廃棄といったこれまでの社会経済システムや生活様式を見直し、自然環境との共生
を図りながら、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を築いていくことが極めて重
要です。
　このため、県では、「富山県環境基本計画」を取組みの指針とし、清らかな水と豊かな緑に恵ま
れた快適な環境の実現に向けての施策を積極的に推進していきます。
　
２　基本方針
　県では、基本理念を実現するため、循環と共生の視点に立ち、環境の保全と創造に関する施策の
展開や、事業活動における環境への配慮を自ら率先して実行します。また、県民、事業者、行政が
協力して環境にやさしい行動をする社会をめざし、県民や事業者の自主的かつ積極的な行動を支援
します。
　�　環境の保全と創造に関する施策の展開
　　・県内の環境の状況について十分監視するとともに、工場・事業場に対しては環境関連法規等

に基づき適切な指導を行い、安全で健康な生活環境を確保します。
　　・廃棄物の計画的かつ適正な処理を確保しながら、廃棄物の減量・リサイクルや省資源・省エ

ネルギーを推進し、環境への負荷が少ない循環型社会を構築します。
　　・すぐれた自然環境を保全するとともに、自然とのふれあいや生物多様性を確保し、自然と共

生したうるおいのある環境を実現します。
　　・心地よい水辺環境や豊かな緑の保全と創造、歴史や文化を活かした街づくりなど、快適な環

境づくりを推進します。
　　・環日本海域における海洋環境保全や国際環境協力を推進し、地球環境保全への行動と積極的

貢献に努めます。
　�　事業活動における環境への配慮の率先実行
　　・事業者であり消費者でもある県が、県民、事業者、市町村の自主的な行動を促すためのモデ

ルとなるよう、環境に配慮した事業活動の率先実行に努めます。
　　・県の事業活動においては、環境関連法規等の遵守や環境汚染の防止はもとより、環境への負

荷を最小限に抑えることに努めます。
　　・特に、本庁舎における様々な事業活動においては、廃棄物の減量やリサイクルの徹底、省資

源・省エネルギーの推進に努めます。
　�　県民や事業者における自主的かつ積極的な行動の支援・促進・定着
　　・県民や事業者が公平な役割分担のもとで、自主的かつ積極的に環境にやさしい行動をする社

会をめざし、環境の保全及び創造に向けたみんなの行動を推進します。
　　・みんなの行動の定着を図るため、環境問題の理解と環境保全活動の意欲を増進するための環

境教育を推進します。
　　・環境保全に取り組む各種の団体、グループ、ＮＰＯ等のネットワーク化とパートナーシップ

の構築に努めます。
　
　これらの取り組みについては、環境目的及び環境目標を定めて積極的に推進するとともに、定期
的に見直しを行い、継続的に改善していきます。
　
　　平成１７年５月２日

富山県知事　　石　井　�　一　
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１４～１８年度までの５年間計 画 期 間

県が自ら管理運営するすべての機関対 象 機 関

①温室効果ガスの排出に係る削減目標
県の事務事業に伴う二酸化炭素の排出量を１８年度までに１２年度比で５％
削減

②項目ごとの削減目標
・電気使用量　　　　　　　　　　　５％削減
・庁舎燃料使用量　　　　　　　　　５％削減
・公用車燃料使用量　　　　　　　　５％削減
・水（上水道、地下水）使用量　　　５％削減
・紙（コピー用紙）購入量　　　　　５％削減（注）
・廃棄物の廃棄処分量　　　　　　　２５％削減

削 減 目 標

・照明や事務機器等の適正な使用
・冷暖房等の効率化
・公用車の使用抑制、環境に配慮した運転
・節水、水の有効利用
・用紙類の使用削減、再使用
・グリーン購入の推進
・省資源・省エネルギーに配慮した施設の整備

具体的な行動例

　表１‐７３　新県庁エコプランの概要

　表１‐７４　新県庁エコプランの実施状況

　１８ 年 度
目 標 数 値

１７年度実績１６年度
実　 績

　１２ 年度
実　 績区　　　　　　　　分

削減率（対１２年度）

５％削減５．２％削減５５，５１０５６，５０６５８，５３８CO２総排出量（電気＋公用車燃料等＋庁舎燃料等）（千 kg－ CO２）

５％削減０．５％増加６９，４７９６９，４８０６９，１２３電気使用量（千 kWh）電
気

４，８４０５，２２７５，３２６重油使用量（k �）
庁　

舎　

燃　

料

２，８４７２，６５２２，８０７灯油使用量（k �）

１，８１７２，０１４２，４８６都市ガス使用量（千ｍ３）

９１９１８９ＬＰガス使用量（千ｍ３）

５％削減９．８％削減２４，３６９２５，２５２２６，９３９CO２排出量換算（ｔ－CO２）

１，４７８１，５３８１，４５９ガソリン使用量（k �）公
用
車
燃
料

５７６５４３６１１軽油使用量（k �）

５％削減２．３％削減４，９３８４，９９１５，０５６CO２排出量換算（ｔ－CO２）

５％削減１１．９％削減１，５６１１，５１９１，７７２水（上水道、地下水）使用量（千ｍ３）水

５％削減４．３％削減１３３，０９７１３６，４１２１３９，１４７紙（コピー用紙）購入量（千枚）紙

２５％削減９．２％削減２，１６７２，１７９２，３８７廃棄物の廃棄処分量（ｔ）廃
棄
物 ６６５８５５９９７リサイクル量（ｔ）

注　コピー用紙の購入量については、１２年度からの状況の変化（「わら半紙や連帳」から「コピー用紙」への変
更、外注印刷からコピーへの変更等）により、１７年度に目標値を「２５％」から「５％」に変更しました。
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　ウ　環境に配慮した物品の調達（グリー
ン購入）の推進

　　　環境物品等（環境に配慮した製品や
役務）を積極的に調達することは、環
境物品等の市場形成や開発促進に寄与
し、環境負荷の少ない持続可能な社会
を構築する上で大きな意義があること
から、１２年５月に制定された「国等に
よる環境物品等の調達の推進に関する

法律」を踏まえ、１３年４月に「グリー
ン購入調達方針」を策定しました。

　　　県では、この方針に基づき、特定調
達品目（重点的に環境物品等の調達を
推進する品目）及びその判断の基準等
を定め、環境物品等の積極的な調達に
努めています。

　　　県の１７年度のグリーン購入の実績は、
表１‐７５のとおりです。

グリーン購入率分　　　野

９７．９紙 類

９３．０印 刷 物

９８．８文 具 類

９９．７Ｏ Ａ 機 器

９７．８照 明

９８．５機 器 類

９９．７家 電 製 品

１００．０　温 水 器 等

７０．０自 動 車

９８．９消 火 器

７６．０制 服 ・ 作 業 服

９１．２インテリア・寝具

９１．６作 業 用 手 袋

７１．５そ の 他 繊 維 製 品

１００．０　設 備

９９．９役 務

９２．５合　 　 計

　表１‐７５　県のグリーン購入の実績（１７年度）（単位：％）

注　グリーン購入率（％）＝（判断の基準を満たす物品等の購入
金額）／（各分野の特定調達品目の購入金額合計）×１００

�　環境保全率先行動の推進
　ア　本庁舎におけるＩＳＯ１４００１の取組
み

　　　県では、構築した環境マネジメント
システムを毎年見直し、事業の継続的
な改善を図っています。また、環境の
保全と創造を具体化する環境改善事業
８５事業を特定するとともに、県の事業
活動における環境への配慮の率先実行
として、オフィス活動における環境へ
の配慮にも取り組んでいます。さらに、

県の開催する会議、大会等における環
境への負荷を低減するため、１５年３月
に「エコイベント実施方針」を策定し、
その取組みを推進したほか、１５年７月
に策定した「公共事業環境配慮指針」
に基づき、県が実施する公共工事によ
る環境への負荷の低減のための配慮及
びその実施状況の評価に努めています。

　イ　地球温暖化防止のための富山県庁行
動計画の推進
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　　　新県庁エコプランに基づき、用紙類
の使用抑制、再使用に努めるとともに、
節電、節水を励行するなど、県の事業
活動に伴う温室効果ガスの排出抑制の
ための取組みを推進しました。

　　　また、新県庁エコプランの目標達成
のためには、排出量に占める割合の大
きい出先機関等の取組みを強化するこ
とが不可欠であることから、出先機関
等においてＩＳＯ１４００１の手法を導入
することにより、取組みの一層の推進
を図りました。

　ウ　グリーン購入の推進
　　　特定調達品目については毎年見直し
を行っており、１７年度は、１７分野１９２品
目に拡大し、環境負荷の低減に配慮し
た物品等の調達に努めました。また、
県の認定リサイクル製品についても、
優先的な調達に努めています。

　エ　その他の率先実行
　　　環境にやさしい公共交通機関の利用
促進の観点から、職員を対象にノーマ
イカーデーを実施しました。

　　　また、県では、低公害車の率先導入
をより一層推進するため、「低公害車導
入方針」を策定しており、これに基づ
き、一般公用車の導入にあたって低公
害車を導入しました。

　　　さらに、発光ダイオードを使用した
信号機などの省エネルギー型機器の導
入を進めました。

　　　なお、１５年１０月６日に行った「県庁
ごみゼロ宣言」を踏まえ、県庁本庁舎
からの廃棄物の発生抑制及び循環的利
用に努めました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、事業者としての県
の環境保全率先行動について、「事業者、
消費者として環境保全に取り組む県」を
目標としています。

　　具体的には、県は、事業者、消費者と
して、環境保全行動を率先して実施する
こととしています。

　　環境基本計画に掲げる事業者としての
県の環境保全率先行動に係る指標の達成
状況は、表１‐７６のとおりです。

目　　標現　　状
単位指 標 の 説 明指 標 の 名 称

値年度値年度

５％
削減

１８
５．２％
削減

１７％対１２年度比削減率
県の全ての機関の事
務事業に伴う二酸化
炭素排出量の削減

５％
削減

１８

０．５％
増加

１７％対１２年度比削減率

電気使用量

９．８％
削減

庁舎燃料使用量

２．３％
削減

公用車燃料使用量

１１．９％
削減

水使用量

４．３％
削減

紙購入量

２５％削減
９．２％
削減

廃棄物処理処分量

　表１‐７６　事業者としての県の環境保全率先行動に係る指標の達成状況

注　指標の目標等については新県庁エコプランと同じです。
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第 ８ 節 総合的視点で取り組む環境の保全と創造
　総合的視点で環境の保全と創造に取り組
み、今日の複雑化した環境問題に的確に対
応するため、公害防止計画を引き続き推進

するとともに、環境影響評価条例等に基づ
き、事業の実施による環境の悪化の未然防
止に努めます。

１　環境問題の解決に向けた公害防止計画

�　公害防止計画の状況
　　県は、富山・高岡地域について、４９年
度以来６回にわたり公害防止計画を策定
し、各種の公害防止施策を推進しており、
全般的には環境の改善が図られてきてい
ます。しかしながら、本地域においては、
自動車交通公害、富山湾海域の水質汚濁、
神通川流域の農用地土壌汚染など改善す
べき課題が残されており、また、新たに
富岩運河等のダイオキシン類汚染が判明
したことから、環境大臣の指示により第
７次富山・高岡地域公害防止計画を策定
し、１７年３月に環境大臣の同意を得まし
た。
　　この計画では、１６～２０年度までの５か
年において、富山市（旧富山市及び婦中
町の区域）、高岡市及び射水市（旧新湊市
の区域）を対象地域として、公害の解決
を図るため必要な施策を掲げており、関
係機関が連携して総合的な取組みを推進
することとしています。
 

�　公害防止計画の推進
　　県では、公害防止計画に基づき、これ
まで道路交通公害対策や富山湾海域の水
質汚濁対策、神通川流域の農用地土壌汚
染対策、廃棄物・リサイクル対策等を関係
機関と連携して推進してきたところです。

　　今後も、第７次富山・高岡地域公害防
止計画に基づき、関係機関が連携して自
動車交通公害対策や富山湾海域の水質汚
濁対策、神通川流域の農用地土壌汚染対
策、富岩運河等のダイオキシン類対策に
取り組み、公害の解決を図ります。

　　また、毎年度、計画の進捗状況を点検
し、公害防止計画に掲げる施策の確実な
推進を図ります。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境問題の解決に
向けた公害防止計画について、「総合的計
画的な取組みによる公害の解決」を目標
としています。

　　具体的には、公害防止計画を推進する
こととしています。

２　事業実施に当たっての環境への影響評価の推進

�　環境影響評価等の状況
　　県では、大規模な開発行為による環境
への負荷の低減を図ることを目的として、
１１年６月に環境影響評価条例を策定しま
した。この条例では、一定規模以上の道
路整備やダム建設等を実施する場合、事
業者が事前に事業計画を開示し、環境へ
の影響を把握するための調査や影響の予
測、評価の方法について、県民や関係市
町村長等の意見を求めるとともに、環境
影響評価その他の手続きを経て、環境へ
の負荷を低減するために必要な措置を講

ずることが定められています。この条例
の適用対象事業は、表１‐７７のとおりです。

　　また、県では、この条例の対象となら
ない事業についても、公害防止条例や土
地対策要綱の手続きを通じて環境への影
響を事前に審査しており、大規模な開発
行為による環境への影響の低減を図って
います。

　　公害防止条例では、工場等の新増設に
当たって、事前に事業者と公害防止対策
等について協議を行い、計画段階から公
害の未然防止を指導しています。また、
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　表１‐７７　環境影響評価条例の対象事業

対 象 事 業 の 規 模事　　業　　の　　種　　類 自然環境特別配慮地域の特例

Ｂ地域Ａ地域

４車線以上・長さ５㎞以上２車線以上・長さ２㎞以上４車線以上・長さ７．５㎞以上一般道路など ※
１　道　路

幅員６．５ｍ以上・長さ１０㎞以上幅員６．５ｍ以上・長さ２㎞以上幅員６．５ｍ以上・長さ１５㎞以上林道 ※

貯水面積５０ha 以上貯水面積１ha 以上貯水面積７５ha 以上ダム ※

２　河　川 湛水面積５０ha 以上湛水面積１ha 以上湛水面積７５ha 以上堰 ※

土地改変面積５０ha 以上土地改変面積　１ha 以上土地改変面積７５ha 以上放水路、湖沼開発 ※

長さ７．５㎞以上すべて
（５㎞未満の仮設を除く。）

長さ７．５㎞以上普通鉄道・軌道 ※３　鉄道・軌
道 ――――特殊鉄道・索道など

すべて滑走路長１，８７５m 以上４　飛行場 ※

出力１．５万 kW 以上出力２．２５万 kW 以上水力発電所 ※

５　電気工作
物

出力７．５万 kW 以上出力１１．２５万 kW 以上火力発電所 ※

出力５，０００kW 以上出力７，５００kW 以上地熱発電所 ※

――電圧１７万Ｖ以上・長さ１㎞以上――送電線路

面積２５ha以上廃棄物最終処分場 ※

６　廃棄物処
理施設 処理能力１５０ｔ / 日以上廃棄物焼却施設

処理能力１５０k � / 日以上し尿処理施設

計画処理人口１万人以上計画処理人口１０万人以上７　下水道終末処理場

牛５００頭以上　豚５，０００頭以上８　畜産施設

合計燃料使用量８k �  / 時以上合計燃料使用量１２．５k � / 時以上

９　工場・事業場（製造業等）
排出水量５，０００� / 日以上排出水量１万� / 日以上

地下水合計採水量４，０００� / 日以上地下水合計採水量８，０００� / 日以上

敷地面積２０ha 以上敷地面積１ha 以上敷地面積７５ha以上

面積４０ha以上１０　埋立て、干拓 ※

面積７５ha以上

１１　土地区画整理事業 ※

１２　新住宅市街地開発事業 ※

１３　新都市基盤整備事業 ※

１４　流通業務団地造成事業 ※

１５　工業団地造成事業

１６　住宅団地造成事業

面積５０ha以上
１７　ゴルフ場・スキー場造成事業

１８　岩石等採取

――（［事業の実施規模］／［対象事業
の要件下限値］）の総和が１以上

複合開発事業
（１１から１８までの事業）１９　その他

面積２０ha 以上面積１ha 以上――土地の形状変更など

注１　対象となる事業の詳細は、富山県環境影響評価条例施行規則を参照。
　２　「自然環境特別配慮地域」とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域などの区域を指

します。
　　　また、自然環境特別配慮地域のうち、「Ａ地域」とは特別地域などに指定された区域、「Ｂ地域」とは普通

地域などに指定された区域を指します。
　３　※の事業は、規模によっては環境影響評価法の対象となります。
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必要に応じて事業者と地元市町村等との
公害防止協定の締結を指導しています。
　　土地対策要綱では、一定規模以上の土
地の開発に当たって、事前に事業者に届
出することを求めており、環境影響評価
に準じた調査等を指導し、自然環境や生
活環境の保全等を図ることとしています。

�　環境影響評価等の推進
　　環境影響評価条例に基づく環境影響評
価では、初の条例適用事業となる高岡地
区広域圏事務組合のごみ処理施設整備事
業について手続きが開始されました。環
境への影響を把握するためどのような調
査を行い、どのような方法で環境への影
響を予測、評価を行うか示した「高岡地
区広域圏ごみ処理施設建設に係る環境影
響評価方法書」に対して、３回の有識者
の技術審査会の審議を経て、１７年８月１
日に知事意見を述べました。現在、知事
意見等を踏まえ、環境調査の実施等が行
われています。
　　環境影響評価条例に基づく環境影響評
価その他の手続きの流れは、図１‐４５のと
おりです。
　　このほか、公害防止条例や土地対策要
綱の手続きを通じて、環境影響評価条例
の対象事業にならない開発事業について
も、環境への影響を事前に審査し、大規
模な開発による環境への影響の未然防止
に努めました。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、事業実施に当たっ
ての環境への影響評価の推進について、
「環境影響評価制度の実施による計画段
階からの環境配慮の推進」を目標として
います。
　　具体的には、計画段階からの環境配慮
を推進することとしています。
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　図１‐４５　環境影響評価条例に基づく手続き
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３　環境の保全及び創造を支える調査研究等の推進

�　調査研究等の状況
　　環境のモニタリングは、環境保全目標
の達成状況や大気、水質等様々な環境質
の現況の解析や将来予測のために、また、
環境影響評価の基礎資料等として不可欠
です。
　　また、地球環境問題の解決、生物多様
性の確保、長期的な環境リスクの評価等
の分野において知見の集積等を進めるた
めの調査研究の推進が求められています。
　　さらに、県の試験研究機関では、地域
の環境保全に密着した取組みの推進が求
められています。
　　このため、県では、環境科学センター
において、大気汚染、水質汚濁、地下水
障害等の状況について定期的な監視調査
を行うとともに、黄砂の影響調査、富山
湾の水質汚濁メカニズムの研究などの調
査研究を行っています。また、他の試験
研究機関等でも、自然環境や工業、農林
水産業等の分野において、環境に関する
調査研究を行っています。
　　このほか、環境基本計画の推進や複雑・
多様化する環境問題に対応するため、地
域の環境情報や環境に関する情報を総合
的かつ体系的に収集管理し、多角的な検
討やシミュレーションを行う環境情報管
理システムを運用しています。

�　調査研究等の推進
　　近年の環境問題の広がりに対応するた
め、今後とも環境のモニタリングを実施
していくとともに、地域の環境保全や地
球環境問題、廃棄物の循環的利用等に関
する調査研究を充実していく必要があり
ます。また、県の研究機関相互の連携や
国や大学などのほかの機関との連携を図
るなど、体制を充実していくことも不可
欠です。
　　１７年度に実施した調査研究等の概要は
次のとおりです。

　ア　環境科学センター
　　　黄砂や酸性雨の影響、水質汚濁の防
止等に関する次の調査研究を行いまし
た。

　　・標高別の黄砂成分等に関する研究
　　・酸性降下物の影響因子に関する研究
　　・ほう素化合物による大気汚染の測定

技術及び除害技術等の開発
　　・滑川市の「タウンオアシス構想」に

おける打ち水・散水の効果に関する
調査研究

　　・環境水中の内分泌かく乱化学物質に
関する研究

　　・富山湾の水質汚濁メカニズムに関す
る研究

　　・湖沼における水質特性とプランクト
ンに関する研究

　　・産業廃棄物最終処分場浸出水のバイ
オアッセイに関する研究

　　・河川底質からみた河川の汚濁に関す
る研究

　　・下水汚泥の減容化に関する研究

　イ　衛生研究所
　　　イタイイタイ病の予防に関する研究
のほか、化学物質の汚染の評価や不快
昆虫の防止対策等に関する次の調査を
行いました。

　　・環境汚染物質と生体影響に関する調
査研究

　　・食品中の残留農薬及びその他の有害
物質に関する調査研究

　　・不快昆虫の多発防止対策の調査研究

　ウ　工業技術センター
　　　リサイクル技術や環境にやさしいも
のづくりに関する次の調査研究を行い
ました。

　　・繊維及び繊維強化複合材料のリサイ
クルに関する研究

　　・海洋由来の有用微生物の工業的応用
　　・グリーンケミストリーを指向した酸

化反応触媒の開発
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　　・マグネシウム切削くずのリサイクル
システムの構築

　　・有機材料複合化グリーンプラスチッ
クの開発

　エ　農業技術センター農業試験場
　　　神通川流域等のカドミウム汚染田の
うち、公害防除特別土地改良事業によ
り復元が完了した客土水田について、
施肥改善効果の確認調査や産米等の安
全確認調査を行いました。

　オ　農業技術センター畜産試験場
　　　環境の保全を図るため、家畜ふん尿
の堆肥化過程に発生する環境負荷物質
を回収利用する試験を行うとともに、
窒素、りんなど環境負荷物質排泄量を
低減するため、豚の栄養管理技術に関
する試験を行いました。

　カ　林業技術センター林業試験場
　　　酸性雨等による森林影響の基礎資料
を得るため、酸性雨等森林影響予測に
関する調査を行いました。

　キ　林業技術センター木材試験場
　　　持続的生産が可能な木質バイオマス
を有効に利用するため、製材工場の残
廃材を液化技術などを用いてリサイク
ルする技術や建築廃材の再利用に関す
る研究を行いました。

　ク　水産試験場
　　　富山湾における赤潮の発生状況を調
査するとともに、漁場環境の把握等に
関する次の調査を行いました。

　　・漁場環境状況に関する調査
　　・富山湾の底生生物調査

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境の保全及び創
造を支える調査研究等の推進について、
「問題解決のための調査研究・技術開発
の推進」を目標としています。

　　具体的には、関係者の連携により調査
研究を推進するとともに、調査研究等の
成果の県民等への普及活用を図ることと
しています。

４　環境コミュニケーションの推進

＊環境コミュニケーション　…　県民、事業者及び行政の間の相互理解と連携協力体制を確立するため、行政が環境に
関する情報等を一方的に提供するだけでなく、県民や事業者との意見交換等を行うことをいいます。

�　環境コミュニケーションの状況
　　環境の保全と創造に関する各種の取組
みを進めるためには、県民、事業者及び
行政の連携体制を確立することが不可欠
であり、相互に意見交換を行う環境コミ
ュニケーション＊が重要になります。
　　県では、機会をとらえて、県民や事業
者との対話の機会を設定し意見交換を行
うとともに、県民等への積極的な情報提
供に努めています。

�　環境コミュニケーションの推進
　　県では、県民や事業者との対話を進め
るため、�とやま環境財団と連携して、
希望する学校、地域団体、企業などに講

師を派遣する「出前講座」を実施してい
ます。また、環境に関する話題について、
住民等と意見交換を行う「出前県庁（し
ごと談義）」を実施しています。さらに、
各種計画の策定等に当たっては、県民等
の意識に関するアンケート調査を実施す
るとともに、施策に関する意見を募集す
るなど、県民等のニーズを把握し、施策
に反映するよう努めています。

　　また、ＰＲＴＲや環境影響評価等の制
度により、県民と事業者の対話を推進し
ています。

　　このほか、環境に関する各種パンフレ
ット等の配布やインターネットを活用し
た各種データの公表等により、県民等に
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５　県民参加による新たな環境保全の仕組みづくり

�　環境保全の仕組みづくりにおける県民
参加の状況
　近年の環境問題は、都市化の進展やラ
イフスタイルの変化を背景としたものに
変化してきており、その解決に向けては
県民等の自主的な取組みが重要になりま
す。
　県では、環境保全の仕組みづくりにお
いて、県民等の意見（パブリックコメン
ト）を募集するなど、県民参加の開かれ
た行政を推進し、県民等とのパートナー
シップのもと環境の保全と創造に取り組
んでいます。

�　県民参加による新たな環境保全の仕組
みづくりの推進
　県では、各種計画の策定や改定にあた
っては、パブリックコメントを募集して

おり、１７年度には、「環境教育推進方針」の
策定や「地下水指針」の改定について、
県民等の意見を施策に反映させています。
　また、各種計画に掲げる施策の着実な
推進を図るため、県民が参加した推進組
織を設置しており、取組みの状況や施策
の推進方策等について協議を行うなど、
県民参加による環境保全を推進していま
す。

�　環境基本計画に掲げる目標
　環境基本計画では、県民参加による新
たな環境保全の仕組みづくりについて、
「県民総意による環境保全推進の仕組み
づくり」を目標としています。
　具体的には、県民の参加のもと、新た
な環境保全の仕組みを検討することとし
ています。

対してわかりやすく迅速な情報の提供に
努めています。

�　環境基本計画に掲げる目標
　　環境基本計画では、環境コミュニケー

ションについて、「正確でわかりやすい環
境情報の提供」を目標としています。

　　具体的には、環境情報の提供を充実す
るとともに、県民等との環境コミュニケ
ーションを推進することとしています。
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第２２章

平成１８年度において実施する環境の
保全及び創造に関する取組み　　　

　１８年度においては、第１章に述べたような環境の状況を踏まえ、環境基本計画に基づき
各種の環境保全施策を総合的かつ計画的に実施します。

１　基本的施策の推進

　「安心とやま」の実現に向けて、「清らか
な水と豊かな緑に恵まれた快適な環境」を
目指し、１６年３月に改定した環境基本計画

２　安全で健康な生活環境の確保

　環境基準の達成維持に向け、ブルースカ
イ計画やクリーンウオーター計画などの個
別計画を推進します。また、環境の現況を
把握するため、大気、水質等に関する監視
調査を実施するとともに、ダイオキシン類
や内分泌かく乱化学物質などの化学物質の
実態調査を実施します。さらに、地下水指
針に基づいて、冬期間の地下水位低下対策
や地下水涵養対策を推進します。
　また、水に関わる各種施策を総合的、横
断的に推進するための指針、健全な水循環
系の構築に向けて各主体が取り組む際の指
針としての「とやま２１世紀水ビジョン」の
改定を行います。

�　健康で快適な大気環境の確保
　ア　「安全で健康な大気環境の確保」と
「快適な大気環境の創造」を目指し、
１７年３月に改定したブルースカイ計画
により、工場・事業場に対して、光化
学オキシダントの原因物質であるＶＯ
Ｃの削減指導・助言を行うとともに、
県民、事業者に対して、エコドライブ
の一層の普及啓発を行います。

　イ　環境基準の達成状況等を把握し、適
切な対応を図るため、一般環境観測局
２５局及び自動車排出ガス観測局７局で、

二酸化硫黄、二酸化窒素等を測定する
とともに、これらの観測データを大気
汚染監視テレメータシステムにより収
集、解析し、光化学オキシダント注意
報の発令などに備えます。

　ウ　工場等のばい煙発生施設の排出基準
の遵守状況を監視するため、立入検査
を実施するほか、ばい煙発生防止対策
等を指導します。また、新たに規制さ
れたＶＯＣについて排出基準の遵守状
況を監視するとともに、排出抑制を指
導します。

　エ　臭気指数規制導入のための基礎資料
を得るため、機器分析法及び嗅覚測定
法により、悪臭実態調査を実施します。
また、畜産農家の環境保全対策を推進
するため、県及び地域で推進指導協議
会を開催し、総合的な指導体制を整備
するとともに、畜産環境保全に係る畜
産農家の実態調査、巡回指導等を行い
ます。

　オ　苦情の原因となる悪臭、汚水、衛生
害虫の発生を未然に防ぐため、事業者
等への監視指導を実施します。

　カ　大気汚染防止法及び要綱に基づき届
出された解体等作業現場に対して立入
調査を実施し、アスベストの飛散防止

に基づき、県民、事業者、行政が連携協力
して、環境の保全と創造に関する各種施策
を推進します。
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の徹底を図るとともに、一般環境大気
中の濃度を調査します。

　キ　環境放射能の実態を把握するため、
大気浮遊じん、降水、日常食等につい
て調査を実施します。

�　豊かで清らかな水環境の確保
　ア　「きれいな水」と「うるおいのある
水辺」の確保をめざし、１３年度に改定
したクリーンウオーター計画を推進し
ます。

　イ　河川や湖沼、海域における環境基準
の達成状況を把握するため、公共用水
域の水質測定計画に基づき、河川、湖
沼及び海域の合計１２４地点において、健
康項目、生活環境項目、要監視項目な
どについて、水質調査を実施します。

　ウ　主要海水浴場において水質調査を実
施します。

　エ　工場排水の排水基準の遵守状況を監
視するため、立入検査を実施します。

　オ　河川及び港湾における底質の実態を
把握するため、重金属（水銀、鉛等）
について調査を実施します。

　カ　富山湾の水質改善を図るため、事業
者、行政等からなる「富山湾水質改善
対策推進協議会」を開催し、工場・事
業場における窒素、りんの削減対策を
推進します。

　　　また、「富山湾共同環境調査検討会」
において、これまで実施した富山湾共
同環境調査の総合的な解析を行い、富
山湾水質保全対策への提言をとりまと
めます。

　キ　主要な湖沼の水質の現況を把握し、
汚濁の未然防止を図るため、小牧ダム
貯水池、上市川ダム貯水池、朝日小川
ダム貯水池において、水質調査を実施
します。

　ク　地下水質の環境基準達成状況を把握
するため、地下水の水質測定計画に基
づき、平野部の７６地点において水質調
査を実施します。

　ケ　漁場環境の監視や漁業公害に関する
情報の収集を行います。また、漁業者

に対し漁場環境保全に関する知識の普
及に努めます。

　コ　定置網漁場を中心とした３６地点にお
いて、水質調査を実施します。

　サ　富山湾東部海域の漁場環境の現状を
明らかにするため、水質、底質、底生
生物の調査を実施します。

　シ　富山湾全域の漁場環境を把握するた
め、水質、底質、藻場及び餌料生物に
関する調査を実施します。

　ス　全県域下水道化新世紀構想に基づき、
小矢部川流域下水道、神通川左岸流域
下水道、公共下水道（１０市４町１村）
及び特定環境保全公共下水道（１０市４
町）の整備を推進し、下水道の普及を
図ります。また、農村下水道やコミュニ
ティ・プラントの整備を進めます。

　セ　生活排水による公共用水域の汚濁を
防止するため、浄化槽設置推進事業実
施要綱に基づき、市町村と連携して設
置者に助成するなど、合併処理浄化槽
の普及促進に努めます。

�　健やかで豊かな生活を支える土壌環境
と地下水の確保

　ア　神通川流域農用地土壌汚染対策地域
の第３次地区の復元事業を推進すると
ともに、作付可能となった客土水田に
展示ほ場を設置して技術指導を行い、
客土水田の水稲収量やカドミウム濃度
等の調査を行います。また、平成１５～１７
年度に作付け可能となった地域を中心
に農用地土壌汚染対策地域の指定解除
を計画しています。

　イ　神通川流域及び黒部地域の産米流通
対策地域について、復元事業を推進し
ます。

　ウ　土壌汚染対策法の普及啓発を図ると
ともに、「土壌汚染リスク情報管理シス
テム」により、土壌汚染リスク情報の
管理と活用を図ります。

　エ　福光射撃場における鉛汚染について、
除去した汚染土壌の処理等に関する検
討を進めます。

　オ　地下水位の変動状況を把握するため、
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３３観測井において地下水位の常時観測
を実施します。

　カ　地下水塩水化の実態を把握するため、
海岸部１３０地点において地下水の塩化
物イオン濃度調査を実施します。

　キ　地下水涵養を普及するため地下水涵
養マニュアルに基づき普及啓発を行う
とともに「地下水保全・涵養推進シン
ポジウム」を開催します。

　ク　冬期間の地下水位低下対策を推進す
るため、消雪設備維持管理マニュアル
に基づき、消雪設備の維持管理の徹底
と節水意識の啓発を図るとともに、富
山、高岡・射水地域については、冬期
間の安全水位を踏まえた冬期間の地下
水位低下時の対策を検討します。

　ケ　昨年度に引き続き冬期間の地下水位
低下を常時監視し、その情報を県民、
事業者、関係機関等に提供するため、
地下水観測井２井へのテレメータシス
テムの導入を図ります。地盤沈下計を
設置している観測井１か所については、
総合的なメンテナンスを行います。

　コ　本県の地域特性に適した地下水涵養
について、市町村と連携しながら技術
的な検討を行い、効果的かつ安全な地
下水涵養を推進します。

�　騒音、振動のないやすらかな環境の実
現
　ア　北陸新幹線鉄道として工事認可され、
土地利用状況調査等が終了している富
山市から小矢部市までの沿線地域で１７
年度に引き続き環境基準の地域類型の
当てはめの騒音・振動現況調査（春季）
を行うとともに、環境基準の地域類型
の当てはめを行います。

　イ　自動車交通騒音の環境基準達成状況
を把握するため、交通量の多い主要な
道路において面的評価システムを利用
した騒音調査を実施します。

　ウ　自動車交通騒音等を低減するため、
高度道路交通システムの整備や道路構
造の改造等により、交通流の円滑化、
交通渋滞の解消等を促進します。

　エ　航空機騒音に係る環境基準の達成状
況について調査を実施します。

�　化学物質による環境リスクの低減
　ア　ＰＲＴＲ制度について、国から通知
される届出データを活用し、県内にお
ける排出量等についての集計、公表を
行います。

　イ　化学物質に対する事業者等の取組み
とリスクコミュニケーションを推進す
るため、本県の特性を踏まえた「化学
物質管理計画策定ガイドライン（仮
称）」を策定します。

　ウ　ダイオキシン類対策特別措置法に基
づき、大気、水質（水底の底質を含む。）、
地下水質及び土壌のダイオキシン類濃
度の環境調査を実施します。

　エ　工場・事業場におけるダイオキシン
類の排出状況等を監視するため、立入
検査を実施するほか、ダイオキシン類
の発生防止対策等を指導します。

　オ　富岩運河等の底質ダイオキシン類に
ついて、対策工法の検討を行うととも
に、汚染原因の調査を継続して行いま
す。

　　　また、富山新港東埋立地について、
周辺環境の監視調査を引き続き実施し
ます。

　カ　ベンゼン、トリクロロエチレン、テ
トラクロロエチレン等の有害大気汚染
物質の環境調査を実施します。

　キ　内分泌かく乱化学物質の実態を把握
するため、主要７河川において水質調
査を実施します。

　ク　ゴルフ場における農薬の実態を把握
するため、排水の水質調査を実施します。

　ケ　地下水の有機塩素系化合物等の汚染
状況を定期的に監視するとともに、新
たな地下水汚染が判明した場合には、
汚染井戸周辺において汚染範囲等につ
いて詳細な調査を実施します。

　コ　有機物資源の有効活用や化学肥料・
農薬の削減等に留意した生産活動を通
じて、環境への負荷の軽減や農産物の
安全性に配慮した「環境にやさしい農
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３　環境への負荷が少ない循環型社会の構築

　とやま廃棄物プランに基づき、廃棄物の
発生抑制等の取組みを県民総ぐるみで推進
するため、「ごみゼロ推進県民会議」を中心
に、「ごみゼロ推進大運動」を展開するとと
もに、市町村をはじめ地域住民やＮＰＯ、
事業者の取組みを支援します。
　また、廃棄物の循環的な利用を促進する
ため、自動車リサイクル法をはじめ各種リ
サイクル法の円滑な施行を図るとともに、
富山市エコタウン事業等の先駆的な取組み
を支援します。
　さらに、廃棄物の適正な処理を図るため、
市町村等への必要な助言と協力を行うとと
もに、事業者や処理業者に対する監視指導
や講習会等による普及啓発を行います。

�　廃棄物の発生抑制及び循環的利用の推
進
　ア　県民総ぐるみで循環型社会の構築を
図るため、関係団体、報道機関、行政
等で構成する「ごみゼロ推進県民会議」
を中心として、廃棄物の発生抑制や循
環的利用等の取組みを実践する「ごみ
ゼロ推進大運動」を展開します。

　イ　資源としての利用が遅れている生ご
みのリサイクルを促進するため、県、
魚津市及び事業者が連携協力して事業
所から分別排出された生ごみを肥料化

し、これを使用して野菜や花を栽培す
る実証実験を行い、リサイクル（肥料
化）の事業化の検討を行います。

　ウ　県内の廃棄物の発生抑制、循環的利
用を促進する効率的かつ経済的な社会
システムを形成するため、廃棄物の循
環的利用の実態を把握する「廃棄物循
環的利用調査」を実施するとともに、
産学官の専門家で構成する「循環的利
用促進専門家会議」を設置し、とやま
廃棄物プランの目標達成のための具体
的な施策を掲げた「廃棄物循環的利用
推進指針」を策定します。

　エ　とやま廃棄物プランの推進を図るた
め、�とやま環境財団と協力して、次
の事業を実施します。

　　・メールマガジンによる廃棄物の発生
抑制や循環的利用等に関する情報提
供

　　・インターネットを活用した「みんな
でチャレンジ　ごみゼロ宣言！」の
実施

　　・とやま環境フェア、ごみゼロ推進県
民大会の開催

　オ　廃棄物の発生抑制や循環的利用を図
るため、市町村がモデル事業において
実施する生ごみの堆肥化等の事業に対
して助成します。

業」を推進します。
　サ　オゾン層破壊物質である臭化メチル
（土壌消毒剤）は、２００５年までに全廃
することとなったため、使用状況等を
調査するとともに、代替技術の確立・
普及を図ります。

　シ　食品中における水銀、ＰＣＢ等有害
物質の汚染状況を把握するため、食品
等の検査を行います。

�　公害被害等の防止と解決
　ア　イタイイタイ病患者等の治療の促進
と発病の予防を図るため、家庭訪問指
導や管理検診を実施するほか、神通川

流域における住民健康調査を実施しま
す。

　イ　黒部市の旧日鉱亜鉛㈱周辺住民のう
ち、観察を要する者に対し健康調査を
実施し、住民の健康管理に努めます。

　ウ　地域住民の健康管理対策のため、市
町村が生活環境要因の変化に係る健康
調査を実施するにあたっては、技術協
力を行います。

　エ　事業者等に対して施設の適切な維持
管理を指導し、苦情の未然防止を図る
とともに、市町村等と連携し、県民か
らの苦情相談等に対し速やかで適切な
解決に努めます。
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　カ　産業廃棄物の多量排出事業者に対し
て、計画的に発生抑制等の取組みを推
進するよう指導します。

　キ　産業廃棄物のリサイクル等に取り組
む事業者の活動を支援するため、これ
らに関する技術開発やリサイクル製品
の市場調査等について助成します。

　ク　容器包装リサイクル法に基づく円滑
な分別収集を促進するため、市町村等
に対して必要な支援・協力を行います。

　ケ　電気冷蔵庫等廃家電品４品目やパソ
コンのリサイクルを促進するため、市
町村等と連携を図りながら、家電リサ
イクル法等の普及啓発を行います。

　コ　自動車リサイクル法に基づく取組み
を円滑に推進するため、法の趣旨やリ
サイクルの仕組み等について県民等に
普及啓発を行うとともに、登録・許可
業者に対して、監視指導を行います。

　サ　リサイクル製品の利用拡大や、店舗、
事業所の自主的な取組みを推進するた
め、リサイクル製品やリサイクルに積
極的な店舗や事業所を認定するととも
に、パンフレットやホームページ等に
より広報啓発します。

　シ　環境関連のＮＰＯ法人と連携して、
事業者の産業廃棄物のリサイクル等の
技術相談や情報提供を行うほか、先進
的な取組み等について、講習会を通じ
て普及を図ります。

　ス　堆肥の有効利用を促進するため、家
畜ふん尿の良質堆肥化を指導します。

　セ　建設リサイクル法に基づき、建設廃
棄物の再資源化を促進するため、事業
者に対して、分別解体や再資源化につ
いて指導します。また、公共工事に伴
う建設系廃棄物については、循環的な
利用の促進に努め、その進捗状況を把
握するため建設副産物実態調査を実施
します。さらに、公共事業において認
定リサイクル製品の利用促進を図りま
す。

　ソ　富山市エコタウン事業については、
国に対してさらなる技術的、財政的支
援を要望するとともに、富山市と連携

して円滑な展開を図ります。

�　廃棄物の適正処理の推進
　ア　一般廃棄物の計画的かつ適正な処理
を行うため、市町村等に対して、一般
廃棄物処理計画の策定や処理施設の適
切な維持管理等について助言します。
また、処理施設の計画的な整備に向け
て必要な協力を行います。

　イ　ごみ焼却施設から排出されるダイオ
キシン類を削減するとともに、効率的
なごみ処理を図るため、ごみ処理広域
化計画に基づき、ごみ処理の広域化を
推進します。

　ウ　ＰＣＢ使用電気機器等の保管事業者
に対して、適正な保管の徹底を指導し
ます。また、北海道で処理することと
なった大型のＰＣＢ廃棄物の処理に対
応するため、国や北海道と調整し、県
のＰＣＢ廃棄物処理計画に沿った運
搬・処理体制の確立を図ります。

　エ　遵法性・情報公開・環境保全の取組
みに関して「産業廃棄物処理業者の優
良性の判断に係る評価基準」に適合す
る処理業者を県のホームページで公開
し、排出事業者が自らの判断で優良な
処理業者を選択できるよう情報を提供
します。

　オ　産業廃棄物の最終処分場や焼却施設
等の適切な設置を図るため、廃棄物処
理法及び産業廃棄物適正処理指導要綱
に基づき、生活環境影響調査の実施や
住民への説明会の開催等について事業
者を指導します。

　カ　県外から搬入される産業廃棄物につ
いては、産業廃棄物適正処理指導要綱
に基づき事前協議を行い、県内の処理
体制に影響を及ぼさないよう必要な指
導を行います。

　キ　産業廃棄物処理業者等の最終処分場
や焼却施設について重点的に監視する
とともに、マニフェストシステムの運
用により、排出事業者が処理処分状況
を的確に把握するよう指導します。

　ク　不法投棄等の不適正処理防止の強化
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４　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　薬師岳・奥黒部地域で登山歩道の整備や
植生の復元を行います。
　また、人とニホンザルとの共存を図るた
め、ニホンザル保護管理計画を改定すると
ともに、ツキノワグマについては、安全対
策及び共生対策のための「保護管理指針（ガ
イドライン）」を策定します。
　さらに、豊かで美しい森づくりを推進す
るため、「富山県森づくり条例」を制定しま
す。

�　すぐれた自然環境の保全
　ア　自然環境の現況を把握するため、自
然環境保全基礎調査を継続して行うほ
か、地球温暖化等の環境変化が立山の
植生に与える影響を把握するため、科
学的なモニタリング調査を継続して行
います。

　イ　国立公園、国定公園等の開発行為に
ついて、法令に基づき厳正に許認可を
行うとともに、自然公園指導員、自然
保護指導員等による自然保護パトロー
ルや利用者指導を行います。

　ウ　自然環境保全地域において、巡視員

による巡回を行うほか、保全計画に基
づき、巡視歩道整備等の保全事業を実
施します。

　エ　中部山岳国立公園の立山地区及び黒
部峡谷地区において実施しているごみ
持ち帰り運動を推進します。また、ア
ルペンル－ト沿線のタ－ミナルやホテ
ル、山小屋等の施設で生じるごみを公
園外へ搬出して処理するとともに、室
堂平を中心に美化清掃活動を行い、自
然環境の保全に努めます。

�　自然とのふれあいの確保
　ア　県民の自然への関心を高め、自然保
護思想の普及啓発を図るため、自然博
物園「ねいの里」において、四季を通
じての自然観察会等を実施します。

　イ　愛鳥思想の普及啓発を図るため、愛
鳥週間において、ツバメの調査、バー
ドウオッチング、愛鳥ポスターの表彰
など各種行事を行います。

　ウ　自然公園を訪れた人々に、より一層
自然への理解を深めてもらうため、立
山地区の室堂平、弥陀ヶ原をはじめと

を図るため、常勤嘱託パトロール員に
よるパトロールや猟友会員及び関係機
関と連携した地上パトロールを実施す
るほか、ヘリコプターを活用したスカ
イパトロールや海上保安庁と連携した
海上パトロールを実施、陸・海・空か
らのパトロール活動を展開します。

　ケ　排出事業者や処分業者による不法投
棄等の不適正処理を防止するため、県
警や海上保安庁、環境省、富山市、�
富山県産業廃棄物協会、�とやま環境
財団と協力してパトロールを実施する
ほか、市町村による撤去活動を引き続
き支援します。また、各種講習会や研
修会を開催するほか、パンフレットや
ポスターを作成、配布することにより、
不適正処理の未然防止を図ります。

　コ　農業用廃プラスチックや廃農薬など

農業生産資材廃棄物については、パン
フレット等による啓発活動や農業協同
組合を窓口とした地域回収により、適
正処理を推進するとともに、再生処理
や生分解性資材の利用等による排出抑
制対策について検討します。

　サ　下水汚泥処理基本計画に基づき、下
水汚泥の有効利用や安定的、効率的な
汚泥処理の推進に努めます。

　シ　生活環境の保全と公衆衛生の向上を
図るため、浄化槽設置者に対して、浄
化槽の構造、維持管理方法、法定検査
等について正しい知識の普及啓発に努
め、適正な維持管理を推進します。

　ス　家庭からの排水による水質汚濁対策
として、浄化槽の普及促進を図るため、
市町村が行う浄化槽設置整備事業に助
成します。
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した県内４地区の自然公園等にナチュ
ラリストを配置し、自然解説を行うほ
か、�とやま環境財団と連携してナチ
ュラリストの派遣を行います。

　エ　自然に対する関心を深め、自然を尊
び、自然を愛する気持ちを身につける
ことを目的に、小学４年生から６年生
までの児童を対象とした自然保護講座
（ジュニアナチュラリスト養成コース
Ⅰ）を開催します。

　オ　ナチュラリストと連携し、ジュニア
ナチュラリストに対して自然解説活動
や自然観察会への参加機会を提供し、
ジュニアナチュラリストによる自然体
験活動を推進します。

　カ　バードマスターや自然公園指導員等
の活動を通じて、自然環境保全のため
の知識とモラルやマナーについて普及
啓発を図ります。

　キ　自然公園等の施設整備を推進するた
め、次の事業を行います。

　　�ア 　山岳の景観と環境の保全、そして
登山者の安全性の確保を図るため、
立山地域と薬師岳地域において、国
直轄事業により、歩道の整備と植生
の復元、侵食防止のための木製土留
工などを実施します。

　　�イ 　県立自然公園や県定公園について、
施設整備に対して補助を行います。

　　�ウ 　僧ヶ岳周辺の貴重な自然環境を保
全するための県立自然公園の新規指
定に向けて、関係機関との調整を行
います。

　　�エ 　山岳環境の保全のため中部山岳国
立公園において、山小屋等のトイレ
の整備に対して補助を行います。

　ク　県民公園新港の森、太閤山ランド、
自然博物園、野鳥の園及び頼成の森に
ついては、諸施設の有機的かつ一体的
な利用が図られるよう適切な管理に努
めます。

　ケ　立山山麓家族旅行村については、利
用の増進が図られるよう適切な管理運
営に努めます。

　コ　山岳遭難防止対策として、テレフォ

ンサービスや立山センターで山岳等の
総合情報を提供するなど安全登山を推
進します。

　サ　有峰の豊かな森林や文化を守り、森
林環境学習等に活用していくため、有
峰語り部講等の開催や有峰森林文化村
祭への支援、有峰ハウス、ビジターセ
ンター等の施設の管理・運営などを行
い、「水と緑と命の森を永遠に」を基本
理念として設立された有峰森林文化村
の活動を推進します。

�　生物多様性の確保
　ア　ライチョウの保護のため、立山一帯
で生態・生息環境調査や病理検査を実
施するとともに、室堂山周辺、みくり
が池、地獄谷周辺の区域において繁殖
期のスキーヤー等の立入りを規制しま
す。

　イ　イヌワシの生息環境を守るため、営
巣地に設置した観察カメラを利用し、
生態観察を行うとともに、保護指針を
もとにイヌワシと人との共生を目指し
ます。

　ウ　ビオトープマニュアルの活用により、
地域の自然環境に配慮した各種開発行
為の実施の推進を図り、生き物の棲む
環境の保全と創造を目指します。

　エ　美女平からブナ坂にかけてのアルペ
ンルート沿線において、ブナ林の更新
を図るため、ブナ苗木の保育等を行い
ます。

　オ　立山の高山植物を保護するため、ア
ルペンルート沿線に見られるセイヨウ
タンポポ等の外来植物を除去します。

　カ　ナチュラリストやバードマスターの
野外活動を通じ、種の多様性や生態系
の保全に関し、普及啓発を図ります。

　キ　人と野生鳥獣との共存を図るため、
ニホンザル保護管理計画を改定すると
ともに、ツキノワグマ保護管理指針策
定に向けて調査研究等の取組みを進め
るほか、自然博物園ねいの里に野生鳥
獣共生管理員を引き続き配置します。

　ク　内水面における在来種を保護し、持
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５　快適な環境づくり

　清らかな水辺や豊かな緑、美しい街並み
や歴史的雰囲気に満ちた落ち着いたたたず
まいなど、魅力ある郷土づくりに欠くこと
のできない快適な環境づくりのため、水や
緑の保全等を推進します。また、景観条例
に基づき、総合的かつ計画的にうるおいの
ある景観づくりを進めます。

�　県土美化推進運動の展開
　ア　日本一きれいな県土づくりをめざし、
県民の美化意識やモラルの高揚に努め
るとともに、県土美化推進功労者表彰
の実施、ポスター・ごみ持ち帰り袋等
の配布、広報誌等による啓発活動を実
施します。

　イ　県土美化推進県民会議が中心となり、
地域住民や関係団体等の協力を得て、
４月から９月にかけて、「まちやむらを
美しくする運動」、「川をきれいにする
運動」、「山や海岸をきれいにする運動」、
「空カンゼロ運動」を実施します。

　ウ　ごみゼロの日（５月３０日）、県土美化
の日（６月５日）等の統一行動事業を
推進し、「日本一のきれいな県土」の実
現をめざします。

　エ　ＰＴＡや市町村等と連携して県民総
参加によるごみゼロとやまキャンペー
ンを実施します。

　オ　地域住民等が主体となり、海岸や公
園等における継続的な美化活動を促進

するため、「アダプト・プログラム事業」
を実施し、行政と地域住民との協働体
制づくりを推進します。

　カ　県管理道路においては継続的・積極
的な美化推進を図るため、「道路愛護ボ
ランティア制度」を実施しており、ま
た県管理河川においては河川環境の美
化保全等の河川愛護活動を支援するな
ど、地域住民等と連携して、県自らも
きれいな県土づくりに取り組みます。

�　心地よい水辺環境の創造
　ア　「とやまの名水（陸水６５件および深
層水１件）」について、市町村と連携し、
ＰＲ冊子を作成するとともに、各種イ
ベント等のあらゆる機会を捉えて県内
外に向け発信します。また、県民共有
の財産として保全していくため維持管
理状況等の定期的な点検を実施します。

　イ　「とやまの名水」の飲用に起因する
健康被害の発生を防止するために、市
町村が実施する水質検査に対する指
導・助言や「とやまの名水」の衛生管
理に関する調査研究を行うとともに、
「とやまの名水ネットワーク協議会」
を開催して、管理者、市町村等におけ
る情報交換を行い、衛生管理の技術向
上を図るなど、「とやまの名水」を安心
して利用できるよう衛生管理の徹底に
努めます。

続的な利用を図るため、外来魚（ブラ
ックバス、ブルーギル等）とカワウの
駆除を推進します。

�　豊かで美しい森づくりの推進
　ア　「富山県森林・林業新世紀ビジョン」
等に基づき、人工林での間伐の推進や
ツキノワグマとの棲み分けのための里
山整備などを実施します。

　イ　「とやま森づくりサポートセンタ
ー」による活動支援を行うほか、森林
ボランティア活動や森林環境教育活動

などの体験活動や森づくりシンポジウ
ム等を通じて、県民参加による森づく
りを推進します。

　ウ　森林の公益的機能を持続的に発揮さ
せ、水と緑に恵まれた県土の形成及び
心豊かな県民生活の実現を図るために、
森づくりの理念、基本計画の策定、新
たな施策の財源とする「水と緑の森づ
くり税」の導入などを盛り込んだ「富
山県森づくり条例」を制定し、県民全
体で支える森づくりを推進します。
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　ウ　河川が本来有している生物の良好な
生息・生育環境に配慮し、あわせて美
しい自然景観を保全あるいは創出する
多自然型川づくりを推進します。また、
農業用水路等の親水機能の保全と整備
を推進します。

　エ　親水型の公園の整備を図るため、ポ
ートルネッサンス２１計画を推進すると
ともに、富岩運河環水公園の整備を行
います。

　オ　美しい海岸を守り、快適な環境をつ
くるため、ふるさと海岸整備事業を推
進します。

�　里や街における豊かな緑の保全と創造
　ア　家庭や地域における緑化活動を進め
るため、花と緑の銀行において花の苗
や緑化木の配布を行います。また、地
域緑化の推進役となるグリーンキーパ
ー（花と緑の指導員）の増員と技術向
上を図るとともに、県民が主役となっ
た緑化運動を展開します。

　イ　県民に親しまれる花と緑の豊かな拠
点施設づくりを推進するため、中央植
物園を核とした植物公園ネットワーク
の機能充実を図ります。

　ウ　花と緑の富山を印象的にアピールす
るため、駅前や空港に設置した花だよ
り花壇に四季折々の花などを植栽しま
す。

　エ　子供から大人まで幅広く花と緑に親
しむ機会を創出するため、花と緑の銀
行において、花と緑のフェスティバル
を開催するとともに、インターネット
等を活用して県内の花や緑の見ごろに
あわせた開花状況等の情報提供を実施
します。

　オ　県内のさくらの保護・育成を図るた
めの「さくらの名所」の整備事業や県
内に自生する野生種の苗木育成を行い
ます。

　カ　緩衝緑地として富山新港地区の「県
民公園新港の森」及び富山空港地区の
「空港スポーツ緑地」の整備を推進し
ます。また、運動施設等を備えたこれ

らの公園が県民に親しまれるよう運営、
管理に努めます。

�　うるおいある景観の保全と創造
　ア　景観づくりを総合的、計画的に推進
するため、景観条例に基づき、大規模
行為の届出制度等の景観づくりの推進
に関する施策を実施します。また、県
民や市町村等の景観づくりの取組みを
支援するために、景観アドバイザーの
派遣及び景観づくり補助事業を実施し
ます。さらに、景観に関する意識の向
上や景観づくりの取組みを奨励するた
め、「うるおい環境とやま賞」の表彰を
実施します。

　イ　地域の特性に配慮した景観整備の具
体化を推進するため、全県域公園化推
進プランやふるさと環境総合整備ガイ
ドライン等に基づき、まちづくり交付
金を活用し、優れた景観整備等を推進
します。

　ウ　国土の保全とあわせ良好な海岸環境
の形成を図ることを目的とし、自然環
境と調和した海岸整備を行うエコ・コ
ースト事業を伏木富山港海岸（雨晴地
区）において実施します。

　エ　海浜空間の面的な整備により住民が
海と親しみ憩える場の形成を目指し、
ふるさと海岸整備事業やコースタル・
コミュニティ・ゾーン（ＣＣＺ）整備
事業を推進します。

　オ　河川が本来有している生物の良好な
生息・生育環境に配慮し、あわせて美
しい自然景観を保全あるいは創出する
ため、河川改修にあたっては多自然型
川づくりを推進します。

　カ　渓流の持つ優れた景観や生態系等の
自然環境と調和し、個々の渓流の特色
を活かした砂防事業を展開し、水と緑
が豊かな渓流づくりを推進します。

　キ　がけ崩れ対策の実施にあたっては、
斜面が有する優れた景観や生態系を保
全する観点から、自然環境や景観上良
好な状態を保ちつつ、緑豊かな斜面空
間の創出を推進します。
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　ク　道路景観の向上、沿道景観の向上、
とやまらしいみちづくり、道路緑化等
を目指す「新とやまのみちＢＩＧ作戦」
を進めます。

　ケ　自然とやすらぎの空間として農村や
山村を楽しむことにも配慮しつつ、農
道や林道の整備を進めます。

　コ　田園空間整備実施計画（となみ野）
に基づき整備した中核施設や地域拠点
を中心に、地域住民が主体となる美し
い散居景観を保全するための活動を関
係団体、関係市と連携して行います。

　サ　屋敷林（カイニョ）に覆われた緑豊
かな散居景観を保全・育成するため、
散居景観保全に関する住民協定締結を
促進するとともに、散居景観保全事業
により、屋敷林の維持管理など住民の
活動を支援します。

　シ　棚田地域を含む農村における多面的
機能の良好な発揮と集落の活性化を図
るため、「富山県農村環境創造基金」に
より、農村環境保全に関する研修会の
開催、棚田保全活動に対する都市住民
の参加促進や活動推進、子供の農作業
体験等への活動支援を実施します。

　ス　「都市との交流による農山漁村地域
の活性化に関する条例」や「とやまグ
リーン・ツーリズム推進プラン」に基
づき、農山漁村地域における自然景観
の保全や農山漁村の持つ多面的機能の

維持向上などを推進します。

�　歴史や文化をいかした街づくり
　ア　開発事業の際に、ふるさと環境総合
整備ガイドラインに基づき、歴史的文
化的資源を活かした街づくりの誘導や
指導を行います。

　イ　市町村が実施するまちなみ保全の環
境整備事業に対して助成を行います。

　ウ　市町村が実施する史跡等を利用した
公園（いわゆる文化財公園）の環境整
備に対し、助成を行います。

　エ　「ひみ田園漁村空間博物館整備基本
計画」に基づき整備した総合案内施設
を中心に、獅子舞等地域住民が主体と
して行う農村文化について、その保全
に関する支援を、関係市と連携して行
います。

�　快適なトイレの推進
　ア　快適なトイレの整備、維持管理等を
推進するため、快適トイレ推進プラン
の普及に努めるとともに、ＮＰＯとの
協働事業として、トイレフォーラム等
を開催し、設置者や利用者の普及啓発
を図ります。

　イ　民間の山小屋事業者が整備する環境
保全に十分配慮されたトイレの整備、
改良に対し、助成を行います。

６　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　地球にやさしいとやまプランやとやま温
暖化ストップ計画に基づき、県民、事業者
及び行政が一体となった温暖化対策を推進
するとともに、酸性雨、黄砂に関する実態
調査を実施します。
　また、国際的なレベルで環境協力が実施
できる中核拠点として１０年９月に政府所管
の公益法人として設立された�環日本海環
境協力センタ－の運営を支援し、各種の環
境協力や調査研究及び施策支援事業を推進
するほか、同センターが国連環境計画の提
唱する北西太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）

の地域活動センタ－（ＣＥＡＲＡＣ）とし
て実施する事業に対し、必要な支援を行い
ます。

�　地球環境保全行動計画の推進
　　地球環境保全に向けた自主的な取組み
を推進するため、地球環境保全に関する
情報を体系的に県民に提供するとともに、
「エコライフスタイル推進大会」の開催
などにより、環境に配慮したライフスタ
イルの一層の定着を推進します。
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�　地球環境保全のための対策の推進
　ア　「富山県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」である�とやま環境財団の地
球温暖化防止に関する啓発活動等の支
援を行います。また、地域における取
組みを推進するため、地球温暖化防止
活動推進員の活動を支援します。

　イ　家庭における地球温暖化対策を地域
で推進するため、環境家計簿や省エネ
ルギー機器を活用した県民参加型モデ
ル事業として「とやまエコ・メイト事
業」を実施します。

　ウ　１０歳の児童が中心となって、１０項目
の地球温暖化対策を１０週間、家族とと
もに取り組む「とやま環境チャレンジ
１０事業」を、実施校を拡大し、実施し
ます。

　エ　家電製品のエネルギー消費効率の違
いをラベルに明示し、経済的でエネル
ギー消費効率に優れた家電製品の普及
拡大を図る「とやまCO２削減ラベルキ
ャンペーン事業」を家電販売業界等と
連携して実施します。

　オ　事業者の地球温暖化防止活動への取
組みの意欲の増進や活動の環の拡大を
図るため、事業者の温暖化防止活動を
県に登録し、ホームページ等により広
く県民に紹介する「とやまストップ温
暖化トライアル事業」を実施します。

　カ　環境省の策定した中小企業向け環境
マネジメントシステムである「エコア
クション２１」の普及拡大を図るため、
「エコアクション２１自治体イニシャテ
ィブ・プログラム」（多くの事業者が一
斉に「エコアクション２１」の認証・取
得を目指す事業）を実施するとともに、
事業者の ESCO 事業＊、ビルエネルギ

エ ス コ

ー管理システム（BEMS）の導入促進
を図るため、セミナーを開催します。

　キ　地域に根ざした地球温暖化対策を推
進するため、市町村による地球温暖化
対策地域協議会の設立や同地域協議会
の活動に対して助成します。

　ク　とやま温暖化ストップ計画の着実な
推進を図るため、県民、事業者及び行
政の代表で構成する「地球温暖化対策
推進会議」を中心に、各種取組みの推進
に努めます。また、とやま温暖化スト
ップ計画の進行を管理するため、１６年
度の温室効果ガス排出量を算定します。

　ケ　地球温暖化防止等の面ですぐれてい
る太陽光発電システムや低公害車の普
及を図るため、一般住宅における太陽
光発電システムやバス事業者による低
公害車の導入に対して助成します。ま
た、中小企業者の低公害車の購入に対
し、低利資金を融資します。

　コ　二酸化炭素吸収源としての森林の役
割が十分発揮されるよう、森林吸収源
対策推進プランに基づく森林の整備・
保全を着実に推進します。

　サ　省資源、省エネルギー運動を推進す
るため、ポスター等の啓発物品の配布
や、省資源・省エネルギーに関する各
種情報を県ホームページや情報誌に掲
載するなど、普及啓発活動を行います。

　シ　環境マネジメントシステムの啓発等
により、省資源・省エネルギーに配慮
した事業活動の普及を図ります。

　ス　新エネルギーについて、パンフレッ
トやホームページにより普及啓発を図
るとともに、行政における率先導入を
図るため、庁内プロジェクトチームで
情報交換を行い、県有施設への太陽光
発電や風力発電の導入可能性検討や、
公有施設における導入状況調査を行い
ます。また、新エネルギーの技術開発
を進めるため、産学官連携による公募
型研究を支援します。

　セ　地域公共交通のあり方及び具体的な
施策を示した地域交通ビジョンに基づ
き、公共交通機関の利用促進を図ると
ともに、公共交通の維持活性化に努め
ます。

　ソ　オゾン層の保護や地球温暖化を防止
するため、フロン回収破壊法に基づき、

＊ＥＳＣＯ … オフィスビルや工場等を対象に包括的な省エネルギーサービスを提供する「Energy Service 
Company」のこと。
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回収業者の登録を行い、フロン類の回
収等を推進します。

　タ　酸性雨による生態系等への影響を未
然に防止するため、雨水や土壌・植生
等への影響についてモニタリング調査
を実施します。

　チ　黄砂の実態を解明するため、黄砂成
分を調査するとともに、ライダーモニ
タリングシステムにより飛来状況を把
握します。

�　環日本海地域の環境保全と国際環境協
力
　ア　国、国際機関等と連携を図りながら、
�環日本海環境協力センター（ＮＰＥ
Ｃ）の活動を支援し、環日本海地域に
おける国際環境協力を推進します。

　イ　ＮＰＥＣと連携して、環境保全に関
する次の交流推進、調査研究事業を推
進します。

　　�ア 　本県がコーディネート自治体を務
める「北東アジア地域自治体連合環
境分科委員会」を運営し、個別プロ
ジェクト活動が円滑に行われるよう
調査等を実施します。

　　�イ 　対岸地域と環境の状況等に関する
情報交換や協力事業の協議を行うと
ともに、水質保全等に関する環境技
術研修員の受入れを行います。

　　�ウ 　環日本海地域の環境保全の基礎資
料とするとともに地域住民の環境保
全意識の醸成を図るため、沿岸諸国
の自治体やＮＧＯが参加して海辺の
漂着物調査を実施するほか、ロシア
沿海地方との渡り鳥に関する共同調
査、中国遼寧省との水質環境に関す
る共同調査研究を実施します。

　　�エ 　北東アジア地域の環境教育を推進
するため、「北東アジア青少年環境シ
ンポジウム２００６」をロシア沿海地方
で開催します。

�　北西太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）
の推進
　ア　ＮＯＷＰＡＰの地域活動センター

（ＣＥＡＲＡＣ）に指定されたＮＰＥＣ
が国際的な役割を適切に果たせるよう、
赤潮を含む有害藻類の異常繁殖に関す
る取組みやリモートセンシングによる
海洋環境モニタリング手法の開発を支
援します。

　イ　ＮＯＷＰＡＰの活動を推進するため、
ＮＰＥＣが実施する次の事業を支援し
ます。

　　�ア 　リモートセンシングによる海洋環
境モニタリング手法の開発を進める
ため、富山湾をモデル海域として、
調査研究を行うほか、ＮＯＷＰＡＰ
関係国の専門家で構成するワーキン
ググループ会議や国内外の専門家等
の参加のもとに国際ワークショップ
を開催します。

　　�イ 　ＣＥＡＲＡＣの優先課題である赤
潮を含む有害藻類の異常繁殖に関す
る取組み等を推進するため、関係国
専門家で構成するワーキンググルー
プ会議を開催します。

　　�ウ 　リモートセンシングにより、海洋
環境データを受信・解析し、ＮＯＷ
ＰＡＰ関係国を含む国内外に発信す
る「環日本海海洋環境ウォッチ事業」
を、環境省と連携して推進します。

　ウ　ＮＯＷＰＡＰのＲＣＵ富山事務所の
活動を、国、国際機関等と連携を図り
ながら支援します。

�　日本海学の推進
　　環日本海地域及び日本海を一つの循
環・共生体系としてとらえ、過去、現在
及び未来にわたる当該地域の人間と自然
の関わりを総合学として学際的に研究す
る日本海学について、日本海学推進機構
を中心に、県内外の研究機関等と連携し
て推進します。また、日本海学の普及啓
発を図るため、シリーズ「日本海学の新
世紀」の第７集を発刊するとともに、日
本海学シンポジウム、日本海学講座の開
催等を実施します。
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７　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

　６月の環境月間を中心に、各主体の公平
な役割分担のもとで自主的かつ積極的に環
境にやさしい行動をする社会への展開を図
るための各種活動を実施します。また、県
民の自主的な取組みを推進するため、環境
教育推進方針に基づき、こどもエコクラブ
の登録やその活動支援等を通じて環境教育
を推進します。

�　環境保全活動へのみんなの参加
　ア　６月の環境月間に、ポスターの募集
や展示、企業に対する環境行事の実施
の呼びかけ等を行います。

　イ　日常生活の中でのごみや二酸化炭素
等の排出を極力抑制する取組み（エコ
ライフスタイル）を促進するため、６
月に「エコライフスタイル推進大会」
を開催し、引き続いて県内１０市におい
て「エコライフスタイル・イベント」
を実施します。

　　　また、地球温暖化防止に向けた国民
運動である「チーム・マイナス６％」
と連携して、とやまオリジナルの４つ
の取組みを加えた１０のアクションに取
り組む「とやまエコライフ・アクト１０
宣言」を県民に呼びかけます。

　ウ　地域に根ざした環境保全活動に県民、
事業者及び行政が一体となって取り組
むため、�とやま環境財団が実施する
次の事業を支援します。

　　�ア 　個人・家庭、ＮＰＯ、企業、行政
が環境保全活動の協働を進める基盤
としての環境ネットワークの形成を
推進します。

　　�イ 　リサイクル認定制度の活用により、
リサイクル製品の需要拡大を図りま
す。

　　�ウ 　環境ＮＰＯ等の活動を助成すると
ともに、環境ライブラリー等により
環境教育を支援します。また、出前
講座の充実を図ります。

　　�エ 　地球温暖化防止活動推進員の活動
を支援します。

　　�オ 　エコアクション２１認証・登録制度
の普及啓発を図ります。

　エ　県民、事業者等に対する環境保全活
動の普及を図るため、�とやま環境財
団内に設置した環境保全相談室におい
て、環境保全相談員が、環境保全活動
の進め方、ごみ減量化や地球温暖化防
止活動の推進方策について相談業務を
実施します。

　オ　県民、事業者、行政が一体となって、
ごみゼロ型社会の実現に向けた取組み
を推進するため、「ごみゼロ推進県民大
会」を開催します。

　カ　環境負荷の低減を目的の一つとする
「ノーマイカーデー県民運動」の一層
の展開を図るため、交通事業者の協力
も得て実施する「県・市町村統一ノー
マイカーデー」により多くの県民の参
加を働きかけます。

　キ　中小企業者の環境問題への適切な対
応を図るため、�富山県新世紀産業機
構において、専門家による相談指導や
情報提供を行います。

　ク　中小企業者における環境の保全及び
創造に資する施設の整備を促進するた
め、中小企業者が設置する公害防止施
設、廃棄物の資源化・再生利用施設、
地下水の保全施設、山岳地トイレ、地
球温暖化防止施設の整備、低公害車の
購入等に長期で低利な資金を融資しま
す。

　ケ　畜産環境保全に係る施設導入に対し、
補助や資金の融資を行うとともに、リ
ース事業の積極的活用についても指導
を行います。

�　環境問題の理解と対応のための教育・
学習

　ア　１８年３月に策定した環境教育推進方
針に基づき、地域の環境教育に役立つ
プログラムづくりなどを推進します。

　イ　様々な生物とのふれあい、自然環境
の保全への理解を深める森と水辺のビ
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オトープ親子バス教室を実施します。
また、森林に対する関心を高めるため、
フォレストリーダーによる森林教室の
開催や、下刈り体験や森林整備の研修
を行う森づくり体験などのバス教室、
循環型社会の構築について理解と関心
を深めるため、廃棄物処理施設等を巡
るエコ・ライフバス教室を実施します。

　ウ　子ども達による自主的な取組みを推
進するため、こどもエコクラブの登録
やその活動の支援を行うとともに、希
望する学校、地域団体、企業などに講
師を派遣する出前講座を実施します。
また、環境に関する話題について、住
民等との意見交換を行う出前県庁（し
ごと談義）を実施します。さらに、ビ
デオ、リーフレット等の各種啓発用教
材の整備を進めます。

　エ　環境教育の一環として、小学生向け
副読本「地球環境問題を考えよう」を
作成・配布し、環境問題について啓発
普及を図ります。

　オ　小学校、中学校、高等学校、特殊教
育諸学校の教諭を対象に、環境教育研
修講座を開催し、環境教育に関する講
演や実習、学校における環境教育の計
画や実践の在り方について研修を行い
ます。

　カ　希望する小学校の教員を対象として、
環境保全に積極的に取り組む児童を育
てるため、「水質検査の方法」や「水生
昆虫の調べ方」など、総合的な学習の

時間での活動と関連する実験・観察巡
回研修を実施します。

�　事業者としての県の環境保全率先行動
　ア　県庁本庁舎のＩＳＯ１４００１による環
境マネジメントシステムに基づき、引
き続き環境に配慮したオフィス活動や
エコイベント実施方針による取組みを
推進するとともに、公共事業での環境
配慮など、県が実施する全ての事業で
環境への負荷を軽減する取組みを推進
します。

　イ　新県庁エコプランを推進します。特
に、出先機関等においては、ＩＳＯ
１４００１の手法を用いて取組みの強化を
図ります。

　ウ　グリーン購入調達方針の特定調達品
目（重点的に環境物品等の調達を推進
する品目）を１７分野２０６品目に拡大し、
引き続き環境物品等の調達の推進に努
めます。また、富山県リサイクル認定
製品の優先的な調達に努めます。

　エ　低公害車導入方針に基づき、県自ら
が率先して低公害車を導入するほか、
導入可能な低公害車がない場合であっ
ても、できるだけ低排出ガスかつ低燃
費の自動車を導入します。

　オ　県庁ごみゼロ宣言を踏まえ、民間の
リサイクル事業者等の関係機関と協力
し、県庁本庁舎から排出される廃棄物
をすべてリサイクルする（廃棄物の埋
立をゼロにする）ことをめざします。

８　総合的視点で取り組む環境の保全と創造

　今日の環境問題に総合的視点で取り組む
ため、総合的な環境対策を推進します。ま
た、環境影響評価条例等に基づき、環境に
著しい影響を及ぼすおそれのある事業につ
いて、適切な環境影響評価の実施を指導し
ます。

�　環境問題の解決に向けた公害防止計画
　ア　１６年度に策定した第７次富山・高岡
地域公害防止計画に基づき、関係機関

と連携して、環境を改善するための各
種事業を総合的かつ計画的に実施しま
す。

　イ　公害防止計画に基づく事業の実施状
況や効果を把握し、計画に掲げる施策
の着実な推進に努めます。

�　事業実施に当たっての環境への影響評
価の推進

　ア　大規模開発による環境汚染の未然防
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止を図るため、環境影響評価条例に基
づき、適切な環境影響評価を推進しま
す。

　イ　公害防止条例に基づき、工場等の新
増設に当たっては、事業者と事前に公
害防止対策等について協議を行い、計
画段階からの公害の未然防止を図りま
す。また、必要に応じて事業者と地元
市町村等との公害防止協定の締結を推
進します。

　ウ　土地対策要綱に基づき、一定規模以
上の土地の開発に当たっては、開発事
業者と事前に生活環境や自然環境の保
全について協議を行い、環境汚染の未
然防止を図ります。

�　環境の保全及び創造を支える調査研究
等の推進
　ア　環境科学センターにおいて、地球温
暖化や循環型社会の構築等に関する次
の調査研究を行います。

　　・地球温暖化に関する研究
　　・東アジア地域からの大気降下物に関

する研究
　　・環境水中の内分泌かく乱化学物質に

関する研究
　　・富山湾の水質汚濁メカニズムに関す

る研究
　　・湖沼における水質特性とプランクト

ンに関する研究
　　・産業廃棄物最終処分場浸出水のバイ

オアッセイに関する研究
　　・循環型社会構築に関する研究
　イ　衛生研究所において、イタイイタイ
病の予防に関する研究のほか、化学物
質の汚染の評価や不快昆虫の防止対策
等に関する次の調査研究を行います。

　　・環境汚染物質と生体影響に関する調
査研究

　　・食品中の残留農薬及びその他の有害
物質に関する調査研究

　　・不快昆虫の多発防止対策の調査研究
　ウ　工業技術センターにおいて、産業廃
棄物の有効利用を図り、また、環境へ
の影響や負荷を最小限に抑えるため、

繊維強化複合材料リサイクル技術、海
洋由来の有用微生物の工業的応用、高
分子マトリックス繊維複合材料の製造
技術及びリサイクル技術に関する研究、
保存処理建築廃材のリサイクル利用法
の開発、グリーンケミストリーを指向
した酸化反応触媒の開発、マグネシウ
ム合金のリサイクル技術、有機材料複
合化グリーンプラスチックの開発等に
ついて研究を行います。

　エ　農業技術センター農業試験場におい
て、神通川流域等のカドミウム汚染田
のうち、公害防除特別土地改良事業に
より復元が完了した客土水田について、
施肥改善効果の確認調査や産米等の安
全確認調査を行います。

　オ　農業技術センター畜産試験場におい
て、家畜ふん尿の堆肥化過程で発生す
る環境負荷物質の回収処理技術や、環
境に負荷を与えない豚の飼養管理技術
について調査研究を行います。

　カ　林業技術センター林業試験場におい
て、酸性雨等による森林影響の基礎資
料を得るため、酸性雨等森林影響予測
に関する調査を行います。

　キ　林業技術センター木材試験場におい
て、持続的生産が可能なバイオマスを
有効利用するため、製材工場の残廃材
の循環利用や建築廃材の再利用につい
て研究します。

　ク　水産試験場において、富山湾におけ
る赤潮の発生状況を調査するとともに、
漁場環境の把握等に関する次の調査を
行います。

　　・漁場環境状況に関する調査
　　・富山湾の底生生物調査

�　環境コミュニケーションの推進
　ア　県民等が環境に関する情報を容易に
収集できるよう、インターネット等を
活用して、迅速でわかりやすい情報の
提供に努めるとともに、情報の積極的
な公開に努めます。

　イ　環境の保全及び創造に関する施策に
反映させるため、県民等の環境に関す
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る考え方や施策に対するニーズの把握
に努めます。

�　県民参加による新たな環境保全の仕組
みづくり
　ア　パブリックコメントの実施などによ
り、環境保全の仕組みづくりについて、
県民参加により検討する機会を設けま
す。

　イ　環境審議会委員の公募を実施し、県
民の意見を環境保全施策に反映します。

　ウ　ＮＰＯ、事業者、報道機関、行政な
どあらゆる活動主体が連携協力して環
境保全活動を推進するため、「環境にや
さしいとやま推進県民会議（仮称）」の
設置を検討します。
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　表２‐１　一般環境観測局の概要

測　定　項　目　等調査機関設置年度所 在 地観　測　局市　町区分

・二酸化硫黄（溶液導電率
法又は紫外線蛍光法）
・浮遊粒子状物質（β線吸
収法）
・窒素酸化物（ザルツマン
試薬を用いる吸光光度
法又はオゾンを用いる
化学発光法）
・光化学オキシダント（中
性ヨウ化カリウム溶液
を用いる吸光光度法又
は紫外線吸収法）
・風向風速（光パルス式）
・テレメータ化

市５０水 橋 畠 等富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

市４２蓮 町富 山 岩 瀬

市３芝 園 町富 山 芝 園

市４８高 田富 山 神 明

市４８赤 田富 山 蜷 川

市４８笹 倉婦 中 速 星

県、市３上 島滑 川 上 島
滑 川 市

県、市５０大 崎 野滑 川 大 崎 野

県４２伏木東一宮高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

県、市５１能 町 南高 岡 能 町

県、市４３中 川高 岡 本 丸

市４７美 幸 町高 岡 波 岡

県、市４７戸出大清水高 岡 戸 出

県４福岡町土屋福 岡

県４窪氷 見氷 見 市

県４２三 日 曽 根新湊三日曽根

射 水 市
県、市４８東 明 中 町新 湊 海 老 江

県、市４５今 井新 湊 今 井

県４７中 太 閤 山小 杉 太 閤 山

県３北 鬼 江魚 津魚 津 市
新
川
地
域

県、市４植 木黒 部 植 木黒 部 市

県３入 膳入 善入 善 町

県４太 田砺 波砺 波 市
砺
波
・
小
矢
部
地
域

県４泉 町小 矢 部小矢部市

県４柴 田 屋福 野南 砺 市

２５計

第１　図表
　�　安全で健康な生活環境の確保

（１８年３月現在）
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　表２‐２　二酸化硫黄濃度の年度別推移（年平均値）

１７１６１５１４１３
年　　　度

観　測　局

０．００３０．００４富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

０．００３０．００５０．００５０．００５０．００４富 山 岩 瀬

０．００３０．００４０．００３０．００３０．００３富 山 芝 園

０．００２０．００３富 山 神 明

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１富 山 蜷 川

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００３婦 中 速 星

０．００１０．００００．００００．００１０．００３滑 川 上 島
滑 川 市

０．００１０．００００．００００．００２０．００３滑 川 大 崎 野

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

０．００００．００００．００００．００２０．００３高 岡 能 町

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１高 岡 本 丸

０．００３０．００３高 岡 波 岡

０．００００．００００．００００．００００．０００高 岡 戸 出

０．００３０．００２０．００２０．００３福 岡

０．００１０．００３０．００２０．００２０．００２氷 見氷 見 市

０．００４０．００３０．００３０．００２０．００３新湊三日曽根

射 水 市
０．００１０．００１０．００１０．００００．００１新 湊 海 老 江

０．００３０．００３０．００２０．００２０．００４新 湊 今 井

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１小 杉 太 閤 山

０．００３０．００４０．００２０．００３０．００３魚 津魚 津 市
新
川
地
域

０．００３０．００３０．００３０．００３０．００３黒 部 植 木黒 部 市

０．００３０．００３０．００２０．００２０．００３入 善入 善 町

０．００４０．００２０．００２０．００２０．００３砺 波砺 波 市
砺
波
・
小
矢
部
地
域

０．００３０．００２０．００３０．００２０．００３小 矢 部小矢部市

０．００４０．００３０．００２０．００２０．００２福 野南 砺 市

０．００２０．００２０．００２０．００２０．００３年平均値

注１　測定は、溶液導電率法又は紫外線蛍光法によります。
　２　「富山県大気汚染常時観測局適正配置計画」により、富山水橋、富山神明及び高岡波岡について

は１５年度、福岡については１７年度に測定を廃止し、それぞれ、富山岩瀬、富山芝園、高岡本丸及び
小矢部に集約しました。

（単位：ppm）
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　表２‐３　二酸化硫黄に係る環境基準の達成状況

注１　測定は、溶液導電率法又は紫外線蛍光法によります。
　２　短期的評価による適（〇）とは、１日平均値がすべての有効測定日（１日２０時間以上の測定が行

われた日をいう。）で０．０４ppm以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間において０．１ppm
以下であることをいいます。

　３　長期的評価による適（〇）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲
にあるものを除外した後の最大値が０．０４ppm以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が
０．０４ppmを超える日が２日以上連続しないことをいいます。

　４　「富山県大気汚染常時観測局適正配置計画」により、富山水橋、富山神明及び高岡波岡について
は１５年度、福岡については１７年度に測定を廃止し、それぞれ、富山岩瀬、富山芝園、高岡本丸及び
小矢部に集約しました。　

長期的評価によ
る適（〇）、否（×）

短期的評価によ
る適（〇）、否（×）

１日平均値の２％除外値（ppm）項　目

観　測　局

０．０４ppm以下であること基　準

１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３年　度

○○○○０．００６０．００８富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００７０．０１２０．０１２０．０１００．０１０富 山 岩 瀬

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００８０．００７０．００８０．００７０．００９富 山 芝 園

○○○○０．００６０．００８富 山 神 明

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００３０．００２０．００２０．００２０．００４富 山 蜷 川

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００３０．００２０．００３０．００３０．００８婦 中 速 星

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００２０．００２０．００２０．００３０．００６滑 川 上 島
滑 川 市

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００２０．００２０．００２０．００５０．００８滑 川 大 崎 野

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００３０．００３０．００４０．００３０．００４高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００２０．００２０．００２０．００５０．００６高 岡 能 町

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００３０．００２０．００２０．００２０．００４高 岡 本 丸

○○○○０．００６０．００８高 岡 波 岡

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００２０．００１０．００２０．００１０．００２高 岡 戸 出

〇〇○○〇〇○○０．００６０．００５０．００４０．００６福 岡

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００５０．００５０．００４０．００４０．００５氷 見氷 見 市

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００７０．００６０．００６０．００５０．００８新湊三日曽根

射 水 市
〇〇〇○○〇〇〇○○０．００４０．００３０．００２０．００２０．００６新 湊 海 老 江

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００７０．００６０．００５０．００６０．００９新 湊 今 井

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２小 杉 太 閤 山

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００６０．０１２０．００５０．００４０．００９魚 津魚 津 市
新
川
地
域

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００６０．００６０．００５０．００５０．００８黒 部 植 木黒 部 市

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００６０．００６０．００４０．００４０．００７入 善入 善 町

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００６０．００５０．００４０．００４０．００６砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００５０．００５０．００６０．００４０．００８小 矢 部小矢部市

〇〇〇○○〇〇〇○○０．００５０．００５０．００４０．００３０．００６福 野南 砺 市
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　表２‐４　二酸化窒素濃度の年度別推移（年平均値）

１７１６１５１４１３
年　　　度

観　測　局

０．０１００．０１１０．０１００．０１００．０１１富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

０．０１３０．０１５０．０１４０．０１４０．０１５富 山 岩 瀬

０．０１２０．０１３０．０１２０．０１３０．０１３富 山 芝 園

０．０１２０．０１２０．０１２０．０１２０．０１２富 山 神 明

０．０１００．０１００．０１００．０１１０．０１２富 山 蜷 川

０．００８０．００８０．００８０．００７０．００８婦 中 速 星

０．０１４０．０１４０．０１４０．０１４０．０１３滑 川 上 島
滑 川 市

０．００４０．００３０．００３０．００３０．００３滑 川 大 崎 野

０．００８０．００８０．００８０．００９０．００９高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

０．０１４０．０１４０．０１３０．０１３高 岡 能 町

０．０１４０．０１４０．０１４０．０１４０．０１３高 岡 本 丸

０．０１００．００９０．０１１０．０１１０．０１１高 岡 波 岡

０．０１００．０１００．０１１０．０１１０．０１１高 岡 戸 出

０．００８０．００８０．００６０．００８福 岡

０．００７０．００６０．００６０．００６０．００６氷 見氷 見 市

０．０１２０．０１１０．０１００．０１００．０１２新湊三日曽根

射 水 市
０．０１００．０１００．００８０．０１００．０１１新 湊 海 老 江

０．００６０．００９０．０１３０．０１１０．０１３新 湊 今 井

０．０１２０．０１３０．０１２０．０１２０．０１３小 杉 太 閤 山

０．０１００．０１２０．０１３０．０１１０．０１２魚 津魚 津 市
新
川
地
域

０．００９０．００８０．００９０．００９０．０１０黒 部 植 木黒 部 市

０．０１１０．０１２０．０１２０．０１１０．０１１入 善入 善 町

０．００８０．００８０．００８０．００８０．００８砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

０．００８０．００８０．００９０．００９０．００９小 矢 部小矢部市

０．００７０．００７０．００７０．００８０．００７福 野南 砺 市

０．０１００．０１００．０１００．０１００．０１１年平均値

注１　測定は、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法によります。
　２　「富山県大気汚染常時観測局適正配置計画」により、高岡能町及び福岡については、１７年度に測

定を廃止し、それぞれ、高岡本丸及び小矢部に集約しました。

（単位：ppm）
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　表２‐５　二酸化窒素に係る環境基準の達成状況

注１　測定は、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法によります。
　２　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目にあ

たる値が、０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下であることをいいます。
　３　「富山県大気汚染常時観測局適正配置計画」により、高岡能町及び福岡については、１７年度に測

定を廃止し、それぞれ、高岡本丸及び小矢部に集約しました。

環境基準の適（〇）、否
（×）

１日平均値の９８％値（ppm）項　目

観　測　局

０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾーン内又はそ
れ以下であること基　準

１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３年　度

○〇〇○○０．０２３０．０２６０．０２４０．０２３０．０２２富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

○〇〇○○０．０２６０．０３１０．０２９０．０２８０．０２７富 山 岩 瀬

○〇〇○○０．０２４０．０２７０．０２６０．０２６０．０２７富 山 芝 園

○〇〇○○０．０２６０．０２５０．０２４０．０２５０．０２３富 山 神 明

○〇〇○○０．０２３０．０２００．０２３０．０２２０．０２２富 山 蜷 川

○〇〇○○０．０１８０．０２００．０２００．０１７０．０１９婦 中 速 星

○〇〇○○０．０２９０．０２７０．０２７０．０２７０．０２５滑 川 上 島
滑 川 市

○〇〇○○０．００９０．００７０．０１００．００９０．０１０滑 川 大 崎 野

○〇〇○○０．０２１０．０２２０．０２２０．０２２０．０２２高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

〇〇○○０．０３２０．０３３０．０３１０．０２８高 岡 能 町

○〇〇○○０．０３００．０３２０．０３４０．０２９０．０２６高 岡 本 丸

○〇〇○○０．０２６０．０２１０．０２５０．０２６０．０２４高 岡 波 岡

○〇〇○○０．０２７０．０２５０．０２８０．０２７０．０２４高 岡 戸 出

〇〇○○０．０２１０．０１８０．０１６０．０１９福 岡

○〇〇○○０．０１７０．０１６０．０１５０．０１６０．０１５氷 見氷 見 市

○〇〇○○０．０２９０．０２９０．０３００．０２７０．０３０新湊三日曽根

射 水 市
○〇〇○○０．０２４０．０２５０．０２４０．０２２０．０２３新 湊 海 老 江

○〇〇○○０．０１５０．０２５０．０３３０．０２８０．０２７新 湊 今 井

○〇〇○○０．０２５０．０２７０．０２８０．０２３０．０２６小 杉 太 閤 山

○〇〇○○０．０２１０．０２３０．０２６０．０２４０．０２２魚 津魚 津 市
新
川
地
域

○〇〇○○０．０２３０．０２００．０２１０．０２００．０２０黒 部 植 木黒 部 市

○〇〇○○０．０２４０．０２４０．０２５０．０２２０．０２０入 善入 善 町

○〇〇○○０．０２００．０１９０．０２００．０１８０．０１６砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

○〇〇○○０．０２３０．０２１０．０２１０．０２２０．０２０小 矢 部小矢部市

○〇〇○○０．０２２０．０２１０．０２００．０２１０．０１６福 野南 砺 市
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　表２‐６　浮遊粒子状物質濃度の年度別推移（年平均値）

１７１６１５１４１３
年　　　度

観　測　局

０．０１９０．０２１０．０２３０．０２５０．０２７富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

０．０２７０．０２８０．０２６０．０２８０．０２９富 山 岩 瀬

０．０２４０．０２５０．０２５０．０２４０．０２８富 山 芝 園

０．０２００．０２１０．０２３０．０２６０．０３１富 山 神 明

０．０２００．０２１０．０２３０．０２１０．０２４富 山 蜷 川

０．０１８０．０２２０．０２２０．０２３０．０２１婦 中 速 星

０．０２００．０２００．０２２０．０２２０．０１６滑 川 上 島
滑 川 市

０．０１５０．０１８０．０１９０．０１６０．０１６滑 川 大 崎 野

０．０２２０．０２１０．０２１０．０２１０．０２４高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

０．０２６０．０２７０．０２７０．０２５０．０２５高 岡 能 町

０．０２２０．０２２０．０２３０．０２６０．０２６高 岡 本 丸

０．０２２０．０２００．０１９０．０２２０．０２６高 岡 波 岡

０．０２５０．０２６０．０２６０．０２５０．０２６高 岡 戸 出

０．０２２０．０１３０．０２００．０１９０．０２０福 岡

０．０１６０．０２６０．０２４０．０２３０．０２３氷 見氷 見 市

０．０２２０．０２２０．０２２０．０２４０．０２７新湊三日曽根

射 水 市
０．０２３０．０２３０．０２１０．０２２０．０２４新 湊 海 老 江

０．０２４０．０２７０．０２３０．０２４０．０２７新 湊 今 井

０．０２１０．０２２０．０２２０．０２２０．０２５小 杉 太 閤 山

０．０１９０．０２１０．０１９０．０１４０．０１６魚 津魚 津 市
新
川
地
域

０．０１４０．０１８０．０１９０．０２１０．０２３黒 部 植 木黒 部 市

０．０１９０．０２００．０２１０．０１８０．０２１入 善入 善 町

０．０２７０．０３１０．０２７０．０２５０．０２５砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

０．０２９０．０２７０．０２４０．０２６０．０２６小 矢 部小矢部市

０．０２７０．０２６０．０２８０．０１６０．０３１福 野南 砺 市

０．０２２０．０２３０．０２３０．０２２０．０２４年平均値

注　測定は、β線吸収法によります。

（単位：mg／m３）
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　表２‐７　浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況

注１　測定は、β線吸収法によります。
　２　短期的評価による適（〇）とは、１日平均値がすべての有効測定日（１日２０時間以上の測定が行

われた日をいう。）で０．１mg／m３以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間において０．２mg
／m３以下であることをいいます。

　３　長期的評価による適（〇）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲
内にあるものを除外した後の最大値が０．１０mg／m３以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が
０．１０mg／m３を超える日が２日間以上連続しないことをいいます。

　４　※については、全国的に黄砂の確認された数日を含めて評価すると全局で否（×）です。

長期的評価によ
る適（〇）、否（×）

短期的評価によ
る適（〇）、否（×）

１日平均値の２％除外値（mg／m３）項　目

観　測　局

０．１０mg／m３以下であること基　準

１７１６１５１４※１３１７１６１５１４※１３１７１６１５１４１３年　度

○○〇○○○×〇××０．０５２０．０５１０．０４９０．０６３０．０５８富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

○○〇○○○×〇○×０．０６７０．０６２０．０５９０．０７００．０６７富 山 岩 瀬

○○〇○○○×〇○×０．０５６０．０６１０．０５９０．０６５０．０６２富 山 芝 園

○○〇○○○×〇○×０．０５４０．０５４０．０５１０．０６９０．０６９富 山 神 明

○○〇○○○×〇○×０．０５６０．０５２０．０５６０．０６２０．０５５富 山 蜷 川

○○〇○○○××○×０．０４９０．０６２０．０５８０．０６６０．０４８婦 中 速 星

○○〇○○○××××０．０６１０．０６３０．０５６０．０６８０．０４８滑 川 上 島
滑 川 市

○○〇○○○○〇○×０．０３８０．０４７０．０４８０．０４８０．０４６滑 川 大 崎 野

○○〇○○○××○×０．０５５０．０５５０．０４９０．０５８０．０６１高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

○○〇○○××〇××０．０７３０．０６８０．０６３０．０６７０．０６６高 岡 能 町

○○〇○○○×〇○○０．０５６０．０５９０．０５５０．０６９０．０６０高 岡 本 丸

○○〇○×××〇××０．０５６０．０４９０．０４８０．０６３０．０６９高 岡 波 岡

○○〇○○○×〇××０．０６６０．０７１０．０５９０．０６３０．０６４高 岡 戸 出

○○〇○○××〇××０．０６３０．０３６０．０５１０．０５５０．０５４福 岡

○○〇○○○×〇○×０．０５００．０６６０．０５４０．０５９０．０５９氷 見氷 見 市

○○〇○○○×〇××０．０５５０．０５６０．０５２０．０６７０．０６７新湊三日曽根

射 水 市
○○〇○○××〇○×０．０６９０．０６００．０４９０．０６５０．０５９新 湊 海 老 江

○○〇○○×××××０．０７３０．０７１０．０５８０．０６９０．０６４新 湊 今 井

○○〇○○○×〇○×０．０５６０．０５６０．０５００．０６１０．０５９小 杉 太 閤 山

○○〇○○○×〇××０．０５９０．０５５０．０４７０．０５００．０５１魚 津魚 津 市
新
川
地
域

○○〇○○○○〇××０．０４６０．０４９０．０４９０．０５８０．０５６黒 部 植 木黒 部 市

○○〇○○○○〇○×０．０５４０．０５００．０５００．０５１０．０５４入 善入 善 町

○○〇○○××〇××０．０６７０．０７９０．０６１０．０６４０．０５５砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

○○〇○○×○〇○×０．０６６０．０５６０．０５３０．０６４０．０６１小 矢 部小矢部市

○○〇○○××〇××０．０６１０．０６００．０６００．０５１０．０６４福 野南 砺 市
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　表２‐８　光化学オキシダント濃度の年度別推移（年平均値）

１７１６１５１４１３
年　　　度

観　測　局

０．０３５０．０３４０．０３５０．０３３０．０２９富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

０．０３３０．０３３０．０３４０．０３１０．０３０富 山 岩 瀬

０．０３３０．０３３０．０３４０．０３３０．０２９富 山 芝 園

０．０３１０．０３４０．０２９０．０３２０．０３０富 山 神 明

０．０３１０．０３３０．０３３０．０３２０．０２９富 山 蜷 川

０．０３２０．０２９０．０２９０．０３１０．０２３婦 中 速 星

０．０３３０．０３００．０３１０．０３１０．０２９滑 川 上 島
滑 川 市

０．０４３０．０３９０．０４１０．０４４０．０４２滑 川 大 崎 野

０．０３６０．０３４０．０３８０．０３４０．０３５高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

０．０３１０．０３００．０３００．０３００．０２８高 岡 能 町

０．０３２０．０３００．０３００．０２９０．０２９高 岡 本 丸

０．０３１０．０２８０．０３００．０２８０．０２６高 岡 波 岡

０．０３３０．０３１０．０３２０．０３００．０２９高 岡 戸 出

０．０３３０．０３１０．０３１０．０２９０．０３１福 岡

０．０３５０．０３３０．０３４０．０３２０．０３５氷 見氷 見 市

０．０３５０．０３５０．０３５０．０３４０．０３２新湊三日曽根

射 水 市
０．０３３０．０３１０．０３３０．０３２０．０３１新 湊 海 老 江

０．０３００．０２８０．０２７０．０２７０．０２６新 湊 今 井

０．０３１０．０３００．０３００．０２６０．０２７小 杉 太 閤 山

０．０３５０．０３２０．０３３０．０３２０．０３０魚 津魚 津 市
新
川
地
域

０．０３５０．０３３０．０３００．０３２０．０２８黒 部 植 木黒 部 市

０．０３５０．０３２０．０３１０．０３３０．０３３入 善入 善 町

０．０３５０．０３００．０３１０．０２９０．０３２砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

０．０２９０．０３００．０３００．０２９０．０２８小 矢 部小矢部市

０．０３６０．０３４０．０３４０．０２９０．０３１福 野南 砺 市

０．０３３０．０３２０．０３２０．０３１０．０３０年平均値

注　測定は、中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法又は紫外線吸収法によります。

（単位：ppm）
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　表２‐９　光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況

注　測定は、中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法又は紫外線吸収法によります。

１時間値が０．０６ppmを超えない場
合の割合（％）

１時間値の最高値（ppm）項　目

観　測　局

０．０６ppm以下であること基　準

１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３年　度

９１．６９０．９９０．３９４．９９６．１０．１０７０．１２７０．１０００．０９９０．０９０富 山 水 橋

富 山 市

富　
　
　

山　
　
　

地　
　
　

域

９３．６９１．９９０．６９６．１９５．１０．０９８０．１２４０．０９８０．０９６０．０９５富 山 岩 瀬

９２．２９０．９９０．５９２．９９５．７０．１０８０．１２９０．１０７０．１１６０．０９９富 山 芝 園

９４．５９０．３９３．５９３．８９３．６０．０９７０．１３３０．０９６０．０９９０．１０１富 山 神 明

９５．５９３．１９３．３９４．９９６．００．０８６０．１２７０．０９５０．０９８０．１００富 山 蜷 川

９３．４９５．１９５．３９５．２９７．１０．１０６０．１１６０．０９９０．１１３０．０９５婦 中 速 星

９１．０９３．６９２．４９２．３９３．７０．１１１０．１１７０．１０２０．１２９０．１０８滑 川 上 島
滑 川 市

８９．６９３．１９０．０８７．６８８．７０．１０６０．１０９０．１１１０．１２７０．１１６滑 川 大 崎 野

９５．４９３．３８９．２９４．１９２．６０．１０３０．１１３０．１０１０．１０００．１０１高 岡 伏 木

高 岡 市

高　
　

岡　
　

・　
　

射　
　

水　
　

地　
　

域

９４．７９４．４９４．１９４．３９５．６０．１０１０．１１６０．０９６０．１０２０．０９０高 岡 能 町

９３．５９３．５９４．１９６．３９５．５０．１０８０．１２１０．０９７０．０９８０．０９６高 岡 本 丸

９５．９９６．８９４．７９７．６９６．７０．０８９０．０９４０．０９６０．０８４０．０９１高 岡 波 岡

９２．４９３．３９２．６９３．３９４．９０．１０７０．１１１０．０９８０．１１２０．１０２高 岡 戸 出

９２．４９３．９９２．８９５．４９３．７０．１１５０．１１６０．１０５０．１０００．１０４福 岡

９１．４９４．１９０．０９３．１８９．８０．１０８０．１０６０．１０５０．０９８０．１０８氷 見氷 見 市

８８．６８９．０８７．３９０．３９０．９０．１１１０．１２７０．１０００．１０４０．１０８新湊三日曽根

射 水 市
９１．９９２．７９１．２９２．７９３．４０．１０５０．１２４０．０９７０．０９８０．１０６新 湊 海 老 江

９４．４９４．４９４．７９５．２９５．２０．１０８０．１２３０．０９６０．１０３０．０９９新 湊 今 井

９３．６９２．１９２．２９６．９９５．９０．１０２０．１２２０．１０６０．１０１０．１００小 杉 太 閤 山

９２．２９２．７９３．３９５．７９４．８０．１０８０．１２２０．０９８０．０９２０．１１０魚 津魚 津 市
新
川
地
域

９２．４９３．０９５．３９４．１９７．２０．１１００．１２４０．１０８０．１０２０．０９８黒 部 植 木黒 部 市

９２．４９２．４９５．４９４．３９３．３０．１１３０．１３４０．０９１０．１０７０．１０８入 善入 善 町

９４．８９５．７９５．８９６．８９４．１０．１０３０．１０３０．０９３０．０９５０．１０５砺 波砺 波 市砺
波
・
小
矢
部
地
域

９２．８９３．４９２．８９５．６９３．６０．１０９０．１０９０．１０４０．０９１０．１０６小 矢 部小矢部市

９０．８９２．５９２．２９５．７９３．２０．１１８０．１１２０．１０６０．１０００．１０１福 野南 砺 市
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（１８年３月現在）
　表２‐１０　自動車排出ガス観測局の概要

測　定　項　目　等調査機関設置年度所　在　地観　測　局市

・一酸化炭素（非分散型赤外分析
計を用いる方法）
・窒素酸化物（ザルツマン試薬を
用いる吸光光度法又はオゾンを
用いる化学発光法）
・炭化水素（水素炎イオン化法）
・浮遊粒子状物質（β線吸収法）
・テレメータ化

市５豊 田 町富 山 豊 田

富山市 市４７本 丸富 山 城 址

市３婦中町上田島婦 中 田 島

県１６大 坪 町高 岡 大 坪高岡市

県３鷲 塚小 杉 鷲 塚
射水市

県１６下 条小 杉 下 条

県３前 沢黒 部 前 沢黒部市

７計

注１　１６年度に高岡広小路を廃止し、より交通量の多い一般国道８号沿線の状況を監視する高岡大坪を
新設し、１７年度から監視を開始しました。

　２　１６年度に小杉下条を新設し、１７年度から監視を開始しました。
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　表２‐１１　自動車排出ガス観測局における測定結果の年度別推移（年平均値）

１７１６１５１４１３年　度
項目（単位）観測局

０．４０．５０．５０．６０．６（ppm）一酸化炭素
富　

山　

豊　

田富　
　
　
　
　

山　
　
　
　
　

市

０．０１７０．０２４０．０２５０．０２１０．０２３（ppm）一酸化窒素
０．０２２０．０２５０．０２６０．０２４０．０２３（ppm）二酸化窒素
０．０３９０．０４９０．０５００．０４６０．０４５（ppm）窒素酸化物
０．１９０．２２０．２００．２００．２１（ppmC）非メタン炭化水素
１．８３１．８２１．８３１．８１１．８３（ppmC）メタン
２．０２２．０５２．０３２．０１２．０４（ppmC）全炭化水素
０．０２３０．０２６０．０２７０．０２６０．０２９（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．４０．５０．５０．５０．６（ppm）一酸化炭素

富　

山　

城　

址

０．０１００．０１２０．０１２０．０１４０．０１７（ppm）一酸化窒素
０．０１８０．０１９０．０１９０．０１９０．０１８（ppm）二酸化窒素
０．０２８０．０３２０．０３２０．０３３０．０３５（ppm）窒素酸化物
０．１８０．２４０．２１０．１９０．２１（ppmC）非メタン炭化水素
１．８９１．８７１．８８１．８５１．８７（ppmC）メタン
２．０７２．１１２．０９２．０４２．０８（ppmC）全炭化水素
０．０２４０．０２５０．０２７０．０２５０．０２９（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．４０．５０．３０．３０．３（ppm）一酸化炭素

婦　

中　

田　

島

０．０１１０．０１２０．０１２０．０１１０．０１２（ppm）一酸化窒素
０．０１８０．０１９０．０１８０．０１７０．０１８（ppm）二酸化窒素
０．０２９０．０３１０．０２９０．０２８０．０３０（ppm）窒素酸化物
０．１５０．１６０．１７０．１３０．１６（ppmC）非メタン炭化水素
１．８５１．９２１．７５１．８０１．８０（ppmC）メタン
２．０１２．０８１．９２１．９３１．９６（ppmC）全炭化水素
０．０２１０．０２２０．０２１０．０２２０．０２５（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．５０．４０．５０．５０．６（ppm）一酸化炭素

高

岡

大

坪
＊

高　
　
岡　　

市

０．０３７０．０１３０．０１４０．０１４０．０１５（ppm）一酸化窒素
０．０２５０．０１９０．０２００．０１９０．０１９（ppm）二酸化窒素
０．０６２０．０３３０．０３４０．０３３０．０３４（ppm）窒素酸化物
０．２７０．２００．２００．１８０．２０（ppmC）非メタン炭化水素
１．８０１．８７１．８７１．８３１．８４（ppmC）メタン
２．０７２．０７２．０７２．００２．０４（ppmC）全炭化水素
０．０２８０．０２３０．０２９０．０３００．０２９（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．３０．３０．３０．３０．４（ppm）一酸化炭素

小　

杉　

鷲　

塚

射　
　
　

水　
　
　

市

０．００６０．００８０．００８０．００８０．００８（ppm）一酸化窒素
０．０１４０．０１５０．０１６０．０１６０．０１４（ppm）二酸化窒素
０．０２１０．０２３０．０２４０．０２３０．０２２（ppm）窒素酸化物
０．１３０．１４０．１１０．１２０．１１（ppmC）非メタン炭化水素
１．９６１．９４１．８６１．８８１．８７（ppmC）メタン
２．０９２．０８１．９７２．０１１．９８（ppmC）全炭化水素
０．０２２０．０２３０．０２２０．０２２０．０２４（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．４――――（ppm）一酸化炭素

小　

杉　

下　

条

０．０１４――――（ppm）一酸化窒素
０．０１６――――（ppm）二酸化窒素
０．０３０――――（ppm）窒素酸化物
０．１１――――（ppmC）非メタン炭化水素
１．９７――――（ppmC）メタン
２．０８――――（ppmC）全炭化水素
０．０２６――――（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．３０．４０．３０．３０．４（ppm）一酸化炭素

黒　

部　

前　

沢

黒　
　
部　　

市

０．０１３０．０１４０．０１７０．０１７０．０１７（ppm）一酸化窒素
０．０１７０．０１７０．０１８０．０１８０．０１６（ppm）二酸化窒素
０．０３００．０３００．０３５０．０３４０．０３４（ppm）窒素酸化物
０．１００．０７０．０５０．０９０．１３（ppmC）非メタン炭化水素
１．８９１．８８１．８７１．８１１．８４（ppmC）メタン
１．９９１．９５１．９２１．９０１．９６（ppmC）全炭化水素
０．０２７０．０２４０．０２３０．０２３０．０２２（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．４０．４０．４０．４０．５（ppm）一酸化炭素年平

均値
０．０１９０．０１９０．０２００．０１９０．０１８（ppm）二酸化窒素
０．０２４０．０２４０．０２５０．０２５０．０２６（mg／m３）浮遊粒子状物質

注１　測定は、一酸化炭素は非分散型赤外分析計を用いる方法、非メタン炭化水素及びメタンは水素炎
イオン化法、その他の項目は一般環境観測局の測定方法と同じです。

　２　窒素酸化物は、一酸化窒素と二酸化窒素とを加えたものです。
　３　全炭化水素は、非メタン炭化水素とメタンとを加えたものです。
　４　＊の１３～１６年度は、高岡広小路における測定結果です。



１５４

　　�　浮遊粒子状物質

　表２‐１２　自動車排出ガス観測局における環境基準の達成状況

注１　測定は、非分散型赤外分析計を用いる方法によります。
　２　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲

にあるものを除外した後の最高値が１０ppmを超えず、かつ、年間を通じて１日平均値が１０ppmを
超える日が２日以上連続しないことをいいます。

　３　＊の１３～１６年度は、高岡広小路における結果です。

　　�　一酸化炭素

注１　測定はβ線吸収法による。
　２　短期的評価による適（○）とは、１日平均値がすべての有効測定日（１日２０時間以上の測定が行わ

れた日をいう。）で０．１mg／m３以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間において０．２mg／
m３以下であることをいう。

　３　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲内
にあるものを除外した後の最大値が０．１０mg／m３以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が
０．１０mg／m３を超える日が２日間以上連続しないことをいう。

　４　※については、全国的に黄砂の確認された数日を含めて評価すると全局で否（×）である。
　５　＊の１３～１６年度は、高岡広小路における結果です。

注１　測定は、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法によります。
　２　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち、低い方から数えて９８％

目にあたる値が、０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下であることをいいます。
　３　＊の１３～１６年度は、高岡広小路における結果です。

　　�　二酸化窒素

長期的評価による
適（○）、否（×）

短期的評価による
適（○）、否（×）

１日平均値の２％除外値（mg／m３）項　目

観測局

０．１０mg/m３以下であること基　準

１７１６１５１４※１３１７１６１５１４※１３１７１６１５１４１３年　度
○○〇○○○×〇○×０．０５９０．０６２０．０６３０．０６９０．０７１富山豊田

富山市 ○○〇○○○×〇××０．０５６０．０６００．０６００．０６５０．０６４富山城址
○○〇○○○×〇○○０．０５６０．０６１０．０５００．０５８０．０５７婦中田島
○○〇○○○×〇××０．０６５０．０５８０．０６２０．０８３０．０６２高岡大坪＊高岡市
○○〇○○○×〇○○０．０６５０．０６２０．０５２０．０６２０．０６２小杉鷲塚

射水市
○――――×――――０．０５１――――小杉下条
○○〇○○○○〇××０．０５３０．０５４０．０５２０．０６２０．０５２黒部前沢黒部市

長期的評価による適
（○）、否（×）

１日平均値の９８％値（ppm）項　目

観測局

０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾーン
内又はそれ以下であること基　準

１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３年　度
〇〇○○○０．０３８０．０４４０．０４４０．０４００．０３９富 山 豊 田

富山市 〇〇○○○０．０３１０．０３１０．０３３０．０３２０．０３２富 山 城 址
〇〇○○○０．０３２０．０３２０．０３２０．０３００．０３１婦 中 田 島
〇〇○○○０．０４１０．０３４０．０３５０．０３２０．０３２高 岡 大 坪＊高岡市
〇〇○○○０．０２９０．０３２０．０３００．０３００．０２９小 杉 鷲 塚

射水市
〇――――０．０３３――――小 杉 下 条
〇〇○○○０．０３００．０３００．０３２０．０３１０．０３１黒 部 前 沢黒部市

長期的評価による
適（○）、否（×）

１日平均値が１０ppm
を超えた日が２日以上
連続の有無

１日平均値の２％除外値
（ppm）項　目

観測局
無１０ppm以下であること基　準

１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３１７１６１５１４１３年　度
〇○○○○無無無無無０．７０．８０．８０．９０．９富 山 豊 田

富山市 〇○○○○無無無無無０．９１．００．９１．００．９富 山 城 址
〇○○○○無無無無無０．６１．００．６０．６０．６婦 中 田 島
〇○○○○無無無無無１．００．７０．９０．９１．０高 岡 大 坪＊高岡市
〇○○○○無無無無無０．５０．７０．６０．７０．６小 杉 鷲 塚

射水市
〇――――無――――０．６――――小 杉 下 条
〇○○○○無無無無無０．６０．６０．５０．６０．６黒 部 前 沢黒部市
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（１８年３月３１日現在）

　表２‐１３　ばい煙発生施設数の年度別推移

１７１６１５１４１３
年　　度

種　　類

２，０１５２，００５２，００２２，０３１２，００５ボ イ ラ ー

１６５１６１１５０１５１１４９金 属 溶 解 炉

１６６１６９１６６１７２１６３金 属 加 熱 炉

７０７４７７８０８０焼 成 炉 ・ 溶 融 炉

９６１００１０２１０３１０５乾 燥 炉

２３２４２６２７２７電 気 炉

５６４９４７５３７５廃 棄 物 焼 却 炉

２３０１１１１銅・鉛・亜鉛精錬用施設

６９６６７４８０８１塩素・塩化水素反応施設

８０８０７６７７７６ガ ス タ ー ビ ン

２６５２７４２７０２６７２６０デ ィ ー ゼ ル 機 関

５５４９５３４９５０そ の 他

３，０６２３，０５４３，０４３３，１０１３，０８２
合　　　　　計

（９９）（９９）（９８）（１００）（１００）

注　（　）は、１３年度を１００とした指数です。

　表２‐１４　大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の届出状況

ば　　　い　　　煙　　　発　　　生　　　施　　　設　　　数

工
場
・
事
業
場
数

地　
　
　
　
　

域

計

３１３０２９２７２４２１１９１４１３１２１１１０９８の２７６５４３２１

ガ

ス

機

関

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

用

施

設

硝

酸

製

造

精

錬

溶

解

炉

鉛

の

第

二

次

反

応

施

設

複
合
肥
料
製
造
用

反

応

施

設

等

塩
素
・
塩
化
水
素

精

練

用

施

設

銅
・
鉛
・
亜
鉛

廃
棄
物
焼
却
炉

電

気

炉

乾

燥

炉

直

火

炉

反

応

炉

溶

融

炉

焼

成

炉

燃

焼

炉

石

油

加

熱

炉

金

属

加

熱

炉

金

属

溶

解

炉

溶

鉱

炉

転

炉

・

平

炉

炉

・�

焼

炉

焙
焼
炉
・
焼
結

加

熱

炉

ガ

ス

発

生

炉

ボ

イ

ラ

ー

１，０９５３１１９２３７１６２０１２６２３８６０１１２３５２０１４７７０４５５富 山 市

５６２０３１１４０００４４０１４４２０４３００２７５０１３０３４７２４６高 岡 市

１１６０１３１１０００２３０１０２０２０００００００６４４６魚 津 市

７００５００００００３０６０１００１１３０１０４０３９氷 見 市

７４０６２０００００００５０００００００００６１３４滑 川 市

２０００２７３００００２１０８００００１７１７０００１２５５６黒 部 市

１４４０１０１６０００００５０６００００８１２０００８７７０砺 波 市

９００６３０００００１０７０３００３２０００６５５０小矢部市

１３６０１２１０００００００４００００４１０００１１４７７南 砺 市

３６６３２４４０００００７１２６００００６４３４０００２１２１０５射 水 市

１２８０４２０００００５１９０１００５２５０００７６５１中新川郡

８１０８１０００００７００００００２９０００５４３５下新川郡

３，０６２６２６５８０７１６６９２５６２３９６１２７０１１２１６６１６５１５４２，０１５１，２６４合　　計
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（１８年３月３１日現在）

　表２‐１５　大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の届出状況

計

一　般　粉　じ　ん　発　生　施　設　数
工場・
事業場数

地　　域
ふるい

破砕機
摩砕機

ベルトコンベア
バケットコンベア

堆積場

２６０１６８１６４９９６１富 山 市

１４７２３２７１４２３５高 岡 市

３３２１５３１３１６魚 津 市

２９２７１２８９氷 見 市

１７１４５７７滑 川 市

７６５２６２２２３１１黒 部 市

５２４１８１０２０１３砺 波 市

６９１０２１１０２８２４小 矢 部 市

９８４２０４８２６２２南 砺 市

９９２５４６４６１９射 水 市

１２０１３４５３８２４２１中 新 川 郡

８８５２４４５１４１２下 新 川 郡

１，０８８６６２９８３７４３５０２５０合　 　 計

（１８年３月３１日現在）

　表２‐１６　「大気汚染防止法」及び「富山県建築物又は工作物の解体等に伴う石綿粉じん
排出等防止措置要綱」に基づくアスベスト除去等作業の届出状況

合　計計封じ込め囲い込み除　去

１３６

１０００１０解 体
大気汚染
防 止 法

８８４５７９改 造 ・ 補 修

９８４５８９計

４００４解 体

要 綱 ３４３５２６改 造 ・ 補 修

３８３５３０計

注　富山市所管分を除く。
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　表２‐１７　大気関係立入調査状況（１７年度）

合　

計

そ

の

他

廃
棄
物
処
理
業

電

気

業

そ
の
他
の
製
造
業

製

造

業

輸
送
用
機
械
器
具

製

造

業

電
気
機
械
器
具

製

造

業

一
般
機
械
器
具

金
属
製
品
製
造
業

非
鉄
金
属
製
造
業

鉄

鋼

業

製

造

業

窯
業
・
土
石
製
品

ゴ
ム
製
品
製
造
業

製

造

業

石
油
・
石
炭
製
品

化

学

工

業

紙
加
工
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・

製

造

業

木
材
・
木
製
品

繊

維

工

業

食
料
品
製
造
業

業種

区分

６１３１１
ば い じ ん

基
準
の
適
合
状
況

（８）（１）（５）（１）（１）

２０３２５１０有 害 物 質
及 び
有 害 ガ ス （１２２）（５）（１２）（６５）（４０）

２８３４３１１２１７３１１１燃 料 中 の
硫 黄 分 （６５）（８）（６）（５）（５）（２）（４）（１）（１８）（６）（４）（４）（２）

５４３５９２１６１０２０１００１８３１１１
小 計

（１９５）（８）（７）（１５）（１２）（１）（７０）（２）（０）（４）（０）（１）（０）（０）（５９）（６）（４）（４）（２）

４７１４５１４２５３２３１１３１１１ば い 煙
発 生 施 設

届
出
確
認

（３９５）（１）（４）（１１３）（１２）（１６）（１２）（２６）（６４）（９）（３）（１０６）（２１）（３）（２）（３）

５１４堆積場等の
粉 じ ん
発 生 施 設 （２２）（２）（２６）

５２２４０５１４２５３２７００１１３１１１
小 計

（４１７）（３）（４）（０）（１１３）（１２）（１６）（１２）（２６）（６４）（９）（２３）（０）（０）（１０６）（２１）（３）（２）（３）

１０６５９９７２１０３５５２８００２９６２２２
合 計

（６１２）（１１）（１１）（１５）（１２５）（１３）（８６）（１４）（２６）（６８）（９）（２４）（０）（０）（１６５）（２７）（７）（６）（５）

２１２１０００１０３００５００６２１００指 導 件 数

注　表中の数字は工場 ･事業場数、（　）は施設数です。
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　表２‐１８　大気汚染緊急時の措置

措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置
区　分物質

自 動 車 等緊 急 時 協 力 工 場一　 　 般

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置が行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
による硫黄酸化物排出量
の減少について協力を要
請

情 報
硫

黄

酸

化

物

・　通常硫黄酸化物排出量
の２０％以上削減するよう
勧告

〃注意報

・　通常硫黄酸化物排出量
の５０％以上削減するよう
勧告

〃警　報

・　硫黄酸化物排出許容量
の８０％以上削減するよう
命令

〃
重 大
警 報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置が行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請。

・　次の事項について注意
するよう周知

　�　屋外になるべく出な
いようにする。

　�　屋外運動はさしひか
えるようにする。

　�　光化学スモッグの被
害を受けた人は、最寄
りの厚生センター（保
健所）に連絡する。

情　報

オ

キ

シ

ダ

ン

ト

〃

・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃注意報

〃

・　燃料使用量等を通常使
用量の３０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃警　報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請
・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

・　燃料使用量等を通常使
用量の４０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう命令〃

重 大
警 報
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措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置
区　分物質

自 動 車 等緊 急 時 協 力 工 場一　 　 般

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置を行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

情 報浮

遊

粒

子

状

物

質

・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃注意報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請
・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

・　燃料使用量等を通常使
用量の４０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう命令〃

重 大
警 報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請

・　不要不急の燃焼を自粛
するとともに注意報等の
発令に備えて、注意報等
の措置を行える体制をと
ることを要請

・　ばい煙を排出する者に
対し、不要不急の燃焼の
自粛、燃焼方法の改善等
によるばい煙排出量の減
少について協力を要請

情　報二　
　

酸　
　

化　
　

窒　
　

素

・　燃料使用量等を通常使
用量の２０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう勧告

〃注意報

・　不要不急の自動車を使
用しないこと並びに当該
地域への運行を自粛する
ことについて協力を要請
・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定による
措置をとるべきことを要
請

・　燃料使用量等を通常使
用量の４０％以上削減（こ
れに準ずる措置を含む）
するよう命令〃

重 大
警 報
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　表２‐１９　燃料使用量の年度別推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度

２４８２７０２７９２６８２７２
Ａ 重 油

（９１）（９９）（１０３）（９９）（１００）

３５２３５５３５３２９６３０９
Ｃ 重 油

（１１４）（１０８）（１１４）（９６）（１００）

１８０４９２３２６１９７１７９
原　 油

（１０１）（２７５）（１８２）（１１０）（１００）

８４７９３４１，１０２８０２８６０
石 炭 等

（９８）（１０９）（１２８）（９３）（１００）

１，６２７２，０３１２，０６０１，５６３１，６２０
小　 　 計

（１００）（１２５）（１２７）（９６）（１００）

３４９３３６３３２３６５３４７
灯　 油

（１０１）（９７）（９６）（１０５）（１００）

３７３３５６３２２３４４３４４
軽　 油

（１０８）（１０３）（９４）（１００）（１００）

５５０５５８５４０５４１５２７
ガ ソ リ ン

（１０４）（１０６）（１０２）（１０３）（１００）

２，８９９３，２８１３，２５４２，８１３２，８３８
合　 　 計

（１０２）（１１６）（１１５）（９９）（１００）

注１　この表は、石油連盟及び県内事業所の資料を基に集計したものです。
　２　（　）は、１３年度を１００とした指数です。
　３　石炭等は、石炭、コークス及びオイルコークスの使用量をそれぞれ重油相当に換算し、これらを

合計した量です。

　表２‐２０　県内の自動車保有台数の年度別推移

注　北陸信越運輸局富山運輸支局調べによるもので、それぞれ年度末現在の台数です。

（単位：千 ı  ）

（単位：台）

１７１６１５１４１３
年度

用途、種類

２９，３２７２９，３３８２９，２２９２９，２９４３０，１２１普 通 車

貨物用
５０，２２３５１，４２５５２，６１６５４，５２１５６，８９３小 型 車

８９９８８５８３６８４４８７２被けん引車

１００，０１９１００，８８４１０２，１４７１０３，９６７１０６，３４１軽 自 動 車

８５３８４２８５０８４１８３１普 通 車
乗合用

１，４５５１，４４８１，４６７１，４６９１，５１１小 型 車

１４７，１８３１４３，４７１１３８，５６８１３３，００９１２８，０７７普 通 車

乗 用 ３１４，３３６３１６，２４０３１８，４２５３２３，１７８３２５，７８２小 型 車

１９２，８５９１８４，８６５１７６，４１７１６７，８４６１５８，６９７軽 自 動 車

１８，６７８１９，６５５１９，６４７１９，６７２１９，７４２特 殊 用 途 車

１９，８５７１９，４５７１９，０５０１８，９１０１８，７６４二 輪 車

８７５，６８９８６８，５１０８５９，２５２８５３，５５１８４７，６３１総 数
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（１８年３月３１日現在）

　図２‐１　悪臭苦情の発生源別推移

　表２‐２１　公害防止条例に基づく悪臭の届出工場・事業場の概要

工場・事業場数市　町　村工場・事業場数市　町　村

７６南 砺 市１５７富 山 市

６射 水 市３９高 岡 市

３舟 橋 村３０魚 津 市

３５上 市 町３５氷 見 市

８２立 山 町１８滑 川 市

２４入 善 町１０４黒 部 市

３朝 日 町３３砺 波 市

７１０計６５小 矢 部 市
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　　�　機器分析法による特定悪臭物質の濃度の測定
　表２‐２２　悪臭実態調査結果（１７年度）

畜産業（養鶏業）廃棄物処理業食料品製造業業　　　　　種

１１１工場・事業場数

周辺環境敷地境界周辺環境敷地境界周辺環境敷地境界測　定　場　所

ＮＤ～０．１ＮＤ～０．２ＮＤＮＤ～０．３ＮＤＮＤア ン モ ニ ア

特　

定　

悪　

臭　

物　

質

ＮＤＮＤＮＤＮＤ
～０．００１ＮＤＮＤメ チ ル メ ル

カ プ タ ン

ＮＤＮＤ０．００２ＮＤ
～０．００２ＮＤＮＤ硫 化 水 素

ＮＤＮＤＮＤＮＤ
～０．００３ＮＤＮＤ硫 化 メ チ ル

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤ二硫化メチル

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤト リ メ チ ル
ア ミ ン

ＮＤ
～０．０００２

ＮＤ
～０．０００３

ＮＤ
～０．０００２

ＮＤ
～０．０００３ＮＤＮＤプロピオン酸

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤノルマル酪酸

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤノルマル吉草酸

ＮＤＮＤＮＤ
～０．０００２

ＮＤ
～０．０００４ＮＤＮＤイ ソ 吉 草 酸

ppm単 位

注　敷地境界及び周辺環境について、ＮＤとは、定量限界（アンモニア０．１ppm、メチルメルカプタン、
硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン０．００１ppm、プロピオン酸、ノルマル酪
酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸０．０００２ppm）未満です。

　表２‐２３　畜産環境保全実態調査結果

主　な　処　理　施　設
調査戸数

区分

畜種 その他浄化処理焼却処理強制発酵堆積発酵火力乾燥天日乾燥

６－１７１０１－－７５乳 用 牛

－－６４６１－－６４肉 用 牛

－２１－５３６－－３０豚

－－３２２５２４４３３鶏

６２１１０３８２５０４４２０２計

（１７年７月１日現在）

　　�　嗅覚測定法による臭気指数の測定

畜産業（養鶏業）廃棄物処理業食料品製造業業　　　種

１１１工場・事業場数

周辺環境敷地境界周辺環境敷地境界周辺環境敷地境界測定場所

１０未満１０未満～１３１０未満１０未満～１５１０未満１０未満臭　気　指　数
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　表２‐２４　畜産農家の巡回指導等の実施状況（１７年度）

計鶏豚肉 用 牛乳 用 牛区　　　分

３７０３１４９１８２１０８巡　回　指　導（延）

１２－１２－－水　質　検　査（延）

４１３－－悪　臭　調　査（延）

（単位：件）

　表２‐２５　各種助成制度に基づく家畜ふん尿処理施設設置実績（１７年度）

事業費（千円）件　数事　　業　　名区　　　　分

６，３９１１畜産担い手育成総合整備事業
補 助 事 業

１３，８１０１資源リサイクル畜産環境整備事業

２７，９１９３畜産環境整備リース事業補助付きリース事業

　表２‐２６　公共用水域の水域別測定地点数（１７年度）

測　定　地　点　数
水域数水　　域　　名区

分 計国土交通省富　山　市富　山　県

５（　５）５（　５）４
阿尾川、余川川、上庄川、仏
生寺川

河　
　
　
　
　

川

１５（　８）６（　３）９（　５）１小矢部川

５（　３）３（　２）２（　１）１庄川

８（　４）８（　４）３
内川、下条川、新堀川（主幹
排水路を含む。）

２４（１１）８（　５）１６（　６）１神通川（運河を含む。）

３（　２）３（　２）１常願寺川

７（　４）２（　１）５（　３）１白岩川

１０（８）１０（　８）６
上市川、中川、早月川、角川、
鴨川、片貝川

３（　１）３（　１）１黒部川

１０（１０）１０（１０）８
黒瀬川、高橋川、吉田川、入
川、小川、木流川、笹川、境
川

９０（５６）２３（１３）１８（　７）４９（３６）２７小　　　　計

２（　１）２（　１）１境川ダム貯水池（桂湖）
湖　
　

沼

２（　１）２（　１）１有峰ダム貯水池（有峰湖）

２（　１）２（　１）１黒部ダム貯水池（黒部湖）

６（　３）２（　１）４（　２）３小　　　　計

６（　３）６（　３）１富山新港
海　

域
２２（２２）２２（２２）１富山湾

２８（２５）２８（２５）２小　　　　計

１２４（８４）２３（１３）２０（　８）８１（６３）３２合　　　　計

注　（　）内は環境基準点数です。
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　表２‐２７　地下水の水質測定地点数（１７年度）

　　�　定期モニタリング調査（環境監視調査）

測 定 機 関地　点　数市　町　村測 定 機 関地　点　数市　町　村

富 山 県７南 砺 市富 山 市２０富 山 市

富 山 県８射 水 市富 山 県８高 岡 市

富 山 県１上 市 町富 山 県３魚 津 市

富 山 県２立 山 町富 山 県３氷 見 市

富 山 県４入 善 町富 山 県３滑 川 市

富 山 県１朝 日 町富 山 県５黒 部 市

富 山 県６砺 波 市

７６合　 　 計富 山 県５小 矢 部 市

　表２‐２８　水質常時監視所の概要

管　理　者設置年度測　定　項　目測　定　地　点

県
４６年度

（元年度更新）
水温、pH、DO、導電率、濁度、COD城 光 寺 橋

小 矢 部 川

国土交通省
５１年度

（１４年度更新）
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質、TOC

国 条 橋

国土交通省１２年度
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質

高 岡 大 橋庄　 　 川

国土交通省
４８年度

（１１年度更新）
水温、pH、DO、濁度、塩素、シアン萩 浦 橋神 通 川

国土交通省１２年度
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質

常 願 寺 橋常 願 寺 川

国土交通省１２年度
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質

愛 本 橋黒 部 川

測 定 機 関地　点　数市　町　村測 定 機 関地　点　数市　町　村

富 山 県７南 砺 市富 山 市３富 山 市

富 山 県１５射 水 市富 山 県５高 岡 市

富 山 県３魚 津 市

４２合　 　 計富 山 県９小 矢 部 市

　　�　定期モニタリング調査（汚染井戸調査）
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注１　測定値は、年平均値です。（ただし、ＢＯＤの測定値は、７５％水質値です。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）としています。

　３　「水域類型」のＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示
第５９号）」における「河川」の類型を示しています。

　表２‐２９　河川の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（１７年度）

ＢＯＤ
（mg／ ıº ）

ＳＳ
（mg／ ıº ）

ＤＯ
（mg／ ıº ）ｐＨ水域類型調 査 地 点水 域 名

適否
○１．１８９．７７．３Ａ阿 尾 橋阿 尾 川
○１．５７９．６７．６Ａ間 島 橋余 川 川
○１．５５９．２７．４Ｂ北 の 橋上 庄 川
○２．１５８．７７．６Ｃ八 幡 橋仏 生 寺 川
○２．０１０８．７７．６Ｃ中 の 橋湊 川
○２．７６８．８７．１Ｄ河 口小 矢 部 川
○２．１７９．１７．３Ｃ城 光 寺 橋
○１．６１１１０７．４Ａ国 条 橋
○０．６１３１０７．７ＡＡ太 美 橋
○２．２５９．３７．３Ｄ地 子 木 橋千 保 川
○０．８３１１７．３Ｂ新 祖 父 川 橋祖 父 川
○１．１６１１７．６Ａ福 野 橋山 田 川
○０．５４１０７．８ＡＡ二 ヶ 渕 え ん 堤
○０．７２１１７．７Ａ大 門 大 橋庄 川
○０．８１１１１７．７ＡＡ雄 神 橋
○０．６５１１７．３Ａ末 端和 田 川
○３．１１０８．７７．２Ｃ山 王 橋内 川
○１．１９９．２７．４Ｃ西 橋
○１．１８９．１６．９Ｂ稲 積 橋下 条 川
○２．０１５８．８６．８Ｂ白 石 橋新 堀 川
○１．６７１０７．４Ｃ萩 浦 橋神 通 川
○１．０６１１７．５Ａ神 通 大 橋
○０．７１４１１７．８Ａ新 国 境 橋宮 川
○０．７２１１７．８Ａ新 猪 谷 橋高 原 川
○１．０３１１７．６Ｃ四 ッ 屋 橋いたち川
○１．２３１０７．６Ｂ桜 橋松 川
○２．６９１１７．５Ｂ高 田 橋井 田 川
○１．１８１１７．７Ａ落 合 橋
○１．４８１１７．６Ａ八 幡 橋熊 野 川
○１．１３８．５７．０Ｅ千原崎地内水路橋富 岩 運 河
○１．７４８．０７．０Ｅ岩 瀬 橋岩 瀬 運 河
○１．２７１０７．４Ａ今 川 橋常 願 寺 川
○０．８６１０７．６ＡＡ常 願 寺 橋
○１．０５１０７．３Ｂ東 西 橋白 岩 川
○１．０１５１０７．７Ａ泉 正 橋
○２．６８１１７．５Ｃ流 観 橋栃 津 川
○０．８２１１１７．５Ａ寺 田 橋
○０．５７１０６．８Ａ魚 躬 橋上 市 川
○１．３５１０６．９Ｂ落 合 橋中 川
○０．５未満５１１７．２ＡＡ早 月 橋早 月 川
○０．９７１１７．３Ａ角 川 橋角 川
○１．４４１１７．３Ｂ港 橋鴨 川
○０．６５１０７．４Ａ末 端片 貝 川
○０．６５１１７．５ＡＡ落 合 橋
○０．５３１１７．４Ａ落 合 橋布 施 川
○１．３９１１７．５Ａ石 田 橋黒 瀬 川
○０．８８１１７．５Ｂ堀 切 橋高 橋 川
○０．９６１１７．６Ｂ吉 田 橋吉 田 川
○０．７９１１７．５ＡＡ下 黒 部 橋黒 部 川
○１．１９１１７．６Ａ末 端入 川
○０．５６１１７．４Ａ赤 川 橋小 川
○０．５未満８１１７．３ＡＡ上 朝 日 橋
○０．５５１１７．１Ａ舟 川 橋舟 川
○１．１７１１７．５Ｂ末 端木 流 川
○０．５３１０７．６Ａ笹 川 橋笹 川
○０．５未満３１０７．４Ａ境 橋境 川
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　表２‐３０　河川末端における水質（ＢＯＤ）の年度別推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度
水 域 類 型

水 域 名
基準値

２．７２．２２．６２．５２．９８Ｄ小 矢 部 川
主

要

５

河

川

１．６１．６１．５１．２２．２５Ｃ神 通 川

０．７０．７０．５０．６０．７２Ａ庄 川

１．２１．１０．７０．９０．９２Ａ常 願 寺 川

０．７０．８０．７０．６０．７１ＡＡ黒 部 川

１．５２．１１．６１．８２．７３Ｂ上 庄 川

都　

市　

河　

川

中

小　

河

川

２２

２．０２．７２．７２．４２．７５Ｃ仏生寺川（湊川）

１．１１．９１．６２．０１．２５Ｃ内　　 川（西橋）

１．１１．３１．６１．４２．２３Ｂ下 条 川

１．３１．５１．５１．９２．０３Ｂ中 川

０．９１．１０．９１．２１．０２Ａ角 川

１．４１．２１．３１．４１．８３Ｂ鴨 川

１．３１．４１．４１．１１．３２Ａ黒 瀬 川

０．８０．９０．９０．９０．９３Ｂ高 橋 川

１．１１．１１．１１．５１．３３Ｂ木 流 川

１．１１．２１．１１．１１．２２Ａ阿 尾 川

そ

の

他

の

河

川

１．５１．０１．０１．２１．５２Ａ余 川 川

２．０１．５１．６１．５１．９３Ｂ新 堀 川

１．０１．４１．２１．３１．３３Ｂ白 岩 川

０．５０．６０．９０．７０．６２Ａ上 市 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満１ＡＡ早 月 川

０．５０．８０．８０．８０．９２Ａ片貝川（布施川）

０．９１．２１．０１．０１．４３Ｂ吉 田 川

１．１０．９０．８０．８０．９２Ａ入 川

０．５０．７０．５０．７０．６２Ａ小 川

０．５０．６０．６０．５０．５未満２Ａ笹 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満２Ａ境 川

（単位：mg／ ıº ）
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　表２‐３１　湖沼の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（１７年度）

全りん
（mg／ ıº ）

ＣＯＤ
（mg／ ıº ）

ＳＳ
（mg／ ıº ）

ＤＯ
（mg／ ıº ）

ｐＨ
水　域
類　型

調査地点水域名
適否適否

○０．００５○１．５６８．３７．０Ａ　Ⅱえん堤付近桂　湖

○０．００４○２．０１９．５７．０Ａ　Ⅱえん堤付近有峰湖

○０．００５○１．６１３９．２７．０Ａ　Ⅱえん堤付近黒部湖

注１　測定値は、年平均値です。（ただし、ＣＯＤの測定値は、７５％水質値です。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）としています。

　３　「水域類型」のＡ及びⅡは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示第５９号）」における
「湖沼」の類型を示しています。

　表２‐３２　湖沼における水質（ＣＯＤ、全りん）の年度別推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度
水域類型

項　目水域名
基準値

１．５１．７１．６１．５１．４３ＡＣＯＤ
桂　 湖

０．００５０．００５０．００４０．００３０．００３０．０１Ⅱ全りん

２．０２．１１．９２．０１．９３ＡＣＯＤ
有 峰 湖

０．００４０．００４０．００４０．００４０．００４０．０１Ⅱ全りん

１．６１．４１．４１．３１．１３ＡＣＯＤ
黒 部 湖

０．００５０．００４０．００８０．００８０．００４０．０１Ⅱ全りん

注　測定値は、年平均値です。（ただし、ＣＯＤの測定値は７５％水質値です。）

（単位：mg／ ıº ）
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　表２‐３３　海域の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（１７年度）

ＣＯＤ
（mg／ ıº ）

ＤＯ
（mg／ ıº ）

ｐＨ水域類型調　査　地　点水　域　名
適否

○２．５８．６８．３Ｂ小矢部川河口海域№２

小 矢 部 川
河 口 海 域

富

山

湾

○２．２８．６８．３Ｂ小矢部川河口海域№３

○２．０８．６８．３Ａ小矢部川河口海域№５

×２．５８．７８．３Ａ小矢部川河口海域№６

○１．９８．７８．３Ｂ神通川河口海域№１

神 通 川
河 口 海 域

×３．１８．９８．３Ｂ神通川河口海域№２

○２．３８．８８．３Ｂ神通川河口海域№３

○２．０８．７８．３Ａ神通川河口海域№４

○２．０８．７８．３Ａ神通川河口海域№５

×２．２８．７８．３Ａ神通川河口海域№６

×２．１８．６８．３Ａ小矢部川河口海域№７

そ の 他
富山湾海域

○２．０８．６８．３Ａ神通川河口海域№７

○１．３８．２８．２Ａその他地先海域№１

○１．６８．１８．２Ａその他地先海域№２

○１．９８．３８．３Ａその他地先海域№３

×２．１８．４８．２Ａその他地先海域№４

○１．３８．５８．３Ａその他地先海域№５

○１．４８．６８．３Ａその他地先海域№６

○１．４８．７８．３Ａその他地先海域№７

○１．２８．５８．３Ａその他地先海域№８

○１．５８．４８．３Ａその他地先海域№９

○１．３８．４８．３Ａその他地先海域№１０

×３．２８．５８．１Ｂ富山新港№１富 山 新 港 海 域

○３．７８．４７．７Ｃ姫野橋第一貯木場

○３．９７．０７．５Ｃ中央中野整理場

注１　測定値は、年平均値です。（ただし、ＣＯＤの測定値は、７５％水質値です。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）としています。

　３　「水域類型」のＡ、Ｂ及びＣは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示第５９号）」にお
ける「海域」の類型を示しています。
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　表２‐３４　海域における水質（ＣＯＤ）の年度別推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度
水 域 類 型

水　　　　　　域
基準値

１．６１．６１．６２．０２．４２Ａ
富　 山　 湾　 沿　 岸　 海　 域
（下記を除く富山湾全域）

２．４２．１２．１１．８２．５３Ｂ
河口から１，２００ｍの範
囲内小矢部川

河口海域
２．３１．７１．９１．９２．５２Ａ

河口から２，２００ｍの範
囲内（上記を除く）

２．４１．９２．４２．０２．３３Ｂ
河口から１，８００ｍの範
囲内神 通 川

河口海域
２．１２．１２．２１．９２．６２Ａ

河口から２，４００ｍの範
囲内（上記を除く）

３．８３．２４．０４．２４．２８Ｃ
第１貯木場及び中野整
理場富山新港

海 域
３．２２．３２．９２．６３．２３Ｂ

富山新港港内（上記を
除く）

注　各調査地点の７５％水質値を各水域毎に平均した値です。

（単位：mg／ ıº ）
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　表２‐３５　地下水の定期モニタリング（環境監視）調査結果（１７年度）

定量限界環境基準値
環境基
準超過
地点数

測定結果
検出
地点

調　査
地点数

調 査 項 目

０．００１０．０１０ＮＤ０７６カドミウム

０．１検出されないこと０ＮＤ０７６全シアン

０．００５０．０１０ＮＤ０７６鉛

０．０４０．０５０ＮＤ０７６六価クロム

０．００５０．０１０ＮＤ～０．００９１７６ひ素

０．０００５０．０００５０ＮＤ０７６総水銀

０．０００５検出されないこと０ＮＤ００アルキル水銀

０．００２０．０２０ＮＤ０７６ジクロロメタン

０．０００２０．００２０ＮＤ０７６四塩化炭素

０．０００４０．００４０ＮＤ０７６１，２‐ジクロロエタン

０．００２０．０２０ＮＤ０７６１，１‐ジクロロエチレン

０．００４０．０４０ＮＤ０７６シス‐１，２‐ジクロロエチレン

０．０００５１０ＮＤ０７６１，１，１‐トリクロロエタン

０．０００６０．００６０ＮＤ０７６１，１，２‐トリクロロエタン

０．００２０．０３０ＮＤ０７６トリクロロエチレン

０．０００５０．０１０ＮＤ０７６テトラクロロエチレン

０．０００２０．００２０ＮＤ０７６１，３‐ジクロロプロペン

０．０００６０．００６０ＮＤ０７６チウラム

０．０００３０．００３０ＮＤ０７６シマジン

０．００２０．０２０ＮＤ０７６チオベンカルブ

０．００１０．０１０ＮＤ０７６ベンゼン

０．００２０．０１０ＮＤ０７６セレン

０．１１０ＮＤ～０．１２７６ほう素

０．０８０．８０ＮＤ～０．５７２２７６ふっ素

０．１０１００ＮＤ～１０６９７６硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

注　ＮＤとは定量限界未満です。

（単位：mg／ ıº ）
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（単位：mg／ ıº ）
　表２‐３６　地下水の定期モニタリング（汚染井戸）調査結果（１７年度）

定量限界
環 境
基準値

環 境 基 準
超過地点数

測 定 結 果
検 出
地点数

調 査
地点数

調 査 地 域調査項目

０．００５０．０１

１ＮＤ～０．０１２１２小矢部市埴生

ひ　　素

０ＮＤ～０．００８１２小矢部市五郎丸

０ＮＤ０２小矢部市棚田

１ＮＤ～０．０１９１２南砺市三清西

０ＮＤ～０．００９１２南砺市舘

１ＮＤ～０．０１２１２射水市堀江千石（新湊市堀江千石）

０ＮＤ～０．００６１２射水市小杉白石（小杉町白石）

１ＮＤ～０．０２８１２射水市黒河（小杉町黒河）

１ＮＤ～０．０１４１２射水市加茂（下村加茂）

１０．０１６１１射水市摺出寺（下村摺出寺）

０．００２０．０３
０ＮＤ～０．００２１３富山市八尾町福島ト リ

ク ロ ロ
エチレン ０ＮＤ～０．０１７２３小矢部市埴生

０．０００５０．０１

０ＮＤ～０．００６４２３高岡市戸出

テ ト ラ
ク ロ ロ
エチレン

０ＮＤ０３魚津市三ヶ

１ＮＤ～０．０２８２３小矢部市埴生

１ＮＤ～０．０３９１３南砺市本町

０．１１１０．３～１．２２２高岡市長慶寺ほ う 素

０．１１０

０３．５～８．４２２射水市黒河（小杉町黒河）硝酸性窒
素及び亜
硝酸性窒
素

０ＮＤ～６．０１２射水市大江（小杉町大江）

０２．３～２．６２２射水市生源寺（大門町生源寺）

注１　ＮＤとは定量限界未満です。
　２　測定結果は年平均値です。
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　表２‐３７　汚染井戸における水質の年度別推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度調査地域調査項目

ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．０２８ＮＤ～０．０２９ＮＤ～０．０２４ＮＤ～０．０１９
小矢部市埴生

ひ 素
［０．０１］

（０．０１２）（０．０２８）（０．０２９）（０．０２４）（０．０１９）

ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００８
小矢部市五郎丸

（０．００８）（０．００８）（０．００８）（０．００７）（０．００８）

ＮＤ
ＮＤ～０．００５ＮＤ～０．００５

ＮＤ
ＮＤ～０．００５

小矢部市棚田
（０．００５）（０．００５）（０．００５）

ＮＤ～０．０１９ＮＤ～０．０２０ＮＤ～０．０２１ＮＤ～０．０１９ＮＤ～０．０２４
南砺市三清西

（０．０１９）（０．０２０）（０．０２１）（０．０１９）（０．０２４）

ＮＤ～０．００９ＮＤ～０．００９ＮＤ～０．０１０ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００８
南砺市舘

（０．００９）（０．００９）（０．０１０）（０．００８）（０．００８）

ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．０３７ＮＤ～０．０３２ＮＤ～０．０３５ＮＤ～０．０３６射水市堀江千石
（新湊市堀江千石） （０．０１２）（０．０３７）（０．０３２）（０．０３５）（０．０３６）

ＮＤ～０．００６ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００９ＮＤ～０．００６ＮＤ～０．００８射水市小杉白石
（小杉町白石） （０．００６）（０．００７）（０．００９）（０．００６）（０．００８）

ＮＤ～０．０２８ＮＤ～０．０２６ＮＤ～０．０１９ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００６射水市小杉黒河
（小杉町黒河） （０．０２８）（０．０２６）（０．０１９）（０．００７）（０．００６）

ＮＤ～０．０１４ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．０１３ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．０１４射水市加茂
（下村加茂） （０．０１４）（０．０１２）（０．０１３）（０．０１２）（０．０１４）

０．０１６
－－－－

射水市摺出寺
（下村摺出寺） （０．０１６）

ＮＤ～０．００２ＮＤ～０．００４ＮＤ～０．０１０ＮＤ～０．０１４ＮＤ～０．０１１
富山市八尾町福島トリクロロ

エチレン
［０．０３］

（０．００２）（０．００３）（０．００８）（０．０１２）（０．００９）

ＮＤ～０．０２２ＮＤ～０．０２１ＮＤ～０．０２８ＮＤ～０．０４０ＮＤ～０．０５６
小矢部市埴生

（０．０１７）（０．０１９）（０．０２８）（０．０２１）（０．０４５）

ＮＤ～０．０１０ＮＤ～０．００９８ＮＤ～０．０１１ＮＤ～０．００６７ＮＤ～０．０３３
高岡市戸出

テトラクロ
ロエチレン
［０．０１］

（０．００６４）（０．００６１）（０．００７３）（０．００５８）（０．０２０）

ＮＤ
ＮＤ～０．００２０ＮＤ～０．０００９ＮＤ～０．００１５ＮＤ～０．０００８

魚津市三ヶ
（０．００１３）（０．０００９）（０．００１３）（０．０００８）

ＮＤ～０．０２８ＮＤ～０．０２９ＮＤ～０．０３０ＮＤ～０．０４９ＮＤ～０．１０
小矢部市埴生

（０．０２８）（０．０１５）（０．０２９）（０．０４４）（０．０７８）

ＮＤ～０．０５９ＮＤ～０．２１ＮＤ～０．２２ＮＤ～０．１０ＮＤ～０．１２
南砺市本町

（０．０３９）（０．１４）（０．１４）（０．０６８）（０．１０）

０．３～１．２０．３～１．００．２５～１．３０．４０～２．５
－高岡市長慶寺

ほ う 素
［１］ （１．２）（１．０）（１．３）（２．５）

３．４～８．４
－－－－

射水市黒河
（小杉町黒河）

硝酸性窒素
及び亜硝酸
性窒素
［１０］

（８．４）

ＮＤ～１０
－－－－

射水市大江
（小杉町大江） （６．０）

２．１～３．０
－－－－

射水市生源寺
（大門町生源寺） （２．６）

注１　調査項目の［　］内は、環境基準値を示しています。
　２　ＮＤとは、定量限界（ひ素０．００５mg／ ıº 、トリクロロエチレン０．００２mg／ ıº 、テトラクロロ

エチレン０．０００５mg／ ıº、 ほう素０．１mg／ ıº及び硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素０．１mg／ ıº）未
満です。

　３　測定結果の上段は最小値～最大値、下段の（　）内は最高濃度検出地点における年平均値です。

（単位：mg／ ıº ）
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　表２‐３８　水質汚濁防止法に基づく特定事業場数
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品

製

造

業

非

鉄

金

属

製

造

業

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

化

学

工

業

木

材

・

木

製

品

製

造

業

飲
料
・
タ
バ
コ
・
飼
料
製
造
業

食

料

品

製

造

業

鉱

業

農

業

業　種

市郡名

９２９１９９７１３１８１０１４９３１４８７６０３５５１５２４６３８５１７７４２３４６富 山 市

４２６５３２３０２５５７４４６６５９０５１１０１７９１４５４９７１８高 岡 市

１７４２２０３０３２４４２３７１６１００１３１１６２４８魚 津 市

２７５１６０１０２９９４１６８１５１６０６０２２６４１４１氷 見 市

１１０６１３００４０９７２４５５１４６２５３１２１３滑 川 市

２０７１５０２００５８５１０９１１１０５１７０１３３９４３６黒 部 市

１８７２７１４０２２０２１０１３２５２６２１５１１４３１４３５砺 波 市

１５４２１０３０２１４４１５１８１４０４０８００１３６１１１２小矢部市

３３９２６１５０２１２０２２４１９１１３４５０１４２２５４８４４２南 砺 市

２５１３８１２０２１２４３４３１４１５０１８４１２６９１４７２９射 水 市

２０７２４１２０２４８３１２３０４４３０１７５０１２８１１３９中新川郡

１５３１６１１０２３３３１９５０３３３０５０２３２５２２７下新川郡

３，４１２４６３１５４２１８２９６３６４１３６４２６２１８１１４２５１２１２０１５２７０３９４８５３４７５３２６合　 計

（１８年３月３１日現在）

　表２‐３９　水質関係立入調査状況（１７年度）
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・
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業
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製
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業　種

区　分

３１４３６１０９２４４７１５７４８９１２１１４３２９１０１１３８立入調査件数

１１２０００２００００１０００１００１４
排出水に係る
指 導 件 数



１７４

　表２‐４０　公共用水域の主要測定地点における全窒素・全りんの水質測定結果（１７年度）

全　り　ん全　窒　素調　査　地　点　名水　　　域　　　名

０．０４４０．５３阿 尾 橋阿 尾 川

０．０３９０．５１間 島 橋余 川 川

０．０５９０．６６北 の 橋上 庄 川

０．１３１．７八 幡 橋仏 生 寺 川

０．１５１．１中 の 橋湊 川

０．０７０１．３河 口小 矢 部 川

０．０８７１．４城 光 寺 橋

０．０４５０．７４国 条 橋

０．０１４０．４５太 美 橋

０．０５４０．５７地 子 木 橋千 保 川

０．０３６０．７８新 祖 父 川 橋祖 父 川

０．０４４０．５８福 野 橋山 田 川

０．００４０．４２二 ヶ 渕 え ん 堤

０．００９０．３５大 門 大 橋庄 川

０．００９０．３８雄 神 橋

０．０１９０．３６末 端和 田 川

０．１２３．４山 王 橋内 川

０．０４３０．４３西 橋

０．０８４１．１稲 積 橋下 条 川

０．１２１．４白 石 橋新 堀 川

０．０７２０．６２西 部 排 水 機 場西 部 主 幹 排 水 路

０．０８７０．７８東 部 排 水 機 場東 部 主 幹 排 水 路

０．０２６１．６萩 浦 橋神 通 川

０．０２６１．１神 通 大 橋

０．０５９１．２新 国 境 橋宮 川

０．０３１０．９８新 猪 谷 橋高 原 川

０．０４２１．２四 ッ 屋 橋い た ち 川

０．０３５１．２桜 橋松 川

０．０３３２．８高 田 橋井 田 川

０．０２２０．５４落 合 橋

０．０３６０．６８八 幡 橋熊 野 川

０．０４９１．３千 原 崎 地 内 水 路 橋富 岩 運 河

０．０４４２．９岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

０．０２４０．４８今 川 橋常 願 寺 川

０．０２００．３７常 願 寺 橋

０．０５２１．２東 西 橋白 岩 川

０．０８００．９５泉 正 橋

０．０５００．８３流 観 橋栃 津 川

０．０４３０．８６寺 田 橋

０．０２９０．８６魚 躬 橋上 市 川

０．０５７１．１落 合 橋中 川

０．０１１１．０早 月 橋早 月 川

（単位：mg／ ıº ）



１７５

資
料
編

資
料
編

　

��
@

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

全　り　ん全　窒　素調　査　地　点　名水　　　域　　　名

０．０４４０．９０角 川 橋角 川

０．０４３０．８５港 橋鴨 川

０．１６１．６落 合 橋片 貝 川

０．０２３０．７７落 合 橋布 施 川

０．０６５０．７３石 田 橋黒 瀬 川

０．０４８０．４５堀 切 橋高 橋 川

０．０３６０．７２吉 田 橋吉 田 川

０．０１７０．２８下 黒 部 橋黒 部 川

０．０４６０．３７末 端入 川

０．０１９０．３７赤 川 橋小 川

０．０１１０．４２上 朝 日 橋

０．０２１０．３８舟 川 橋舟 川

０．０４９０．６４末 端木 流 川

０．０１６０．５１笹 川 橋笹 川

０．０１２０．６３境 橋境 川

０．０４５０．４１富 山 新 港 № １富 山 新 港

０．０１９０．２２小矢部川河口海域№２小矢部川河口海域富山湾

０．０２２０．２８小矢部川河口海域№３

０．０１７０．２０小矢部川河口海域№５

０．０１５０．１９小矢部川河口海域№６

０．０１４０．２２神 通 川 河 口 海 域 №１神通川河口海域

０．０１４０．２９神 通 川 河 口 海 域 №２

０．０１６０．２５神 通 川 河 口 海 域 №３

０．０１４０．２０神 通 川 河 口 海 域 №４

０．０１４０．２８神 通 川 河 口 海 域 №５

０．０１３０．２０神 通 川 河 口 海 域 №６

０．０１５０．１８小矢部川河口海域№７その他富山湾海域

０．０１４０．２０神 通 川 河 口 海 域 №７

０．００９０．１２そ の 他 地 先 海 域 №１

０．０１１０．１３そ の 他 地 先 海 域 №２

０．０１３０．１５そ の 他 地 先 海 域 №３

０．０１７０．１９そ の 他 地 先 海 域 №４

０．０１３０．２０そ の 他 地 先 海 域 №５

０．０１２０．１８そ の 他 地 先 海 域 №６

０．０１１０．２０そ の 他 地 先 海 域 №７

０．０１１０．１６そ の 他 地 先 海 域 №８

０．００９０．１５そ の 他 地 先 海 域 №９

０．００９０．１４そ の 他 地 先 海 域 №１０

注　測定値は年平均値です。
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　表２‐４１　河川における要監視項目測定結果（１７年度）
（単位：mg／ ıº ）

定量限界指 針 値
指　針　値
超過値点数

測定結果
検出
地点

調　査
地点数

調　査　項　目

０．００１０．０１～０．０８０ＮＤ０３９フ ェ ノ ー ル

０．００３１０ＮＤ０５１ホ ル ム ア ル デ ヒ ド

０．０００８０．００８０ＮＤ０５２イ ソ キ サ チ オ ン

０．０００５０．００５０ＮＤ０５２ダ イ ア ジ ノ ン

０．０００３０．００３０ＮＤ０５２フェニトロチオン（ＭＥＰ）

０．００５０．０５０ＮＤ０５２クロロタロニル（ＴＰＮ）

０．０００８０．００８０ＮＤ０５２プ ロ ピ ザ ミ ド

０．０００６０．００６０ＮＤ０５２Ｅ Ｐ Ｎ

０．００１０．００８０ＮＤ０５２ジクロルボス（ＤＤＶＰ）

０．０００８０．００８０ＮＤ０５２イプロベンホス（ＩＢＰ）

０．０００５－０ＮＤ０５２クロルニトロフェン（ＣＮＰ）

０．００１－０ＮＤ～０．０１８２５５２ニ ッ ケ ル

０．００７０．０７０ＮＤ～０．０２５４５２モ リ ブ デ ン

０．００２０．０２０ＮＤ０５２ア ン チ モ ン

０．０２０．２０ＮＤ～０．１１３１５１全 マ ン ガ ン

注　ＮＤとは定量限界未満です。
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　　�　調査結果

測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
調査
回数

湖 沼 クロロフィルａ
（�／ ıº ）

全りん
（mg／ ıº ）

全窒素
（mg／ ıº ）

ＤＯ
（mg／ ıº ）

ＳＳ
（mg／ ıº ）

ＣＯＤ
（mg／ ıº ）

ｐＨ
透明度
（ｍ）

１．１０．００９０．４１９．２１１．４７．６４．１２回布瀬川ダム貯水池

６．１０．０２６０．５７９．５２３２．７７．７０．６２回白岩川ダム貯水池

３．７０．００９０．１４９．１１１．３７．８５．４２回利賀川ダム貯水池

　表２‐４２　湖沼水質調査結果（１７年度）

　　�　調査対象湖沼

主 な 利 水 目 的
湛水面積
（km２）

有効貯水量
（千m３）

所 在 地湖 沼 名

洪水調節、不特定用水、
河川維持用水、消流雪用水

０．１０１，０００黒 部 市 福 平布瀬川ダム貯水池

洪水調節、不特定用水、
河川維持用水

０．１９１，７００立 山 町 白 岩白岩川ダム貯水池

洪水調節、発電０．１７１，３５０南砺市利賀村水無利賀川ダム貯水池

　表２‐４３　海水浴場水質調査結果（１７年度）

判　　定　　項　　目

判　定海　水　浴　場 病原性大腸
菌 Ｏ －１５７

透明度
（ｍ）

油 膜
の有無

ＣＯＤ
（mg／ ıº ）

ふ ん 便 性
大腸菌群数
（個／１００m ıº）

不検出
全透

（１以上）
なし１．４２未満適、水質ＡＡ（氷見市）小 境

不検出
全透

（１以上）
なし１．７２未満適、水質ＡＡ（氷見市）島 尾

不検出
全透

（１以上）
なし１．８２未満適、水質ＡＡ（高岡市）雨晴・松太枝浜

不検出
全透

（１以上）
なし１．３２適、水質Ａ（富山市）八 重 津 浜

不検出
全透

（１以上）
なし１．２３適、水質Ａ（富山市）岩 瀬 浜

不検出
全透

（１以上）
なし１．８３７適、水質Ａ（富山市）浜 黒 崎

不検出
全透

（１以上）
なし１．５２未満適、水質ＡＡ（黒部市）石 田 浜

不検出
全透

（１以上）
なし１．４２未満適、水質ＡＡ（朝日町）宮崎・境海岸

注　測定値は年平均値です。
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　表２‐４４　底質（重金属等）調査結果（１７年度）
（単位：mg／ kg）

総クロム総水銀ひ素鉛カドミウム調査地点名水域名区分

３７０．０２５８０．１万 歳 橋宮 川神
通
川

河　
　
　
　
　
　

川

７９０．０１１２２４００．７新 猪 谷 橋高 原 川

３５０．０４７．２１７０．２魚 躬 橋上 市 川

２１ＮＤ４．８８０．１早 月 橋早 月 川

１５０．１３．３１４０．１港 橋鴨 川

１３０．０１３．８８ＮＤ落 合 橋片 貝 川

１０００．３６２２７８６石 田 橋黒 瀬 川

１３０ＮＤ５．３６０．１下 黒 部 橋黒 部 川

５１０．０５９．６７ＮＤ赤 川 橋小 川

３５０．０４１２１００．２上 朝 日 橋

５７０．０５５．４７０．２舟 川 橋舟 川

１４００．０６５．１２７０．１末 端木 流 川

４００．０３６．１８０．１笹 川 橋笹 川

１４００．０２９．９１３０．２境 川 橋境 川

１００．０１０．５１０．１定　量　限　界　値

注　ＮＤとは定量限界未満です。
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　表２‐４５　立山環境調査（河川等環境調査）結果（１７年度）

ＳＳ
（mg／ ıº ）

ＢＯＤ
（mg／ ıº ）

ｐＨ名　　　称区分

１０．１５．２み く り が 池

称
名
滝
上
流

ＮＤＮＤ６．２雷 鳥 沢

４１．５３．８紺谷川合流点下流

ＮＤＮＤ６．３大 谷 上 流

ＮＤＮＤ７．１一 の 谷

ＮＤＮＤ５．２ハ ン ノ キ 谷

ＮＤＮＤ５．２称名第二発電所上流

称
名
滝
下
流

３ＮＤ６．９称 名 川 藤 橋

６ＮＤ７．０真 川 末 端

３ＮＤ７．０牛 首 谷 川 末 端

３ＮＤ７．１和 田 川 末 端

１６ＮＤ６．６小 口 川 末 端

１３０．５７．１常 願 寺 川 瓶 岩 橋

１０．５－定 量 限 界 値

注１　ＮＤとは定量限界未満です。
　２　ＢＯＤ欄中、「みくりが池」はＣＯＤの値です。
　３　「紺谷川合流点下流」は、地獄谷からの流水の影響を受けています。
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　表２‐４６　水生生物調査結果（１７年度）

調査団体名（参加団体数、参加延べ人数）水質階級調査地点調査河川

氷見市立西條中学校Ⅰ泉川下流泉 川

福岡町地域活動推進員連絡会・小矢部川に学ぶ会

Ⅲ向田橋（下流１００ｍ）

小 矢 部 川
Ⅱ土屋橋（上流８０ｍ左岸）

Ⅱ三日市橋（下流右岸）

高岡市立五位中学校　科学部Ⅱ五位橋下流５００ｍ

富山市立城山中学校　科学部

Ⅰ城山中学校横

山 田 川 Ⅰ城山中学校下流５００ｍ

Ⅰ城山中学校下流１０００ｍ

そらまめエコクラブⅠ小矢部市東蟹谷地区本 堂 川

高岡市立五位中学校　科学部Ⅰ南郷大橋下流１㎞庄 川

富山市立大沢野中学校Ⅰ新婦大橋上流西側神 通 川

こどもエコクラブ「元気マン」Ⅰドンドコ公園い た ち 川

こどもエコクラブ「元気マン」Ⅰ八幡橋下流（１００ｍ）
熊 野 川

富山市立興南中学校Ⅰ任海橋

富山市立興南中学校Ⅱ悪王寺土 川

ドングリエコクラブⅡ石坪橋下流太 田 用 水

富山第一高等学校Ⅰ立山駅周辺常 願 寺 川

こどもエコクラブ「桃季ふるさと探検隊」
（入善町立桃季小学校　子どもかがやき教室）

Ⅱ入善町古黒部地内清 水 川

１１団体、２１５名１８地点１２河川計

注　水質階級の判定と主な指標生物は以下のとおりです。
Ⅰ（きれいな水）　　　　：ウズムシ類、カワゲラ類、ヒラタカゲロウ類
Ⅱ（少しきたない水）　　：ヒラタドロムシ類等
Ⅲ（きたない水）　　　　：サホコカゲロウ、ヒル類等
Ⅳ（大変きたない水）　　：セスジユスリカ、イトミミズ類等
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　表２‐４７　公共下水道及び特定環境保全公共下水道の概要
（１７年３月３１日現在）

備　　考
処　 理
人　 口
（千人）

認　　可
計画人口
（千人）

処　 理
面　 積
（ha）

汚水管渠
整備面積
（ha）

認　　可
計画面積
（ha）

供用
開始
年度

着手

年度
都市名

公共、特環２８１．２３１１．８６，５７８６，５７８７，７７５Ｓ３７Ｓ２７＊１富 山 市

公共、特環１４３．０１９９．７３，２４５３，２４５４，５５２Ｓ４０Ｓ２４＊２高 岡 市

公共、特環３２．７３５．１７１６７１６８９２Ｓ４９Ｓ３４＊４新 湊 市

公共、特環２７．４４２．３６７２６７２１，１８１Ｈ１Ｓ６０魚 津 市

公共、特環３０．１４８．９８４３８４３１，２８８Ｓ５８Ｓ５０氷 見 市

公共、特環１５．８２２．７５４０５４０８６０Ｈ１Ｓ５４滑 川 市

公共、特環２０．８２７．１６０４６０４８９１Ｈ３Ｓ６１＊３黒 部 市

公共、特環２０．５２９．６７９９７９９１，１７８Ｈ２Ｓ５９砺 波 市

公共、特環１６．４２８．２５６７５６７８３４Ｈ１Ｓ５７小矢部市

公共、特環４５．１６３．４１，６１１１，６５５１，８９８Ｈ１Ｓ４６南 砺 市

公共、特環１６．９１９．２４８６４８６６０２Ｈ３Ｓ６１＊１大沢野町

公共、特環７．８２８．６２３０２３０４４０Ｓ６２Ｓ５４＊１大 山 町

特環３．６４．９１０５１０５１１７Ｈ４Ｈ３上 市 町

特環１．５１３．３６０６０６３Ｓ６１Ｓ５２＊３宇奈月町

公共、特環１２．４１９．１３５６３５６５０６Ｈ１３Ｈ８入 善 町

公共、特環４．７７．９１４７１４７２６４Ｈ１３Ｈ８朝 日 町

公共、特環９．９１４．７２３６４０３４０１Ｈ１３Ｈ５＊１八 尾 町

公共、特環１４．９１９．７３５６３８０５５０Ｈ１２Ｈ５＊１婦 中 町

特環１．３１０．２７１７１７１Ｈ１Ｓ６０＊１山 田 村

特環１．０４．２２８４２４６Ｈ１５Ｈ１０＊１細 入 村

公共、特環２６．７３５．１８１１８１１８９５Ｓ４５Ｓ４２＊４小 杉 町

公共、特環８．９９．９２３７２３７２６４Ｈ４Ｓ６３＊４大 門 町

公共、特環６．７８．８１４８１４８２１３Ｈ９Ｈ５＊４大 島 町

公共、特環６．５９．１２３７２４５３７１Ｈ１Ｓ５８＊２福 岡 町

公共、特環２４．４３９．０７３１７３５１，３７８Ｈ６Ｓ６２＊５中 新 川

７８０．４１，０５２．５２０，４１４２０，６７５２７，５３０計

注１　＊１は現富山市、＊２は現高岡市、＊３は現黒部市、＊４は現射水市、＊５は中新川広域行政事
務組合（舟橋村、上市町、立山町）です。

　２　各数値は四捨五入を行ったため、合計が合わないことがあります。
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　図２‐２　下水道の普及率の推移
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　表２‐４８　農村下水道の整備状況
（１８年３月３１日現在）

備　　　　　　　　　考
計画処理
人口（人）

地区数
市町村名

旧新

供用１３地区１４，１５３１４富 山 市富 山 市

供用２地区１，６２０２大 沢 野 町

供用５地区３，６２０５大 山 町

供用１０地区２，６１１１０八 尾 町

供用３地区１，９１０３婦 中 町

供用５地区６７１５山 田 村

供用２地区４４０２細 入 村

供用４地区２，５８０４高 岡 市高 岡 市

供用４地区２，６５０４福 岡 町

供用７地区９，５００８魚 津 市

供用１１地区１４，３７２１１氷 見 市

供用３地区４，２１５３滑 川 市

供用６地区７，４６０６黒 部 市黒 部 市

供用６地区５，２７２６宇 奈 月 町

供用３地区５，８４０３砺 波 市砺 波 市

供用２地区１，１４１２庄 川 町

供用３地区３，５７０３小 矢 部 市

供用３地区２，２００３城 端 町南 砺 市

供用７地区１，２５８７平 村

供用６地区６８１６上 平 村

供用７地区１，０６２８利 賀 村

供用２地区１，１７０２福 野 町

供用１地区２０１井 口 村

供用１０地区４，３９１１０福 光 町

供用３地区３，２３０３新 湊 市射 水 市

供用３地区３，０６７３小 杉 町

供用４地区４，０７０４大 門 町

供用３地区１，９７０３下 村

供用２地区９００２大 島

供用４地区２，６０２４上 市 町

供用３地区２，３６０４立 山 町

供用２地区８，１１３４入 善 町

１１８，７１９１５５計

１，５８０２１全 体県 単 独
事 業 １，５８０２１計

１２０，２９９１７６合　　　　　計
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（基数）

　表２‐４９　コミュニティ・プラントの整備状況

処理人口（人）施設数市町村名

５，３６５４富 山 市

１，８０２１高 岡 市

１７０１舟 橋 村

８００１射 水 市

８，１３７７合 計

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度市町村名

２６富 山 市

４１５１０２０（富 山 市）

１４１７１５２０（大沢野町）

２２１１（大 山 町）

６５２２９（八 尾 町）

３９３８３６４７（婦 中 町）

５０高 岡 市

４０５０２６４７（高 岡 市）

１３２４２１４３（福 岡 町）

１８１８１５２２７０魚 津 市

８３８０６９６２９２氷 見 市

４９５８６３６４１１１滑 川 市

２６３１２４３３３０黒 部 市

６４砺 波 市

５６７９４８６８（砺 波 市）

５８９１３（庄 川 町）

３１３６４８３８８０小 矢 部 市

南 砺 市

２（上 平 村）

６射 水 市

１（新 湊 市）

４９５２（大　　島）

１４３３２上 市 町

６９１１立 山 町

２１３０４２２８７３入 善 町

３１３７３５２３６２朝 日 町

４１２４８６５６０４４６８１０計

（１８年３月３１日現在）

　表２‐５０　合併処理浄化槽設置整備事業の状況

（設置基数総数　７，１９９）
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表
２‐
５１
　
定
置
漁
場
環
境
調
査
の
定
点
別
の
最
大
値
・
最
小
値
及
び
平
均
値
（
１７
年
度
）

Ｃ
Ｏ
Ｄ
（
m
g
／
 ıº
 ）

濁
　
　
度
（
p
p
m
）

塩
　
　
分

ｐ
　
　
Ｈ

水
　
　
温
（
℃
）

調
査

回
数

調
査
定
点
名

№
前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

０
．６

０
．８

１
．３

０
．３

１
．３

１
．１

３
．２

０
．１

３１
．５
２

３１
．０
０

３４
．３
８

２４
．７
６

８
．２

８
．２

８
．４

８
．１

１５
．５

１６
．８

２３
．１

９
．６

７
宮
　
　
　
崎（
沿
）

１
０
．４

０
．４

１
．０

０
．２

１
．６

１
．４

４
．３

０
．２

３１
．７
４

３１
．０
３

３３
．５
２

２５
．６
７

８
．２

８
．２

８
．４

８
．２

５１
．５

１６
．８

２３
．０

９
．７

７
宮
　
　
　
崎（
沖
）

２
０
．６

０
．４

０
．６

０
．１

１
．９

１
．９

３
．９

０
．７

２７
．６
６

３１
．０
６

３２
．２
８

２９
．１
９

８
．３

８
．２

８
．２

８
．２

１６
．０

１５
．５

２２
．８

７
．９

４
川
　
　
　
中（
沿
）

３
０
．５

０
．４

０
．６

０
．２

２
．２

１
．３

１
．９

０
．６

２７
．９
８

３１
．３
１

３２
．６
５

２９
．１
７

８
．３

８
．２

８
．２

８
．２

１６
．０

１５
．４

２２
．６

７
．６

４
川
　
　
　
中（
沖
）

４
０
．６

０
．４

０
．５

０
．１

３
．２

１
．４

２
．１

０
．８

２７
．７
４

２８
．１
８

３３
．０
８

２２
．３
２

８
．３

８
．２

８
．３

８
．１

１５
．８

１５
．１

２２
．１

６
．６

５
田

茂
前

５
０
．５

０
．４

０
．７

０
．１

６
．７

２
．０

４
．３

０
．３

１４
．２
９

１６
．０
６

３３
．０
６

０
．５
０

８
．１

８
．０

８
．３

７
．５

１３
．３

１２
．３

１７
．１

５
．６

５
黒
部
川
前

６
０
．４

０
．２

０
．２

０
．２

１
．８

１
．７

３
．６

０
．４

３３
．１
３

３３
．３
４

３３
．３
５

３３
．３
４

８
．２

８
．２

８
．３

８
．２

１６
．１

１０
．９

１６
．３

７
．３

３
高
　
　
　
峰（
沿
）

７
０
．４

０
．４

０
．６

０
．２

１
．０

１
．２

２
．０

０
．６

３３
．０
４

３２
．８
０

３３
．５
８

３１
．５
９

８
．３

８
．２

８
．３

８
．１

１６
．３

１１
．２

１７
．８

７
．１

３
高
　
　
　
峰（
沖
）

８
１
．７

２
．２

１２
．４

０
．３

２
．３

２
．５

５
．０

０
．１

２０
．７
３

２４
．７
１

３２
．７
３

９
．２
１

８
．３

８
．２

８
．４

７
．９

１６
．６

１４
．５

２２
．０

８
．１

７
経
田
藤
吉

９
０
．６

１
．３

２
．２

０
．３

１
．３

３
．５

５
．９

０
．７

２３
．０
２

１７
．７
５

２７
．４
４

１２
．６
７

８
．４

８
．４

８
．６

８
．２
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．９
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．５

２０
．９

９
．４

４
伊

古
場

１０
０
．５

１
．２

１
．９

０
．４

１
．２

３
．６

６
．０

０
．５

１９
．９
１

１９
．７
７

２６
．７
４

１２
．２
６

８
．４

８
．４

８
．６

８
．２

１６
．８

１８
．４

２２
．４

９
．８

４
鴻
津
一
番

１１
０
．４

０
．５

０
．８

０
．２

１
．９

１
．５

３
．１

０
．６

２９
．１
９

２８
．７
２

３０
．９
９

２６
．１
９

８
．３

８
．２

８
．３

８
．１

１２
．３

１２
．４

２０
．８

６
．８

４
沖

住
吉

１２
０
．４

０
．４

０
．６

０
．３

１
．６

２
．１

４
．３

１
．１

２８
．８
３

２８
．１
８

３１
．４
５

２２
．５
６

８
．３

８
．２

８
．３

８
．２

１２
．６

１２
．３

２０
．３

７
．６

４
沖

の
網

１３
０
．６

０
．６

１
．１

０
．２

１
．９

１
．９

３
．１

０
．５

１４
．３
９

２１
．８
７

３１
．１
４

１１
．５
９

８
．１

８
．０

８
．２

７
．８

１２
．０

９
．８

１３
．９

５
．９

４
天
　
念
　
坊（
沿
）

１４
０
．５

０
．５

０
．６

０
．２

１
．４

１
．６

２
．９

０
．３

２０
．４
３

２５
．０
６

３３
．２
９

１３
．１
６

８
．２

８
．２

８
．２

８
．１

１２
．７

１０
．３

１４
．７

７
．２

４
天
　
念
　
坊（
沖
）

１５
０
．６

１
．０

２
．７

０
．２

６
．１

３
．０

８
．０

０
．４

２８
．９
３

２５
．８
６

３３
．３
４

１６
．２
３

８
．２

８
．３

８
．７

８
．１

１５
．６

１８
．６

２３
．３

１３
．２

７
深
　
　
　
曳（
沿
）

１６
０
．７

１
．０

２
．６

０
．４

１
．８

３
．０

４
．８

０
．４

２８
．３
５

２４
．０
６

３３
．２
６

１１
．０
３

８
．３

８
．３

８
．６

８
．２

１５
．４

１８
．１

２３
．６

１２
．８

７
深
　
　
　
曳（
沖
）

１７
０
．９

０
．９

１
．４

０
．６

２
．６

３
．５

７
．３

１
．８

７
．３
２

５
．７
２

１５
．２
８

１
．０
７

７
．９

７
．８

８
．３

７
．５

１２
．４

１５
．５

２１
．５

１０
．２

７
神
通
川
前

１８
０
．５

１
．０

２
．４

０
．４

１
．８

２
．４

７
．０

０
．４

２５
．６
０

２７
．６
３

３３
．０
６

１４
．８
５

８
．３

８
．２

８
．４

８
．１

１９
．６

１８
．６

２３
．３

９
．８

８
大

門
沖

１９
０
．９

１
．１

３
．４

０
．２

２
．３

２
．７

５
．５

０
．２

２４
．６
７

２３
．９
７

３２
．５
７

１２
．１
７

８
．２

８
．３

８
．６

８
．１

１７
．０

１５
．６

２５
．３

７
．７

１０
酒

樽
Ⅰ

２０
１
．２

１
．６

３
．６

０
．７

２
．５

２
．８

４
．５

１
．３

１９
．４
１

１７
．９
３

２７
．６
８

８
．８
４

８
．１

８
．０

８
．６

７
．５

１６
．８

１５
．４

２５
．７

７
．１

１０
酒

樽
Ⅱ

２１
１
．１

０
．９

２
．２

０
．３

２
．５

３
．２

４
．７

１
．３

１９
．８
１

２２
．７
０

３３
．３
１

１３
．９
８

８
．１

８
．３

８
．４

８
．２

１５
．１

１４
．９

２０
．８

１０
．１

３
大
神
楽
・
東
三
番

２２
０
．８

１
．０

２
．８

０
．３

５
．０

２
．８

８
．０

０
．９

２０
．１
７

２１
．６
２

３３
．３
１

１４
．４
８

８
．２

８
．２

８
．７

８
．０

１６
．２

１５
．２

２３
．３

７
．３

８
黒

山
２３

１
．０

１
．２

２
．７

０
．５

３
．８

２
．８

４
．８

１
．４

１０
．９
０

１１
．０
３

１７
．０
０

６
．１
５

８
．１

８
．０

８
．２

７
．８

１４
．６

１４
．６

２３
．３

６
．３

８
庄

川
前

２４
２
．２

２
．０

３
．０

０
．７

４
．２

３
．３

４
．８

２
．０

２
．９
５

３
．２
１

７
．７
７

１
．３
６

７
．４

７
．４

８
．１

７
．２

１５
．７

１４
．３

２３
．３

６
．３

８
小
矢
部
川
前

２５
０
．８

１
．０

２
．２

０
．４

１
．７

２
．２

６
．５

０
．７

２３
．８
１

２３
．６
９

３３
．２
０

１７
．８
０

８
．２

８
．１

８
．６

７
．９

１６
．４

１５
．６

２３
．３

７
．３

８
大

中
瀬

２６
０
．８

０
．６

１
．９

０
．２

１
．２

１
．８

３
．５

０
．２

３１
．５
５

３１
．０
２

３３
．３
０

１８
．９
６

８
．３

８
．２

８
．４

８
．０

１８
．２

１９
．６

２４
．０

１５
．３

１１
青
塚
三
番

２７
０
．６

０
．６

２
．１

０
．２

１
．４

１
．７

３
．４

０
．４

３０
．５
２

３０
．６
０

３３
．０
４

２１
．４
３

８
．３

８
．２

８
．４

８
．１

１６
．０

１７
．５

２５
．１

９
．１

９
茂
淵
一
番

２８
０
．５

０
．６

０
．８

０
．２

１
．０

１
．８

３
．８

０
．６

３１
．７
５

３０
．１
９

３３
．１
２

１６
．２
８

８
．３

８
．２

８
．４

８
．１

１５
．７

１７
．１

２６
．１

８
．１

９
茂
淵
二
番

２９
０
．６

０
．７

１
．３

０
．２

１
．６

１
．９

４
．５

０
．５

３２
．２
３

３３
．２
９

３３
．１
９

２４
．０
８

８
．３

８
．２

８
．５

８
．２

１８
．２

１７
．１

２４
．９

１０
．６

１１
茂
淵
三
番

３０
０
．６

０
．３

０
．６

０
．１

１
．０

０
．９

２
．１

０
．１

３２
．８
２

３２
．７
２

３３
．７
４

２８
．０
４

８
．３

８
．２

８
．４

８
．２

１７
．５

１７
．８

２５
．９

９
．０

１１
前

網
岸

３１
０
．５

０
．４

０
．８

０
．１

０
．９

１
．０

２
．５

０
．１

３２
．８
４

３２
．９
６

３３
．７
３

３１
．０
４

８
．３

８
．３

８
．４

８
．２

１７
．８

１８
．３

２５
．８

１２
．０

１１
前

網
３２

０
．８

０
．９

２
．０

０
．３

２
．５

２
．５

４
．５

０
．８

３２
．５
４

３１
．０
８

３３
．５
７

２０
．７
３

８
．３

８
．２

８
．５

８
．１

－
１１

八
幡

岸
３３

０
．５

０
．５

０
．８

０
．２

１
．７

１
．６

４
．８

０
．６

３３
．２
１

３２
．６
４

３３
．５
７

２８
．９
５

８
．３

８
．３

８
．４

８
．２

１８
．３

１６
．７

２５
．４

８
．５

１０
千

ヶ
淵

３４
１
．１

１
．２

２
．５

０
．５

２
．０

２
．５

３
．９

１
．２

３２
．９
５

３１
．９
７

３３
．８
７

２７
．１
７

８
．３

８
．２

８
．３

８
．２

－
５

大
境
突
堤
沖

３５
０
．７

０
．９

３
．４

０
．２

２
．０

２
．９

１１
．０

０
．３

２６
．４
７

２８
．６
８

３３
．９
２

１６
．８
４

８
．３

８
．４

９
．０

８
．２

１６
．９

１５
．４

２５
．０

７
．０

８
大

垣
３６
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全　　　体右　　　岸左　　　岸玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm） 比率（％）点　　数比率（％）点　　数比率（％）点　　数

６２１，５８９７４８６０５２７２９０．４０ 未 満

２９７５１２０２２８３７５２３０．４０～０．９９

８１９８６６５９１３３１．００～１．９９

１３２０６２２６２．００ 以 上

１００２，５７０１００１，１５９１００１，４１１計

全　　　体右　　　岸左　　　岸土壌中カドミ
ウム濃度
（ppm） 比率（％）点　　数比率（％）点　　数比率（％）点　　数

１１１８５６５０１６１３５０．５０ 未 満

４４７２５３４２７８５２４４７０．５０～０．９９

３０５００３５２８１２６２１９１．００～１．９９

１５２５７２５２０５６５２２．００ 以 上

１００１，６６７１００８１４１００８５３計

土　壌　中（ppm）玄　米　中（ppm）

地域区分 次　層　土作　　　土
平均最低最高点数

平均最低最高点数平均最低最高点数

０．６４０．０６４．８６２０３１．０９０．４６４．５０３６２１．０２０．２５４．２３３６２左岸地域

０．７２０．０９５．１７１０１１．１６０．４７４．８５１８２０．９３０．２５２．７４１８２右岸地域

０．７００．０６５．１７３０４１．１２０．４６４．８５５４４０．９９０．２５４．２３５４４全 体

　表２‐５２　玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）
（４６～５１年度調査）

　表２‐５３　対策地域内の玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

　表２‐５４　玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミ
ウム濃度
（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm）

１３２９２．００ 未 満２６８００．４０ 未 満

５８１３０２．００～５．９９７２２２９０．４０～０．９９

２０４５６．００～９．９９２７１．００～１．９９

９２１１０．００以 上２０２．００ 以 上

１００２２５計１００３１６計

（４６～４８年度調査）



１８８

（単位：ha）

土　壌　中（ppm）玄　米　中（ppm）

地域区分 次　層　土作　　　土
平均最低最高点数

平均最低最高点数平均最低最高点数

０．８５０．１４３．２４１９７．５７３．８５２２．６０４４０．７９０．４７１．３４４４黒部地域

①のう
ち農用
地以外
として
利用す
る面積

①のうち農用地として利用する面積
対 策 地 域 の 面 積

計 画 区 分
計

事業対
象外面
積（砂利
採取）田

事 業 対 象 面 積

計畑田計農用地
以　外

①農用地
（田）

８．１８８．６１１．８７６．８０．６７６．２１０８．０１１．３９６．７第１次地区

２１．０
５０．４

４０６．２
３７６．８

７３．７
８０．９

３３２．５
２９５．９

５．９
３．８

３２６．６
２９２．１

４８１．１５３．９４２７．２第２次地区

５３８．７
５６５．５

４２１．８
３９５．０

１４．３
１４．３

４０７．５
３８０．７

５．５
９．５

４０２．０
３７１．２

１，０５５．３９４．８９６０．５第３次地区

５６７．８
６２４．０

９１６．６
８６０．４

９９．８
１０７．０

８１６．８
７５３．４

１２．０
１３．９

８０４．８
７３９．５

１，６４４．４１６０．０１，４８４．４計

第 ３ 次 地 区第 ２ 次 地 区第 １ 次 地 区区　　分

区画整理方式
現状回復方式

区画整理方式
現状回復方式

区画整理方式復 旧 方 式

埋込客土工法
上乗せ客土工法

埋込客土工法
上乗せ客土工法

埋込客土工法
上乗せ客土工法

対 策 工 法

八尾町＊卯花地内の山林大沢野町＊市場地内の山林
八尾町＊横ノ手地内の山林

大沢野町＊市場地内の山林客土母材の採土地

注　第２次地区及び計の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐５５　対策地域内の玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

　表２‐５６　神通川流域における土地利用区分と面積（実測）

　表２‐５７　神通川流域における第１～３次地区の復旧方式等

注　＊は現富山市です。
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第３次地区第２次地区第１次地区区　　　分

４年２月３日第　９８号
１５年６月２６日第 ３６５号

５９年１月２０日第　４２号
３年９月４日第 ６３５号

５５年２月６日第　９４号
５９年７月２８日第 ６４１号

告 示 年 月 日

農用地の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための客土その他の
事業

公 害 防 止 事 業 の 種 類

三井金属鉱業株式会社費用を負担させる事業者の名称

１９，２９１，９００千円
２４，２３２，０００千円

１０，９４０，０００千円
９，０５４，８６５千円

１，７８３，０００千円
２，２４７，４３６千円

公害防止事業費
①

算

定

基

礎

負

担

総

額

及

び

０．５９０８０．５９０８０．５２７ 
０．５９０８

汚 染 寄 与 度
②

２／３２／３２／３概 定 割 合
③

０．３９３９０．３９３９０．３５１３
０．３９３９

負 担 率
②×③

７，５９９，０７９千円
９，５４４，９８４千円

４，３０９，２６６千円
３，５６６，７１１千円

６２６，３６８千円
８８５，２６５千円

負 担 総 額
①×②×③

物価等の変動により、事業費に変更が生じたときは、変更後の事業費に
上記の負担率を乗じて得た額を負担総額とします。

そ　 の　 他

注　第１次・第２次地区の告示年月日、負担総額及び算定基礎の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐５８　公害防止事業に係る費用負担計画の概要（神通川流域）

　表２‐６０　神通川流域における１８年度に作付可能な面積
（単位：ha）

合　計
畑田

区　　　分
非客土客　土非客土客　土

９０．２－１．２１３．２７５．８第１次地区

３５６．６０．３３．９７２．５２７９．９第２次地区

３６５．５－９．９９．５３４６．１第３次地区

８１２．３０．３１５．０９５．２７０１．８計

（単位：ha）
　表２‐５９　神通川流域における公特事業の計画面積

注　第２次地区、第３次地区及び計の上段は当初計画、下段は変更計画

内　　　　　　訳
全　　　体区　　　分

併 せ 地 域隣 接 地 域指 定 地 域

１１．６６．２７３．４９１．２第１次地区

９２．５
６６．０

１６．５
９．８

３３２．５
２９５．９

４４１．５
３７１．７

第２次地区

２０．４
１４．６

２２．０
３．４

３９４．５
３７８．３

４３６．９
３９６．３

第３次地区

１２４．５
９８．０

４４．７
３８．０

８００．４
７６３．８

９６９．６
８９９．８

計



１９０

（単位：ha）

①②のうち
農用地以外
として利用
する面積

①のうち農用地
として利用する
面積

対 策 地 域 の 面 積

市　名 左のうち
事業対象面積　

計
　

　
農用地
以　外

②
農用地
（畑）

①
農用地
（田） 計畑田計畑田

７１．８
７５．３

４４．０
４０．５

－４４．０
４０．５

４４．２
４０．７

０．２
０．２

４４．０
４０．５

１３２．１１６．１０．２１１５．８黒部市

黒 部 地 域区　　分

現状回復方式復 旧 方 式

排土客土工法対 策 工 法

黒部市田籾地内の山林客土母材の採土地

注　上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐６１　黒部地域における土地利用区分と面積（実測）

　表２‐６２　黒部地域における対策地域の復旧方式等

３年１１月１９日第 ７９８号
８年９月３０日第 ６２４号告 示 年 月 日

農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防除するための客土そ
の他の事業公 害 防 止 事 業 の 種 類

新日鉱ホールディングス株式会社費用を負担させる事業者の名称

２，９３６，０００千円
４，００５，７００千円公 害 防 止 事 業 費　①

び

算

定

基

礎

負

担

総

額

及

１汚 染 寄 与 度　②

２／３概 定 割 合　③

０．６６６７負　　担　　率　②×③

１，９５７，４３１千円
２，６７０，６００千円負 担 総 額　①×②×③

物価等の変動により、事業費に変更が生じたときは、変更後の事
業費に上記の負担率を乗じて得た額を負担総額とします。そ の 他

注　告示年月日、負担総額及び算定基礎の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐６３　公害防止事業に係る費用負担計画の概要（黒部地域）
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　表２‐６４　地下水観測井の位置と構造

標高
（ｍ）

井戸の構造

管理者
設置
年度

位　　　　置
観　測　井
の　名　称

地域 ストレーナ位置
（ｍ）

口径
（㎜）

深度
（ｍ）

５．６３
３２～３８

２５０８０県４氷見市朝日丘朝 日 丘
氷
見
地
域

７１～７７

５．４８７９～９０２５０１００県４氷見市柳田柳 田

３．４８１５６～１７８３００２６０県４２高岡市荻布能 町

高　

岡　

・　

砺　

波　

地　

域

１２．５９１６４～１７５３００２４０県４２高岡市京田上 関

１４．１１３４～３９２５０４０県３４高岡市二塚二 塚

２５．１９
１１～１６．５４００２７

県１４高岡市中田中 田
５７～６４．５２００８０

６．２２１０２～１２４３５０１５０県４２射水市寺塚原寺 塚 原

２．４１４０～５４２５０１００県５４射水市殿村作 道

４１．０８７８～８９２５０１００県５２砺波市日詰日 詰

７２．５４
４８～５９

２５０８０県６０砺波市五郎丸五 郎 丸
６５～７０

４１．２１

４３～４９

２５０８０県６０小矢部市水島水 島 ５４～６０

６５～７１

６０．４２
４３～５４

２５０８０県６０南砺市福野町布袋布 袋
６０～６５

２０．４６
５６～６７

２５０８０県６０高岡市福岡町江尻江 尻
７２～７８

７．１１１０６～１３９２５０２００県４９富山市下飯野下 飯 野

富　

山　

地　

域

６．４４６５～８２２５０９３県４９富山市下新北町奥 田 北

２９．０５１５～２０２５０２０県５７富山市山室山 室

８８．９６５０～８３２５０１００県４９富山市西の番西 の 番

１０．１８１０６～１３９２５０１５０県５９富山市三郷三 郷

６３．１８２３～５０２５０１００県４９立山町前沢前 沢

１４．１８８４～９５２５０１００県５３富山市婦中町速星速 星

６．６７２３～３４２５０５０県６１魚津市住吉住 吉魚
津
・
滑
川
地
域

１２．６４５９～７１２５０７０県６１魚津市北鬼江北 鬼 江

５．８４６６～７７２５０８０県６１滑川市下島下 島

３５．４８６５～８２２５０１００県６１滑川市四ツ屋四 ツ 屋

１５．８４１１２～１３４２５０１５０県５１黒部市金屋金 屋

黒　

部　

地　

域

１８．８５５１～７３２５０１００県５１黒部市三日市三 日 市

４７．１１３９～５０２５０５０県５１黒部市荻生五 郎 八

１．３０８５～９６２５０１００県３黒部市生地経新生 地

２５．５８１１７～１４５２５０１５０県５１入善町青木青 木

２７．６３７３～９５２５０１００県５１入善町入膳入 膳

６９．６７３４～５０２５０５０県５１入善町小摺戸小 摺 戸

１．９２４０～５１２５０５５県３入善町下飯野園 家

２３．３９５６～７８２５０１００県５１朝日町月山新月 山



１９２

　表２‐６５　地下水位年平均値の年度別推移

平均地下水位（㎝）井 戸 の
深さ（ｍ）

所 在 地
観 測 井
の 名 称

地
域 １７年度１６年度１５年度１４年度１３年度

－　　７５－　　４８－　　６０－　　３７－　　４７８０氷 見 市朝 日 丘氷
見
地
域 －　２２２－　１９５－　１９１－　１８６－　２２２１００〃柳 田

－　２５０－　１８４－　１６２－　１６６－　１５７２６０高 岡 市能 町

高

岡

・

砺

波

地

域

３７４３８４３７１３９０３８３２４０〃上 関

－　１９３－　１８６－　１８８－　１８７－　１８８４０〃二 塚

－　２９２－　２６８－　２６０－－２７〃上部帯水層中　

田 －　２８７－　２８０－　２７１－－８０〃下部帯水層

－　３３９－　２４０－　２２３－　２１４－　１９８１５０射 水 市
（旧新湊市）寺 塚 原

－　１３３－　　９１－　　８０－　　７５－　　６５１００〃作 道

－１，４３１－１，４１８－１，４３９－１，４０３－１，４２０１００砺 波 市日 詰

－３，３０４－３，２８６－３，３３２－３，２６８－３，２９０８０〃五 郎 丸

－　８５１－　８３５－　８５７－　８２２－　８４３８０小矢部市水 島

－１，１６５－１，１３７－１，１５０－１，１２７－１，１４３８０南 砺 市
（旧福野町）布 袋

９９８８７３７７７０８０高 岡 市
（旧福岡町）江 尻

－　１２６－　１０４－　　９０－　　８２－　　７５２００富 山 市下 飯 野
富　
　

山　
　

地　
　

域

－　２６９－　２４９－　２４０－　２３７－　２３７９３　 〃　奥 田 北

－　１８７－　１６５－　１７８－　１５５－　１４８２０　 〃　山 室

－１，５０７－１，４９６－１，４９３－１，４８５－１，４８２１００　 〃　西 の 番

－　２７５－　１８７－　１８１－　１８８－　１８０１５０　 〃　三 郷

－　３９０－　３８１－　３９２－　３８７－　３８６１００立 山 町前 沢

－　１７０－　１６８－　１６３－　１５５－　１４０１００富 山 市
（旧婦中町）速 星

－　１２０－　１１９－　１２３－　１１７－　１１７５０魚 津 市住 吉魚
津
・
滑
川
地
域

－　５７８－　５８７－　５９６－　５８６－　５９０７０〃北 鬼 江

－　１０９－　　９５－　　８７－　　８２－　　８８８０滑 川 市下 島

－２，２９４－２，３１５－２，３４８－２，３０５－２，２９４１００〃四 ッ 屋

－　６８６－　６７０－　６３２－　６４６－　６３２１５０黒 部 市金 屋

黒　
　
　

部　
　
　

地　
　
　

域

－　８２６－　７９５－　７６８－　７８３－　７８３１００〃三 日 市

－１，７７３－１，７６１－１，４９０－１，６３０－１，５４０５０〃五 郎 八

７５７９８１８２８３１００〃生 地

－１，４８７－１，４７９－１，４１３－１，４４０－１，４２２１５０入 善 町青 木

－１，９７５－１，９７９－１，９６０－１，９５２－１，９８２１００〃入 膳

－１，２７６－１，２８５－１，２３３－１，２４９－１，２５４５０〃小 摺 戸

３１７３２２３２９３２７３３０５５〃園 家

－　７５２－　７４６－　７４０－　８３７－　８０１１００朝 日 町月 山

注　地下水位は、地表面を基準として地上を＋、地下を－で表しています。
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　図２‐４　主な観測井の地下水位（月平均）
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　図２‐５　塩化物イオン濃度分布（１７年度）
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　　�　用途別

　表２‐６６　地下水条例に基づく揚水設備の届出状況

　　�　市町村別
（１８年３月３１日現在）

合　　　　　計観　察　地　域規　制　地　域区分

市町村

地
域 揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数

２，０３２１，５６９６４１４８４１，３９１１，０８５富 山 市

富　

山　

地　

域

１，６２６１，２７７２３５１９２１，３９１１，０８５旧 富 山 市

１２８９１１２８９１旧大沢野町

３９２９３９２９旧 大 山 町

２９２２２９２２旧 八 尾 町

２１０１５０２１０１５０旧 婦 中 町

６５６５舟 橋 村

１５５１２２１５５１２２上 市 町

９７７９９７７９立 山 町

２，２９０１，７７５８９９６９０１，３９１１，０８５小　　計

８８６６８５１３３１１１７５３５７４高 岡 市

高　

岡　

地　

域

７８９６０１３６２７７５３５７４旧 高 岡 市

９７８４９７８４旧 福 岡 町

２９１２５０２９１２５０砺 波 市

２８５２３３１００８５１８５１４８射 水 市

１１０８９１１０８９旧 新 湊 市

５９５２５９５２旧 小 杉 町

５７４７２８２０２９２７旧 大 門 町

１３１３１３１３旧 下 村

４６３２４６３２旧 大 島 町

１，４６２１，１６８５２４４４６９３８７２２小　　計

３，７５２２，９４３１，４２３１，１３６２，３２９１，８０７合　　　計

合　　　　　計観　察　地　域規　制　地　域区分

用途 揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数

８１６４４８３３３１９１４８３２５７工 業 用

１，３６６１，１５７３９９３４１９６７８１６建 築 物 用

７２４６５７４２１５４水 道 用

８１６７６４５１１７１６農業・水産業用

１，４１２１，２２１５６６５０８８４６７１３道路等消雪用

５４４３１１その他（試験用）

３，７５２２，９４３１，４２３１，１３６２，３２９１，８０７合　　　計

（１８年３月３１日現在）
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　表２‐６７　地下水採取状況（１７年度 )

　　�　市町村別

　　�　用途別

(単位：百万m３／年）

合 計観 察 地 域規 制 地 域
区　分

用　途

７２．６４４．２２８．４工 業 用

１９．８６．６１３．２建 築 物 用

１９．８１７．４２．４水 道 用

４．４２．８１．６農 業 ・ 水 産 業 用

２７．５１０．８１６．７道 路 等 消 雪 用

１４４．１８１．８６２．３合　　　　計

( 単位：百万m３／年）

合 計観 察 地 域規 制 地 域
区分

市町村
地
域

８７．５４７．５４０．０富 山 市

富　

山　

地　

域

５１．３１１．３４０．０旧 富 山 市

５．１５．１旧 大 沢 野 町

２．２２．２旧 大 山 町

３．７３．７旧 八 尾 町

２５．２２５．２旧 婦 中 町

０．１０．１舟 橋 村

８．５８．５上 市 町

２．４２．４立 山 町

９８．５５８．５４０．０小　　計

２０．７４．４１６．３高 岡 市

高　

岡　

地　

域

１７．４１．１１６．３旧 高 岡 市

３．３３．３旧 福 岡 町

１５．１１５．１砺 波 市

９．８３．８６．０射 水 市

２．５２．５旧 新 湊 市

０．９０．９旧 小 杉 町

４．１２．７１．４旧 大 門 町

０．２０．２旧 下 村

２．１２．１旧 大 島 町

４５．６２３．３２２．３小　　計

１４４．１８１．８６２．３合　　　　計



１９８

　図２‐６　騒音・振動苦情の発生源別推移

　図２‐７　一般地域の環境騒音の環境基準達成状況（１７年度）
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　表２‐６８　自動車交通騒音の環境基準達成状況

　　�　自動車交通騒音の環境基準達成状況（１７年度）

一部達成
戸 数

一部達成
区 間 数

環 境 基 準
達成率（％）

達 成 戸 数達成区間数
評 価
対象戸数

評 価
区間数

区　　分

７７７７９９８８９１，２５２１６道路に面する地域

７７７７７８８４４１，１４８１１国 道内訳

００１００１０４５１０４５県 道

注１　評価区間数とは、面的評価を行った区間数です。
　２　評価対象戸数とは、評価区間における住居等の戸数です。
　３　達成区間数とは、評価区間における住居等の全てが昼間（６時～２２時）及び夜間（２２時～翌日６

時）ともに環境基準を達成している区間の数です。
　４　達成戸数とは、評価対象戸数のうち昼間及び夜間ともに環境基準を達成している住居等数です。
　５　一部達成区間数とは、昼間又は夜間において環境基準を達成していない住居等がある区間の数で

す。
　６　一部達成戸数とは、昼間又は夜間において環境基準を達成していない住居等の数です。

　表２‐６９　道路に面する地域の環境騒音調査結果（１７年度）

夜　　間
（２２時～６時）

昼　　間
（６時～２２時）

平　　均測定地点数
環境基準の
地域の類型

３９～６５５２～７０５８１０Ａ

５３～６７５７～７１６３２３Ｂ

４６～７６４９～７６６４５８Ｃ

５３～７１４７～７６６２２１その他

（単位：ｄＢ）

注　騒音の測定は、県、７市町が１１２地点で実施しました。

　　�　自動車交通騒音の環境基準達成率の経年変化

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度区　　　分

９／１６（５６）１１／１５（７４）７／１２（５９）６／１２（５０）６／１２（５０）達成区間数／評価区間数

９８８／１，２５２（７９）７０４／７９３（８９）１８５／２０７（８９）１７１／２０１（８５）１５１／２２０（６９）達成戸数／評価対象戸数

注　（　）内の数値は、評価区間数、評価対象戸数に対する達成数の割合で、単位は％です。



２００

　表２‐７０　航空機騒音の年度別推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度調査時期
調　査
地点名

７１７０７２７０６８春　季

富 山 市
萩 原

７１７１７２７１７０夏　季

７１７３７２７１７０秋　季

６９７０７１７２６６冬　季

７１７１７２７１６９年　間

７１６９７１６９６８春　季

富 山 市
塚 原

７１７１７０７０６８夏　季

７１７１７１７２６９秋　季

６９７０７０６９６６冬　季

７１７０７０７０６８年　間

６６６６６７６３５８春　季

富 山 市
新 保

６６６７６６６８６３夏　季

６４６５６５６６５８秋　季

６９６４６８６８６４冬　季

６６６６６７６７６２年　間

７１７２７１７３７２春　季

富 山 市
婦 中 町
萩 島

７０７２７１７４６８夏　季

７２６８７０７３７２秋　季

７１６８７０７０７２冬　季

７１７０７０７３７１年　間

類型Ⅱ（７５以下）環境基準

（単位：WECPNL）

注１　騒音調査は各調査時期においてそれぞれ７日間連続測定しました。
　２　環境基準との評価は、年間値で行います。
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　表２‐７１　騒音規制法に基づく特定施設の届出状況

計

鋳

型

造

型

機

合
成
樹
脂
用
射
出
製
形
機

印

刷

機

械

抄

紙

機

木

材

加

工

機

械

穀

物

用

製

粉

機

建
設
用
資
材
製
造
機
械

織

機

土

石

用

破

砕

機

等

空

気

圧

縮

機

等

金

属

加

工

機

械

工
場
・
事
業
場
数

市　町

４，８７７４１５３４４８４２２９２２１４４４１７５２，５４６８５１５９０富 山 市

３，７１９１１４９５１３０９２７７０７６４５７０１，６５１７２１４６４高 岡 市

２７１０２０１８０２５０００２０１６５２３４４魚 津 市

２３２５１５０４０５２０５８６１０１３２氷 見 市

４３９０２７２８０９０１０２９２０４１４１３０滑 川 市

２，０８６５９１３２１３３０１４００４２４２０３３７３４６３１黒 部 市

５７９０９０１２０４５０７２１５２０１７４１６６７砺 波 市

２１３０３７２４２２３２４３３２９２７３２４６小矢部市

８３９０３３２２０１１８１０４５５３１９５１２８４南 砺 市

２，０６２０１５２３０２２１１１７２８６７４１，００６４１９１１６射 水 市

１，５８００３６３０５１１１，４３５０９８１１７上 市 町

１１５０１３４４０００３７５２５１９立 山 町

５２０００００００００４６６４入 善 町

８５０２３０３６００００４０４１０朝 日 町

１７，１４９７１４８３１７５２１９１，０１０２９６２３，９５６４２８６，６５０２，６９８１，５５４計

（１８年３月３１日現在）
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　表２‐７２　公害防止条例に基づく騒音の届出工場・事業場の状況
（１８年３月３１日現在）

　表２‐７３　騒音関係立入検査状況（１７年度）

合　
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デ
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製
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械
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具
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造
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製
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業

非

鉄

金

属

製

造

業

鉄

鋼

業

石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

化

学

工

業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
製
造
業

木
材
・
木
製
品
製
造
業

食

料

品

製

造

業

業　種

区　分

２７４１２２２３１５３２２
立入検査
件 数

　表２‐７４　道路交通振動の調査結果（１７年度）

夜間（dB）
（１９時～翌日８時）

昼間（dB）
（８時～１９時）

測定地点数区　　　域　　　区　　　分

＜３０～４１
（６０）

３３～４６
（６５）

２１

第１種低層住居専用地域、第２種低層住
居専用地域、第１種中高層住居専用地域、
第２種中高層住居専用地域、第１種住居
地域、第２種住居地域、準住居地域

第 １ 種 区 域

＜３０～５１
（６５）

３０～５７
（７０）

２９近隣商業地域、商業地域、準工業地域第 ２ 種 区 域

＜３０～４３＜３０～５７１０上記の区域以外

注１　（　　）は、道路管理者又は公安委員会に対する要請限度です。
　２　区域区分の地域は、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域です。

工場・事業場数市　町　村工場・事業場数市　町　村

２５５南 砺 市５４３富 山 市

９５射 水 市４３３高 岡 市

５舟 橋 村７５魚 津 市

５３上 市 町９１氷 見 市

５４立 山 町１４２滑 川 市

４３入 善 町１６１黒 部 市

３１朝 日 町９２砺 波 市

２，２１８計１４５小 矢 部 市
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　表２‐７５　振動規制法に基づく特定施設の届出状況

計

鋳

型

造

型

機

射

出

製

形

機

合

成

樹

脂

用

樹
脂
練
用
ロ
ー
ル
機

ゴ
ム
練
用
又
は
合
成

印

刷

機

械

木
材
加
工
機
械

建
設
用
資
材
製
造
機
械

織

機

土
石
用
破
砕
機
等

圧

縮

機

金
属
加
工
機
械

工
場
・
事
業
場
数

市　町

２，３９２５１３４１１７６２８１０４４０１９３６２９７７６３２６富 山 市

２，４８９９６１０３０４５３５１２５３９６４７２５８７０３０３高 岡 市

１３１０１０００３００５８４２９１７魚 津 市

４３０３００００２００１４６７氷 見 市

３３３０２７０１３３００１８１３９１３３１８滑 川 市

４９５０１６９３０１５３０８０３１６６１０１１６黒 部 市

３３４０９４０２０１００１６８１２６１５２０砺 波 市

１２８０３２２５５６３８０７３３２３小矢部市

５７８０３１０２６０４５５０６４２０３１南 砺 市

４８４０６０３３００２６５６１６１５８４９射 水 市

１，５２４０３６００００１，４５３０３５０１１上 市 町

６２０４０２０００１４１１４１５立 山 町

１７３３００１００１１３２４６８１２入 善 町

２８０００３２１０００１３７朝 日 町

９，１９４１０４６４９３３２８５１４４２８３，５７１３７６１，９３８２，０６６８５５計

（１８年３月３１日現在）
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　表２‐７６　振動関係立入検査状況（１７年度）
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３１２４１７１６５２２１立入検査件数

　表２‐７７　ダイオキシン類環境調査結果（１７年度）

調査機関
調　　査　　結　　果調査時期

地　点　名 平　均冬　季秋　季夏　季春　季

富 山 市０．０２２０．０１５０．０１６０．０３００．０２５芝 園 町富 山 市

住 居 地 域
（一般環境）

〃０．０２９０．０３１０．０３６０．０３２０．０１８水 橋 畠 等〃

〃０．０２２０．０１６０．０２２０．０２６０．０２５婦中町笹倉〃

高 岡 市０．０５８０．１１０．０３２０．０４６０．０４２本 丸 町高 岡 市

〃０．０４９０．０６６０．０４１０．０２６０．０６２戸 出〃

富 山 県０．０２７０．０２１０．０１７０．０１９０．０５０窪氷 見 市

〃０．０２５０．０１８０．０２７０．０１５０．０４１上 島滑 川 市

〃０．０２４０．０２６０．０３００．０２００．０２１植 木黒 部 市

〃０．０４２０．０６８０．０３６０．０２３０．０４２柴 田 屋南 砺 市

〃０．０２９０．０４２０．０１８０．０２２０．０３５中 太 閤 山射 水 市

富 山 市０．０７００．０１１０．０４７０．１６０．０６０蓮 町富 山 市

工 業 地 域 富 山 県０．０４１０．０５２０．０４６０．０４８０．０１９伏木東一宮高 岡 市

〃０．０４７０．０８７０．０４１０．０２９０．０３２東 明 中 町射 水 市

〃０．０６４０．０８９０．０３６０．０６５０．０６４美 幸 町高 岡 市
廃 棄 物 焼 却
施 設 周 辺
（特定発生源周辺）

〃０．０５４０．０６９０．０４２０．０３７０．０６８太 田砺 波 市

〃０．０５００．０８４０．０４１０．０３２０．０４１鷲 塚射 水 市

０．６環　　境　　基　　準

　　�　大　気
（単位：pg-TEQ／m３）
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（単位：pg-TEQ／ ıº ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

富 山 県０．２２阿 尾 橋阿 尾 川

〃０．０６９間 島 橋余 川 川

〃０．１４北 の 橋上 庄 川

〃０．２０八 幡 橋仏 生 寺 川

〃０．４９中 の 橋湊 川

国土交通省（富山）０．１７河 口小 矢 部 川

〃０．１０城 光 寺 橋

高 岡 市０．１１地 子 木 橋千 保 川

〃０．１１新 祖 父 川 橋祖 父 川

富 山 県０．４９末 端横 江 宮 川

国土交通省（富山）０．０７０大 門 大 橋庄 川

富 山 県０．２０山 王 橋内 川

〃０．１２西 橋

〃０．３１稲 積 橋下 条 川

〃０．２１白 石 橋新 堀 川

国土交通省（富山）０．１０萩 浦 橋神 通 川

〃０．１０神 通 大 橋

富 山 市０．０９０四 ツ 屋 橋い た ち 川

〃０．１４桜 橋松 川

〃１．４千原崎地内水路橋富 岩 運 河

〃０．１９岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

国土交通省（富山）０．０７５今 川 橋
常 願 寺 川

〃０．０８０常 願 寺 橋

富 山 市０．０７８東 西 橋白 岩 川

富 山 県０．０３８魚 躬 橋上 市 川

〃０．１０落 合 橋中 川

〃０．０１７早 月 橋早 月 川

〃０．０４９角 川 橋角 川

〃０．０３１港 橋鴨 川

〃０．１５落 合 橋片 貝 川

〃０．２０落 合 橋布 施 川

〃０．０８４石 田 橋黒 瀬 川

〃０．０７０堀 切 橋高 橋 川

〃０．１０吉 田 橋吉 田 川

国土交通省（黒部）０．０７１下 黒 部 橋黒 部 川

富 山 県０．０５０末 端入 川

〃０．０２９赤 川 橋小 川

〃０．０６２末 端木 流 川

〃０．１２笹 川 橋笹 川

〃０．１４境 橋境 川

１環　　境　　基　　準

　　�　公共用水域
　　　ア　水　質（河川）

注　調査結果は年平均値です。
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（単位：pg-TEQ／ ıº ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

富 山 県０．０９６新 港 １富 山 新 港 海 域

〃０．０２５小 矢 部 ２小矢部川河口海域

〃０．０５３神 通 ２神通川河口海域

〃０．０２２そ の 他 ２その他富山湾海域

〃０．０２６そ の 他 ４〃

〃０．０２９そ の 他 ８〃

１環　　境　　基　　準

　　　イ　水　質（海域）

（単位：pg-TEQ／ｇ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

国土交通省（富山）１７河 口小 矢 部 川

〃０．９５城 光 寺 橋

〃０．３０大 門 大 橋庄 川

富 山 県５．１白 石 橋新 堀 川

国土交通省（富山）１．１萩 浦 橋
神 通 川

〃１．０神 通 大 橋

富 山 市１．５桜 橋松 川

〃３９岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

国土交通省（富山）０．２４今 川 橋常 願 寺 川

〃０．２４常 願 寺 橋

富 山 県０．２３魚 躬 橋上 市 川

〃２．３落 合 橋中 川

〃０．３７早 月 橋早 月 川

〃０．４５角 川 橋角 川

〃０．５２港 橋鴨 川

〃０．０４７落 合 橋片 貝 川

〃０．７５落 合 橋布 施 川

国土交通省（黒部）０．２４下 黒 部 橋黒 部 川

１５０環　　境　　基　　準

　　　ウ　底　質（河川）
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　　�　地下水質
（単位：pg-TEQ／ ıº ）

調査機関調査結果調査地点名市町村名

富 山 市０．０６６四 方 南 町富 山 市

〃０．０６７水 橋 東 天 神 町〃

〃０．０６６大 江 千〃

〃０．０６７西 田 地 方〃

〃０．０６７婦 中 町 田 屋〃

〃０．０６６婦 中 町 安 田〃

〃０．０６７八 尾 町 上 新 田〃

〃０．０６６下 大 久 保〃

高 岡 市０．０２１駒 方高 岡 市

〃０．０１７城 東〃

富 山 県０．０１７麻 生 谷〃

〃０．０２２福 岡 町 矢 部〃

〃０．０２０三 ケ魚 津 市

〃０．０２４栗 寺黒 部 市

〃０．０２０飯 沢〃

〃０．０２０三 郎 丸砺 波 市

〃０．０２０石 王 丸小 矢 部 市

〃０．０１７高 木〃

〃０．０３４川 上 中南 砺 市

〃０．０２４高 儀〃

〃０．０１７作 道射 水 市

〃０．０２０片 口〃

〃０．０２０白 石〃

〃０．０３１道 源 寺立 山 町

〃０．０２１春 日入 善 町

１環　　境　　基　　準

（単位：pg-TEQ／ｇ ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

富 山 県０．５６小 矢 部 ２小矢部川河口海域

〃３．７神　 通 ２神通川河口海域

〃５．０そ の 他 １その他富山湾海域

〃６．３そ の 他 ６〃

〃３．０そ の 他 ８〃

１５０　環　　境　　基　　準

　　　エ　底　質（海域）
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　　�　土　壌
（単位：pg-TEQ／ｇ）

調査機関調査結果調査地点名市町村名区　　分

富 山 市０．４２四 方 荒 屋富 山 市

一 般 環 境

〃０．０００５８下 飯 野〃

〃０．０００２３五 福〃

〃０．００５９西 田 地 方〃

〃０．１９婦 中 町 笹 倉〃

〃０．００１０八 尾 町 保 内〃

〃０．０２５高 内〃

〃０．０２７小 見〃

富 山 県０．５９古 城高 岡 市

〃０．０１８戸 出〃

〃０．０８５海 老 江 七 軒射 水 市

〃０．０４４三 日 曽 根〃

〃０．０９４南 太 閤 山〃

〃０．０２３島〃

〃０．０３８加 茂 中 部〃

〃０．２５新 開 発〃

〃０．４８二 上高 岡 市

発 生 源 周 辺

〃０．６４守 護 町〃

〃０．６９守 山〃

〃３．３五 十 里〃

〃２．０熊 無 １氷 見 市

〃２．４熊 無 ２〃

〃８．３寺 尾〃

〃２０上 余 川〃

１，０００環　　境　　基　　準
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（１８年３月３１日現在）

計

廃

棄

物

焼

却

炉

焙
焼
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る

炉
、
溶
鉱
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉

亜
鉛
の
回
収
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
焼
結

製

鋼

の

用

に

供

す

る

電

気

炉

焼
結
鉱
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
結
炉

工
場
・
事
業
場
数

地 域

４２３７４１３５富 山 市

４２２１２１２３高 岡 市

４４４魚 津 市

５４１４氷 見 市

２２２滑 川 市

１０６４９黒 部 市

１３１３１２砺 波 市

６５１６小 矢 部 市

２０１９１２０南 砺 市

３１１４１６１１４射 水 市

８８４中 新 川 郡

５５３下 新 川 郡

１８８１３８４８０２０１３６合 計

　表２‐７８　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出状況

　　�　大気基準適用施設
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（１８年３月３１日現在）

計

特
定
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設

末
処
理
施
設

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
を
含
む
下
水
を
処
理
す
る
下
水
道
終

湿
式
集
じ
ん
施
設

フ
ロ
ン
類
の
破
壊
の
用
に
供
す
る
プ
ラ
ズ
マ
反
応
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び

処
理
物
の
洗
浄
施
設

廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物
の
分
解
施
設
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設
、
灰
の
貯
留
施
設

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

担
体
付
き
触
媒
か
ら
の
金
属
の
回
収
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
精
製
施
設
及
び

る
精
製
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

集
じ
ん
機
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
亜
鉛
の
回
収
に
限
る
。）の
用
に
供
す

亜
鉛
の
回
収
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
か
ら
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
あ
っ
て
、

燥
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は
乾

浄
施
設
、
ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
洗
浄
施
設
、
熱
風
乾
燥
施
設

及
び
還
元
誘
導
体
分
離
施
設
、
ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
及
び
還
元
誘
導
体
洗

ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
製
造
の
用
に
供
す
る
ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
分
離
施
設

設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

２�
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
１�
４
―
ナ
フ
ト
キ
ノ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施

，

，

燥
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

４
―
ク
ロ
ロ
フ
タ
ル
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
乾

ガ
ス
洗
浄
施
設

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
又
は
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
製
造
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
廃

施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム
製
造
の
用
に
供
す
る
硫
酸
濃
縮
施
設
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
分
離

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

担
体
付
き
触
媒
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
成
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ア
ル
ミ
ナ
繊
維
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

硫
酸
カ
リ
ウ
ム
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

カ
ー
バ
イ
ド
法
ア
セ
チ
レ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

に
よ
る
漂
白
施
設

硫
酸
塩
パ
ル
プ
又
は
亜
硫
酸
パ
ル
プ
製
造
の
用
に
供
す
る
塩
素
又
は
塩
素
化
合
物

工
場
・
事
業
場
数

地域

１５２２１１９１１富山市

３１２２２２３２１２高岡市

１１１魚津市

０氷見市

０滑川市

１０４６３黒部市

１１１砺波市

０小矢部市

０南砺市

８１４３４射水市

３３２中新川郡

０下新川郡

６９２５３１４３００１２０００００００００１２３４合 計

　　�　水質基準対象施設
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　表２‐７９　有害大気汚染物質の調査概要（１７年度）

分　　析　　方　　法調査回数調 査 対 象 物 質調査地点区　分

VOCs：
　キャニスター採取－低温濃縮
　―GC/MS分析法
アルデヒド類：
　DNPH捕集管採取―溶媒抽出―
　HPLC分析法
重金属類（下記以外のもの）：
　ハイボリウムエアサンプラ－採取
　―酸又は圧力容器分解―原子吸
　光光度分析又は ICP/MS分析法
水銀及びその化合物：
　金アマルガム採取―加熱気化―
　原子吸光光度分析法
ヒ素及びその化合物：
　ハイボリウムエアサンプラ－採取
　―酸又は圧力容器分解―原子
　吸光光度分析（水素化物発生）
　又は ICP/MS分析法
ベンゾ（a）ピレン：
　ハイボリウムエアサンプラ－採取
　―溶媒抽出―HPLC分析法
酸化エチレン：
　固相採取―溶媒抽出―
　GC/MS分析法

環境基準
設定物質及
び指針値設
定物質：
１回／月

その他優先
取組物質：
１回／季
富山芝園
６回／年

環境基準設定物質：
テトラクロロエチレン、トリ
クロロエチレン、ベンゼン、
ジクロロメタン

その他優先取組物質：
VOCs：
アクリロニトリル（＊）、　
塩化ビニルモノマー（＊）、
クロロホルム、１，２‐ジク
ロロエタン、１，３‐ブタジ
エン

　アルデヒド類：
ホルムアルデヒド、アセト
アルデヒド

　重金属類：
水銀及びその化合物（＊）、
ニッケル化合物（＊）、マ
ンガン及びその化合物、ヒ
素及びその化合物、ベリリ
ウム及びその化合物、クロ
ム及びその化合物

　ベンゾ（a）ピレン
　酸化エチレン

＊：指針値設定物質

富 山 芝 園
観 測 局

一般環境
魚 津
観 測 局

小杉太閤山
観 測 局

高 岡 伏 木
観 測 局

固定発生
源 周 辺

環境基準設定物質：ベンゼン
その他優先取組物質：
１，３－ブタジエン、ホルムア
ルデヒド、アセトアルデヒド、
ベンゾ（a）ピレン

小 杉 鷲 塚
観 測 局

幹線道路
沿 道

　表２‐８０　その他優先取組物質の調査結果（１７年度）

調査
機関

年　　　平　　　均　　　値（�／m３）項　目

アセト
アルデ
ヒド

ホルム
アルデ
ヒド

１，３－
ブタジ
エン

１，２－ジ
クロロエ
タン

クロロ

ホルム

塩化ビ
ニルモ
ノマー

アクリ
ロニト
リル

物　質

区　分　　　調査地点

富山市３．１２．６０．１４０．１２０．５２０．１７<０．１富 山 芝 園

一 般 環 境

県

<０．５<０．５<０．１<０．１<０．１<０．１<０．１魚 津

１．０１．３<０．１<０．１０．１１<０．１<０．１小杉太閤山

１．２１．５<０．１０．５６０．８４０．５４<０．１高 岡 伏 木固定発生源周辺

１．１１．９<０．１－－－－小 杉 鷲 塚幹線道路沿道

－－－－－１０２指 針 値

調査
機関

年　　　平　　　均　　　値（�／m３）項　目

酸化エチ

レン

ベンゾ�a 

ピレン

クロム及
びその化
合物

ベリリウ
ム及びそ
の化合物

ヒ素及び
その化合
物

マンガン 
及びその
化合物

ニッケル

化合物

水銀及び
その化合
物

物　質

区　分　　　調査地点

富山市０．１２０．００００８５<０．００５<０．０００４０．００１４<０．０１<０．００４０．００１７富 山 芝 園

一 般 環 境

県

<０．０５０．０００１９<０．００５<０．０００４０．００１６０．０３１<０．００４０．００２１魚 津

０．０５００．０００２０<０．００５<０．０００４０．００１６０．０２１<０．００４０．００２０小杉太閤山

０．０６４０．０００２２０．０３２<０．０００４０．００１４０．２４　０．００９３０．００２８高 岡 伏 木固定発生源周辺

－０．０００２５－－－－－－小 杉 鷲 塚幹線道路沿道

－－－－－－０．０２５０．０４指 針 値
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注　ＮＤとは、定量限界未満です。

　表２‐８１　ゴルフ場排水の農薬調査結果（１７年度）

定量限界県指導値暫定指導
指 針 値調査結果検出数／

検 体 数
検出ゴルフ場数／
調査ゴルフ場数農　　　薬　　　名分

類

０．００１０．０８０．８ＮＤ０／１６０／１６アセフェート

殺　
　

虫　
　

剤

０．００１０．００８０．０８ＮＤ０／１６０／１６イソキサチオン

０．００１０．００１０．０１ＮＤ０／１６０／１６イソフェンホス

０．００８―０．８ＮＤ０／　１０／　１エトフェンプロックス

０．００１０．００４０．０４ＮＤ０／１６０／１６クロルピリホス

０．００１０．００５０．０５ＮＤ０／１６０／１６ダイアジノン

０．００８―０．８ＮＤ０／　８０／　８チオジカルブ

０．００１０．０３０．３ＮＤ０／１６０／１６トリクロルホン（ＤＥＰ）

０．００１０．００２０．０２ＮＤ０／１６０／１６ピリダフェンチオン

０．００１０．００３０．０３ＮＤ０／１６０／１６フェニトロチオン（ＭＥＰ）

０．０５―５ＮＤ０／１６０／１６アゾキシストロビン

殺　
　
　

菌　
　
　

剤

０．００１０．０４０．４ＮＤ０／１６０／１６イソプロチオラン

０．００１０．３３ＮＤ０／１６０／１６イプロジオン

０．００６―０．０６ＮＤ０／　３０／　３イミノクタジン酢酸塩

０．００１０．００４０．０４ＮＤ０／１６０／１６エトリジアゾール（エクロメゾール）

０．００１０．０４０．４ＮＤ０／１６０／１６オキシン銅（有機銅）

０．００１０．３３ＮＤ０／１６０／１６キャプタン

０．００１０．０４０．４ＮＤ０／１６０／１６クロロタロニル（ＴＰＮ）

０．００１０．０５０．５ＮＤ０／１６０／１６クロロネブ

０．００１０．００６０．０６ＮＤ０／１６０／１６チウラム（チラム）

０．００１０．０８０．８ＮＤ０／１６０／１６トルクロホスメチル

０．００１０．２２ＮＤ０／１６０／１６フルトラニル

０．００５―０．５ＮＤ０／１６０／１６プロピコナゾール

０．００１０．０４０．４ＮＤ０／１６０／１６ペンシクロン

０．２３―２３ＮＤ０／　６０／　６ホセチル

０．００３―０．３ＮＤ０／　６０／　６ポリカーバメート

０．００１０．０５０．５ＮＤ～０．００２１／１６１／１６メタラキシル

０．００１０．１１ＮＤ０／１６０／１６メプロニル

０．００１０．２２ＮＤ０／１６０／１６アシュラム

除　
　
　
　

草　
　
　
　

剤

０．００１０．００８０．０８ＮＤ０／１６０／１６ジチオピル

０．０３―３ＮＤ０／１６０／１６シデュロン

０．００１０．００３０．０３ＮＤ０／１６０／１６シマジン（ＣＡＴ）

０．００１０．０２０．２ＮＤ０／１６０／１６テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）

０．００１０．００６０．０６ＮＤ０／１６０／１６トリクロピル

０．００１０．０３０．３ＮＤ０／１６０／１６ナプロパミド

０．００３―０．３ＮＤ０／１６０／１６ハロスルフロンメチル

０．００１０．０２０．２ＮＤ０／１６０／１６ピリブチカルブ

０．００１０．００４０．０４ＮＤ０／１６０／１６ブタミホス

０．００３―０．３ＮＤ０／１６０／１６フラザスルフロン

０．００１０．００８０．０８ＮＤ０／１６０／１６プロピザミド

０．００１０．１１ＮＤ０／１６０／１６ベンスリド（ＳＡＰ）

０．００１０．０５０．５ＮＤ０／１６０／１６ペンディメタリン

０．００１０．０８０．８ＮＤ０／１６０／１６ベンフルラリン（ベスロジン）

０．００１０．００５０．０５ＮＤ０／１６０／１６メコプロップ（ＭＣＰＰ）

０．００１０．０３０．３ＮＤ０／１６０／１６メチルダイムロン

（単位：mg／ ıº ）
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　表２‐８２　農薬使用総量（１７年度）

除 草 剤殺 虫 殺 菌 剤殺 菌 剤殺 虫 剤区　　分

１，３０７２，１００６７３１，２６７使用量（ｔ）

２２０７３２０４１９４農薬種類数

　表２‐８３　魚介類の水銀検査結果（１７年度）

検体採取場所検体採取年月日総　水　銀魚　種№

魚津市平成１７年１１月２１日０．０３シ イ ラ１

〃〃０．０８タ ラ２

〃〃ＮＤヒ ラ ア ジ３

〃〃０．２１マ ホ ッ ケ４

〃〃０．０４フ ク ラ ギ５

〃〃０．０３サ ワ ラ６

〃〃０．２５ソーダガツオ７

〃〃０．０６サ バ８

〃〃０．０３カ ワ ハ ギ９

〃〃０．０２メ ジ マ グ ロ１０

氷見市平成１７年１１月２２日０．０２ヒ ラ メ１１

〃〃０．１３ク ロ ダ イ１２

〃〃０．０２メ ジ マ グ ロ１３

〃〃０．０５ア オ リ イ カ１４

〃〃０．０１カ ワ ハ ギ１５

〃〃０．２４カ ツ オ１６

〃〃０．０４フ グ１７

〃〃０．０２カ マ ス１８

〃〃ＮＤイ ボ ダ イ１９

〃〃ＮＤサ ヨ リ２０

　表２‐８４　食品中のＰＣＢ検査結果（１７年度）

検 査 機 関
検査結果（ppm）

検体数検　体　名
最低値最高値平均値

高岡厚生センター
新川厚生センター

０．００２０．００４０．００３２内海内湾魚介類

０．００１０．０１１０．００５３遠洋沖合魚介類

ＮＤＮＤＮＤ５牛 乳

０．００１０．００２０．００１４鶏 卵

（単位：ppm ）
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終結区分終結年月対　　　　　象申請年月市町名手続の種類

調 停 成 立５２年９月工 場 騒 音 ・ 振 動５２年４月魚 津 市

調　　　停

一部取下げ
一部打切り

５８年３月工場騒音・粉じん・悪臭５７年８月富 山 市

調 停 成 立６０年１０月事業場悪臭・粉じん・砂じん６０年５月
富 山 市
婦 中 町

調停打切り２年８月
住宅マンション建設・
騒 音 ・ 振 動

２年２月富 山 市

調停打切り１４年１１月
ダ ム 排 砂 に 伴 う
水 質 汚 濁

１３年６月
入 善 町
朝 日 町
黒 部 市

　表２‐８５　公害審査会に係属した事件

　表２‐８６　公害種類別苦情受理状況の年度別推移
（単位：件）

合

計

そ

の

他

産
業
廃
棄
物

小　
　
　

計

典
型
七
公
害

典　　型　　７　　公　　害種類

年度

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

３１０７１４２３５２６－８４０－５６１０５１３

３５３７３９２７１３８－６４２２６５１１８１４

３７８１２３８２４７３６－５３０２５２１２２１５

３８８５５１０３２３４８１３６１－１０９１０１１６

３４９７３１９２５７４７－６４２１８９７２１７

（

）
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　表２‐８７　発生源別苦情受理状況（１７年度）
（単位：件）

計

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

種　　　類

業　　　種

８５３農 業

０林 業

０漁 業

２１１鉱 業

３７１１１０４２１建 設 業

６７２０４１１２０１２製 造 業

３２１電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 業 ・ 水 道 業

０情 報 通 信 業

６２１３運 輸 業

７１１１３１卸 売 ・ 小 売 業

０金 融 ・ 保 険 業

１１不 動 産 業

５２２１飲 食 店 、 宿 泊 業

４１２１医 療 、 福 祉

０教 育 、 学 習 支 援 業

１１複 合 サ ー ビ ス 事 業

７２１４そ の 他 の サ ー ビ ス 業

１１公 務

９２３４分 類 不 能 の 産 業

３２３２１２６家 庭 生 活

４４６６１３０１そ の 他

２３３１１８１不 明

２５７４７０６４２１８９７２合 計
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　表２‐８８　市町村別苦情処理状況（１７年度）
（単位：件）

注　＊１は現射水市、＊２は現黒部市、＊３は現高岡市です。

合

計

そ

の

他

産
業
廃
棄
物

小　
　
　

計

典
型
七
公
害

典　　型　　７　　公　　害種類

市町村名

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

１２９１２１２６１２５２０４４４５富 山 市

３４１１３２１１１８２１０高 岡 市

５５３２新　湊　市＊１

３６１１１０１５２２７４魚 津 市

３１１１１０１０４１５氷 見 市

７３４１３滑 川 市

８８８黒 部 市

１１１砺 波 市

６５７２１３７６３１７１１小 矢 部 市

１４５９６２１南 砺 市

３３０３１５２２４７４４０６３９１８７７０市 計

００舟 橋 村

１１０上 市 町

５１４２１１立 山 町

００宇 奈 月 町＊２

２２０入 善 町

１１０朝 日 町

４２２１１小　杉　町＊１

００大　門　町＊１

１１１下　　　村＊１

４１３１１１大　島　町＊１

１１０福　岡　町＊３

１９５４１０３００３０２２町 村 計

３４９３６５６２５７４７０６４２１８９７２合 計

（

）
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（単位：件）
　表２‐８９　苦情の処理状況（１７年度）

合

計

そ

の

他

廃
棄
物
投
棄

小　
　
　

計

典
型
七
公
害

典　　型　　７　　公　　害種　　類

内　　訳

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

３４９３６５６２５７４７６４２１８９７２苦 情 処 理 件 数

２７４２８４０２０６３８４３５１７３５５直接処理（解決）
処　

理　

状　

況

１６１１０５３２他機関への移送

２０２０３２４１１０翌年度への繰越

３９７６２６６３１２５
その他（原因不明等
により処理方法の
ないもの等）　

（

）

（１８年３月３１日現在）

　表２‐９０　「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく指定の内容

第２種地域地 域

富山市＊、婦中町＊、大沢野町＊の各一部指定地区（神通川下流地域）区 域

４４年１２月２７日指定年月日

イタイイタイ病指 定 疾 病

計そ の 他八 尾 町＊大沢野町＊婦 中 町＊富 山 市＊区　　分

２　０　０　０　２　０　患　　者�人 

２　０　１　１　０　０　要観察者�人 

　表２‐９１　市町村別イタイイタイ病患者及び要観察者生存数

注　＊は現富山市です。

注　＊は現富山市です。
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　表２‐９２　ごみ処理状況の年度別推移

計画収

集人口

率（％）

計　　　画　　　処　　　理　　　区　　　域

総人口（人）年度 自　　家
処 理 量
（ｔ／年）

収　集　処　理　量（ｔ／年）総排出量

（ｔ／年）
人　口（人）

計資源化等埋　　立焼　　却

１００１６３８５，１６９３３，６１５２３，８３９３２７，７１５３８５，１８５１，１２８，５２７１，１２８，５２７１１

１００１４３９６，８２６３６，７７７２６，０６１３３３，９８８３９６，８４０１，１２７，４４２１，１２７，４４２１２

１００１７３９８，２２７４２，７７６２７，４９８３２７，９５３３９８，２４４１，１２６，１７０１，１２６，１７０１３

１００１７３９５，３５６４３，５８８２５，８７９３２５，８８９３９５，３７３１，１２４，４７６１，１２４，４７６１４

１００１７４００，６７１４６，４６２２５，５６５３２８，６４４４００，６８８１，１２１，７４３１，１２１，７４３１５

１００１１４０３，６７５４８，２９６２４，８６７３３１，３７５４０３，６８６１，１２０，５０５１，１２０，５０５１６

　�　環境への負荷が少ない循環型社会の構築

（単位：台数）
　表２‐９４　家電リサイクル法に基づく廃家電品の引取り台数

注　県内４か所の指定引取り場所での引取り台数です。

合　計洗濯機冷蔵庫テレビエアコン品　目

７４，１４８１４，５０３１７，７８４３１，５７０１０，２９１１３年度

９７，８２１２０，４１７２３，４３６４０，５８０１３，３８８１４年度

１０３，０４６１８，８２１２６，３２４３７，４３５２０，４６６１５年度

１１３，９０６２４，，０７７２６，９７６４６，８４８１６，００５１６年度

１１５，２０５２５，７６５２６，４０２４６，８９３１６，１４５１７年度

（単位：t）
　表２‐９３　容器包装リサイクル法に基づく分別収集量の年度別推移

１７１６１５１４１３１２１１年　　　　　度

２，５０８．３２，５９２．６２，６０７．４２，６０５．４２，６９１．４２，５３４．０２，１５５．４無 色 ガ ラ ス

２，８２３．３２，９２６．８３，００３．９３，３８０．２３，１３３．７３，１１０．６２，８２０．０茶 色 ガ ラ ス

８８５．５８３３．０８４７．５８５８．２８９３．６９７６．９１，０１８．０そ の 他 ガ ラ ス

１，８３２．４１，６９３．６１，５２４．８１，３４８．９１，２０３．５９２１．０５８６．０ペ ッ ト ボ ト ル

２，５６６．１２，５１１．１２，６２９．０１，８３１．９１，２３７．２５６１．８そ の 他 紙 製 容 器 包 装

６，４０７．６５，８７０．３５，５９２．４４，３１９．３２，８６１．４１，３１３．４その他プラスチック製容器包装

１，３４６．６１，４９１．３１，６４２．１１，７６９．５２，０４４．３２，２８７．１２，３２５．４ス チ ー ル 缶

１，４１８．１１，４３２．１１，２９５．５１，３３３．６１，２１９．０１，２７４．９９９４．７ア ル ミ 缶

１４１．３１５９．３１３９．９１２６．２１０４．８１０８．８７０．２紙 パ ッ ク

５，３５８．１５，４６７．１５，２２６．０６，３７８．４５，７７０．２４，１９６．２段 ボ ー ル

２５，２８７．３２４，９７７．２２４，５０８．５２３，９５１．６２１，１５９．１１７，２８４．７９，９６９．７合　 　 　 　 　 計

注１　その他紙製、その他プラスチック製容器包装及び段ボールは、１２年度から法による分別収集が開
始されています。

　２　その他プラスチック製容器は、白色トレイを含めた量です。



２１９

資
料
編

資
料
編

　

��
@

環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
循
環
型
社
会
の
構
築

環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
循
環
型
社
会
の
構
築

　図２‐８　産業廃棄物の地域別発生量（１６年度）

　表２‐９５　多量排出事業者の処理計画書等の提出状況（１７年度）

注１　提出事業者は、法に定める多量排出事業者（産業廃棄物の年間発生量が１，０００トン以上又は特別
管理産業廃棄物の年間発生量が５０トン以上の事業者）を示します。

　２　（　）は、富山市に提出があったものであり、内数です。
　３　その他の業種は、鉱業、医療業です。
　４　産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の両方の計画書を提出した事業所数は２６（うち富山市８）

です。

合 計
特別管理産業廃棄物処理計画書・
実 施 状 況 報 告 書

産業廃棄物処理計画書・実
施 状 況 報 告 書

業 種

１３１（３７）４５（１２）　８６（２５）製 造 業

１１６（２４）　１（　０）１１５（２４）建 設 業

　２３（　６）　０（　０）　２３（　６）電気・ガス・水道業

　９（　２）　４（　２）　５（　０）そ の 他 の 業 種

２７９（６９）５０（１４）２９９（５５）合 計
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能力
（t/ 日）処 理 方 式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

２８固形燃料化南砺リサイクルセンター砺波広域圏事務組合
（南砺市）砺　波

　表２‐９６　ごみ処理施設の整備状況

　　�　ごみ焼却施設

　　�　粗大ごみ処理施設

　　�　ごみ固形燃料化施設
（１８年４月１日現在）

能力
（t/ 日）型　　　式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

７０破砕・圧縮リサイクルセンター富山地区広域圏事務組合
（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）富 山

４０破砕・圧縮宮沢清掃センター新川広域圏事務組合
（魚津市・黒部市・入善町・朝日町）新 川

９破砕・圧縮クリーンセンターとなみ
粗大ごみ処理プラント

砺波広域圏事務組合
（砺波市・南砺市）砺 波

３０破砕・圧縮射水郷清掃センター
粗大ごみ処理施設射水市射 水

１４９４施設計

能　力
（t/ 日）型　　　式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

８１０連続クリーンセンター富山地区広域圏事務組合
（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）富 山

２７０連続環境クリーン工場高　岡　市
高 岡

５０機械化バッチ西部清掃センター氷　見　市

１７４准連続エコぽ～と新川広域圏事務組合
（魚津市・黒部市・入善町・朝日町）新 川

７０准連続クリーンセンターとなみ砺波広域圏事務組合
（砺波市・南砺市）砺 波

１３８連続クリーンピア射水射水市射 水

１，５１２６施設計

（１８年４月１日現在）

（１８年４月１日現在）
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　　�　廃棄物再生利用施設（リサイクルプラザ）

　表２‐９７　し尿処理状況の年度別推移

処理 内 訳（ ı  ／年）収 集 内 訳（ ı  ／年）衛生処理

人口（人）

水 洗 便 所くみとり
便　　所

総人口
（人）年度 農村還元

そ の 他

公共下水
道マンホ
ール投入

し尿処理

施　　設
計

浄 化 槽

汚　　泥

くみとり

し　　尿

公　　共
下 水 道
人口（人）

浄　化　槽計画収集

人口（人） 人口（人）基数（基）

０１９，４２６２６９，６１０２８９，０３６１４４，８５０１４４，１８６１，１１５，５６１５０１，１２３４１４，４５６１１０，５４７１９９，９８２１，１２８，５２７１１

１１９，５１１２６１，１５３２８０，６６５１５０，７５９１２９，９０６１，１１７，６７４５３１，４５８４０６，９５７１０８，４６９１７９，２５９１，１２７，４４２１２

０１８，１６４２５１，７４２２６９，９０６１５１，８１８１１８，０８８１，１１９，０５９５７３，０３７３８０，２７８１０５，０１６１６５，７４４１，１２６，１７０１３

０１７，９８６２３７，８７７２５５，８６３１４９，０３０１０６，８３３１，１２０，２６４６００，７１４３７５，９２２１００，４９８１４３，６２８１，１２４，４７６１４

０１９，３２２２２８，７０３２４８，０２５１５２，１９６９５，８２９１，１１９，０６６６３７，４８０３４５，８５９９８，１７４１２５，１４７１，１２１，７４３１５

０１８，０６２２００，８１９２２０，５３１１３７，６７３８２，８５８１，１１８，９１３６５２，６０４３２１，４１０９２，６７０１０８，２６４１，１２０，５０５１６

能力
（t/ 日）処 理 方 式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

４１不燃物処理・
資 源 化リサイクルセンター富山地区広域圏事務組合

（富山市・滑川市・舟橋村・上市町・立山町）富　山

４６併 用高岡市リサイクルプラザ
高　岡　市

高　岡 ２．３６選 別 ・ 圧 縮福岡リサイクルセンター

１６選 別 ・ 圧 縮氷見市リサイクルプラザ氷　見　市

８不燃物等粉砕
圧縮・資源化南砺リサイクルセンター砺波広域圏事務組合

（南砺市）砺　波

８．７４選 別 ・ 圧 縮ミライクル館射水市射 水

１２２６施設計

（１８年４月１日現在）
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　表２‐９８　し尿処理施設の整備状況

注１　県所管分と富山市所管分を合計した数値です。
　２　保管中及び使用中の事業所数は重複している事業所があるた

め、届出数は１，０７２事業所です。
　３　使用中の柱上トランスの数値は、推定値として事業者から報

告のあったものです。
　４　「廃ＰＣＢ」、「ＰＣＢを含む廃油」のうち、容量で届出され

たものは１ k＝１㎏として重量に換算し集計しています。
　５　表に記載している単位以外で報告されたものとしては、低圧

コンデンサ（３㎏、２００Ｌ）、安定器（８４９㎏）、ＰＣＢを含む廃
油（３個）、ウエス（１５，７００Ｌ、２個）、汚泥（２，８００Ｌ）、その
他汚染物（１１，９４１㎏、５７個）が保管されています。

　表２‐９９　ＰＣＢ特別措置法に基づく届出状況
（１７年３月３１日現在）

使用中保管中
３２７９６４事 業 所 数

数 量
１３６４９６高 圧 ト ラ ン ス ［台］

１，４５９３，１７９高 圧 コ ン デ ン サ ［台］
１１４６低 圧 ト ラ ン ス ［台］
６９９５，３８９低 圧 コ ン デ ン サ ［台］

２２，０００６８，３６０柱 状 ト ラ ン ス ［台］
５，０８１２９，８７６安 定 器 ［台］
－１９廃 Ｐ Ｃ Ｂ ［㎏］
０－Ｐ Ｃ Ｂ ［㎏］
－４，６７８，９７６ＰＣＢを含む廃油［㎏］
－９８０感 圧 複 写 紙 ［㎏］
－２，７３１ウ エ ス ［㎏］
１７１３９５そ の 他 機 器 ［台］
－１５，５００汚 泥 ［㎏］
－１，９９７，０８０そ の 他 ［Ｌ］

（１８年４月１日現在）

能　力
（ ı  / 日）型　　式名　　称市町村・事務組合広域圏

９０固 液 分 離つ ば き 園富　　山　　市
富　
　
　

山

３３消化・活性汚泥衛 生 セ ン タ ー滑　　川　　市

２１７高負荷脱窒素万 浄 園 施 設富 山 地 域　　　　　　　（富山市・上市町・立山町）衛 生 組 合 ８０標 準 脱 窒 素中部衛生センター施設

６６消化・活性汚泥四屋浄化センター高　　岡　　市高　

岡 ４５高負荷脱窒素クリーンセンター氷　　見　　市

１５５活 性 汚 泥中部清掃センター新 川 広 域 圏　　　　　　　（魚津市・黒部市・入善町・朝日町）事　務　組　合　新川

１０４高負荷脱窒素クリーンシステムとなみ砺波地方衛生　　　　　　　（高岡市・砺波市・小矢部市・南砺市）施　設　組　合砺波

１１６活 性 汚 泥射水郷衛生センター射水市射水

９０６９　　施　　設計
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　表２‐１００　産業廃棄物処理施設の許可（届出）状況

　注　上段は富山県の施設数、下段は富山市の施設数です。

施設数処 理 能 力施 設 区 分
８４

１０m３／日を超える汚泥の脱水施設
２２
３

１０m３／日を超える汚泥の乾燥施設
０

８５m３／日を超える
２００㎏／時間以上
火格子面積２m２以上

汚泥の焼却施設
２

２
１０m３／日を超える

廃油の油水分離施
設 １

２１m３／日を超える
２００㎏／時間以上
火格子面積２m２以上

廃油の焼却施設
１

２
５０m３／日超える

廃酸又は廃アルカ
リの中和施設 ２

１５
５ｔ／日超える

廃プラスチック類
の破砕施設 ２０

施設数処 理 能 力施 設 区 分
６１００㎏／日超える

火格子面積２m２以上
廃プラスチック類
の焼却施設 １

１２６
５ｔ／日超える

木くず又はがれき
類の破砕施設 １１４

２
すべて

有害物質等のコンク
リート固型化施設 １

０
すべて

シアン化合物の分
解施設 ２

０
すべて

廃ＰＣＢ等の分解
施設 ２

１４２００㎏／時間以上
火格子面積２m２以上

産業廃棄物の焼却
施設（汚泥、廃油、廃プラ
スチック類以外の施設） ４

１２
安定型

最終処分場
５
１２

管理型
４
２８８

合　　　　計
１８１

　�　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　表２‐１０１　国立公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（１７年度）
（単位 : 件）

計認可（同意・協議含）
許　　可（協議・届出含）

国 立 公 園
知　　事大　　臣

７６２３２８２５中 部 山 岳

１００１白 山

７７２３２８２６計

計認　　　可（承認）許可（協議・届出含）国 定 公 園

５０５能 登 半 島

　表２‐１０２　国定公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（１７年度）
（単位 : 件）

（１８年３月３１日現在）
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計認可（同意・協議含）許可（協議・届出含）県立自然公園

２１１朝 日

７０７有 峰

３０３五 箇 山

６２４白 木 水 無

１０１医 王 山

１９３１６計

　表２‐１０３　県立自然公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（１７年度）
（単位 : 件）

左のうち、県の持分合　　計
①＋②

そ の 他
②

山　　林
①市町村名名　　　　　称

持分比

４８，７７６．４５２／３　７３，１６４．６８２１，４８５．６７５１，６７９．０１朝日町朝日県立自然公園・朝日城山地内

２７８，７０４．４２３／４※３７８，８９６．０００．００３７８，８９６．００富山市白木水無県立自然公園・杉ヶ平地内

１４２，８５３．４５１／１　１４２，８５３．４５０．００１４２，８５３．４５〃県民公園野鳥の園・古洞池

３１，２９７．００１／１　３１，２９７．００５７７．００３０，７２０．００射水市県民公園野鳥の園・恩坊池

６，７８５．４１２／３　１０，１７８．１１８，０６５．１１２，１１３．００高岡市能登半島国定公園・雨晴園地

８４，６１０．６７２／３　１２６，９１６．０００．００１２６，９１６．００南砺市縄ヶ池・若杉自然環境保全地域内

１５，５０９．６１２／３　２３，２６４．４１２２，５５２．４１７１２．００〃五箇山県立自然公園・相倉地内

１２０，２９７．４７２／３　１８０，４４６．２０８，１９５．４４１７２，２５０．７６〃五箇山県立自然公園・西赤尾地内

２４５，４２２．２８２／３※３８１，５１７．６２２，２６８．００３７９，２４９．６２〃医 王 山 県 立 自 然 公 園 内

５，３１０．００２／３　７，９６５．００５，２１４．０００２，７５１．００氷見市能登半島国定公園・九殿浜、窪地内

９７９，５６６．７６－１，３５６，４９８．４７６８，３５７．６３１，２８８，１４０．８４小 計

（注）※：他の持ち分比率あり。

５２，３９４．００１／１　５２，３９４．００地上権設定５２，３９４．００富山市県 民 公 園 野 鳥 の 園

１，０３１，９６０．７６－１，４０８，８９２．４７６８，３５７．６３１，３４０，５３４．８４合 計

　表２‐１０４　富山県自然環境保全基金による土地保有状況
（１８年３月３１日現在）（単位：m２）
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　表２‐１０５　立山山麓家族旅行村の主要施設

主　　　　　要　　　　　施　　　　　設地　　　　区

管理棟（鉄筋コンクリート平屋建、３４３m２）、休憩所（合掌造）、駐車場（６０
台収容）、芝生広場（７，８９０m２）、イベント広場

中央管理地区

芝生広場（５，０６９m２）、遊水池ファミリー広場

オートキャンプサイト（３１区画）、野外ステージ、バーベキュー卓、炊事棟、
多目的ハウス、トリムコース、シャワー棟

野 外 広 場

芝生広場（２，２００m２）、石の山、遊水池、パークゴルフコースチビッコ広場

ケビン（４人用１５棟、８人用５棟）、バーベキュー卓宿泊施設地区

芝生広場（９，２００m２）、展望広場、ロックガーデン森 の 広 場

合　　　計
４月１６日
～５月１５日

２月１６日
～４月１５日

１２月１日　　
　～２月１５日

区　　分

１７７パーティー
（６９７人）

１４３パーティー
（５４８人）

１２パーティー
（６６人）

２２パーティー
（８３人）

登 山 届

０件０件０件０件遭 難 事 故

　表２‐１０６　登山届出及び遭難事故の概要
（１７年１２月１日～１８年５月１５日）

　表２‐１０７　自然公園等における主たる施設整備実績（１７年度）

備　　考

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

公園事業名地区名
公
園
名 博物展示

施 設公衆便所管 理 所
休 憩 所避難小屋駐 車 場歩 道野 営 場園 地

Ｌ＝３９６ｍ阿曽原剱沢線

立山周辺
地 区

中
部
山
岳
国
立
公
園

１棟改修立山槍ケ岳
縦 走 線

吊橋改修太郎山三俣
蓮 華 岳 線

Ｌ＝１６１ｍ称名室堂線

四阿　１棟欅 平 園 地黒部地区

注　Ｌは長さを表します。
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備　　　考行　　　　事　　　　内　　　　容場　　　所行　事　名月日

　調査は県下の小学校
２１５校の６年生を中心
に約１４，０００名で実施し
２７，８８４羽を確認した。
前年の調査では２７，８９５
羽を確認。

　小学校６年生の豆調査員が、県下一斉に第３４
回ツバメの生息調査を実施し、ツバメの巣のあ
る家に「ツバメのお宿」シールを貼る。

県下全域ツバメ調査の
日

５
月　

日�
１０

　入選ポスターの展示
は５月１２～１８日までフ
ァボーレで、また５月
１９日～６月２３日の間は
自然博物園ねいの里で
実施した。

　第５１回愛鳥ポスターの入賞者及び鳥獣保護功
労者の表彰式、並びに野生生物保護功労表彰の
伝達式を行う。
　・愛鳥ポスター入賞者
　　（知事賞、教育委員会賞）
　・野生生物保護功労者

県庁４Ｆ大会
議室
午後４時

～５時

野鳥保護表彰
の日

５
月　

日�
１１

　富山市安養棒の八幡
社に午前９時に集合し、
呉羽山から八ケ山にか
けて探鳥会を実施した。

　富山短期大学幼児教育学科の学生を対象に、
野鳥を中心とした（第２９回）自然教室を開き、
野外教育のあり方を体験する。
　共　催：自然博物園ねいの里
　参加者：幼児教育科１年生　１０４名
　指導者：富山県野鳥観察指導員

呉羽山一帯
午前９時
～午後１時

野鳥視察の日

５
月　

日�
１２

　保育園児を対象に、野鳥の救護やリハビリ後
の鳥を放鳥し、野鳥に対する理解を深める。
　参加者：音川保育園年少児～年長児
　　　　　園児・先生３０名程度

自然博物園
「ねいの里」ふれあいの日

５
月　

日�
１３

　野鳥救護の体験、野鳥に関する各種相談に応
じる。
　共　催：自然博物園ねいの里

自然博物園
「ねいの里」野鳥相談の日

５
月　

日�
１４

　参加者は、古洞池駐
車場へ午前７時３０分に
集合

　愛鳥思想の普及啓発のため、広く一般の方を
対象に（第３９回）バードウォッチングを開催す
る。
　共　催：日本鳥類保護連盟富山県支部等
　指導者：富山県野鳥観察指導員

野鳥の園
（古洞池）
午前７時３０分

～１２時

探鳥の日

５
月　

日�
１５

　愛鳥活動に積極的な
小中学校を５０年度から
毎年指定しているもの。

　１７年度（第３１回）愛鳥モデル校（南砺市立利
賀小学校）の指定証の交付を行う。愛鳥モデル校学校愛鳥の日

５
月　

日�
１６

　表２‐１０８　愛鳥週間行事（１７年度）
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富山県で生息が確
認されている種　種　　　　　　　　　　　　　名指定年月日区分

オオタカ（留鳥）
イヌワシ（留鳥）
オジロワシ（冬鳥）
オオワシ（冬鳥）
クマタカ（留鳥）
ハヤブサ（留鳥）
ライチョウ（留鳥）
カラフトアオアシ
シギ（旅鳥）
ウミガラス（冬鳥）

アホウドリ、チシマウガラス、コウノトリ、トキ、シジュウカラガン、
オオタカ、イヌワシ、ダイトウノスリ、オガサワラノスリ、オジロワシ、
オオワシ、カンムリワシ、クマタカ、シマハヤブサ、ハヤブサ、ライチ
ョウ、タンチョウ、ヤンバルクイナ、アマミヤマシギ、カラフトアオア
シシギ、エトピリカ、ウミガラス、キンバト、アカガシラカラスバト、
ヨナクニカラスバト、シマフクロウ、オーストンオオアカゲラ、ミユビ
ゲラ、ノグチゲラ、ヤイロチョウ、アカヒゲ、ホントウアカヒゲ、ウス
アカヒゲ、オオトラツグミ、オオセッカ、ハハジマメグロ、オガサワラ
カワラヒワ、ルリカケス

５年２月１０日
　　　鳥　類

ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ
ミヤコタナゴ
ベッコウトンボ
レブンアツモリソウ、キタダケソウ

６年１月２８日
　　　哺乳類
　　　魚　類
　　　昆虫類
　　　植　物

イタセンパラ

キクザトサワヘビ
アベサンショウウオ
イタセンパラ
ハナシノブ

７年２月８日
　　　爬虫類
　　　両生類
　　　淡水魚類
　　　植　物

ヤシャゲンゴロウ、ヤンバルテナガコガネ、ゴイシツバメシジミ
８年１月８日
　　　昆虫類

ホテイアツモリ、アツモリソウ
９年９月５日
　　　植　物

ワシミミズク
９年１１月２７日　
　　　鳥　類

アマミデンダ、ヤドリコケモモ、コゴメキノエラン
１１年１１月２５日　
　　　植　物

スイゲンゼニタナゴ
イシガキニイニイ
チョウセンキバナアツモリソウ、オキナワセッコク、クニガミトンボソ
ウ

１４年８月７日
　　　魚　類
　　　昆虫類
　　　植　物

ダイトウオオコウモリ、アマミノクロウサギ
アユモドキ
ムニンツツジ、ムニンノボタン、アサヒエビネ、ホシツルラン、シマホ
ザキラン、タイヨウフウトウカズラ、コバトベラ、ウラジロコムラサキ

１６年７月２日
　　　哺乳類
　　　魚　類
　　　植　物

　表２‐１０９　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」による種の指定状況
（１８年３月３１日現在）

　表２‐１１０　野生鳥獣の救護活動実績（１７年度）

合　　　計獣　　　類鳥　　　類

区　　　分 救 護
日 数救護数種類数救 護

日 数
救 護
頭 数種類数救 護

日 数
救 護
羽 数種類数

９，３５４３６６７５３０３２４８９，０５１３４２６７富山県鳥獣保護センター

１８３１８３１７０００１８３３６１７富山県鳥獣救護の会

９，５３７５４９９２３０３２４８９，２３４３７８８４合　　　計
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　表２‐１１１　有害鳥獣捕獲等の状況（１７年度）

捕 獲 数（頭）種　　類（獣類）捕 獲 数（羽）種　　類（鳥類）

１４ノ ウ サ ギ４，６６９カ ラ ス

２６ク マ－ス ズ メ 類

１７４サ ル２ド バ ト

９ハ ク ビ シ ン１，５１４ム ク ド リ

１２イ ノ シ シ２４３ヒ ヨ ド リ

２８６カ モ 類

３２４そ の 他

２３５計７，０３８計

注　網・わな猟：網及びわな
　　第一種銃猟：ライフル銃及び散弾銃
　　第二種銃猟：空気銃及びガス銃

　表２‐１１２　狩猟者登録の実績（１７年度）
（単位：人）

計県　外　者県　内　者区　　　　　分

８８－８８網・わな猟

免 許 の 種 類 ９３４１７３７６１第一種銃猟

２１１２０第二種銃猟

１，０４３１７４８６９計

　�　快適な環境づくり

　表２‐１１３　県民公園新港の森の概要

概　　　　　　　　　　　　　　　　要施　設　名

１　規模
　　両翼９０ｍ、センター１２０ｍ
２　施設
　　バックスクリーン、スコアボード、バックネット、ダッグアウト、放送

設備等

野 球 場

１　規模
　　３００ｍトラック（６コース）相当、直線コース１２５ｍ
２　施設
　　跳躍、投てき、サッカー、ゲートボール、ソフトボール

スポーツ広場

クレイコート４面テニスコート

４か所（乗用車約２００台駐車）駐 車 場

管理事務所１棟、園路遊歩道６，４００ｍ、芝生広場１０か所（２７，０００m２）、植栽約
１１万本（１６０，０００m２）休憩所３２か所、便所５か所、公衆電話など

そ の 他
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　表２‐１１４　県民公園新港の森施設利用状況
（単位：人）

１７１６１５１４１３年　　　　　度

１４６，３６０１４０，８５０１３２，１００１３３，７３０１３２，３８５入 園 者 数

９２６０９，０６０８，７８５９，５９２８，０５８野 球 場

施
設
利
用
人
員

９２５４０４３２３１６１２９７テニスコート

５，７２５６，２４０４，３８７３，８０５４，６７５スポーツ広場

１５，９１０１５，７０４１３，４９５１３，５５８１３，０３０計

特　　　　　　　　　　　　　　　　徴面積主 な 施 設地区

トラックはウレタンチップ系全天候型舗装。
カラーアスファルト舗装。イベントの会場としても利用可能。
園路、植栽地等。

ha

３．５
陸 上 競 技 場
お 祭 り 広 場
そ の 他

　

Ａ
地
区

ウレタン系全天候型コートが６面ある。
空港スポーツ緑地の「玄関」となる広場。
小高い丘の上にあり、飛行機の離着陸が眺められる。
なだらかな芝生のスロープ。冬はミニスキーに利用できる。
長さ２０８．５ｍに及ぶ滝、流れ、池がある。
園路、植栽地等。

３．３

庭 球 場
入 口 広 場
展 望 広 場
芝 生 ス ロ ー プ
せ せ ら ぎ 広 場
そ の 他

Ｂ　

地　

区

コンビネーション遊具やスプリング遊具、砂場がある。
多目的に利用できる広々とした芝生の広場。
ダスト舗装コートが４面ある。
自動車６２台が駐車可能。
園路。植栽地等。

２．９

わ ん ぱ く 広 場
芝 生 広 場
ゲートボール広場
駐 車 場
そ の 他

Ｃ　

地　

区

ダスト舗装の広場に高木の林
芝生の広場
７色のシャワーモニュメントを配したサンクン広場
自動車２６台駐車可能
園路、植栽地等

１．７

林 間 広 場
緑 陰 広 場
レインボープラザ
駐 車 場
そ の 他

Ｄ　

地　

区

築山、砂場等１．８児 童 遊 園
駐 車 場

Ｅ
地
区

１３．２合　　　　　計

１７１６１５１４１３年　　　　　度

５８，９５７５９，３６３６３，０６７７８，５１０７９，２２０入 園 者 数

５，１３８４，５７０３，０３３６，６６９６，２７４陸上競技場施
設
利
用
人
員

８，９９６９，５４２９，９２４１０，５８１９，５８３庭 球 場

１４，１３４１４，１１２１２，９５７１７，２５０１５，８５７計

　表２‐１１５　空港スポーツ緑地の概要

　表２‐１１６　空港スポーツ緑地施設利用状況
（単位：人）
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　�　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　表２‐１１７　酸性雨実態調査の概要（１７年度）

調　査　方　法調　査　項　目調 査 期 間調 査 地 点区分

酸性雨等調査マニュアル
（環境庁大気保全局）
湿性沈着モニタリング手引
き書（第２版）
（環境省地球環境局）

・pH
・イオン成分（SO４２－、
NO３－、Na ＋、Cl －

等）降下量等

１７年４月～
１８年３月

（一週間降雨毎）

射　　水　　市
（環境科学センター）

雨　
　
　

水
富　　山　　市
（立山黄砂酸性雨観測局）

湖沼環境調査指針
［�日本水質汚濁研究協会］

１７年８月及び１０月
南　　砺　　市
（縄ヶ池）

湖
沼

　表２‐１１９　雨水の pHの年度別調査結果（一週間降雨毎）

調　　査　　地　　点
調査年度

全 国 の 状 況立山町・富山市小　杉　町

第１次調査
（５８～６２年度）
　　　４．４～５．５
第２次調査
（６３～４年度）
　　　４．５～５．８
第３次調査
（５～９年度）
　　　４．４～５．９
第４次調査
（１０～１２年度）
　　　４．４７～６．１５

　１３～１４年度
　　　４．３４～６．２５

－４．９昭和６１年度

－４．９６２年度

－４．７６３年度

－４．６平成元年度

４．８４．７２年度

４．７４．６３年度

４．６４．６４年度

４．８４．８５年度

４．７４．７６年度

４．９４．９７年度

４．９４．８８年度

４．８４．８９年度

５．１５．０１０年度

４．８４．９１１年度

４．８４．８１２年度

４．６４．５１３年度

４．８４．７１４年度

４．７４．６１５年度

４．８４．６１６年度

４．８４．６１７年度

注　立山町と富山市の調査地点は、２～５年度：旧大山町山野スポーツセンター傍、
６～１４年度：国設立山酸性雨測定所（立山町芦峅寺スキー場敷地内）、１５年度～：
立山黄砂酸性雨観測局（県営らいちょうバレースキー場山頂駅傍）です。

　表２‐１１８　雨水の pH調査結果（１７年度）
 （一週間降雨毎）………自動採取法

雨　　　　水　　　　の　　　　pH調 査
項 目 富　　山　　市射　　水　　市

平　均範　　　囲平　均範　　　囲調 査
結 果 ４．８４．２　～　５．７４．６４．１　～　６．０
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　図２‐９　主要イオン成分降下量、降水量の月別推移（１７年度）
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　図２‐１０　主要イオン成分降下量の経年変化（射水市）
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　表２‐１２０　森林地における pH調査結果（１７年度）

　図２‐１１　縄ケ池における pH及びアルカリ度の経年変化

雨水の年平均 pH（一週間降雨毎・ろ過式採取法）
調査項目

富山市南砺市小矢部市魚津市

４．８４．５４．５４．５調査結果
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　表２‐１２１　�環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）の事業概要（１７年度）

事　　業　　概　　要事　　業　　名事業の種類

　本県がコーディネート自治体を務める「北東アジア地域自
治体連合環境分科委員会」を開催し、参加自治体間で環境に
関する協力事業の協議や情報の交換を行った。

北東アジア地域自治体連
合環境分科委員会の推進

環境保全に
関する交流
推進事業

　環日本海地域の自治体担当者や大学、民間企業、ＮＧＯ等
との連携を深めるため、関係会議への出席や関係学会への参
加等を行った。

海洋環境保全パートナー
シップの形成

　中国遼寧省及びロシア沿海地方に職員を派遣し、環境分野
における協力事業の協議や情報交換等を行った。

対岸地域との環境協力推
進

　日本海・黄海の海洋環境保全対策の基礎資料等とするため、
日本、ロシア、韓国及び中国の沿岸自治体やＮＧＯと連携・
協力して海辺の漂着物の実態調査を実施した。また、漂着物
調査に関する情報交換を行うため検討会を開催するとともに、
海洋ごみ問題の啓発のためシンポジウムを開催した。

海辺の漂着物調査環境保全に
関する調査
研究事業

　遼寧省の水質汚濁の改善に資するため、遼寧省と共同で遼
東湾沿岸海域の水質調査を実施した。

中国遼寧省との水質環境
に関する共同調査研究

　センターの活動状況や環日本海地域における環境の情報を
ホームページにより提供した。

広報・普及啓発環境保全に
関する施策
支援事業

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）や自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）
の事業を活用し、研修員の受入、専門家の派遣を行った。

対岸地域の環境技術者の
研修

　北東アジア地域の次代を担う青少年（中学生）の環境保全
意識の高揚を図るため「北東アジア青少年環境シンポジウム」
を中国遼寧省で開催した。

子どもたちの環境教育・
啓発活動

　富山湾をモデル海域として、海色の衛星データを利用した
水質モニタリング及び水温の衛星データを利用した流動解析
を行うための調査研究を行った。

日本海等の環境影響調査ＮＯＷＰＡ
Ｐ推進事業

　ＮＯＷＰＡＰ地域の赤潮／ＨＡＢの現状やモニタリング、
評価手法について情報交換を行うための国際ワークショップ
を開催したほか、今後の活動の進め方等について助言を得る
ため、調査検討委員会を開催した。

赤潮／有害藻類の異常繁
殖（ＨＡＢ）に関する調
査

　リモートセンシングに関する今後の活動の進め方等につい
て助言を得るため、調査検討委員会を開催した。

リモートセンシングによ
る環境モニタリング手法
の開発

　環境省が、１４年３月に富山県環境科学センターに設置した
「環日本海海洋環境ウオッチシステム」を管理運営し、人工
衛星を活用した海洋環境データを受信、解析するとともに、
ＮＯＷＰＡＰ関係国を含む国内外へ発信した。

環日本海海洋環境ウオッ
チ推進事業

　ＮＯＷＰＡＰ地域おいて、海洋ごみ問題に関する情報交換
を行うとともに、関係者のネットワークを構築することを目
的に国際ワークショップを開催した。

第１回北西太平洋地域に
おける海洋ごみに関する
国際ワークショップの開
催

　ＣＥＡＲＡＣ（特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動
センター）に指定されているＮＰＥＣの地域活動センターと
しての活動を推進するためフォーカルポイント会議調整・助
言会議及びワーキンググループ会議等を開催した。

地域活動センター（ＲＡ
Ｃ）の運営
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　表２‐１２２　環日本海地域との相互派遣の概要（１７年度）

相　　互　　派　　遣　　の　　概　　要

・受 入 先：中国遼寧省
・受入人数：２名
・受入期間：４月２１日～２２日
・受入目的：遼寧省との水質環境に関する共同調査研究検討会

・派 遣 先：韓国仁川市、大田市
・派遣人数：２名
・派遣期間：５月２３日～２８日
・派遣目的：第８回ＭＥＲＲＡＣ（海洋環境緊急準備・対応）フォーカルポイント会議及び油汚染に

関する海上演習及び国際シンポジウムへの出席

・受 入 先：中国、韓国、ロシア、タイ
・受入人員：中国４名、韓国６名、ロシア４名、タイ１名
・受入期間：６月３０日～７月１日
・受入目的：第１回北西太平洋地域における赤潮／ＨＡＢに関する国際ワークショップの開催

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人数：３名
・派遣期間：７月６日～１１日
・派遣目的：遼寧省との水質環境に関する共同調査研究の現地調査

・受 入 先：韓国江原道
・受入人員：１名
・受入期間：７月１３日～１０月７日
・受入目的：海外技術研修員の研修

・受 入 先：中国（遼寧省、河北省、山東省、江蘇省）、韓国（江原道、忠清南道、慶尚北道）、ロシ
ア（沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州）

・受入人員：中国４名、韓国６名、ロシア３名
・受入期間：７月１５日
・受入目的：２００５年度海辺の漂着物調査検討会、海洋ごみ問題シンポジウムの開催

・派 遣 先：韓国ソウル市
・派遣人数：１名
・派遣期間：７月２４日～２６日
・派遣目的：ＮＯＷＰＡＰ国際ワークショップへの参加

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人数：４名
・派遣期間：８月２０日～２４日
・派遣目的：北東アジア青少年環境シンポジウムの開催

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人数：１名
・派遣期間：８月２０日～２４日
・派遣目的：遼寧省環境保護局との意見交換、遼寧省環境監測センターの視察等

・派 遣 先：ロシア沿海地方
・派遣人数：４名
・派遣期間：８月３１日～９月７日
・派遣目的：渡り鳥に関する共同調査

・受 入 先：中国、韓国、ロシア
・受入人員：中国３名、韓国３名、ロシア３名
・受入期間：９月１５日～１６日
・受入目的：第３回ＣＥＡＲＡＣ（特殊モニタリング・沿岸環境評価）フォーカルポイント会議の開催
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・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人数：１名
・派遣期間：９月２６日～２９日
・派遣目的：ＤＩＮＲＡＣ（データ・情報ネットワーク地域活動センター）第４回フォーカルポイン

ト会議への参加

・派 遣 先：ロシア沿海地方
・派遣人数：２名
・派遣期間：１０月９日～１５日
・派遣目的：第２回ＮＯＷＰＡＰワーキンググループ１、２及びＰＯＭＲＡＣ（汚染モニタリング地

域活動センター）第３回フォーカルポイント会議への参加

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人数：２名
・派遣期間：１０月１６日～２９日
・派遣目的：遼寧省との水質環境に関する共同調査研究における専門家の派遣

・派 遣 先：韓国済州島
・派遣人数：１名
・派遣期間：１０月１５日～１９日
・派遣目的：第５回東シナ海海洋水産科学ワークショップへの参加

・受 入 先：中国遼寧省
・受入人員：２名
・受入期間：１０月１８日～１２月１日
・受入目的：遼寧省との水質環境に関する共同調査研究における技術研修員の受入

・派 遣 先：ロシア沿海地方
・派遣人数：２名
・派遣期間：１２月１４日～１７日
・派遣目的：環境協力推進事業の意見交換

・派 遣 先：韓国ソウル市
・派遣人数：１名
・派遣期間：１月４日～７日
・派遣目的：第３会ＮＯＷＰＡＰパーキンググループ４（リモートセンシング）会議への参加

・受 入 先：中国、韓国、ロシア
・受入人員：中国１名、韓国１名、ロシア３名
・受入期間：３月８日～９日
・受入目的：第４回ＣＥＡＲＡＣ（特殊モニタリング・沿岸環境評価）フォーカルポイント会議の開催
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　表２‐１２３　主な環境月間行事（１７年度）

　�　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

実　　　　施　　　　概　　　　要行　　　事　　　名

環境保全意識の高揚を図るため、環境教育に関する講演会を開催（６
月５日）

環 境 月 間 講 演 会

県内小・中学校の児童生徒から環境に関するポスターを募集し、優
秀作品を表彰するとともに、ショッピングセンター、自然博物園ね
いの里などで展示。

環境月間ポスターの募集と展示

県内企業の環境保全対策モデル施設等を巡るバス教室を開催（６月
１５日）

環 境 を 考 え る バ ス 教 室

　表２‐１２４　「水ふれあいバス教室」の開催状況（１７年度）

見　　学　　場　　所　　等開 催 日コース

①水生生物調査（利賀少年自然の家、百瀬川）
②瓜裂清水（全国名水百選）

７月２５日
７月２９日

百 瀬 川

　表２‐１２５　環境保全相談室の活動状況（１７年度）

　　・相談業務

件　　　数内　　　　　　　　容

１５０件
６４件

環境保全活動に係る相談
ビデオ、資料、図書等の問い合わせ、提供

２１４件計

　　・環境に関する出前講座
　　　　環境保全、地球温暖化等に関する講師を要望に応じて無料で派遣

計そ の 他自 然 保 護地球温暖化防止
ご み 減 量 化・
リサイクル推進

区 分

２９件４件９件７件５件利用件数

１，６８７人４１人５８３人１，２６９人２１７人利用者数
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　表２‐１２６　中小企業環境施設整備資金融資制度の概要

融資限度額償還期限金　　　利貸付対象者資　金　の　使　途

個別
３，０００万円
団体
５，０００万円

７年以内
（うち据
置１年 以
内）

１．５５％以内
（１５．３．１～）

１．９０％以内
（１８．６．５～）

中小企業者

�　公害防止施設の整備
　（産業廃棄物の処理施設を含む。）
�　公害防止に必要な工場等の移転、
工場に隣接する民家等の買収
�　公害防止又は工場等の周辺の景観
保持のために必要な緑地・囲障等の
設置
�　低公害車の購入
�　土砂運搬用トラックによる著しい
道路の汚損又は粉じん発生の防止の
ために必要な洗車施設の設置及び路
面清掃車の購入
�　オゾン層を破壊する物質の排出の
抑制及び使用の合理化のために必要
な施設の整備等
�　廃棄物の資源化及び再生利用のた
めに必要な施設の整備
�　地下水の保全及び水の循環的な利
用のために必要な施設の整備
�　標高１，０００ｍ以上の自然公園内で
実施する環境に配慮したトイレの整
備
�　温室効果ガスの排出の抑制のため
に必要な施設等の整備
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合
計

そ
の

他
山
岳
地
の

ト
イ
レ
整
備

地
下
水
保
全

施
設

資
源
化
・

再
生
利
用
施
設

低
公
害
車
の

購
入

緑
地
等
の

景
観
整
備

フ
ロ
ン
対
策

施
設

公
　
　
　
　
　
害
　
　
　
　
　
防
　
　
　
　
　
止
　
　
　
　
　
施
　
　
　
　
　
設

年 　 　 　 　 度

産
業
廃
棄
物

騒
音
振
動

有
害
ガ
ス

悪
臭

ば
い
煙・
粉
じ
ん

汚
水

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

１７
９，
６５
０

７
－

－
２５
，００
０

１
－

－
７０
，００
０

２
－

－
－

－
－

－
４８
，６０
０

２
－

－
－

－
３０
，００
０

１
６，
０５
０

１
－

－
１３

１１
３，
００
０

４
－

－
３０
，００
０

１
－

－
５３
，００
０

２
－

－
－

－
－

－
３０
，００
０

１
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
１４

４８
，００
０

２
－

－
－

－
－

－
４８
，００
０

２
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
１５

２０
，００
０

１
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
２０
，００
０

１
１６

４６
，００
０

３
－

－
３，
００
０

１
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
１６
，００
０

１
２７
，００
０

１
１７　
表
２‐
１２
７
　
中
小
企
業
環
境
施
設
整
備
資
金
融
資
実
績
の
年
度
別
推
移

（
単
位
：
千
円
）
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　表２‐１２８　中小企業環境施設整備資金の融資実績（施工地市町村別）の推移

１７１６１５１４１３年度

市町村
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数

３０，０００２－－－－－－－－富 山 市＊

１６，０００１－－２０，０００１－－６，０５０１高 岡 市

－－－－－－３０，０００１１８，６００１新 湊 市

－－－－－－－－７０，０００２氷 見 市

－－－－２８，０００１２３，０００１－－黒 部 市

－－２０，０００１－－－－－－砺 波 市

－－－－－－３０，０００１－－
南 砺 市
（城端町）

－－－－－－－－－－大沢野町＊

－－－－－－３０，０００１２５，０００１立 山 町

－－－－－－－－３０，０００１朝 日 町

－－－－－－－－３０，０００１婦 中 町＊

４６，０００３２０，０００１４８，０００２１１３，０００４１７９，６５０７計

注　＊は現富山市です。
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　表２‐１２９　公害防止施設等に対するその他融資制度の実績の推移

１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度

種　　　　　　　類 金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数

－－－－－－－－－－小規模企業者等設備導入資金

－－－－－－－－－－中 小 企 業 高 度 化 資 金

１１５，５００７－－－－－－高 度 技 術 化 促 進 資 金

－－設 備 投 資 促 進 資 金

１５，０００１１４，２２０２３，０００１３，０００１１３，０５０２農 業 近 代 化 資 金

１５，０００１１２９，７２０９３，０００１３，０００１１３，０５０２計

　表２‐１３０　公害防止管理者等の選任届出状況

届　出　状　況区　　　　　　　　　　分

２２３（７０）　公 害 防 止 統 括 者

１９（２）　公 害 防 止 主 任 管 理 者

４１（１）　第 １ 種

大気関係公害防止管理者
２２（１）　第 ２ 種

２５（９）　第 ３ 種

４７（１６）　第 ４ 種

４５（４）　第 １ 種

水質関係公害防止管理者
６９（１７）　第 ２ 種

８（１）　第 ３ 種

３３（１２）　第 ４ 種

１５（３）　粉 じ ん 関 係 公 害 防 止 管 理 者

３９（２５）　騒 音 関 係 公 害 防 止 管 理 者

４４（３３）　振 動 関 係 公 害 防 止 管 理 者

１２（２）　ダ イ オ キ シ ン 類 関 係 公 害 防 止 管 理 者

６４２（１９６）総　　　　　　　　　　数

（１８年３月３１日現在）

注　（　）は、市町村事務分で、内数です。
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　表２‐１３１　富山・高岡地域公害防止計画の概要

内　　　　　　　　　　　　　　容区　　　　　　　　分

富山市（旧富山市、婦中町の区域）、高岡市、射水市（旧
新湊市の区域）

地 域 範 囲

１７年３月１７日承 認 年 月 日

１６～２０年度（５年間）計 画 期 間

・自動車交通公害対策
・富山湾海域の水質汚濁対策
・神通川流域の農用地土壌汚染対策
・富岩運河等のダイオキシン類汚染対策

計 画 の 主 要 課 題

１，８１２億円（公害対策９７９億円、公害関連８３３億円）地方公共団体が講じる対策計
画
事
業
費

６７億円事 業 者 が 講 じ る 対 策

１，８７９億円総 額

　表２‐１３２　環境影響評価の実施状況

評　　　価　　　書知事意見の提出説明会の開催準 備 書 等事業種類・規模事　業　名区
分

提出　　３年１１月２１日
準備書
１１月７日

６月１５、１７、１８日

準備書提出
３年６月５日レクリエーション施設

（ゴルフ場１４０．２ha）

大山カメリア

カントリークラブ

要　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱

縦覧１１月２２日～１２月２４日
準備書縦覧

６月６日～７月６日

提出　　５年３月２５日
準備書
１２月２８日

８月１０、１１日

準備書提出
４年７月２８日

レクリエーション施設

（スキー場１７２．３ha）

（ゴルフ場１９８．９ha）

利賀リゾート開発
縦覧３月２６日～４月２６日準備書縦覧

７月２９日～８月２９日

提出　　６年５月９日
準備書

６年３月３１日

１１月２６、３０日

１２月１日

準備書提出
５年１１月１１日熱供給事業

（最大排出水量１２万m３／日）

富山駅北地区

熱供給事業
縦覧５月１０日～６月１０日

準備書縦覧
１１月１２日～１２月１３日

提出　　１１年２月２３日
準備書

１０年１１月２７日

７月４～１７日

（７回開催）

準備書提出
１０年６月１９日

ごみ焼却施設

（焼却能力２７０ｔ／日／基

×３基）

富山地区広域圏

ごみ処理施設建設

工事
縦覧２月２６日～３月２５日準備書縦覧

６月２２日～７月２１日

－
方法書

１７年８月１日
－

方法書提出
１７年１月２８日ごみ焼却施設

（焼却能力約２９０ｔ／日）

高岡地区広域圏

ごみ処理施設整備

事業

条　
　

例 方法書縦覧
１７年２月１０日～３月９日

注　「区分」欄について、「要綱」とは「富山県環境影響評価要綱」（２年６月告示、同１０月施行、１１年
１２月廃止）、「条例」とは「富山県環境影響評価条例」（１１年６月制定、同１２月施行）
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　表２‐１３３　県が企業と締結している公害防止協定

締結年月日締結企業の業種締　結　企　業　（工場）

４７年３月３０日
（６１年６月３０日承継）

鉱　　　業三井金属鉱業㈱（神岡鉱業㈱）

４８年６月２３日
（６０年３月２５日承継）
（８年１１月１日承継）
（９年４月１日承継）

産業廃棄物処理
非鉄金属

日 鉱 三 日 市 リ サ イ ク ル ㈱
黒 部 日 鉱 ガ ル バ ㈱

４８年８月３０日
（５４年３月１５日改定）
（５７年７月５日改定）
（６０年３月２５日変更）
（６３年３月３０日変更）
（１４年２月１２日変更）
（１６年６月２９日変更）

電　　　力北 陸 電 力 ㈱
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　表２‐１３４　環境保全に関する試験・研究

　　�　環境科学センター

結　　　　　　　果目　　　　　　的課　　　　　題

富山県へ飛来する黄砂成分等の実態を把握する
ため、標高別に大気中の微粒子を採取し、その
化学成分等について検討した。

黄砂中の化学成分等に
ついての検討

標高別の黄砂成分等に
関する研究

酸性雨の影響因子について鉛の同位体比等を用
い東アジア等の影響について検討した。

酸性雨の影響因子につ
いての検討

酸性降下物の影響因子
に関する研究

発生源や環境におけるほう素化合物の測定技術
やその植物影響について検討した。

ほう素化合物の発生源
や環境測定技術及びそ
の植物影響の検討

ほう素化合物による大
気汚染の測定技術及び
除害技術等の開発

打ち水と散水による大気や路面の温度変化につ
いて、自動温度測定記録計やサーモグラフィー
を用いて観測したところ僅かな温度の低下がみ
られた。

打ち水と散水によるク
ールアイランド効果の
実態を把握する

滑川市の「タウンオア
シス構想」における打
ち水・散水の効果に関
する調査研究

排水中の環境ホルモン濃度を調査し、その実態
を把握するとともに、環境ホルモンの前駆体（界
面活性剤）の測定方法を検討した。

環境ホルモンの把握と
周辺環境への影響を検
討する

環境中の内分泌撹乱化
学物質に関する研究

白岩川ダム貯水池において、水質組成とプラン
クトンの関係や水域周辺の環境状況等を調査し、
湖沼の特性について検討した。

水質特性やプランクト
ン等から湖沼の特性の
検討

湖沼における水質特性
とプランクトンに関す
る研究

富山湾について、難分解性溶存有機物質の実態
及び挙動を調査し、富山湾の汚濁メカニズムの
解明を行った。

難分解性溶存有機物に
よる富山湾の水質汚濁
メカニズムの解明

富山湾の水質汚濁メカ
ニズムに関する研究

最終処分場からの放流水等の安全性を確認する
ため、バイオアッセイを用いた方法の有用性を
検討した。

バイオアッセイによる
最終処分場の安全性の
検討

産業廃棄物最終処分場
浸出水のバイオアッセ
イに関する研究

河川底質データ等を解析して、汚染原因の解明
など河川環境の特性について検討した。

河川底質による河川特
性についての検討

河川底質からみた河川
の汚濁に関する研究

下水処理の汚泥の減容化のため、水溶性ビタミ
ンが含まれる茶がらを投入して、その効果につ
いて検討した。

下水汚泥の減容化につ
いての検討

下水汚泥の減容化に関
する研究
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　　�　衛生研究所

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

宅地化が著しい水田地域と、森林が残存する丘陵
地域の牛舎において、吸血に飛来する蚊類を比較
して、環境の変化（単純化）に伴う、蚊類の種類
構成に及ぼす影響を引き続き調査したところ、丘
陵地では蚊数は少ないが、蚊種が多いことが再確
認され、多様な環境の重要性が示唆された。

環境の変化により多発
する不快害虫などの発
生防止・駆除対策に関す
る継続的検討

不快昆虫の多発防止対
策の調査研究

玄米等の県内主要農産物９種２１検体について、有
機リン系など１０８農薬を分析したところ、全てが
基準値以下であり、食品衛生上問題となるレベル
ではなかった。
富山産魚介類のフクラギ等１７種２０検体について
総水銀を、サバ等１０種１０検体についてトリブチル
スズオキサイドをそれぞれ分析したところ、いず
れも問題となる残留値ではなかった。

残留農薬等による食品
の汚染状況の継続調査

食品中の残留農薬及び
その他の有害物質に関
する調査研究

神通川流域のカドミウム汚染地域における住民
の健康管理推進のため、近位尿細管機能異常につ
いての調査研究を継続している。腎機能の状態を
明らかにするため、カドミウム非汚染地域の健診
データを利用した解析を進めている。

カドミウム汚染とイタ
イイタイ病の予防

イタイイタイ病に関す
る研究

代謝が速く毒性が低いとされてきた有機リン系
農薬の尿中代謝物が一般住民から低濃度ながら
継続的に検出され、恒常的な曝露を確認した。最
も影響が危惧される小児への曝露レベルを明ら
かにするため、海外との国際比較を視野に入れて
調査を実施中である。

環境化学物質の生体内
暴露評価に関する検討

環境汚染物質と生体影
響に関する研究
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結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

アルコリシス法及び酸性雰囲気高温高圧水によ
るナイロンの分解では、現状では反応時間の短縮
が困難であった。繊維廃棄物のマテリアルリサイ
クルは真空成形技術を用いることにより、比較的
簡易に立体形状品を成形できた。ＦＲＰの再原料
化は、使用溶剤の回収および界面活性剤と溶剤の
最適条件について良好な結果を得た。

繊維及び繊維強化プラ
スチックの再資源化・再
生品化に関する技術を
蓄積し、ニーズにあった
手法を供給する。

繊維及び繊維強化複合
材料のリサイクルに関
する研究

富山湾沖の表層水、水深３００ｍ及び７００ｍの深層水
中から、プロテアーゼ活性、リパーゼ活性、アミ
ラーゼ活性を有する新たな海洋細菌を分離する
とともに、今までに分離した菌株の中から優秀株
をそれぞれ選抜し、それらの性状解析を行った。
環境ホルモンであるノニルフェノールを分解す
る分解菌についても同様に分離できたので、優秀
株に対して性状解析を行った。

富山湾内の深層水など
の海水中から環境ホル
モンや石油などの環境
有害物質を分解する微
生物の探索を行う。

海洋由来の有用微生物
の工業的応用

メチルトリオキソレニウム触媒／過酸化水素に
よるエポキシ化反応において、添加する窒素複素
環化合物について検討したところ、３－メチルピ
ラゾールがこれまで最も優れた添加剤とされて
いるピラゾールより優れた性能を有すること、お
よび１－メチルイミダゾールがエポキシドの開
環を強く抑制することを見出した。

グリーンケミストリー
の視点に基づく技術に
よる、環境への負荷の少
ない物質、生産プロセス
の開発を目的とする。

グリーンケミストリー
を指向した酸化反応触
媒の開発

Ｍｇ切削屑は油や水分が付着している上、燃焼し
やすい薄片形状をしており、リスク管理の面から
もこれを貯蔵せず随時リサイクルする必要があ
る。そこでＭｇ切削屑を加熱加圧によるブリケッ
ト作製と再溶解する方法を検討し、実操業に向け
たブリケットの固化条件の最適化と含有ガスの
分析および安全性の確認のための燃焼テスト等
を行った。

現状では産業廃棄物と
して処分されていた
Mg切削くずをブリケ
ット化し、再溶解原料と
して再資源化を図る。

マグネシウム切削くず
のリサイクルシステム
の構築

ポリ乳酸などのバイオマスポリマーは、これまで、
厚物シートでの展開、特に真空成形分野での研究
は殆どなかった。このため、その利用拡大と工業
製品の環境対応に大きな可能性を秘めるポリ乳
酸の真空成形技術の開発に取り組み、基礎的な成
形条件の把握を行った。さらに、ポリ乳酸繊維布
で補強するＦＲＰ化技術にも取り組み、大型製品
（バスタブ）を試作した。

ポリ乳酸などのバイオ
マスポリマーによる真
空成形技術を確立し、大
型製品への対応を図る。

有機材料複合化グリー
ンプラスチックの開発

　　�　工業技術センター

　　�　農業技術センター農業試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

神通川流域（５ヵ所）、黒部地域（３ヵ所）の客
土水田地帯に設置された実証展示ほ場で、栽培指
針に基づき水稲を栽培し、肥料や土壌改良資材の
施用効果について調査、確認を行った。

復元後の客土水田地帯
の稲作の安定化を図る
ため、水稲栽培指針の実
証展示を行う。

カドミウム汚染田復元
後の客土水田における
施肥改善効果等に関す
る調査

神通川流域及び黒部地域の客土水田を対象に、代
表地点から玄米や土壌を採取しカドミウム濃度
を調査して、汚染が除去され安全な農地に復元さ
れたことを確認した。

復元後の客土水田につ
いて汚染が除去された
ことを確認する。

カドミウム汚染田復元
後の客土水田の安全確
認調査
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　　�　林業技術センター林業試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

定点調査地で酸性雨実態調査、森林土壌調査、森
林健全度調査等のモニタリング調査を行い、森林
環境の実態を明らかにした。

酸性雨等による森林へ
の影響を予測するため
の森林環境の現状把握

酸性雨等森林影響予測
に関する調査

　　�　林業技術センター木材試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

木材液化物を発泡させたパネル状成型物を製造
するため、イソシアネートとの適正混合比を検討
した。また、製造した当該発泡断熱パネルは、市
販断熱材と比較し、遜色のない性能を示した。

住宅用断熱材として使
われている発泡スチレ
ンや発泡ウレタンの代
替品を木材液化物から
製造する。

木材液化物によるリサ
イクル対応断熱パネル
の開発

エネルギー利用で問題となる鋸屑や樹皮の水分
および塩分について初冬に測定した結果、樹皮は、
それぞれ約６０％および３．４％、鋸屑は、３５％およ
び０．４％であり、海水面貯木したものは、樹皮で
１００倍、鋸屑で３０倍であった。

バイオマス発電などの
燃料として利用可能な
鋸屑や樹皮の燃料特性
を明らかにする。

木質廃材のエネルギー
利用技術の開発

細粒炭、バインダーおよび水の適正混合比、混合
時間、混練法を見いだし、比重約０．５の成型炭を
試作した。

建築廃材の炭化物で利
用法がない５ｍｍ以下
の細粒炭から燃料用成
型炭を製造する。

建築廃材炭化物の機能
性向上技術の開発

ＣＣＡ防腐処理木材の各重金属は、液化・液一液
抽出で除去できること、クレオソート処理材の当
該薬剤は、木材を液化するときの処理温度では分
解しないことが判明した。

保存処理された建築廃
材を木材液化技術と液
一液抽出法で除去する。

保存処理建築廃材のリ
サイクル利用法の開発

　　�　水産試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

１７年度は赤潮の発生は確認されなかった。赤潮の発生状況の把握赤潮に関する調査

富山湾沿岸域８か所で採泥を行い、底生生物の種
類数、現存量の調査を行った。汚染指標種が９個
体確認された。底質では、１地点でＣＯＤ、全硫
化物が水産用水基準を上回った。

底生生物からみた富山
湾底質の汚濁状況の把
握

富山湾の底生生物の調
査

　　�　農業技術センター畜産試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

吸引通気式の堆肥化で発生する高濃度のアンモ
ニアは、リン酸溶液洗浄方式のスクラバで回収し、
硫化水素等は林地残材で除去できることを明ら
かにした。

豚ふんの堆肥化過程で
発生する悪臭の簡易で
低コストな回収・利用技
術の検討

堆肥化過程における環
境負荷物質の回収利用
技術の確立

低蛋白質飼料に不足する制限アミノ酸を添加す
ることにより、発育が低下することなく、一般に流
通する蛋白質含量の高い飼料と比較して約３０％
窒素排出量を低減できることを明らかにした。

発育等の生産性と環境
負荷低減に配慮した豚
飼養管理技術の検討

環境に負荷を与えない
高発育能力豚に対応し
た飼養管理技術の開発



２４８

第２　日誌（１７年度）

内　　　　　　　　　　　　　　　容月　日

第１回環境影響評価技術審査会開催（高岡地区広域圏ごみ処理施設建設）
中国遼寧省との水質環境共同調査研究検討会の開催
市町村環境担当課長会議開催
富山県県土美化推進県民会議総会開催

４・１１
４・２１
４・２５
４・２８

廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正（不適正処理への対策）
第２回ツキノワグマ等保護管理検討委員会開催
ツキノワグマに関する市町村担当課長会議開催

５・１１
５・１１
５・１３

環境の日記念行事開催
第１回富山県環境審議会環境教育小委員会開催（環境教育推進方針の策定）
第１回富山県環境審議会自然環境専門部会開催（県定公園の新規指定）
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定を告示（朝日町から富山
市の沿線地域）
ツキノワグマによる人身被害防止等に関する市町村担当課長会議の開催
第１回北西太平洋地域における赤潮／ＨＡＢに関するワークショップの開催（～７・１）

６・５
６・１０
６・１０
６・２７

６・２９
６・３０

第２回環境影響評価技術審査会開催（高岡地区広域圏ごみ処理施設建設）
第１回富山県環境審議会水環境専門部会開催（富山県地下水指針の改定）
富山県大気環境計画推進協議会
第１回富山県環境審議会開催（県定公園の新規指定の答申等）
北東アジア地域自治体連合環境分科委員会開催
海辺の漂着物調査検討会の開催
海洋ごみ問題シンポジウムｉｎとやまの開催
第４期富山県分別収進促進計画策定
第３回ツキノワグマ等保護管理検討委員会開催
第１回富山県環境審議会温泉専門部会開催（温泉掘削等の許可）
第３回環境影響評価技術審査会開催（高岡地区広域圏ごみ処理施設建設）

７・１
７・６
７・８
７・１１
７・１４
７・１５
７・１５
７・１９
７・２０
７・２７
７・２９

高岡地区広域圏ごみ処理施設建設に係る環境影響評価方法書に対する知事意見提出
北東アジア青少年環境シンポジウム２００５の開催（～２２日、中国遼寧省）
第１回富山県環境審議会野生生物専門部会開催（鳥獣保護区特別保護地区の指定）
富山県ツキノワグマ保護管理暫定指針策定

８・１
８・２１
８・３０
８・３１

リサイクル製品・エコショップ認定（前期）
第１回地下水涵養手法検討委員会開催
第１回富山湾共同環境調査検討会開催
県庁本庁舎のＩＳＯ１４００１更新審査（～９日）
第１回とやまの名水検討委員会開催
自然と人間との共生シンポジウム開催
大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定を締結
ツキノワグマ異常出没予測発表
ＮＯＷＰＡＰ・ＣＥＡＲＡＣ第３回フォーカルポイント会議開催（～１６日）
ツキノワグマ連絡会議開催
富山県建築物又は工作物の解体等に伴う石綿粉じんの排出等防止措置要綱の制定

９・２
９・２
９・６
９・８
９・９
９・１１
９・１２
９・１４
９・１５
９・１６
９・２９

第２回富山県環境審議会環境教育小委員会開催（環境教育推進方針の策定）
富山県建築物又は工作物の解体等に伴う石綿粉じんの排出等防止措置要綱説明会開催
第１９回全国浄化槽技術研究集会開催
第２７回浄化槽行政担当者研究会開催
とやま環境フェア２００５、ごみゼロ推進県民大会開催（～２３日）
富山県ナチュラリスト認定式
富山県ニホンザル保護管理計画地域指導員研修会開催

１０・３
１０・４
１０・１１
１０・１１
１０・２２
１０・２３
１０・２５
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１７１７

内　　　　　　　　　　　　　　　容月　日

第１回北西太平洋地域における海洋ごみに関する国際ワークショップの開催（～１５日、環境
省・ＮＰＥＣ主催）
狩猟解禁パトロール実施
第２回富山県環境審議会水環境専門部会開催（富山県地下水指針の改定）

１１・１４

１１・１５
１１・２８

ストップ温暖化講演会の開催
廃棄物の循環利用推進講習会開催
環境保全技術講習会開催
地下水保全・適正利用推進会議開催

１２・８
１２・２０
１２・２０
１２・２１

トイレセミナー開催
第２回とやまの名水検討委員会開催
ガン・カモ科鳥類生息数調査実施
第２回地下水涵養手法検討委員会開催

１・１３
１・１３
１・１５
１・２４

第２回富山県環境審議会温泉専門部会開催（温泉掘削等の許可）
第２回富山湾共同環境調査検討会開催
第６回立山懇談会開催
ごみゼロ推進研修会開催
産業廃棄物適正処理講習会開催
第３回地下水涵養手法検討委員会開催
リサイクル製品認定（後期）
第３回富山県環境審議会環境教育小委員会開催（環境教育推進方針の策定）
第３回富山県環境審議会水環境専門部会開催（公共用水域等の水質測定計画、富山県地下水
指針の改定）

２・７
２・８
２・１５
２・１６
２・２０
２・２０
２・２２
２・２３
２・２７

ＮＯＷＰＡＰ・ＣＥＡＲＡＣ第４回フォーカルポイント会議開催（～９日）
第３回富山県ニホンザル保護管理対策委員会開催
第２回富山県環境審議会開催（環境教育推進方針の策定の答申、地下水指針改定の答申等）
第３回とやまの名水検討委員会開催
第４回ツキノワグマ等保護管理検討委員会開催
ＰＣＢ廃棄物処理計画策定
環境教育推進方針策定
富山県地下水指針改定

３・８
３・１３
３・２７
３・３０
３・３０
３・３１
３・３１
３・３１



２５０

第３　富山県環境関係行政組織図（１８年４月１日現在）
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（１８年４月１日現在）

専門部会等審議事項等根拠法令委員数設置年月日名　称

・大気騒音振動専門部
会
・水環境専門部会
・土壌専門部会
・廃棄物専門部会
・自然環境専門部会
・野生生物専門部会
・温泉専門部会

環境保全及び自然環
境保全に関する基本
的事項及び重要事項
について、調査審議す
る。

環境基本法
自然環境保
全法
県環境基本
条例

２１
６年
８月１日

環境審議会

・あっせん委員
・調停委員会
・仲裁委員会

公害紛争について、あ
っせん、調停、仲裁を
行うことにより、解決
を図る。

公害紛争処
理法
県公害紛争
処理条例

１２
４５年
１１月１日

公害審査会

・骨病理専門部会
公害に係る健康被害
の認定に関し、審査す
る。

公害健康被
害補償法

１５
４９年
１０月１日

公害健康被害
認定審査会

山岳遭難防止につい
て、必要な事項を調査
審議する。

県登山届出
条例

２０
４１年
４月１日

山岳遭難防止
対策審議会

環境影響評価に関す
る技術的な事項につ
いて調査審議する。

県環境影響
評価条例

１３
１１年
６月２８日

環境影響評価
技術審査会

第４　富山県環境関係附属機関
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第５　富山県環境関係分掌事務

（１８年４月１日現在）

　　�　生活環境文化部
　　　ア　本　庁

主 な 分 掌 事 務係課

環境保全施策の企画及び調整
環境影響評価の手続き
公害に係る紛争処理
環境基本計画の推進
環境の状況に関する年次報告書の作成
中小企業環境施設整備資金の貸付
�とやま環境財団との連絡調整
�環日本海環境協力センターとの連絡調整
県民公園新港の森の管理運営
公害防止計画の推進
環境教育・学習の推進
環境保全活動の推進
新県庁エコプランの推進
ＩＳＯ１４００１に基づく環境管理システムの運営

企 画 係

環境政策課

地球温暖化対策の推進
地球温暖化対策推進計画の推進
低公害車の普及促進
フロン対策の推進
国際環境協力の推進
地球環境保全対策の推進
黄砂・酸性雨の調査
富岩運河等のダイオキシン類対策調査

地 球 環 境 係

一般廃棄物に係る市町村の支援
一般廃棄物処理施設の建設・管理支援
廃棄物減量化・再生利用の推進
県土美化運動の推進
とやま廃棄物プランの推進
合併処理浄化槽の普及促進
浄化槽保守点検業者の登録・指導
快適トイレ整備の推進
産業廃棄物の許可・届出
産業廃棄物の監視、指導
産業廃棄物の減量化・再生利用の推進
不法処理防止の推進

廃棄物対策班

公害防止条例による規制、指導
土壌汚染の規制、指導
地下水採取の規制、指導及び地下水指針の推進
公害に係る苦情処理
公害防止組織の整備に関する指導
化学物質に関する指導
毒物及び劇物の業務上取扱者の指導
環境情報システムの運用

指 導 係

環境保全課

大気汚染の監視
大気汚染防止の規制、指導
ブルースカイ計画の推進
騒音、振動及び悪臭の規制、指導
ダイオキシン類の規制、指導
環境放射能の調査

大 気 保 全 係
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主 な 分 掌 事 務係課

水質汚濁の監視
水質汚濁防止の規制、指導
クリーンウオーター計画の推進
富山湾の水質保全対策の調査・検討

水 質 保 全 係

環境保全課

高圧ガスの製造等の指導
火薬類の製造等の指導
電気工事業の登録、届出

ガス火薬保安係

自然保護対策の総合調整
自然環境保全地域の指定及び保全管理
自然保護思想の普及啓発
自然環境保全基金の管理
自然環境指針の推進
県民公園（頼成の森・自然博物園・野鳥の園）の管理
ビオトープづくりの推進

自 然 環 境 係

自然保護課
鳥獣保護、狩猟取締り、傷病鳥獣の救護
鳥獣保護区等の指定、管理
狩猟免許の交付、有害鳥獣の捕獲

野 生 生 物 係

自然公園の指定及び保護管理
立山センターの管理運営
県定公園の管理
家族旅行村の管理
自然公園等の公共施設の整備
植生復元事業の実施

自 然 公 園 係

主 な 分 掌 事 務課

環 境 科 学
セ ン タ ー

環境科学センター各課業務の調整
環境科学センターに属する予算

総 務 課

黄砂、酸性雨、有害大気汚染物質、地球温暖化の調査研究
大気汚染の常時監視

大 気 課

水質環境の測定及び調査研究
工場排水の監視及び測定

水 質 課

騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地下水、産業廃棄物、環境放射能等に
係る調査研究及び監視測定

生 活 環 境 課

立山における自然環境の保全及び自然保護思想の普及啓発立 山 セ ン タ ー

　　　イ　出先機関
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　　�　その他の関係機関
　　　ア　本　庁

環 境 関 係 の 分 掌 事 務課部

公害等による健康被害者の救済健 康 課厚 生 部

小規模企業者等設備導入資金等の貸付経 営 支 援 課商工労働部

汚染米の対策、環境にやさしい農業の推進農 産 食 品 課

農林水産部

農用地の土壌汚染防止対策、畜産環境保全の対策農 業 技 術 課

汚染田の復元耕 地 課

農村下水道の整備、散居、棚田等の農村景観の保全と創出、農業水利
施設の水辺環境の整備

農 村 環 境 課

内水面、海面の環境保全対策水 産 漁 港 課

森林の保全・整備、森づくり、花と緑の県づくりの推進森 林 政 策 課

都市緑化、下水道の整備都 市 計 画 課土 木 部

　　　イ　出先機関

環 境 関 係 の 分 掌 事 務機　　　　　　関

公害一般の相談、し尿処理施設の指導取締り厚 生 セ ン タ ー

公衆衛生に必要な試験研究調査及び技術指導衛 生 研 究 所

産業廃棄物の有効利用、環境への負荷の低減に関する研究工 業 技 術 セ ン タ ー

農用地の土壌汚染対策に関する試験農業技術センター農業試験場

畜産環境保全の調査研究、環境負荷物質の低減に関する調査研究農業技術センター畜産試験場

畜産環境改善の技術指導、畜産環境の苦情処理及び施設の点検家 畜 保 健 衛 生 所

森林の酸性雨等環境影響に関する調査研究林業技術センター林業試験場

木質バイオマスの有効利用に関する調査研究林業技術センター木材試験場

漁場環境保全に関する調査研究水 産 試 験 場
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（１８年４月１日現在）

第６　市町村環境関係担当課一覧

（TEL）廃棄物担当課（TEL）自然公園担当課（TEL）鳥獣担当課（TEL）環境（公害）担当課市町村

（０７６‐４４３‐２０５３）環境政策課
（０７６‐４４３‐２０１９）森林政策課（０７６‐４４３‐２０１９）森林政策課（０７６‐４４３‐２０８６）環境保全課富 山 市

（０７６‐４２９‐５０１７）環境センター

（０７６６‐２２‐２１４４）環境サービス課（０７６６‐２０‐１４１６）花と緑の課
（０７６６‐２０‐１３１６）農地林務課

（０７６６‐２０‐１３５３）
地域安全課
環境政策室

高 岡 市
（０７６６‐２０‐１３０５）農業水産課

（０７６５‐２３‐１０４８）環境安全課（０７６５‐２３‐１０３６）みどり保全課（０７６５‐２３‐１０３６）みどり保全課（０７６５‐２３‐１０４８）環境安全課魚 津 市

（０７６６‐７４‐８０６５）環 境 課（０７６６‐７４‐８１０６）商工観光課（０７６６‐７４‐８０８６）農 林 課（０７６６‐７４‐８０６５）環 境 課氷 見 市

（０７６‐４７５‐２１１１）生活環境課―（０７６‐４７５‐２１１１）農 林 課（０７６‐４７５‐２１１１）生活環境課滑 川 市

（０７６５‐５４‐２１１１）市民環境課（０７６５‐５４‐２１１１）商工観光課（０７６５‐５４‐２１１１）農林整備課（０７６５‐５４‐２１１１）市民環境課黒 部 市

（０７６３‐３３‐１１１１）生活環境課（０７６３‐３３‐１１１１）農地林務課（０７６３‐３３‐１１１１）農業振興課（０７６３‐３３‐１１１１）生活環境課砺 波 市

（０７６６‐６７‐１７６０）生活環境課―（０７６６‐６７‐２９５１）農 林 課（０７６６‐６７‐１７６０）生活環境課小矢部市

（０７６３‐２３‐２００８）住民環境課（０７６３‐２３‐２０３３）森林政策課（０７６３‐２３‐２０３３）森林政策課（０７６３‐２３‐２００８）住民環境課南 砺 市

（０７６６‐５２‐７９６７）環 境 課―（０７６６‐８２‐１９６０）農地林務課（０７６６‐５２‐７９６７）環 境 課射 水 市

（０７６‐４６４‐１１２１）生活環境課―（０７６‐４６４‐１１２１）生活環境課（０７６‐４６４‐１１２１）生活環境課舟 橋 村

（０７６‐４７２‐１１１１）町民窓口課（０７６‐４７２‐１１１１）産 業 課（０７６‐４７２‐１１１１）産 業 課（０７６‐４７２‐１１１１）町民窓口課上 市 町

（０７６‐４６３‐１１２１）住民環境課（０７６‐４６３‐１１２１）産業観光課（０７６‐４６３‐１１２１）産業観光課（０７６‐４６３‐１１２１）住民環境課立 山 町

（０７６５‐７２‐１１００）住民環境課―（０７６５‐７２‐１１００）農水商工課（０７６５‐７２‐１１００）住民環境課入 善 町

（０７６５‐８３‐１１００）住 民 課（０７６５‐８３‐１１００）産業建設課（０７６５‐８３‐１１００）産業建設課（０７６５‐８３‐１１００）住 民 課朝 日 町
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１　愛 鳥 週 間（バードウィーク）
　　毎年、５月１０日からの１週間であり、野鳥の繁殖の時期に合わせて野鳥に対する愛鳥
の精神を普及するため「全国野鳥保護のつどい」をはじめ各地でいろいろな行事が開催
されます。
　　本県でも、小学校６年生によるツバメの県下一斉生息調査や探鳥会など多彩な行事を
開催しています。
２　赤　　　潮
　　海中のプランクトンが異常に増え海水が赤く変色する現象で、魚類等に影響を及ぼす
こともあります。海水中の窒素、燐等の栄養塩類濃度、自然条件の諸要因が相互に関連
して発生すると考えられています。
３　アメニティ
　　「快適性、快適環境」と訳され、生活環境を構成する自然や施設、歴史的・文化的伝
統などが互いに他を活かしあうようにバランスがとれ、その中で生活する人々との間に
調和が保たれている状態をいいます。
４　上乗せ基準
　　法律等で定められる全国一律の排出基準又は排水基準に対し、都道府県が条例で定め
るより厳しい排出基準又は排水基準をいいます。
５　エコマネー（地域通貨）
　　環境保全や福祉など、通常の貨幣によって市場価値を生みにくいサービスのやりとり
を活性化させるため、一定の地域に限って発行される通貨等をいいます。
６　オゾン層の破壊
　　太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収し、生物を守っている大気中のオゾン層がフロ
ン等により破壊されることをいい、地上に到達する有害な紫外線が増加し、人の健康や
生態系などに悪影響が生じるおそれがあります。
７　汚濁負荷量
　　大気や水などの環境に影響を及ぼす物質の量であり、一定期間における排出ガス量や
排水量等とその中に含まれる汚濁物質濃度の積で表されます。
８　外因性内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）
　　動物の生体内に取り込まれた場合に、正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物
質であり、生殖機能障害等を引き起こす可能性が懸念されています。
９　環境影響評価（環境アセスメント）
　　開発事業の実施に先立ち、それが大気、水質、生物等環境に及ぼす影響について事前
に調査、予測、評価を行うとともに、環境の保全のための措置を検討し、環境への影響
の回避や低減を図る仕組みです。

１０　環 境 会 計
　　企業の財務分析の中に反映されにくかった環境保全に関する投資及び経費とその効果
を正確に把握するための仕組みであり、環境保全の取組みを定量的にとらえることによ
り費用効果を向上させることが可能となります。

１１　環 境 税
　　環境への負荷に応じた課徴金制度の一つであり、二酸化炭素の排出量等を対象に検討
が行われています。

１２　環境ビジネス
　　従来からの公害防止装置の製造メーカーや廃棄物処理業者等に加えて、緑化事業や環

第７　環境用語の説明
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境調査・コンサルティング・サービス、環境への負荷の少ないエコロジーグッズの販売
など、環境保全に関連した事業であり、今後の成長が期待されています。

１３　環境への負荷
　　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそ
れのあるものをいい、工場からの排ガスや排水だけでなく、家庭からの生活排水やごみ
の排出、自動車の排ガス等も含まれます。

１４　環境報告書
　　企業等が環境保全への取組みの状況を社会に公表するため、環境保全に関する方針、
環境負荷の低減に向けた取組み、環境マネジメントに関する状況（環境マネジメントシ
ステム、環境会計その他）等について取りまとめた報告書です。

１５　環境リスク
　　環境の保全上の支障を生じさせる危険性をいい、環境に影響を与える物質等の発生や
挙動、経路などを考慮して評価されます。人の健康や生態系への影響を未然に防止する
ためには、環境リスクを適切に管理していくことが重要です。

１６　休　猟　区
　　狩猟鳥獣の増殖を図るため、３年を限度として狩猟行為が禁止される区域です。
１７　京都議定書
　　１９９７年１２月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）にお
いて採択された議定書で、先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある
数値目標や、その達成に向けた排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの
仕組みが掲げられており、日本は、２００８～２０１２年までの間の温室効果ガス排出量を１９９０
年レベルと比べて６％削減することが義務付けられています。２００５年２月に発効しまし
た。

１８　グリーン購入
　　環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを率先して購入することをいいます。
１９　グリーン・ツーリズム
　　緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、滞在型の
余暇活動のことです。

２０　クローズドシステム
　　排水、廃棄物等を工場外に出さずに、工場内で循環し、回収する仕組みです。
２１　公 園 街 道
　　県民公園を結ぶ幹線歩道で、起点は県民公園太閤山ランド、終点は頼成の森の延長１９．３
㎞です。県民公園地域内の雑木林の中をいく、昔からの山道、歴史を秘めた峠道、素朴
な田園の中の道をできるだけ活かして、レクリエーションや自然観察のために提供する
ことを目的としています。

２２　高山ハイデ
　　気象条件などの激しい高山にみられるツツジ科などの小低木群落で、県内では県東部
の高山帯の一部にみられます。

２３　国民休養地
　　自然との触れあいを回復するために、都市周辺の多様で豊かな自然に恵まれた県立自
然公園内に自然との調和を図りながら整備された野外レクリェーションの場であり、単
に保養の場としてのみならず、積極的に自然に働きかけるという体験を通じて自然と人
間との調和のあり方を会得し、郷土の自然を守り育てていこうとする意識を培うことを
目的としてます。
　　県内には、五箇山、あさひ、有峰湖の３休養地があります。



２５８

２４　酸　性　雨
　　主として化石燃料の燃焼で生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物等により、酸性の度合いが
強くなった（pHが低くなった）雨、霧、雪等をいい、一般的には pHが５．６以下のもの
を指します。

２５　三点比較式臭袋法
　　悪臭の調査方法の一つで、人の嗅覚により臭気濃度を求める方法です。
２６　自然博物園
　　県民に、自然に関する学習の場を提供することを目的として富山市婦中町に設置され
た県民公園の一つで、自然博物園センターの展示館等の施設があります。

２７　自然保護憲章
　　自然保護の国民的指標として、４９年６月５日に自然保護憲章制定国民会議が制定した
憲章であり、その大要は次のとおりです。
　１　自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。
　２　自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。
　３　美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。
２８　循 環 資 源
　　廃棄物等の有用性に着目し、繰り返し再使用、再生利用及び熱回収が可能な資源とし
て捉えなおした概念です。

２９　植生自然度
　　植生への人為的な影響を表す指標であり、高山植物群落や極相林のように人間の手の
加わっていないものを１０又は９とし、緑のほとんどない住宅地や造成地を１、その中間
に二次林、植林地、農耕地等をランクし、１０段階で表示します。

３０　生物多様性
　　生態系の多様性（世界の環境に応じて多様な生態系が存在すること）、種の多様性（生
態系を支える様々な種が存在すること）、種内（遺伝的）の多様性（同じ種の中にも、集
団や個体によって様々な違いがあること）の３つのレベルでとらえられる生物間の違い
（変異性）です。

３１　ゼロエミッション
　　国連大学が提唱した概念で、生産・流通工程から排出される廃棄物を別の産業の再生
原料として利用するなど、全体として「廃棄物ゼロ」を目指すことをいいます。

３２　潜在自然植生
　　人為的な影響を一切停止したときに生じると考えられる自然植生です。
３３　戦略的アセスメント
　　個別の事業計画に枠組みを与えることになる政策や上位計画の段階において、環境へ
の影響を評価・把握し、環境への配慮が十分に行われることを確保するための仕組みで
す。

３４　総 量 規 制
　　一定の地域内の汚染物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるため、工
場等からの汚染物質の排出量をもって規制する方法をいいます。一般的には、工場等の
排出ガスや排出水に含まれる汚染物質の濃度による規制が行われていますが、濃度規制
では地域の望ましい環境を維持達成することが困難な場合には、総量規制が導入されて
います。

３５　代 償 植 生
　　本来の植生が、森林の伐採や農地の開墾、道路や住宅の整備など、自然に対する人為
的な影響により置き換えられた植生をいいます。
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３６　地球温暖化
　　地表から放射された熱を吸収し、再び地表に放射して温度を上昇させる効果をもつ二
酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが、近年の人間活動の拡大に伴って大量に排出され
ることによる地球的な規模での気候の変動です。
　　気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の報告によると、平均気温は２０世紀中に
約０．６℃上昇し、１９９０～２１００年までに１．４～５．８℃上昇すると予測されており、海面水位の
上昇、異常気象の頻発化、生態系、食糧生産への悪影響が懸念されています。

３７　鳥獣保護区
　　野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、捕獲行為が禁止されています。鳥獣保護区
内に設けられる特別保護地区では野生動物の生息に影響を及ぼす行為は許可が必要です。

３８　低 公 害 車
　　大気汚染物質である窒素酸化物や粒子状物質等及び温室効果ガスである二酸化炭素の
排出が少なく、従来の自動車よりも環境への負担が少ない自動車の総称で、１３年７月に
国が策定した「低公害車開発普及アクションプラン」では、電気自動車、天然ガス自動
車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車が低公害
車として位置付けられています。

３９　適正揚水量
　　富山県地下水指針で１７の地下水区を対象に塩水化の進行や大幅な地下水位の低下等の
地下水障害を生じさせない揚水量として、地域の特性や住民の意向などの社会的条件を
考慮して設定しています。

４０　デ シ ベ ル
　　騒音の大きさを表す単位で、「ささやき声、木の葉のふれあう音」は２０デシベル程度、
「静かな事務所」は５０デシベル程度、「電車の中」で８０デシベル程度、「ジェット機の音」
は１２０デシベル程度です。

４１　ナチュラリスト
　　本来は博物学者という意味ですが、富山県では自然環境等について一定の知識を持つ
人をナチュラリストとして認定しており、４月下旬～１１月上旬の間、県内４地区５か所
の自然公園等で利用者に自然解説を行っています。

４２　ば　い　煙
　　硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称です。ばいじんとは、ボイラーや電気炉等
から発生するすすや固体粒子をいい、有害物質とは、物の燃焼、合成、分解等に伴って
発生するカドミウム、塩素、ふっ素、鉛、窒素酸化物等の人の健康又は生活環境に係る
被害を生ずるおそれのある物質をいいます。

４３　バードマスター（野鳥観察指導員）
　　野鳥の識別及び生態並びに鳥類学等について一定の知識を持ち、県の認定を受けた人
で、富山新港臨海野鳥園での野鳥解説や、県、市町村及びその他団体が実施する探鳥会、講
習会などの指導にあたっています。

４４　ビオトープ
　　本来は生物が生息する空間という意味で、野生生物の生息・生育空間を表します。
４５　ビジターセンター（博物展示施設）
　　国立公園や国定公園等の利用者に対し、その公園の自然や人文についてパネル、ジオ
ラマや映像装置などによってわかりやすく展示解説するとともに、利用指導や案内を行
い、自然保護思想の高揚を図るための施設です。

４６　富 栄 養 化
　　生活排水の流入等により海洋や湖沼で栄養塩類（窒素、りん等）が増加することをい
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い、プランクトンの増殖を引き起こし、赤潮等の原因となることがあります。
４７　名　　　水
　　「きれいな水で、古くから生活用水などに使用され、大切にされてきたもの」、「いわ
ゆる名水として故事来歴のあるもの」、「その他、特に自然性が豊かであり、優良な水環
境として後世に残したいもの」を指します。環境省の「名水百選」には本県から４か所
が選定されており、県でも「とやまの名水」として６６か所を選定しています。

４８　野 鳥 の 園
　　野鳥の保護を図るとともに、県民に自然探勝の場を提供することを目的として設置さ
れた県民公園の一つで、富山市三ノ熊地内の古洞池地区のほか富山市婦中町高ł 地内の
国設１級鳥類観測ステーション地区があります。

４９　有害大気汚染物質
　　継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原
因となるものをいい、ベンゼンやダイオキシン類等の２３４物質が該当し、うち２２物質が優
先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）に選定されています。

５０　有機塩素化合物
　　塩素を含んでいる有機化合物の総称で、代表的なものとしては、金属部品等の脱脂洗
浄剤やドライクリーニングの溶剤として広く使われてきたトリクロロエチレンやテトラ
クロロエチレンが挙げられます。

５１　要監視項目
　　人の健康の保護等に関連する水質汚濁物質のうち、現時点では環境基準が設定されて
いないものの継続して水質測定を行うことが必要なものであり、人の健康の保護に係る
ものとしてニッケル等２７物質、水生生物の生息に係るものとしてクロロホルム等３物質
が該当します。

５２　レッドデータブック
　　絶滅のおそれがある野生生物のリスト（レッドリスト）に掲載された種について、生
息状況等を取りまとめた報告書です。

５３　労働衛生許容濃度
　　職場において、労働者の健康障害を予防する観点から設定されている有害物質等の基
準値です。

５４　BOD（生物化学的酸素要求量―Biochemical Oxygen Demand）
　　水中の汚濁物質が微生物によって分解されるときに必要な酸素の量で、河川の汚濁を
示す代表的な指標です。

５５　COD（化学的酸素要求量―Chemical Oxygen Demand）
　　水中の汚濁物質を化学的に分解するときに必要な酸素の量で、湖沼や海域の汚濁を示
す代表的な指標です。

５６　DO（溶存酸素量―Dissolved Oxygen）
　　水に溶けている酸素の濃度であり、河川等が有機物で汚濁されると、この有機物を分
解するため水中の微生物が溶存酸素を消費することから値が小さくなります。溶存酸素
が不足すると魚介類に悪影響が生じます。

５７　ＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート－Material Safety Data Sheet）
　　化学物質の性状及び取扱いに関する情報を記載した帳票で、事業者間で化学物質の取
引を行う際には化学物質排出把握管理促進法に基づき、ＭＳＤＳを提供することが義務
付けられています。

５８　ＮＯＷＰＡＰ（北西太平洋行動計画－NorthWest Pacific Action Plan）
　　複数の国で共有される海域について、海洋環境保全に関して関係国の協調による行動
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を推進するため、国連環境計画（ＵＮＥＰ）が進める地域海行動計画の一つで、日本海
及び黄海を対象とするものであり、１９９４年９月の第１回政府間会合において、日本、中
国、韓国及びロシアの４か国により採択されたもの。各国には地域活動センター（ＲＡ
Ｃ）が指定されＮＯＷＰＡＰの個別の事業を推進している。日本では�環日本海環境協
力センターが特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター（ＣＥＡＲＡＣ）とし
て指定されている。

５９　ＰＦＩ（Private Finance Initiative）
　　公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用
して行う手法です。

６０　ppm（Parts Per Million）
　　微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われる単位で、１００万分の１を意味します。同
様の単位としては％（１００分の１）、ppb（１０億分の１）等があります。

６１　PPP（汚染者負担の原則―Polluter Pays Principle）
　　汚染者が環境汚染の防止や改善に必要なコスト（費用）を負担すべきであるとする考
え方です。

６２　SS（浮遊物質量―Suspended Solid）
　　粒径２㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質の濃度で、水の濁りの度合等を表します。
６３　ＵＮＥＰ（国連環境計画－United Nations Enviroment Programme）
　　１９７２年６月ストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択された「人間環境宣
言」及び「環境国際行動計画」を実施に移すため、同年の国連総会決議に基づき設立さ
れた機関で、国連機関が行っている環境に関する諸活動を総合的に調整管理するととも
に、国連諸機関が着手していない環境問題に関して、国際協力を推進していくことを目
的としています。

６４　VOC（揮発性有機化合物―Volatile Organic Compounds）
　　トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、塗料、インキ、シ
ンナー等に含まれるほか、ガソリンなどの成分になっているものもあります。

６５　WECPNL（うるささ指数）
　　航空機騒音のうるささを表わす指数で、１日の航空機騒音レベルの平均と時間帯ごと
の飛行回数から算定されます。
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杉沢の沢スギ

この印刷物は、古紙配合率100％、白色度70％の再生紙と大豆油インキを使用しています。

「とやまエコライフ・アクト１０宣言」
・ＡＣＴ１　冷房の設定温度は２８℃、暖房時の室温は２０℃にしよう
・ＡＣＴ２　蛇口はこまめにしめよう
・ＡＣＴ３　ふんわりアクセル「ｅスタート」をしよう
・ＡＣＴ４　エコ製品を選んで買おう
・ＡＣＴ５　無駄なレジ袋は断ろう
・ＡＣＴ６　コンセントからこまめに抜こう
・ＡＣＴ７　マイカーに乗らずに出かけよう
・ＡＣＴ８　自然とふれあい、緑を守り育てよう
・ＡＣＴ９　資源回収等の地域の環境保全活動に参加しよう
・ＡＣＴ１０　とやまの旬の食材を食べよう

※　ＡＣＴ１～６：チーム・マイナス６％の取組み、
　　ＡＣＴ７～１０：とやまオリジナルの取組み

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00003967.html




